
 

平成 28 年６月 
 

亀 山 市 議 会 

 

定 例 会 会 議 録 



－１－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【６月１３日】 

 
 

１ 服部孝規（日本共産党） １６～２５ページ 

 

議案第４６号 市道路線の認定について及び議案第４７号 市道路線の変更について 

 １ 「市道路線の認定」と「市道路線の変更」があるがその内容について 

 ２ 地域の住民の理解について 

 ３ 土地所有者との交渉について 

議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定

について 

 １ 条例の制定のもととなった「農業委員会等に関する法律」の主な改正点について 

 ２ 農業委員の定数を１０人としたことについて 

 ３ 農地利用最適化推進委員の定数を２０人としたことについて 

 
 

２ 櫻井清蔵（ぽぷら） ２５～３５ページ 

 

議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定

について 

 １ 農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数について 

 ２ 農業委員の任命について 

 ３ 農地利用最適化推進委員の職務について 

 ４ 農地利用最適化推進委員の選任について 

報告第５号 平成２７年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 １ 第２款 総務費、第１項 総務管理費、移住交流促進事業について 

 
 

３ 宮崎勝郎（緑風会） ３５～４４ページ 

 

議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定

について 

 １ 農業委員及び農地利用最適化推進委員について 

 （１）定数について 

 （２）職務について 

 （３）任命について 

 （４）報酬について 

議案第４４号 平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

 １ 第９款 消防費、第１項 消防費、第３目 消防施設費、施設維持補修費２，９５０千円

の増額について 



－２－ 

議案第４６号 市道路線の認定について 

 １ 市道住山１１号線新設の経緯について 

 
 

４ 福沢美由紀（日本共産党） ４５～５１ページ 

 

議案第４８号 専決処分した事件の承認について 

 １ 亀山市国民健康保険税条例の改正内容について 

 ２ 国民健康保険税の軽減対象世帯数について 

 ３ 国民健康保険税軽減分の補てんについて 

議案第４４号 平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

 １ 第２款 総務費、第３項 戸籍住民基本台帳費、第１目 戸籍住民基本台帳費、個人番号

カード交付事業１２，５３１千円の増額について 

議案第４５号 平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 １ 第１款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費、システム修正委託料１，４

９０千円の増額について 

 
 



－３－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【６月１４日】 

 
 

１ 今岡翔平（ぽぷら） ５４～６８ページ 

 

市立保育園と幼稚園の防犯カメラの違いについて 

 １ 防犯カメラの設置状況について 

 （１）幼稚園の現状について 

 （２）保育園の現状について 

 （３）防犯カメラ設置の意義について 

 （４）性能が違うことを市で把握しているのか 

 ２ 今後の対策について 

 （１）幼稚園と保育園に通う子どもたちに違いがあるのか 

 （２）幼稚園と保育園の設備の違いを把握し、指摘するのは一体誰の役割なのか 

消防に十分な人員配置ができているのかについて 

 １ 消防の人員配置の現状について 

 ２ 定員適正化計画に基づくことが正しいのか 

 ３ 人事部門との調整について 

大盛況であった亀山里山公園「みちくさ」春のイベントについて 

 １ イベントの告知の方法について 

 ２ 振り返りをどのようにやっているのか 

 ３ 他の部署に情報やノウハウが共有されるのか 

 
 

２ 髙島 真（緑風会） ６８～７６ページ 

 

安心・安全について 

 １ 防犯灯のＬＥＤ化について 

 （１）進捗状況について 

 （２）今後の予定について 

 （３）ＬＥＤ防犯灯の貸与について 

 ２ 防犯カメラについて 

 ３ 木造住宅補強事業について 

 ４ 住宅リフォーム助成事業について 

 
 

３ 中﨑孝彦（新和会） ７６～９０ページ 

 

病院事業について 

 １ 医療センターの現状に対する認識について 



－４－ 

 ２ 医療センターの経営健全化について 

 （１）予算編成時における業務予定量は現在の医療体制で対応できるのか 

 （２）医業収益と医業費用について 

 （３）一般会計補助金（赤字補填分）について 

 （４）純損失について 

 ３ 地域包括ケアシステムについて 

 （１）現状に対する認識について 

 （２）地域包括ケアシステムの確立に向けた今後の取り組みと見通しについて 

 ４ 在宅医療の現状と課題及び今後の対策について 

 ５ 今年度が最終年度となる地域医療再構築プラン（第２次）の進捗状況と次期計画の考え方

について 

 
 

４ 服部孝規（日本共産党） ９０～１０２ページ 

 

国民健康保険の県単位化について 

 １ 平成３０年度から始まる国民健康保険の県単位化で国民健康保険制度が抱える構造的な問

題は解決するのかについて 

 ２ 国民健康保険税額は県で統一されるのかについて 

 ３ 一般財源からの法定外繰入はできなくするのかについて 

 ４ 国保税の滞納を三重地方税管理回収機構へ移管するのかについて 

 ５ 県単位化を議論する「三重県市町国保広域化等連携会議」や、その下部組織である「作業

部会」の会議の公開と情報公開について 

川崎小学校校舎改築工事（建築工事）における談合情報への対応について 

 １ 談合情報の内容とその後の対応について 

 ２ 亀山市建設工事等談合情報取扱規程の「談合の事実がなかったことを確認」できたのかに

ついて 

 ３ 開札せずに、どうして談合のおそれがあると判断し、聴き取り調査をしたのかについて 

 ４ 現在の談合情報取扱規程のままでいいのかについて 

 
 

５ 森 美和子（公明党） １０２～１１７ページ 

 

防災・減災対策について 

 １ 平成２８年熊本地震が発災し、自治体における防災対策が改めて問われている。今後第２

次総合計画を策定していくにあたり、亀山市の防災・減災の考え方を問う 

 （１）防災拠点としての庁舎のあり方について 

 （２）被災者の生活再建支援に係る手続きについて 

 （３）ＢＣＰ（事業継続計画）の策定状況について 

 （４）災害時要援護者の避難支援について 

食品ロス問題について 



－５－ 

 １ 食べられる食品が捨てられている「食品ロス」問題について市の認識と取り組みを問う 

 （１）市の認識について 

 （２）学校、幼稚園及び保育園における啓発について 

 （３）市民と事業者が一体となった取り組みについて 

 （４）災害備蓄品の有効活用について 

 
 

６ 豊田恵理（創政クラブ） １１７～１３１ページ 

 

シティプロモーションについて 

 １ 亀山市が考えるシティプロモーションとは 

 ２ これまでの検証と結果について 

 ３ 委託の考えについて 

オープンデータについて 

 １ 市の考え方について 

地域公共交通について 

 １ これまでの検証と結果について 

 ２ 市と地域との関わり方について 

 ３ 市と企業との関わり方について 

 ４ 各連携について 

各部署間の連携体制のあり方について 

 １ 市民文化部が本庁と関支所に分かれていることの弊害について 

 ２ 長寿健康づくり室の設置後について 

 ３ 各部署間の連携体制のあり方について 

 



－６－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【６月１５日】 

 
 

１ 鈴木達夫（ぽぷら） １３４～１４６ページ 

 

各種公共施設のランニングコストについて 

 １ 次の施設の現状と、今後の展開、運営について問う 

 （１）「関の山車会館」 

 （２）亀山里山公園「みちくさ」 

 （３）亀山森林公園「やまびこ」 

 （４）都市公園 

 （５）川崎小学校 

 （６）総合環境センター 

 （７）市庁舎 

 
 

２ 尾崎邦洋（緑風会） １４７～１５９ページ 

 

今後、発生が危惧されている南海トラフ地震に備えて 

 １ 想定する被害状況について 

 ２ 非常食等の備蓄状況について 

 ３ 市庁舎の非常電源について 

 ４ 福祉避難所について 

 ５ 仮設住宅の建設用地について 

 ６ 市庁舎及び他の公共施設の耐震基準について 

 ７ 被災後の職員の確保と支援について 

 （１）職員の応援態勢について 

 （２）罹災証明等の各種証明書の速やかな発行について 

 （３）職員のメンタルケアについて 

 ８ 地籍調査について 

 
 

３ 中村嘉孝（新和会） １５９～１７２ページ 

 

地方分権（地方分権一括法関連）について 

 １ これまでの分権改革に対する見解について 

 ２ 第６次地方分権一括法について 

 （１）必置規制の廃止・緩和について 

 （２）義務付け・枠付けの見直しについて 

 （３）権限移譲について 



－７－ 

 （４）提案募集方式の取り組みについて 

 ３ 今後の分権改革に対する考え方について 

地域コミュニティのしくみづくり支援事業について 

 １ 地域活性化支援事業補助金について 

 ２ 地域予算制度について 

 ３ 地域担当職員の配置について 

障害者差別解消法について 

 １ 法律の具体的な内容について 

 ２ 法律の目的及び位置付けについて 

 
 

４ 福沢美由紀（日本共産党） １７２～１８４ページ 

 

２０１７年４月からはじまる介護予防・日常生活支援総合事業について 

 １ 制度が変わることによって影響を受ける人はどういう人か 

 ２ どのような制度になるのか 

 ３ 要介護認定の申請権について 

 ４ 基本チェックリストについて 

 ５ 基準緩和中心型について 

 ６ 介護の卒業という認識について 

市指定の天然記念物の保護について 

 １ 天然記念物保護の目的について 

 ２ 日常的な管理・保護について 

 ３ 樹木の樹勢回復、病害虫駆除等の補助について 

 
 

５ 前田 稔（創政クラブ） １８５～１９７ページ 

 

地域包括ケアについて 

 １ 現状について 

 ２ 課題・問題点について 

 ３ 今後の取り組みについて 

空家等に関する条例について 

 １ 昨年１２月定例会で建設部長は空家等に関する条例を６月定例会に提案すると答弁された

が９月に延期になったのはなぜか 

リニア中央新幹線計画について 

 １ リニアの東京・大阪間の開業が前倒しされるという報道について 

 
 

６ 櫻井清蔵（ぽぷら） １９７～２０７ページ 

 

町並み保存事業について 



－８－ 

 １ ３０年間の歩みについて 

 （１）保存事業(公共事業および民間事業を含む)の実績について 

 （２）重伝建指定家屋で空き家となり荒廃している物件に対する今後の対応について（修復か

解体か） 

 （３）隣接する居住者への対応について 

新教育長制度の考え方について 

 １ ３月定例会において、新教育長の人事案件が否決され、教育長不在の異常事態の中、現況

と今後の対応について 

 
 

７ 宮崎勝郎（緑風会） ２０７～２１６ページ 

 

消防の現況と今後の消防力の充実について 

 １ 災害の発生件数について 

 ２ 火災の対応について 

 ３ 救急の対応について 

 ４ ドクターヘリの活用について 

 ５ 現在の消防力と今年度策定される消防力充実強化プランについて 

リニア中央新幹線の今後について 

 １ リニア中央新幹線の現況について 

 ２ リニア中央新幹線駅亀山駅誘致活動と今後の亀山市のまちづくりの思いについて 

 ３ リニア中央新幹線誘致に伴う基金の積み立て強化の考えについて 



－９－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【６月２４日】 

 
 

１ 服部孝規（日本共産党） ２２９～２３４ページ 

 

議案第４９号 工事請負契約の締結について 

 １ 今回、なぜ総合評価方式という入札を適用しなかったのか 

 ２ 条件付き一般競争入札（事後審査型）での入札だが、どのような内容の入札なのか 

 ３ 企業要件の地域要件として、「県内に本店を有する者」に絞ったのはなぜか 

 ４ 入札に参加したのが３者しかなかったが、「条件付き」に該当する企業は何者あったのか 



 

 

 

 

平成２８年６月３日 

 

 

 

 

 

 

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第１ 号 ） 
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●議事日程（第１号） 

 平成２８年６月３日（金）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 会議録署名議員の指名 

第  ２ 会期の決定 

第  ３ 諸報告 

第  ４ 現況報告 

第  ５ 議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条

例の制定について 

第  ６ 議案第４３号 亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改

正について 

第  ７ 議案第４４号 平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

第  ８ 議案第４５号 平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第  ９ 議案第４６号 市道路線の認定について 

第 １０ 議案第４７号 市道路線の変更について 

第 １１ 議案第４８号 専決処分した事件の承認について 

第 １２ 報告第 ４号 平成２７年度亀山市一般会計継続費繰越計算書について 

第 １３ 報告第 ５号 平成２７年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

第 １４ 報告第 ６号 平成２７年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について 

第 １５ 報告第 ７号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計予算繰越計算書について 

第 １６ 報告第 ８号 放棄した私債権の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     豊 田 恵 理 君       ８番     福 沢 美由紀 君 

   ９番     森   美和子 君      １０番     鈴 木 達 夫 君 

  １１番     岡 本 公 秀 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  草 川 博 昭 君    市民文化部参事  深 水 隆 司 君 

健康福祉部参事  水 谷 和 久 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

消 防 長  中 根 英 二 君    消 防 次 長  服 部 和 也 君 

消 防 署 参 事  平 松 敏 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 
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●会議の次第 

（午前１０時０２分 開会） 

○議長（前田耕一君） 

 おはようございます。 

 それでは、ただいまから平成２８年６月亀山市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第１号により取り進めます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長におきまして、 

  ２番 西 川 憲 行 議員 

 １１番 岡 本 公 秀 議員 

のご両名を指名します。 

 次に日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 
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 今期定例会の会期は、本日から６月２４日までの２２日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 会期は、本日から６月２４日までの２２日間と決定しました。 

 次に日程第３、諸報告をします。 

 まず、今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当

局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおりそれぞれ出席を得ておりますので、

ご了承願います。 

 次に、監査委員から、例月出納検査結果報告書６件が、また亀山市土地開発公社、公益財団法人

亀山市地域社会振興会、公益社団法人亀山市シルバー人材センター及び社会福祉法人亀山市社会福

祉協議会から、平成２７年度事業報告書及び収支決算書がそれぞれ提出されておりますので、ごら

んおきください。 

 次に日程第４、現況報告を行います。 

 初めに、市長に市政の現況について、報告を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 平成２８年６月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告し、

議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、去る４月１４日の平成２８年熊本地震により被災された皆様に対し、心よりお見舞い申し

上げますとともに、犠牲になられた方々のご冥福と早期の復旧・復興を衷心よりお祈り申し上げま

す。 

 本市といたしましては、発災直後に庁内に平成２８年熊本地震連絡調整会議を立ち上げ、被災地

支援のため、アルファ米３,０００食を搬送するとともに、被災建築物応急危険度判定士として２

名の職員を派遣いたしました。引き続き全国市長会、県などの関係機関と連携した可能な限りの支

援を行ってまいります。 

 さて、我が国の経済につきましては、先月発表された内閣府の月例経済報告において、雇用・所

得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待されるもの

の、海外経済で弱さが見られており、中国を初めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、

我が国の景気が下押しされるリスクがあるとされています。こうした中で、海外経済の不確実性の

高まりや金融資本市場の変動の影響等、平成２８年熊本地震の経済に与える影響に十分留意する必

要があるとしています。 

 また、政府においては、東日本大震災からの復興・創生に向けて取り組むとともに、デフレから

の脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくため、平成２７年度

補正予算を迅速かつ着実に実施するとともに、平成２８年度予算について、できる限り上半期に前

倒しして実施することとされています。 

 こうした状況を踏まえ、本市といたしましては、今後の国の動向を注視するとともに、地域経済、



－４－ 

雇用等の変化に的確に対応してまいります。 

 さて、先月２６日、２７日の両日、伊勢志摩サミットが開催され、世界中からこの三重県が注目

されました。本市におきましても、去る４月２５日に「２０１６年ジュニア・サミットｉｎ三重」

の分散型体験・交流行事が関宿で開催されましたことは、Ｇ７各国の高校生と県内の高校生の皆さ

んに東海道を生かした豊かな伝統文化を体験していただくとともに、小・中学生を初めとした地域

住民の方との交流を深めていただく機会となったものと考えております。ご協力いただいた関係者

の皆様に心より感謝を申し上げます。今後は、伊勢志摩サミットを契機とした来訪者の増加なども

見込まれることから、これを好機と捉え、さらなる本市の魅力の発信に取り組んでまいります。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第１次亀山市総合計画の基本施策の体系に沿って、ご説明申

し上げます。 

 まず、快適な都市空間の創造についてでございますが、企業活動の促進、雇用の創出につきまし

ては、市内における工場適地でもあります民間工業団地、亀山・関テクノヒルズについては、平成

２０年１月から経済情勢や造成済み用地の販売状況等を理由に、一部工区の造成工事が中断されて

おりました。こうしたことから、市では、開発主体に対し、継続的に早期着手の働きかけを行って

きたところ、開発区域北側の約３３ヘクタールの造成工事が本年３月末に再開されました。市とい

たしましては、開発主体との連携をより密にしながら、亀山・関テクノヒルズへの企業誘致を一層

進めることで産業振興につなげてまいります。 

 次に、農林業の振興につきましては、本年４月１日に施行されました農業委員会等に関する法律

の一部改正により、農業委員の選出方法及び定数の基準等が変更されるとともに、農地利用の最適

化を推進するための活動を行う農地利用最適化推進委員が新たに設けられました。このことから、

農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるため、本議会に関係条例の制定を提案いたし

ております。 

 また、農業共済事業につきまして、より一層の合理的で効率的な事業運営を目的に、三泗鈴亀農

業共済事務組合を含む県内全域の農業共済組合等を１組合化するため、平成２９年４月の三重県農

業共済組合（仮称）の設立に向けた調印式が来月に予定されております。 

 次いで、上下水道の整備のうち、流域関連公共下水道事業につきましては、本年３月末に亀田町、

羽若町、住山町、野村一丁目、和田町、川崎町、田村町、能褒野町、布気町、関町鷲山、関町会下

の一部区域の供用を開始いたしました。これにより、公共下水道処理人口普及率は、昨年度より１.

３ポイント増の４９.４％となっており、後期基本計画の目標値である平成２８年度での５０％達

成に向け、引き続き整備を進めてまいります。 

 続きまして、市民参画・協働と地域づくりの推進についてご説明申し上げます。 

 まず、地域コミュニティの活性化のうち、地域コミュニティの新たな仕組みづくりにつきまして

は、各地域におきまして、自立した地域まちづくり活動を促進するための多様な主体による包括的

な仕組みづくりについて議論がなされ、４月の８地区、先月の４地区、合わせて１２地区において、

新たな地域まちづくり協議会が設立されました。このことにより、市内の全ての地域に２２の地域

まちづくり協議会が設立されたところであります。 

 市といたしましては、引き続き地域担当職員の配置や活動補助金等の多様な支援を行うとともに、

平成２９年度からの実施を目指し、地域予算制度の制度設計を進めてまいります。 
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 次に、男女共同参画の推進につきましては、ワーク・ライフ・バランスを見詰め直す機会として、

先月２日に、家族の時間づくりを実施いたしたところです。 

 また、今月２３日から２９日までの男女共同参画週間に合わせ、本年で１０年目となる三重県内

男女共同参画連携映画祭が２２会場で開催され、本市では、今月１９日に市文化会館において映画

上映が行われます。こうした機会を捉え、男女共同参画への理解が深まるよう啓発に努めてまいり

ます。 

 続きまして、健康で自然の恵み豊かな環境の創造についてご説明申し上げます。 

 まず、地域医療の充実のうち、医療センターにつきましては、地域医療の包括的な推進体制の整

備と経営改善を図るため、地域医療統括官を配置する中、在宅復帰を支援する地域包括ケア病床を

設置することとし、先月、国への施設基準に係る届け出を提出したところであります。 

 また、医療センター総合診療医と地域の方との気軽な会話を通じて、医療を身近なものとできる

機会として、医療カフェを本年度から本格的に実施することとし、今月末に神辺地区コミュニティ

センターにおいて開催してまいります。 

 さらに、三重県地域医療構想の策定において、鈴亀地域医療構想調整会議に医療センターから院

長及び地域医療部長が参画し、鈴亀地域の地域医療の推進を図る上で医療センターの果たす役割に

ついて検討を行っております。 

 次に、防災力の強化につきましては、今月１２日、２６日の両日、市域の防災力強化の一つとし

て、三重県建設労働組合亀山支部のご協力のもと、高齢者や障がい者など災害時要援護者宅を訪問

し、家具等転倒防止事業を進めてまいります。 

 また、国民保護につきましては、来月５日に任期満了となります亀山市国民保護協議会委員の任

命に向けた準備を進めるとともに、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

及び平成２８年三重県国民保護計画の変更に伴い、亀山市国民保護計画の見直しを進めてまいりま

す。 

 次いで、消防力の充実・強化につきましては、亀山市消防力充実強化プランの最終年度となりま

すことから、消防本部に亀山市消防力充実強化プラン策定検討委員会を設置いたし、現計画の検証

を行いつつ、新たなプランの策定を進めてまいります。 

 一方、地域の安心・安全を確保するために欠かせない消防団につきましては、来月１６日に三重

県消防学校で開催されます平成２８年度三重県消防操法大会の小型ポンプの部に、本市を代表して

亀山市消防団第１０分団が出場することになっており、連日連夜訓練を重ねているところでありま

す。 

 続きまして、生きがいを持てる福祉の展開についてご説明申し上げます。 

 まず、スポーツの推進につきましては、亀山市スポーツ推進計画が最終年度となりますことから、

現在、次期計画策定に向けた市民アンケートを実施しております。スポーツ推進審議会において審

議をいただきながら、本年度中の策定を目指して進めてまいります。 

 また、今月１日から、運動施設のリアルタイムでの空き状況の把握や施設の予約が可能となるイ

ンターネットを利用した予約システムの運用を開始いたしており、利用者の利便性の向上を図って

おります。 

 次に、地域福祉力の向上につきましては、地域福祉の推進役として活躍いただいております民生
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委員児童委員の任期が本年１１月３０日に満了となりますことから、次期候補者を各地区の自治会

長から推薦いただき、来月下旬の亀山市民生委員推薦会の選考を経て、三重県に進達してまいりま

す。 

 次いで、高齢者の多様な生活スタイルの支援につきましては、介護保険法の改正に伴い、鈴鹿亀

山地区広域連合の調整会議において、平成２９年４月からの新しい介護予防・日常生活支援事業の

実施に向けた準備を進めているところであります。 

 一方、認知症高齢者への対策といたしましては、昨年度に引き続き認知症カフェを開催して、交

流や相談のための場づくりを行うとともに、亀山医師会の専門医なども参加する認知症初期集中支

援チームによる早期対応を図っております。また、４月からは新たに認知症や閉じこもりの予防と

して、高齢者みずからの自己啓発を促すための脳の健康教室を開催しております。 

 次に、障がい者の社会参加の促進につきましては、昨年度から本格実施をいたしております市の

施設においての職場体験実習を経て、１名の方が本年４月に市内の特例子会社へ就職をされました。

こうした機会を通じて、一人でも多くの方が一般就労へつなげられるよう、支援機関との連携を図

りながら、引き続き実習事業を進めてまいります。 

 また、本年４月からの障害者差別解消法の施行に伴い、聴覚障がい者等の方との円滑なコミュニ

ケーションを図れるよう、週に１日、手話通訳者を窓口に配置いたしております。今後の利用状況

等を勘案しつつ、合理的配慮を行い、窓口サービスの充実に努めてまいります。 

 次いで、社会保障の充実につきましては、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得者の高齢者等

に年金生活者等支援臨時福祉給付金が支給されます。本市におきましては、給付対象者となる可能

性のある方への周知を行い、先月２４日から受け付けを開始いたしました。申請期間は８月２４日

まででありますことから、制度の周知を図るとともに、対象者への円滑な支給事務に努めてまいり

ます。 

 続きまして、次世代を担う人づくりと歴史文化の振興についてご説明申し上げます。 

 まず、子育て支援につきましては、本年４月より関認定こども園アスレを開設いたしました。本

市での最初の認定こども園となりますことから、今後の就学前教育・保育のモデル園として、運営

状況を検証しながら、その充実に努めてまいります。 

 また、放課後児童健全育成事業につきましては、待機児童の発生を未然に防ぐため、本年４月か

ら、亀山東小学校区の２カ所目となる放課後児童クラブが開設されました。これを含めた市内１６

カ所の放課後児童クラブにおいて、４月１日現在で入所を希望された児童全員に利用していただく

ことができたところであります。 

 一方、保育所につきましては、３歳未満の低年齢児を中心に、４月１日現在で６人の待機児童が

発生しておりますことから、民間力を活用した小規模保育事業の促進を図るため、国や県の支援制

度を見きわめつつ、民間事業者との協議を進めており、早期解消に取り組んでまいります。 

 また、相談体制や対応方法の充実を図るため、本年度より三重県立草の実リハビリテーションセ

ンターから専門職員の派遣を受け入れ、関係機関との連携を図りながら療育相談事業に取り組んで

まいります。 

 次に、文化芸術の振興につきましては、平成２９年度の「かめやま文化年２０１７」の開催に向

けて、「かめやま文化年２０１４」の検証を踏まえ、かめやま文化年プロジェクト基本構想の見直
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しを行いました。近く、プロジェクトの全体的な運営や、推進の中核となる文化年プロジェクト推

進委員会を開催し、事業の企画立案など諸準備を進めてまいります。 

 次いで、歴史文化の継承につきましては、歴史博物館において、現在、春の企画展示として「亀

山藩政と武士の日常～加藤秀繁日記から～」を今月１２日まで開催しております。 

 また、亀山市域近世近代史資料調査につきましては、昨年度に続き、市指定文化財である旧田中

家住宅に伝来する史資料の調査を進めているところであります。 

 次に、歴史的なまちなみの保存整備につきましては、関の山車の保存と祭りばやし等の伝承活動

の拠点として、関の山車会館整備事業に着手いたしました。現在、用地取得に向けた手続を進めて

いるところであり、３年後の開館に向けて事業を進めてまいります。 

 続きまして、行政経営についてご説明申し上げます。 

 まず、自立した行政経営の推進のうち、旧国民宿舎関ロッジにつきましては、今月から来月末ま

での期間で、現施設を利用した運営事業の提案募集を開始いたしました。 

 次に、第２次亀山総合計画の策定につきましては、市民の方の声をお聞きする機会として、先月

２２日に亀山ショッピングセンターエコーにおいて、市民フォーラム「まち×カフェｉｎ亀山」を

開催いたしました。当日は、２１人の市民の方にご参加いただき、さまざまなご意見をお聞かせい

ただいたところであります。また、現在、市ホームページにおいて、基本構想（中間案）に関する

ご意見を募集しており、これらの機会を通じた市民の方からの幅広いご意見を参考にしながら、計

画策定を進めてまいります。 

 さて、本市におきましては、昨年度策定いたしました亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の

本格的な取り組みをスタートさせる年度して、４月に移住相談窓口を開設いたしました。さらに、

シティプロモーション戦略プロジェクトチームを設置いたし、本市のよさや魅力を戦略的に発信す

るためのシティプロモーション戦略の策定に着手いたしました。また、先月１３日には、「（仮

称）かめやま若者会議」を設置し、若い世代の交流を通じた暮らしの充実に向けた取り組みをスタ

ートさせております。重点プロジェクトを核とする総合戦略の展開により、人口減少社会を克服す

るべく、若い世代の定住促進と市の魅力の向上を目指してまいります。 

 なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。 

 最後に、本年２月１６日から５月１５日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００万円以

上１億５,０００万円未満の工事請負契約の状況は、別紙のとおりでございましたので、ご高覧賜

りたいと存じます。 

 また、同期間における負担つきの寄附でない１００万円以上の寄附受納の実績はございませんで

した。 

 以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（前田耕一君） 

 市長の現況報告は終わりました。 

 続いて、教育長職務代理者に教育行政の現況について、報告を求めます。 

 井上教育長職務代理者。 
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○教育長職務代理者（井上恭司君登壇） 

 平成２８年６月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況についてご報告をし、議員並

びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、４月の平成２８年熊本地震によって甚大な被害が発生いたしました。犠牲になられた方々

に哀悼の意を表するとともに、関係者の皆様方にお見舞い申し上げます。また、学校の中には休校

を余儀なくされたところもあり、一日でも早く、従前の活気あふれる学校生活や教育活動を取り戻

せるよう祈念するところであります。 

 さて、教育に関する国の情勢でありますが、政府の教育再生実行会議では、これまでに８次にわ

たり提言がまとめられ、中央教育審議会において審議と逐次答申等が行われているところです。こ

の中で、チームとしての学校や、地域と学校の連携・協働の推進などの答申内容を強力に推進して

いくため、本年１月、次世代の学校・地域創生プランが策定され、学校と地域の関係をより一層強

めることで、両者が一体となって地域とともにある学校の実現に向けて、体系的な取り組みを進め

ていくこととしています。 

 次に、県の情勢でありますが、本年３月、三重の教育の基本的な方針や施策を定めた三重県教育

施策大綱が策定されました。生き抜いていく力の育成と教育安心県の実現、教育への県民力の結集

などの６つの基本方針と１１の教育施策が掲げられています。それを踏まえて、１０年先を見据え

た４年間の計画として、三重県教育ビジョンが策定され、三重の教育宣言を基本理念として８つの

重点取り組みを定め、着実に実行していくとしています。 

 また、子供の貧困対策の方針や取り組みなどを示した三重県子どもの貧困対策計画が新たに策定

され、地域の実情に応じた施策に取り組んでいくとしています。 

 こうした国や県の動向や施策を見きわめつつ、教育委員会といたしましては、市長部局との連携

を図りながら、第１次亀山市総合計画後期基本計画第２次実施計画の事業のほか、各種計画を着実

に推進するとともに、次期、亀山市学校教育ビジョン及び亀山市生涯学習計画の策定を進めてまい

ります。 

 それでは、最初に学校教育関係についてご説明申し上げます。 

 まず、学校体制の充実につきましては、本年度も少人数教育推進教員を配置し、指導体制の充実

を図ったところです。また、教科指導の個別対応や学校生活への対応支援を行う学習生活相談員、

特別な支援が必要な児童・生徒への介助員等の配置を行うことで、きめ細かな支援体制の充実を図

っているところです。 

 次に、児童・生徒への防災教育につきましては、各校の年間計画に基づく防災訓練・防災学習に

加え、県を初め関係団体、保護者、地域住民との連携のもと、学校の実情やさまざまなケースに応

じた避難訓練の充実を図ってまいります。 

 次いで、学校給食につきましては、亀山市学校給食検討委員会から提出された報告書を受けて、

本年３月に、教育委員会としての今後の中学校給食についての方針を取りまとめました。今後、第

２次亀山市総合計画策定の中で関係部署との調整を行ってまいります。 

 次に、学習環境の厳しい生徒を対象とした学習支援事業につきましては、本年度は４月当初から

学習教室を開設し、３中学校区で取り組みを実施しています。子供たちの学びの場として、今後も

充実を図ってまいります。 
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 続きまして、教育研究関係についてご説明申し上げます。 

 まず、学力向上につきましては、亀山市学力向上推進計画にのっとり、取り組みを進めてまいり

ます。引き続き授業改善を中心に、授業規律の徹底、読書や家庭学習を含めた学習習慣の確立に取

り組んでまいります。 

 次に、次期亀山市学校教育ビジョンの策定につきましては、本年４月に第３回目の策定委員会を

開催したところであり、子供たちが確かな学力を身につけ、生きる力を育み、みずからの将来を切

り開いていくことができる学校教育の指針となるよう検討を進めてまいります。 

 次いで、ＩＣＴ機器の環境整備につきましては、国が示す教育の情報化に対応するため、ネット

ワークサーバーの更新、教育用可動式パソコンの導入準備を進めております。 

 次に、学校図書館につきましては、本年度、学校司書の配置を拡大いたしました。また、学校図

書館を活用した授業づくりの研究実践集を作成し、各学校へ配付したところであり、図書館の利用

を推進してまいります。 

 次いで、幼児教育につきましては、本年４月に保幼共通カリキュラムを策定いたしました。本年

度も、就学前の幼児教育の充実と円滑な小学校への接続に取り組んでまいります。 

 次に、コミュニティ・スクールにつきましては、昨年度までに指定いたしました３校に加え、白

川小学校と野登小学校が国の研究指定を受けました。引き続き、地域とともにある学校づくりに取

り組んでまいります。 

 続きまして、学校施設の整備関係についてご説明申し上げます。 

 川崎小学校改築事業につきましては、現在、改築工事の発注事務手続を進めております。この工

事は議会の議決に付すべき契約でございますことから、準備が整い次第、工事請負契約の締結につ

いての議案を提出させていただきたいと考えております。 

 そのほか、亀山東小学校及び亀山中学校の校舎内部改修工事など、学校の夏季休業期間を活用し

て実施する予定の工事につきまして、その発注準備を進めております。 

 続きまして、生涯学習関係についてご説明申し上げます。 

 まず、次期亀山市生涯学習計画の策定につきましては、「「亀山っ子」市民宣言」の理念を十分

に踏まえるとともに、学びを起点とした地域創生にまで視野を広げて検討を進めてまいります。 

 次に、家庭・地域の教育力向上につきましては、家庭教育出前講座の開催や配付物など、地域や

家庭への働きかけを推進し、子供の基本的生活習慣、自己肯定感の確立に向けて取り組んでまいり

ます。 

 次いで、公民館講座につきましては、学びの成果を地域に生かしていただくことを念頭に置き、

地域課題を意識した学びの展開を進めてまいります。 

 次に、青少年総合支援センターにつきましては、地域において青少年健全育成にご尽力いただい

ている方々や関係機関との連携を深めてまいります。また、青少年の自立支援に向けては、関係機

関などとの連携により、切れ目のない細やかな取り組みに努めてまいります。 

 続きまして、図書館についてご説明申し上げます。 

 昨年度の年間利用実績につきましては、入館者数が約１０万４,０００人と過去最高となりまし

た。引き続き、来館者の声に耳を傾け、求めていることのヒントが見つかるやわらかい場所となる

よう、図書館サービスの充実を図ってまいります。 
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 以上、教育行政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（前田耕一君） 

 教育長職務代理者の現況報告は終わりました。 

 次に日程第５、議案第４２号から日程第１６、報告第８号までの１２件を一括議題とします。 

 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第４２号亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の

制定についてでございますが、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農業委員会等

に関する法律が改正され、平成２８年４月１日に施行されました。これにより、農業委員会の委員

の選出方法が、選挙及び市町村長の選任制から、議会の同意を要件とする市町村長の任命制へと変

更されるとともに、農業委員とは別に当該農業委員会に農地利用の最適化を推進する農地利用最適

化推進委員が設置されることとなりました。 

 これに伴い、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数は条例で定めることとされた

ため、本条例を制定するものでございます。 

 制定内容は、まず１つ目といたしまして、本条例の趣旨を定めます。 

 ２つ目といたしまして、亀山市農業委員会の委員の定数は１０人とすることといたします。 

 ３つ目といたしまして、亀山市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は２０人とすること

といたします。 

 なお、施行日は公布の日とし、附則において、亀山市農業委員会の選挙による委員の定数に関す

る条例及び亀山市農業委員会の選挙区等に関する条例は廃止いたします。 

 また、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の際、現に在任する農業委員会の委員

については、この法律の経過措置により、その任期満了の日まで、なお従前の例により在任するこ

とから、この場合においては、本則の規定を適用しないこととする経過措置を設けるとともに、亀

山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、農地利用最適化推進委員の

報酬及び旅費を定めることといたします。 

 次に、議案第４３号亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に

ついてでございますが、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農業委員会等に関す

る法律が改正されたことに伴い、関連する条例について所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例で引用している農業

委員会等に関する法律の条項の整理を行います。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 続きまして、議案第４４号平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）についてでございま

すが、補正額は歳入歳出それぞれ２,９３２万３,０００円を追加し、補正後の予算総額を２０８億

４,５３２万３,０００円といたしております。 
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 最初に、歳出の主な補正内容をご説明申し上げます。 

 総務費では、一般財団法人自治総合センターからのコミュニティ助成事業補助金のほか、社会保

障・税番号制度におけるシステム総合運用テストに係る業務委託料や、通知カード・個人番号カー

ド関連事務委任交付金を計上いたし、消防費では、安坂山町サイレン吹鳴装置取りかえに係る修繕

料及び坂下地区消防団詰所の浄化槽取りかえ工事を計上いたしました。 

 一方、歳入につきましては、国庫支出金では、社会保障・税番号制度システム整備費補助金及び

個人番号カード交付事業費補助金を計上し、諸収入では、コミュニティ助成事業助成金を計上いた

しました。 

 そのほか、補正財源として、前年度繰越金を計上いたしております。 

 次に、議案第４５号平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

でございますが、国民健康保険の広域化に伴う電算システム改修に係るシステム修正委託料を計上

いたしており、国庫補助金が交付されることから、補正額は歳入歳出それぞれ１４９万円を追加し、

補正後の予算総額を５２億１,６９９万円といたしております。 

 以上が、今回提案をいたしました一般会計及び国民健康保険事業特別会計の補正予算の主な内容

でございます。詳細につきましては副市長から説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 次に、議案第４６号市道路線の認定についてでございますが、和賀白川線の道路改良に伴い、当

該路線と接続する住山１１号線の路線認定について、道路法第８条第２項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

 次に、議案第４７号市道路線の変更についてでございますが、和賀白川線の道路改良のための終

点の変更について、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第４８号専決処分した事件の承認についてでございますが、地方税法施行令等の一部

を改正する等の政令の公布に伴い、平成２８年４月１日から施行が必要であった規定について、亀

山市国民健康保険税条例の一部改正を、平成２８年３月３１日付で地方自治法第１７９条第１項の

規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでござ

います。 

 改正内容は、国民健康保険税の軽減対象の拡大のため、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を

減額する基準について改正するもので、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における

被保険者の数に乗ずる金額を２６万５,０００円に引き上げることといたします。また、２割軽減

の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずる金額を４８万円に引き上げ

ることといたします。 

 なお、施行日は平成２８年４月１日とし、平成２８年度以降の年度分の国民健康保険税について

適用することといたしました。 

 続きまして、報告第４号平成２７年度亀山市一般会計継続費繰越計算書についてでございますが、

し尿処理施設長寿命化事業に係る継続費につきまして繰越額が確定し、平成２８年度へ逓次繰り越

しいたしましたので、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第５号平成２７年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございますが、

平成２７年度に繰越明許費の承認をいただいておりますシティプロモーション推進事業など、１２
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事業につきまして繰越額が確定し、平成２８年度へ繰り越しいたしましたので、地方自治法施行令

第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第６号平成２７年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書についてでございますが、阿

野田町地内配水管工事などの建設改良費につきまして繰越額が決定し、平成２８年度へ繰り越しい

たしましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第７号平成２７年度亀山市公共下水道事業会計予算繰越計算書についてでございます

が、関第３処理分区下水管渠布設工事などの建設改良費につきまして繰越額が確定し、平成２８年

度へ繰り越しいたしましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告するものでござ

います。 

 最後に、報告第８号放棄した私債権の報告についてでございますが、亀山市の私債権の管理に関

する条例第８条第１項の規定により、市の私債権を放棄いたしましたので、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（前田耕一君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、副市長に平成２８年度各会計補正予算についての補足説明を求めます。 

 広森副市長。 

○副市長（広森 繁君登壇） 

 今議会に提出をいたしました一般会計補正予算（第１号）について、補足説明をさせていただき

ます。 

 予算に関する説明書の歳出から、説明欄をごらんいただきながら、順次ご説明を申し上げます。 

 ９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 上段の総務費の自治会支援事業２２０万円につきましては、平尾地区自主防災会におけます防災

備品整備事業及び中町四番町自治会が所有する山車の見送り幕の整備事業が、また地区コミュニテ

ィ管理運営費５００万円につきましては、白川地区及び関南部地区まちづくり協議会における印刷

機やイベント用テントなどの備品整備事業が、それぞれ一般財団法人自治総合センターのコミュニ

ティ助成事業として採択をされましたので、市を経由して補助金を交付するものでございます。 

 次に、中段の社会保障・税番号制度システム導入事業６６４万２,０００円につきましては、国

のシステムである情報提供ネットワークシステムとの情報連携開始に向けた総合運用テストを行う

ための業務委託料を計上いたしました。 

 次に、下段の個人番号カード交付事業１,２５３万１,０００円につきましては、国から平成２８

年度分の通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金の上限額が示されましたので、当初予算

との差額を計上いたしました。 

 次に、１１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 消防費の施設維持補修費２９５万円につきましては、安坂山町サイレン吹鳴装置の取りかえ修繕

料及び坂下地区消防団詰所の浄化槽取りかえ工事費用を計上いたしました。 

 続きまして、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 
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 戻りまして、７ページをごらんいただきたいと存じます。 

 上段の国庫支出金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金５２９万円につきましては、情

報連携の総合運用テストに対する補助金を、また個人番号カード交付事業費補助金１,２５３万１,

０００円につきましては、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金に対する補助金を計上

いたしております。 

 次に、中段の繰越金でございますが、今回の補正財源として前年度繰越金４３０万２,０００円

を計上いたしております。 

 次に、下段の諸収入のコミュニティ助成事業助成金７２０万円につきましては、平尾地区自主防

災会ほかへの補助金の財源として、一般財団法人自治総合センターの宝くじの助成金を計上するも

のでございます。 

 以上、簡単ですが、一般会計補正予算（第１号）の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明を申し上げます。 

 ２１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 歳出でございますが、平成３０年度からの国民健康保険の広域化に対応するため、電算システム

の修正委託料１４９万円を計上いたしております。 

 一方、歳入におきまして、１９ページをごらんいただきたいと存じます。 

 先ほどのシステム修正委託料の財源として、国庫支出金の国民健康保険制度関係業務準備事業費

補助金１４９万円を計上いたしたところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（前田耕一君） 

 以上で、上程各案に対する提案説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 あす４日から１２日までの９日間は、議案精査のため休会としたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす４日から１２日までの９日間は、休会することに決定しました。 

 次の会議は１３日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さんでございました。 

（午前１０時５４分 散会） 
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●議事日程（第２号） 

 平成２８年６月１３日（月）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条

例の制定について 

     議案第４３号 亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改

正について 

     議案第４４号 平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

     議案第４５号 平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

     議案第４６号 市道路線の認定について 

     議案第４７号 市道路線の変更について 

     議案第４８号 専決処分した事件の承認について 

     報告第 ４号 平成２７年度亀山市一般会計継続費繰越計算書について 

     報告第 ５号 平成２７年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

     報告第 ６号 平成２７年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について 

     報告第 ７号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計予算繰越計算書について 

     報告第 ８号 放棄した私債権の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１７名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     豊 田 恵 理 君       ８番     福 沢 美由紀 君 

   ９番     森   美和子 君      １０番     鈴 木 達 夫 君 

  １２番     宮 崎 勝 郎 君      １３番     前 田 耕 一 君 

  １４番     中 村 嘉 孝 君      １５番     前 田   稔 君 

  １６番     服 部 孝 規 君      １７番     小 坂 直 親 君 

  １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（１名） 

  １１番     岡 本 公 秀 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 
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企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  草 川 博 昭 君    市民文化部参事  深 水 隆 司 君 

健康福祉部参事  水 谷 和 久 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

消 防 長  中 根 英 二 君    消 防 次 長  服 部 和 也 君 

消 防 署 参 事  平 松 敏 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

医 療 セ ン タ ー 
          落 合   浩 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 
事 務 局 長 

教育長職務代理者  井 上 恭 司 君    教 育 次 長  大 澤 哲 也 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君 

選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  松 井 元 郎      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  村 主 健太郎 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（前田耕一君） 

 おはようございます。 

 それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。 

 これより日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。 

 質疑に当たっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求め

るもので、議題の範囲を超えて、また一般質問にならないようにご注意をお願いいたします。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 おはようございます。 

 それでは、通告に従い質疑に入ります。 

 まず、議案第４６号、市道の認定と４７号の市道路線の変更についてであります。 

 この市道は、国道１号線 ―― いわゆるバイパスですが ―― の斎場の進入路付近の側道まで完
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成した和賀白川線をさらに住山町まで延ばす区間の道路であります。 

 そこでまず、同じ市道で今回市道の認定というのと、それから市道路線の変更という２つの議案

になっておりますが、その内容をまずお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 おはようございます。 

 先ほどのご質問にお答えいたします。 

 市道の路線認定につきましては、新たに市道にしようとする場合には、道路法の第８条の規定に

基づき市長が認定するもので、路線の変更につきましては、既に認定された市道を変更する場合に、

同法第１０条の規定に基づき市長が変更するもので、いずれも議会の議決を経ることと規定されて

ございます。 

 また、この路線の認定、路線の変更とは、路線を特定する行為をいい、この認定、変更による法

律上の効果は、当該路線に属する道路が道路法上で特定された道路となり、また道路管理者、亀山

市にあっては亀山市長が道路管理者として決定されることになります。 

 今回提出させていただいた議案についての概要でございますが、まず先に議案第４７号のほうか

らご説明いたしますと、市道の路線の変更につきましては、先ほど申し上げましたとおり、既に認

定を受けてございます和賀白川線の終点を市道亀田小川線と接続するように変更、延伸しようとい

うものでございます。 

 次に、議案第４６号の市道路線の認定につきましては、変更しました市道和賀白川線と現在の市

道亀田小川線をつなぐ新設道路を新たに認定しようとするものでございます。以上でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 １点だけ確認しますけれども、市道路線の変更の説明で、既に認定されている道路を変更すると

いう答弁でしたけれども、いわゆる現在完成している側道までのところは市道として認定されてい

るという理解でよろしいですか。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 既に認定されている部分につきましては、先ほど議員のご指摘のとおりでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そうすると、今回、終点を延ばすという形ではありますけれども、初めて市道として認定するか

どうかを議案として上げていただいたというふうに理解をしておきます。どの辺のことをいうのか

わかりにくいので、ちょっとパネルを見てください。 
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 このオレンジ色で太く塗ったのが、いわゆる国道１号線、我々はバイパスと呼んでおるところで

あります。これの側道のところまで和賀白川線は完成している。ここから、いわゆる斎場への進入

路がずうっと斎場に向かってあるわけです。 

 今回の市道の変更というのは、ここまでの終点であった路線を住山町の、ちょうどここが円福寺

になるんですけど、円福寺よりもう少し東のところまで住山町のところに当たるような路線を和賀

白川線としてつくるということと、それからもう１つは、それの手前で東の方向を向いて、ちょう

ど住山の公民館のあたりへつなぐ、この上のオレンジ色ですけれども、これはいわゆる亀田小川線

やったね。いわゆる「あいあい」、医療センターの前を通ってずうっと小川のほうへ抜けていく道

ですけれども、ここに接続をする道路、この２本、これが市道の終点の変更であって、こちらが新

たに認定をするという内容であります。 

 そこでまずお聞きしたいのは、住山市道１１号線、いわゆる新たに和賀白川線から分岐をして住

山の公民館付近につなぐ道路ですね。これがなぜ必要になったのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 どうしてバイパスルートが必要になったかということでございますが、現在の市道亀田小川線の

住山公民館前の道路につきましては、現在Ｓ字カーブで道路幅も狭いことから交通安全上非常に危

険な道路でございます。現道を拡幅して道路事業を進めることも一つの手法としてはございますが、

今回バイパスルートを選択いたしました理由としましては、環状線の機能を確保する上で、現道の

幅員であればＳ字のカーブが改善されないといった問題や、家屋への影響が多く、事業費が増加す

る等の理由から事業費の縮減も考慮し、交通安全の向上が図れるバイパスルートを選択し、道路名

も今回提出させていただきました住山１１号線として新規に路線認定を行いたいというものでござ

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 この市道住山１１号線ができますと、医療センターのほうから車がＳ字を通らずに真っすぐに通

り抜けることができる。小川まで行くことができるということで、通過交通だけを考えた場合には、

より安全になるだろうと。Ｓ字を通らなくてもいいという意味で安全になるだろうというふうに思

いますけれども、しかしこの新しい道路と、それから今ある、現在あるＳ字の道路ですね。これを

生活道路として残すということをお聞きしております。そうすると、この交差点は非常に複雑な交

差点になります。直線で医療センターから小川のほうへ抜ける道路と、それからＳ字の道路、それ

に、さらにＳ字からちょっと延びたところに北に向いてずっと太巌寺のほうへ抜ける道ということ

で、この交差点は非常に複雑な交差点になるんではないかということを思います。 

 そこで、ここの交差点の安全ということについてどんなふうに考えてみえるのか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（前田耕一君） 
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 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 交差点の交通安全につきましては、現在のまま道路を接続いたしますと、鋭角の非常に危険な交

差点になってしまいますので、それぞれ亀田小川線、あるいは市道和賀白川線と亀田小川線の交差

点につきましては、なるべく直角に交差できるような形で、取りつけ部分につきましては改良を進

める考えでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 いずれにしても、非常にちょっと複雑な車の流れになるかなあというふうに思います。 

 多分これ、直線になると、ドライバーというのはＳ字のときよりもスピードを出すのではないか

なあと。要するに、スムーズに流れるけれども、それだけ車のスピードは出るのではないかなとい

うふうに思います。そういう意味で交通量がふえたりスピードが出たりするということなんですけ

れども、この付近を見てきたんですけれども、現在の、いわゆるこの付近の亀田小川線、いわゆる

住山の公民館の付近のところ、旧の中道商店のあたりまで歩道がないんですね。こういうふうな形

で道路が新たに整備をされて交通量がふえたり、私の予想ではスピードが出るのではないかなとい

うふうに思うんですけれども、歩行者の安全という面ではどんなふうに考えてみるのか、お聞きし

たいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 歩行者の交通安全につきましては、本来であれば亀田小川線につきましても、歩道を整備、拡幅

してまいるのが一番交通安全上よろしいかというふうには考えてございますが、現時点でまだそち

らのほうに事業を展開するという予算と計画もございませんので、引き続き速度を抑えるような安

全対策をあわせて検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 いわゆる住山１１号線のほうは新たにつくられる道路なので、当然歩道ができるということです

ね。その点、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 今回、和賀白川線の取りつけに伴いまして設置します住山１１号線につきましては、歩道を備え

た道路として整備する計画でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 
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 今のところ歩道を整備する計画はないと言われましたけれども、片方で歩道ができて、いわゆる

Ｓ字を解消した形の交差点ですね。そこから先は歩道がないという状況になるので、やっぱりこれ

は今後考えていく必要があるのではないかというふうに、事故が起こる前にぜひこれは対策を考え

る必要があるのではないかというふうに思います。 

 それから、今、私が思いつくだけでいろいろ質疑させてもらっていますけれども、やっぱり課題

とか問題点がいろいろ出てきます。この住山１１号線ですけれども、和賀白川線も含めて地域の人

たちへの説明というのはどうなっているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 和賀白川線整備事業につきましては、地元への合意形成は非常に重要であるというふうに認識し

てございます。概略設計の着手に当たりまして、関係する城北地区コミュニティの役員の皆様にご

説明を行い、今後も相談の窓口となっていただけるよう打ち合わせを行ってまいりました。また、

概略設計完成時には、住山自治会への事業説明を行うなど、合意形成を図ってきてございます。ま

た、路線測量の実施に当たりましては、地権者の皆様に説明を行ってきたところでございます。 

 現在繰り越しで進めてございます道路詳細設計におきましても、個別の地権者や沿道の関係者の

皆様に対して丁寧な説明を行い、合意形成を図りながら進めてまいりたいと考えてございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 一部の役員さんには話をしたということですけれども、まだまだこの地域の人全体には話はされ

ていないということです。私はこの地域に住んでいるわけではないので、この地域に住んでいる人

からするといろんな問題が出てくると思いますので、やっぱり丁寧にその辺は地域の人の声を聞い

ていただいて、できる範囲のところを、やっぱり設計を見直すとかというようなことを取り入れて

いただきたいと思います。 

 それから次に、道路をつくるという新たな議案なんですけれども、地図上に線を引いただけであ

って、個人の所有者との間の用地買収というのはまだこれからだというふうに思いますけれども、

今後どういうふうに進めていかれるのか、どうなっているのか、この辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 和賀白川線整備事業につきましては、今年度用地測量費の予算が計上されてございまして、実施

に当たりましては、合意形成を図り、用地の立ち会い測量を進めてまいります。 

 また、和賀白川線整備事業の今後の工程につきましては、今年度用地測量を行った後、次年度に

用地買収に着手をさせていただき、３０年度には用地買収の継続とあわせて工事に着手いたしまし

て、平成３１年度の完成を目指して事業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。よろ

しくお願いいたします。 
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○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 用地買収はこれからということですね。十分理解が得られるようにしなきゃならんというふうに

思いますけれども、最後に私たち議員団として、ずうっとこの和賀白川線については、今の財政状

況やとかいろんなことを考えて、交通量、そういうものを含めて、果たして今どうしてもやらなき

ゃならない事業なのかということをずっと言ってきました。予算としても５億円から６億円と、当

初見込みですけれども、かかるという。果たしてそれを今本当に優先的にやらなきゃならないのか

という疑問は持っています。ただ、ここで言われている亀田小川線、いわゆる住山１１号線という

形で亀田小川線のＳ字を解消するという、この辺のことについては賛成をいたしますけれども、和

賀白川線を今の終点からさらに延ばすということについては、私たちは異論を持っているというこ

とだけつけ加えて、次の議案に移りたいと思います。 

 次は農業問題なんですけれども、議案第４２号亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進

委員の定数を定める条例の制定という問題であります。 

 この条例制定は、農業委員会等に関する法律が改正をされて、その中で条例で定めるというふう

にされた事項が今回提案をされております。しかし、この法律でどこが変わったのか、何が変わっ

たのか、こういうことがわからないと条例制定の意味も理解できませんので、この農業委員会等に

関する法律でどこが変わったのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 おはようございます。 

 まず農業委員会は、農地の売買や貸借といった農地に係る権利移動の許可、農地の転用に関して

の意見、農用地利用集積計画の決定、遊休農地の調査、新規就農者の相談などを行っております。

今般、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生

防止、またはその解消、新規参入の促進に取り組むことがまず任意業務から必須業務に変更されま

した。制度的により強固に位置づけられたところでございます。 

 また、農業委員の選出方法が選挙及び市長の選任制の併用から議会の同意を要件とする市長の任

命制へと変更されるとともに、農業委員の構成について、原則として農業委員の過半数を認定農業

者で構成することが必要となりました。さらに、農業委員と連携し、担当区域における農地等の利

用の最適化の推進のために、現場活動を行う農地利用最適化推進委員が新たに設けられたところで

ございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 簡単に言うと、今まで農業委員さんがしてみえた仕事の一部、特に現場の仕事なんかを新たに推

進委員という方が担われる。その分仕事が減るので、農業委員の数も減らせるだろうというような

ことだろうと思います。私は、この法律の改正、私なりに４つの主なところで変わっているんだろ
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うというふうに思います。 

 １つは、第１条の法の目的のところです。ここに、従来の法律には、農民の地位の向上というの

が書かれてありました。これが削除をされた。要するに、これは国会の審議を聞いていますと、農

業委員会の主たる使命を、農地利用の最適化にするということを強調するためにこれは削ったんだ

と言われますけれども、やはりこれは重要な私は規定だろうというふうに思います。 

 ２つ目は、選出方法ですね。先ほど言われましたように、公選制から市町村長の任命制に変えた

と。これが大きな変化だというふうに思います。 

 それから３つ目は、農業委員の仕事から、先ほど言いましたように、農業及び農民に関する事項

についての意見公表、それから他の行政庁への建議、いわゆる意見を上げるということですわね。

こういうものも従来あったんですけれども、これも法律上削除をされたというんですね。農業委員

の業務を本当に農地利用の最適化の推進ということに絞るというのか、力点を置くというのか、そ

んなふうな法律改正がされたということですね。 

 それから４つ目は、今言いました、そういう関係があって、新たに農業委員とは別に農地利用最

適化推進委員の制度が導入された。この４つが主に法律の改正のポイントではないかなあというふ

うに思います。この推進委員というのは、農業委員会が農地利用の最適化を推進する担当区域を決

めて委嘱するということですね。そういう推進委員さんができるということなんですね。 

 そうすると、この役割分担によって何が起こるかというと、今まで農業委員の方は、農地の移動、

転用の許可等、合議体としていろんな決定をされてきたわけですけれども、それとあわせて地域に

おける現場活動もやられてきたということですね。耕作放棄地であるとか、農地利用の集約・集積

といったような現場活動もやられてこられた。ところが、そういった農地利用の集積・集約化や耕

作放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動は、もう農業委員さんの仕事ではなくなりま

すよと。推進委員さんがやりますよというふうになったということなんですが、その理解でよろし

いですか。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 今般、法改正によりまして、新たに設けられた農地利用最適化推進委員の役割ということだと思

いますが、今おっしゃったように、いわゆる現場活動については推進委員さんがやっていただくと

いうことですが、推進委員も問題となった自分の担当地区における課題につきましては、農業委員

会に出席して農業委員等に報告、あるいは意見を述べることができるというふうになっております

ので、全て農業委員会において農業委員が全て行うというものではないというふうに理解はしてお

ります。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そういうふうにお聞きすると、なぜわざわざ今の農業委員会の体制、制度、役割をこんな形で分

けたのかというのがぴんと来ないんですね。別に今のままで特に農業委員さんの中から、こういう

制度でなしに変えてくれというふうな話があったというふうにも聞いていませんし、どちらかとい



－２３－ 

うと、これは国の農協改革と言われるものの一環として出されてきたものだというふうに思います

ので、この辺については非常に、今後どうなるのかなあという思いを持っています。 

 議案の中では、農業委員の定数というのは、今、農業者から選挙、公選制で２０人ですね。それ

から、議会とか土地改良区とかというところから推薦されて市長が選任する４人ですね。合わせて

２４人というふうな形で現在農業委員の定数があるわけですけれども、それを今回１０人にすると

いうことなんですが、その理由と根拠をお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農業委員の定数につきましては、農業委員会等に関する法律の中で、農業者の数、農地面積及び

農地利用最適化推進委員の委嘱の有無に応じて上限基準が定められております。亀山市における法

改正後の農業委員の定数の上限は１９人となります。今般の法改正に伴い農業委員会の会議を機動

的に開催できるよう、現行の定数の半分程度とすることとされたことから、現在の選挙により選出

された農業委員２０名の半数といたしたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 上限が１９人で、半数程度と言われるので１０にしたということですけれども、先ほども言いま

したように、確かに公選制では２０人なんですよ。選任で４人おりますので、２４というのが農業

委員の数だと思うんですね。だから、これは別に半数程度という、もし国が言うものに合わせて数

を決めるとしたら、１２人という考えもあったのではないかと。１９までいけますので。そういう

考えはなかったのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 今般の法改正の趣旨でございます農業委員会の会議の機動的な開催を行うためには、より少人数

での会議運営が適切であることと、農地利用最適化推進委員との連携により少人数でもその責務を

果たすことができると考えたことから、農業委員の定数を選挙による委員の半数である１０人とい

たしたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ちょっと理解できません。選出方法は、公選制であれ選任制であれ農業委員には変わりない。そ

れは２４人いるんです。その半分程度と言われれば、やっぱり１２人というのが妥当やないですか

ね。それをなぜ１０人にするのか。機動的と言われますけれども、２人ふえて機動性がなくなるわ

けやないので、どうもこれは、私は説得力のない話だなあと思います。 

 それからもう１つ、新たに設置をされる農地利用最適化推進委員、長い名前でちょっとかむんで

すけれども、これを２０人にしたという、この理由についてお聞きしたいと思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農地利用最適化推進委員の定数の２０人の根拠でございますが、この推進委員は法の中で農業委

員会の区域内の農地面積により上限が定められており、亀山市における法改正後の推進委員の定数

の上限は２０人でございます。現在の選挙により選出された農業委員２０人は、それぞれが担当地

区において許可・申請等があった場合には、申請に係る現地確認や申請内容の確認、遊休農地の調

査、新規就農相談等を行っており、農地利用最適化推進委員は農業委員と連携して地域において現

場活動を行うとともに、現地で得た地域の声を農業委員会に届ける役割も担っております。こうし

たことから、現在の選挙により選出された農業委員の担当地区数と同数の２０人といたしたところ

でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 上限いっぱい２０人ということで理解をしておきます。 

 最後に、ちょっと市長にお聞きしたいんですけれども、公選制から任命制に変わるということで

あります。これまで農業委員になるには、市内に居住して農地を所有し、耕作に従事することが資

格要件であったということですけれども、選任制になると必ずしもそのような資格が要件として要

らなくなるという。例えば、地域外の企業の役員も中立委員というような形で選出が可能になって

くるというようなことが言われております。つまり、先ほど企業の参入と部長も言われましたけれ

ども、そういうような形でのことも考えられますし、いわゆる市内の人で農業委員を構成するとい

うことじゃなくして、市外の人も入れるんだというような、それから農業をやっていない人も入れ

るんだというような形になってきますので、市長がどういう方を選任されるかということは非常に

重要な問題になるだろうと思いますが、例えば農業者でない企業の役員などを選任するという考え

がおありなのか、市長、お聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 服部議員のお尋ねでありますが、国政においてもさまざまな議論がなされた法改正でございまし

た。 

 今回の法改正の趣旨は、少しお触れになられましたが、昨今の耕作放棄とかＴＰＰなど、農業を

取り巻く厳しい環境にあって、これは政府の規制改革会議を受けた農協改革など、一連の流れの中

にあるというふうに認識をいたしております。特に、農業委員会の公選制の廃止につきましては、

これは従来の法が昭和２６年の制定でございましたので、本当に戦後の大きな抜本的構造転換だと

いうふうに認識をいたしております。その趣旨は、農業委員会には、引き続いて権利移動の許可な

どの農地の番人としてその役割を果たしていくということと、もう１つは、今の現状の中で農地の

集積・集約化、新規参入の促進などの攻めの役割も期待をされておるということであろうと思いま
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す。 

 これらの法改正の趣旨でありますとか、本市の農業を取り巻く現状を考えまして、当然、今、法

の中では認定農業者を半数ぐらい入れるとか、あるいは年齢、職業、それから例えば弁護士、司法

書士、あるいは企業人、そういう部分につきましても、今回の法改正はそれを可能としておるとこ

ろであります。 

 いずれにいたしましても、この趣旨、それから亀山の現状等々を考えて、農業に関する豊かな識

見をお持ちいただく方、そして農地等の利用の最適化について適切と思われる方をやっぱり考えて

いく必要があろうというふうに思っております。 

 企業人を現時点でその中にということのお尋ねでございますが、先ほど申し上げたような基本方

針に沿って最もふさわしい方を選任していく必要があるというふうに現時点で考えておるものであ

ります。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 最もふさわしい方をと。当然のことであります。今回の条例制定というのは、法律の改正で新た

に農業委員の定数と、それから推進委員の定数を決めるという内容であります。 

 ただ、今回の法の改正というのは、昨年の国会で農協改革関連法の一環として出されてきた、そ

れで成立をしたものであります。先ほど、市長もいみじくも言われましたけれども、やっぱりそこ

に入っている考え方というのは、ＴＰＰ受け入れを前提とした国内体制づくりがやっぱりあるので

はないかということですね。これは多くの方が指摘をされております。そのことによって、家族農

業中心という戦後の日本の農政の大もとを変えてしまうのではないかというふうな危惧もあります。

こうした法律の改正でこういう条例を制定するんですけれども、今後この法律の改正によって農業

がどう変わっていくのか、本当によくなっていくのか、厳しくなっていくのか、このあたりを懸念

しながら見守っていきたいということを申し上げて質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑は終わりました。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 おはようございます。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。 

 議案第４２号亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定に

ついてですけれども、先ほども服部議員がいろいろ質問されましたけれども、これは、国の法改正

により全国の自治体が農業委員会の従来の制度を改正されるということで提案されたものと思って

おります。 

 その中で、先ほど服部議員も聞かれたように、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数、農

業委員は１０人、それから推進委員は２０名という形で書いてありますけれども、その中でちょっ

とお聞きしたいんですけれども、選任に当たって農業委員及び推進委員の定数を超えた場合、これ

はあくまでも公募制ですから、法の改正の中で、いただいた資料で９ページですけれども、農業委



－２６－ 

員の選任に当たっては、原則として、認定農業者である個人、または法人が過半数を占めなければ

ならないというようなことが原則として上がっております。その中で、市内の個人、認定農業者、

市内に何人、法人、どんなぐらいお見えになるのか、一遍ちょっとそれを確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 現在、市内の認定農業者の数でございますが、法人も含めまして４７、個人あるいは法人で、そ

のうち法人は５者でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 認定農業者は法人を含めて４７件ということですけれども、基本的に法改正の前は、農業委員２

４名の中の２０名は公選制でやっていました。ところが、公職選挙法に基づいて、合併後３区分に

しまして、１区から３区まであって、各選挙区で８名、７名、５名という形で選挙をしておりまし

た。当然、選挙に当たっては選挙人登録名簿をつくりまして、その中で登録者が有権者として投票

行為を行って選挙をしておりますけれども、今お伺いした４７名の中で過半数と。その中に法人格、

大体１０名ですから６名になると思うんですけれども、５名を過半数とするのか、６名を過半数と

するのかわからないですけれども、私の考え方でいくと、６名の方を認定農業者の中から選定せん

ならんという基準があろうかと思うんですけれども、そこら辺の考え方は、どこら辺までをやって

いくのか。そして、これはあくまでも公選制ですからどういうような形で公募するのか、その辺、

ちょっと考え方を聞かせてください。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず、農業委員の過半数を認定農業者とする必要があるということでございますが、農業委員の

定数につきましては、１０名で提案させていただいておりますので、過半数は当然６名というとこ

ろになります。 

 この農業委員につきましては、候補者につきまして、おおむね１カ月程度ぐらいの期間を設けま

して、農業者等に対し候補者の推薦を求めると同時に、委員になろうという方の募集を行った上で

今後設置する選考委員会において各候補者の評価を行い、候補者を選出いたしたいというふうに考

えております。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうですね。定数を超えた場合及び満たない場合においては、規則の中で５条２項及び１１条３

項で必要な措置として行うと。それは、一般的には、推薦を受けた者及び募集に応募した者や推薦

者の意見を聞く。２番目に前任者の農業委員または推薦委員の意見を聞く。３番目にパブリックコ
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メントを行う。４つ目には、選考委員会を設けると。今、部長、選考委員会を設けることを主体に

物を申されたんですけれども、当然６名の認定農業者、個人及び法人、これについては、選考委員

会も可能やと思うんですけれども、残り４名として、選考委員会での基準、そこら辺をどのように

担当部局として思っているのか。それを当然市長に進言して、市長が任命権者になるんですから、

残り４名ですな。認定農業者の６名の方については、当然選考委員会で選考できるよと。だから、

私はこの６名については危惧しておらんです。ただ、残り４名ですな。４名はどのように行われる

のか、そこら辺をちょっとお聞かせ願いたい。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農業委員の任務につきましては、さきの服部議員の答弁の冒頭で申し上げました。特に今回、農

地の利用集積の役割が重要となったところでございますので、その辺の役割、職務をより適切に行

っていただける方を選考委員会で選考されるものというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 いや、確認したいのは、その４名の中に、俗に言う女性の方の農業委員を従来の２４名の中に、

選挙を経て選出するのが２０名、残り４名は学識経験者及び女性の委員を設置すると。その４名の

中に、当然、市長がよく言う、市の女性職員の幹部職員を３０％にするというようなことを言うて

いますので、当然農業委員の中にも、認定農業者の中に女性の方がお見えになったら当然そこをは

めてくると思うんですけれども、もし認定農業者に女性の方がお見えにならなんだ場合は、女性の

方をその４名の中に何名ぐらい考えているのか。学識経験者というか、税理士とか法律の方を入れ

るのか、そこら辺の考えを持っているのかどうか、それを確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず女性の任命の件でございますが、今回の法改正によりまして、委員の年齢、性別等に著しい

隔たりが生じないよう配慮しなければならないという規定が設けられましたことから、６名に限ら

ず１０名の委員全体の中でそのような配慮が必要かというふうに考えております。 

 先ほど市長も答弁申し上げましたように、いわゆる学識経験者等についても、農業委員の職務を

より適切に行っていただけるかどうかという観点の中から選考いたしてまいりたいというふうに考

えております。以上でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 質問があちこちに行って申しわけないですけれども、次に農地利用最適化推進委員の選任につい

てですけれども、この案件については、農業委員の方は地域的なバランスは設けやんでもいいと。

だけど、推進委員の方は、７ページですけれども、農業委員の選任に当たっては、あらかじめ地区
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や団体ごとの定数枠を設けて推薦を求めることは、当該地域の団体の構成員で応募する者の選任の

機会を制限することになり、適当ではないということが７ページにあります。 

 それで、上に、推進委員を委嘱するときは、各推進委員が担当する区域を定めよと法第１７条第

２項に規定されている。当該区域で推薦、募集を行うことされていますと。これが法律の第１９条

第１項。その際、いずれの推進委員も担当しない区域が生じないようにする必要があるという項目

がありますね。その中で、現在の農業委員は地区推薦で２０名と。冒頭にも申し上げたように、各

区域ごとに、選挙区ごとに８名、７名、５名というような中選挙区というんですかね、区分したと。

そうすると、亀山市内を２０区画に割らんならんというわけですわな、定数が２０ですから。それ

で、ここにも選考に当たっての留意点で、２０区画に割らんなんと。その区割りはもう既にできて

おるのか。できていなかったらどういうような考え方でその区割りをするのか、ちょっとその点に

ついて教えてください。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農地利用最適化推進委員の候補者につきましては、現在の農業委員の選挙区と同じ区域及び人数

で募集、推薦を行いたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうすると、基本的に、私は第３選挙区に住まいをしておりますもんで、第３選挙区は５名です。

旧関町、旧坂下村、旧加太村、旧白川村、それから旧明村ですな。こういうような形で割っていく

んですけれども、そこら辺の区分を考えてみえるのか。ほかの第１、第２もいろいろ区分分けをせ

んならんと。大ざっぱに第３選挙区は５名ですけれども、恐らく５名選ばれると思うんですけれど

も、その区分割りはまだやっぱり今選考中なんですかな。そこら辺をちょっともう少しはっきりし

ていただいて、できましたら１から３までどういうような区分割りをするのか、そこら辺の考えを

持ってみえるのかどうかだけ。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 区分分けにつきましても、現在の選挙による農業委員の区域と同じというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長、もう少し詳しく説明できやんかな。再質問でもいいけれども。 

（「議長」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 結構です。再質問しますので。 

 じゃあ、櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 部長、もう一遍聞いておってくれよ。旧関は、定数５名で今まで選挙をやったわけね。そして、
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それぞれの推進委員が担当しない区域が生じないようにする必要があるというんですけれども、私

は今まで農業委員会というのは、３条、４条、５条、それぞれの土地利用で、当然、農用地、農振

地域、それからいろんな区分けがしてあります。その転用に当たって、やっぱり農業委員会でいろ

いろ審議して、農地を取得する場合には、亀山市は３０アール、３反以上を所有していないとあか

んという条件がありました。これが３条申請です。３条に基づいて、農業従事者が３反以上を持っ

ておる者は農地を取得することができると。だけど、３反未満の者は農地を取得することができな

いというようなことで農地を買えないと。だけど、いろんな形で農地をほかの用途に利用する場合

には、５条申請によって農地転用をして、農業委員会が許可を出して、農業委員会の許可のもと、

地元自治体の長の了解で農地の取得ができるというのが農業委員会の今までの役やったんです。 

 それで、この新制度による農業委員は、推進委員の意見を聞いて、農業委員会に諮って、農業委

員会が許可申請を出すというシステムに変わろうとするわけですな。その中で、地域的なバランス

をきちっと考えていかないとあかん中で、その区域は限定していかんならんと。例えば、関の第３

選挙区においては、旧関、加太村、坂下村、明村、白川村という５つの区域があると。そうすると、

バランス的に坂下の耕作面積と旧関町の耕作面積、旧明村の耕作面積、旧加太村の耕作面積、それ

から旧白川村の耕作面積、それぞれバランスが違うと思うんです、全体ね。ちょっと私能力がない

もんで、第３選挙区が何ヘクタールか、ちょっと今数字をよう拾っていませんもんであかんので、

例えば推進委員を、旧関の場合はエリアからいくと２名ぐらいを配置しようやないかと。旧加太と

旧坂下とは一山越えていますから１人ずつ置くとか、そういうような形で、第１選挙区から第２選

挙区同じような条件が出てくると思うんですわ。やっぱり、野登地区で１名か、川崎地区で１名と

か、まさかみどり、みずほ、みずきが丘で１名置かれてもほとんど農地というのはありませんから、

やっぱりそこら辺のバランスも考えた中で、推進委員の配置、旧の農業委員の定数で配分するんや

ったらそこら辺まで考えてあるのかどうかを一遍聞きたいんですわ。わかってもらえましたかな。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 大変失礼いたしました。 

 新たな推進委員の区域割りでございますが、今現在考えておりますのが、もう一度申し上げます

と、今現在の選挙による農業委員の区域割りと同じというふうに考えておりまして、今も１、２、

３とあるわけですが、同じく１、２、３区とさせていただく中で、例えば先に２区を申し上げます

と、２区については、栄町、井尻町、和田町、小下町、川合町、井田川町、みどり町等で同じく７

名、それから第３区といたしまして、白木町、小川町と旧関町の区域として同じく５名、第１区と

して第２区、第３区を除く区域として同じく８名というふうに考えておるところでございまして、

先ほど申し上げたように、農業委員の選挙による区域と全く同じ区域を考えておるところでござい

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 市長も、これは任命権者になるんですから、選任に当たってちょっとこれだけはやっぱり、聞き
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取りのときにここまで言うていませんだもんで、部長、大分困っておりましたけれども、基本的に

やっぱり地域バランスを、正直、農業委員の選挙というのは、公職選挙法に基づいて今までずうっ

とやってきたんですけれども、大概水面下といったら、これも本会議で言うてええもんかどうかわ

かりませんけど、いろいろ調整してくるわけですな、地区が。以前、私知っているんですけど、隣

同士で農業委員に立候補した選挙もあったんですわ、同じ地区でね。話し合いがつかんと。それで、

選挙戦に入ったというような場合もありますので、やっぱり推進委員さんの選任については、かな

り慎重にやっていただかないと地域間のバランスが崩れると。だから、できたら行政のほうで、こ

の地区とこの地区は一緒になっていただいて１人の定数と。この地区とこの地区とこの地区は一緒

になってもうて１名と。そういうような区割りをするように、やっぱり市長が指示をしていってい

ただかないと、地区にお任せとなると、その地区の中で要らんいがみ合いをせんならんと困ります

から、直接私ら議員にも農業委員さんを任命するという、議決する責任がやっぱりありますから、

議決する際にきちっとそこら辺の、法律によって農業委員会の委員が推進委員を選出する仕事を持

っていますから。そうですな。そういうような法律になっていますから、法律改正になりましたか

ら、農業委員が推進委員を推薦する、選任する仕事を持っていますから、やっぱりそこら辺の区分

けをきちっとしてもらわんことには、やっぱり地域間のお互いのために、私も百姓ですから農業従

事者が困る場合がある。また、農業従事者が、農地を持っている者が何らかの都合で売買するとき

には当然農業委員会の許可が要りますから、売買も不可になってくると。そうすると、選任された

推進委員がきちっと決まっておらんことには、その地域の農地の利活用、荒廃農地が大分ふえてい

ますから、ほかのものにしようというときに、当然農業委員会、推進委員の役割というのももっと

きちっとしてくると思いますので、またきちっとせんならんと。 

 ちなみに、他の市町村、ほかの議員さんに教えていただいたんですけれども、農業委員会の権限

を、農地法の権限をその市町の首長で許可するという市町が県下にあろうかと思うんですけれども、

亀山市はそれに入っていないらしいですので、農業委員会の仕事は大変重要な立場になるし、そこ

ら辺をやはり、市長、そういうような指示をやっぱり担当部長に出す必要があると思うんですけれ

ども、そういうような思いは、この農業委員会が変わった思いはありますかな。そこら辺、ちょっ

とお聞かせください。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のご質問で、農業委員会に対する今回の法改正に伴う条例の制定に伴って、基本的にど

ういう思いを持っておるのかというご趣旨であろうかというふうに思います。 

 先ほど服部議員にも申し上げましたが、今回の法改正の中で、本当に農業委員会が従来の農地の

番人としてその役割を一層発揮していただくだけでなく、さらに農地の集積とか集約、それから新

規の参入促進などの攻めの農業の展開にも大きな役割を果たしていただく必要があろうかと思って

おります。そういう法改正の趣旨とか、亀山の現状を踏まえまして、農業に関する豊かな識見を有

して、なおかつ農地等の利用の最適化に関する事項など、全市的な視野で新農業委員会の職務を適

切に行っていただける方を任命していきたいというふうに考えておるものでございます。 

 そして、今、議員が後段で触れられました農地利用最適化推進委員は、ご案内のように、少し触
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れていただきましたが、農業委員会が委嘱をいただくものでございますけれども、農業委員会が新

たに設置をされ、農業委員会が委嘱することから選考委員会を設置して決めていっていただくとい

うことになります。 

 いずれにいたしましても、私どもはこの法改正の趣旨をしっかり受けとめて、議員いろいろご懸

念のこともあろうかというふうに思っておりますけれども、本市の農業の振興にきっちり機能でき

るような内外の環境をしっかり組み込んでいきたいというふうに考えておるものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 私も百姓ですので、ただ百姓であっても、土地利用については、やっぱりまだもうちょっとこの

区分けについて、はっきりした答弁をいただきたかった。今、ちょっと後ろのほうからやじ的なあ

れで出てきたけど、はっきりしているんやったら一遍はっきりここでしてください。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほど部長が何度も申し上げておりますように、新たな推進委員の区域と定数につきましては、

現在の農業委員会の３つの選挙区の区域と定数に準ずるというふうに申し上げておるところであり

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、それは私もわかっているんですわ。だから、この法律の第１７条第２項に規定してある、

その際いずれの推進委員も担当していない区域が生じないようにする必要があるというて、これは

法で決まっているんです、第２項でね。だから、その区割りはきちっと１、２、３と。ちなみに３

選挙区は５人やったら、５人のエリアはきちっと決めておいてくださいよと言うておるの。決めて

くださいよと言うの。今までは選挙して、さっきも要らんことを言うたけど、隣同士で農業委員に

出た人もおるんやし、それで選挙をやったんですよ。で、片方は当選して片方は落選したんですよ。

票がない者は当然落選しますわな。そんなことが今まで生じて、それが何で生じたのか僕は知って

いるけど言えまへんで、ここでは。知っているけど、言えまへんけれども、そういうようなことが

ないように担当区域をきちっと升目で割ってくださいよと。というのは、恐らく面積割りで基本的

に割るべきやと私は思うているの。それから、農業従事者、専業従事者と兼業の農業者と、それか

ら認定農業者、何ヘクタールやということ、そういうような区分けをきちっと選定するに当たって

は、農業委員会のほうにきちっとこういうような形で選定してくださいという資料を提出してくだ

さいよと私は言うておるの。それによって、この法第１７条の２項がちゃんと満たされると私は思

っとるけれども、そのようにしていただけますかなということで、もう一遍、部長下さい。部長の

ほうがええと思う。一遍、その区分けを委員会にやっぱり提出すべきやと私は思う。どういうふう

に区分けをするかというね。それはできると思うけれども、そういうふうにお願いしたい。どうで

すかな。 
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○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 推進委員の区割りにつきましては何遍も、今も市長も申し上げたとおりでございまして、市内を

３つに分けて現在の農業委員の選挙と同じように、８・７・５と定数をさせていただくというもの

でございます。 

 議員は、推進委員をどういうふうに選ぶのかという観点からお尋ねかと思うんですが、これも何

遍も申し上げていますように、現在の農業委員会で設置される選定委員会の中でその２０名を選定

し、農業委員会が推進委員を委嘱するということ、これも議員がおっしゃいました。これも農業委

員と同じく、１カ月程度の期間を設けて農業者等に対して候補者の推薦と募集を行うわけでござい

ますが、当然２０名以上の推薦、応募がある場合もございますが、その場合は、農業委員会内に設

置される選考委員会で最適化推進委員の職務により適した方を選んでいただけるというふうに考え

ております。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 いや、私が一番懸念しているのは、基本的に農業推進委員も公募せんならんですよ。私、調べま

したら、権利があるんです、これは。農業委員会、推進委員についても、地域で私がしますと手を

挙げたら権利があるんです。そうでしょう。ありますな。もう一遍確認、あるでしょう。手を挙げ

てなりたい者はなれるわけです。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 手を挙げて農業委員ないし推進委員になれるかという話ですが、手を挙げてなれるのは候補者で

あって、その中からそれぞれの選考委員会が選んで農業委員なり推進委員を選んでいただくという

流れでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 いや、もう１つ質問があるので余り長いと、もう１つ質問を放ってもいいんやけれども、だから

区域をきちっと割っておかんと、例えば第３ブロックで、第３選挙区で５人と。そこできちっと割

っておかんと農家の百姓が困りますのや、正直。農地を持っている農家自身が。例えば、公募制で

６人出てきたと。同じ地区で、５人区でそれを５つの区域に割ったと、区域を。その１つの地域か

ら２人出てきたと。そのときは農家で決めなさいよとなるわけですわ。選考委員会が決めるけれど

も、２人が有志したらその選考委員会が決めやんならんのやけど、何を基準にして選ぶのかといっ

たら、これ困るんですよ。困らないようにしておいていただきたいというのが私の気持ちなんです

よ。私は３０年間、そんなことで、農業委員の選挙は４年置きですかな。やるたびに困ってきたん

や、正直。どなたをするか。だから、そういうような困ったことにこの法改正でならんようにして
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おいてくださいよと言うておるの、私は。５人選ぶんやけど、隣同士で出てきたらどうするんやな。

そうやから、地区割りをしておくべきやと私は思うんですよ。第３区でも、やっぱりこの地域、こ

の地域、このエリアで、農家で話して、ある程度農業委員会のほうで推薦として公募してもらうと、

手を挙げてもらうというような方法にはできないですかと。だけど、公募に対しては妨げすること

はできやんという法律もありますよ、応募者に対しては。そうすると、公募になったところで選挙

をせんならんわけですよ、逆に。 

 だから、この法律にも書いてあるんです。手を挙げた者をむげにおろすことはできやんと法律で

決めてあるんですよ、これ。そこら辺が起こらんように、この法改正に伴ってやっておく必要があ

るんではないかなと私は懸念しておるんですよ。地区でもめることになったら困るからね。そこら

辺を行政としてきちっとやっぱりやってもうておく必要があるんではないかと私は思うておるの。

いかがですかな。わからんかなあ。やっぱり、農業委員会の選挙に携わってみえたのかどうか。職

員の方は、恐らく市長も農業委員会の選挙に行ったことはないと思うけれども、私は農業委員会の

選挙のたびに、選挙があった場合には必ず行っていますのや。そこら辺をきちっとしておくべきや

と思う。いかがですかな。部長でええわ、部長で答えなはれ。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 議員のご質問の趣旨は、８・７・５、第１・第２・第３の区割りをさらに細分化できないかとい

うご趣旨だと思いますが、現在考えておりますのは、今の選挙による区割りと同じということで、

現在のところさらなる細分化は考えていないところでございます。 

 今までは選挙であったわけですが、それにかわるものが選考委員会による選考ということになっ

たわけですので、今と同じ区割りでいいのではないかというふうに考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 もめたときは、あんたらがまとめてくださいね。ようけもめておるのや。嫌な経験を私はようけ

しているもんで、嫌というほど経験しているもんで、もめたときは市長初め部長がきちっと地域を

まとめてください。 

 もう１点、市長にお聞きしたい。 

 議会に任命を議決いただくと。１人ずつ提案されるのか、一括提案なのか、どっちや。市長や。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 農業委員に係る選任同意の議案を１人ずつの提案か一括の提案かというご趣旨でございましたが、

現時点で一括で提案するのではなくて、農業委員一人一人を提案させていただきたいというふうに

考えておるものでございますが、議会のほうとも十分協議をさせていただきたいというふうに、相

談させていただきたいというふうに考えておるものでございます。 

○議長（前田耕一君） 



－３４－ 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 議会と協議するって、議会の誰と協議するのか知らんけど、協議する場所もないもんで。基本的

に、私は農業委員としてやっぱりそれなりの資格要件、年齢、性別、それぞれ段階的に分けなさい

というようなことですので、やはり一括上程では僕はだめやと思うています。やっぱり個々に、従

来の教育委員の皆さん方も、各種委員の皆さん方も、固定資産の評価委員等々もそれぞれ個々に１

人ずつ選任同意をやっていると。そういうような方式をとるべきやと私は思うていますけれども、

議会に相談される前に、市長がここで個々に選任同意を求めるというようなことをおっしゃってい

ただくわけにはいきませんかな。議会に相談、どなたに相談か知りませんけど、私に相談してもう

ても困りますし、やっぱり任命権者の市長が提案者ですから、ここではっきり個々に選任同意を求

めて農業委員会の法改正に行くという方針をここで示していただくわけにはいきませんかな。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほど申し上げたように、今までも行政委員会委員の選任同意議案につきましては、私どもはお

１人お１人提案させてきていただきました。ですから、基本的にはそのように考えさせていただい

ておるものでございます。 

 議会とのそれぞれ議案の提出に当たりましては、いろいろ相談させていただいたり、協議をさせ

ていただく、議長さんを中心にそういう場面もありますけれども、そういう趣旨で申し上げたとこ

ろでありますが、基本的には一人一人の提案とさせていただきたいというふうに考えておるもので

ございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 提案に際しては、任命の場合は一人一人ですね、議会としても選任同意する責任がありますから、

やはり農業委員さんの職務も大事な職務ですから、議会としてもしっかり市長が任命された方をチ

ェックするのが仕事ですから、１人ずつ出していただきたいと思います。 

 もう残り２分４５秒ですので、簡単で結構ですのでちょっとお聞かせ願いたいんですけれども、

報告第５号の平成２７年度亀山市一般会計繰越明許費の計算書について、第２款総務費、第１項総

務管理費、移住交流促進事業ですか。これ、５５５万あるんですけれども、人件費が２２９万、パ

ンフレット作成１４０万、どこまで進んでおるのか、５５５万の進捗状況をちょっと教えてくださ

い。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま移住交流促進事業の進捗状況ということでございますが、この５５５万の中には、今ご

指摘ございました定住支援員というのが２６２万６,０００円ございまして、定住支援員は本年４

月１日から配置をさせていただいたところでございます。 
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 それと、大きな事業といたしましては、移住促進のパンフレット作成が１４０万ございまして、

これにつきましては、現在内容等を精査した上で事業を進めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 もう既に４月１日から推進の事業の２６２万、総理が言われた一億総活躍社会のあれやと思うん

ですけれども、既に臨時職員を雇われたと。しっかり仕事をしていただいていると思いますので、

またその内容も今後とも聞かせてもらいたいですけれども、パンフレットの１４０万、内容を精査

と言うていますけれども、大体何部ぐらい刷るつもりですかな。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 現在国に申請しました交付金によりますと、２,０００部を作成するという予定で申請させてい

ただいたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 ２,０００部ということですけれども、基本的に総理が一億総活躍社会を言い出したのは早い時

期ですわ。各自治体に交付金を交付するというのは私でも知っていますので、だからやっぱり行政

としてその情報を、この移住促進に使うんやったら、県に補助金を申請するんやったら、２,００

０部をつくってその内容はこんな内容やと。速やかにそれをすると。人だけ早いところ雇ったと。

人を２６２万で雇った時点でこのパンフレットができていなかった。なぜですかな。ちょっと不思

議なんですけれども、それはまた総務委員会等で、私たちの同僚がおりますので聞いていただきま

すけれども、人を雇用した段階でパンフレットが同時に机の上に置いてあるというものが本来の姿

やと、行政の姿やと思っていますので、ちょっと苦言になりますけれども、それを申し上げて質疑

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１１時２２分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時３２分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１２番 宮崎勝郎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 緑風会の宮崎でございます。 

 それじゃあ、早速質疑に入らせていただきます。 
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 私は、議案第４２号亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の

制定について、それから４３号の亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の

一部を改正する条例に絡みますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、議案第４４号平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について、それから議

案第４６号市道路線の認定についてと、３つの議案について質疑をさせていただきます。 

 それでは、まず議案第４２号亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定め

る条例の制定についてでありますが、先ほど服部議員、櫻井議員から質疑がございましたので、多

少かぶる点もあると思います。答弁されたことについてはそのままで結構でございますので、再度

お尋ねする場合もありますので、よろしくお願いしたいと。 

 まず、農業委員及び農地利用最適化推進委員についての定数でございますが、これについて、農

業委員は１０名、それから農地利用最適化推進委員については２０名ということで先ほど答弁ござ

いましたが、まず農業委員の１０名については、先ほども聞かせていただきましたが、櫻井議員の

ところで聞かせていただきましたけれども、この定数は過半数が認定農業者ということで、他は公

募によるというふうに答弁されたと思うんですが、そこらをもう一度確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農業委員の定数につきましては、先ほど来答弁申し上げておりますように、１０名と提案させて

いただいたところでございます。そのうち過半数である６名以上については、認定農業者というこ

とになっております。先ほど来説明しております農業委員の団体からの推薦、あるいは公募につき

ましては、残る４名だけではなくて、１０名全体について推薦、公募を行うというものでございま

す。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 よくわかりましたが、いわゆる認定農業者の６名とか、公募ですが、これは地域割りにかかわら

ず市全体として推薦するのか、任命するのかというのを確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農業委員につきましての１０人については、いわゆる地域割りというのはございませんので、市

全体として考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 わかりました。 

 それじゃあ、農地利用最適化推進委員についてでございますけれども、これについては、先ほど
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来聞いておりますと、現行の農業委員の数２０名の地域に割りたいというような意向だったと思う

んですが、それは先ほど櫻井議員にもございましたように、さらに細分化した地域から出すのかど

うかというのを確認したいと思いますが、私は、この最適化推進委員については、ある程度地域を

分けて推薦せんと、農地の最適化のやはり今までの流れがあると思います。そういうふうな流れは、

やはり自分のところの地区はその地域の方がよくわかっておるということを私は思っておりますが、

そこらをどのようにするのか。今までの現行の農業委員の選挙の中では、非常に難しい問題があっ

たように聞いておりますし、我々の地域では選挙が行われました、前回も。そのような中で、やは

り地域割りをきちっとして、それを地域の皆さん方に知らしめるということをやっていかないと問

題が起こってくるんじゃないかなあというふうに思っておりますが、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 先ほども櫻井議員のご質問に答弁申し上げましたように、農地利用最適化推進委員の区域につき

ましては、現在の選挙による農業委員の地域と同じで、今の第１選挙区、第２、第３選挙区をそれ

ぞれ第１区、第２区、第３区として、定数についても８名、７名、５名の定数を同じというふうに

踏襲させていただく予定です。 

○議長（前田耕一君） 

 細分化はないんやな。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 現在のところ、細分化は考えておりません。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 考えていないという話でございますが、私はさらに、櫻井議員も関の例を挙げて言われておった

んですが、私はやはりある程度は細分化していけないのかというのが１つございます。先ほども申

しましたように、やはりその地域の農地をよく知ってみえるという方が私は大事なんじゃないかな

というふうに思っております。 

 例えば例を挙げますと、我々の地域、亀山地域というんですかな。それについては、例えば椿世

の方とか住山の方とか、ようけ見えて、安知本、楠平尾のほうにたまたまおらんというふうになれ

ば、非常に難しい問題かと思うんですね。そやで、さらに細分化したほうがいいんじゃないかなあ

という私の考えですが、そこらを確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 今、議員おっしゃった現在の現地確認等においては、２４名の農業委員が原則として現地確認を

行うわけですから、いろんな関係のない、いわゆる地元でない委員さんも含まれておると思ってお

ります。 

 さらなる細分化のお話ですが、櫻井議員にも、それから先ほども答弁申し上げましたように、現
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在としては、現在の農業委員の選挙区の３つの区割り、８・７・５の区割りを考えておるのみでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 そうしますと、関、今、櫻井議員が例を挙げて質疑されておった地域をという解釈であれば、ほ

かの、他の１区、２区もやはり割っておくべきではないのかなというふうに思っておりますが、１

区、２区はそういう考えは持っておらんということですか。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 １区、２区だけではなく、１、２、３全ての区域割りについて、先ほど申したような考え方でお

るところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 そこらをうまく考えていただいて、禍根を残さないようにお願いしたいなというふうに思ってお

ります。 

 それから次に、職務でございますが、農業委員と、また農地利用最適化推進委員という方の職務

については、私は、以前の農業委員会の振興部会とか農地部会とか、そういう頭がまだ残っておっ

たので、ちょっと古いので理解ができておらなかったんですが、先ほど来聞いておりますと、そう

やないというふうに確認させていただきました。 

 それじゃあ、任命についてですが、この条例でうたっております任命については、ここで上げら

れておるのは、仕事はここで上げられておるのかちょっと確認がしにくいんですけれども、この条

例の中で。いわゆる制定内容を見ますと、農業委員と推進委員の定数を定める条例ということで出

ておりますが、任命については、今言うた区割りの話で理解させてもうたらよろしいですか、確認

したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農業委員と推進委員の職務の内容というお尋ねでよろしかったですか。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 任命。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず農業委員の任命につきましては、先ほど来説明させていただいておりますように、まず推薦、

あるいは公募を行った上で現在の農業委員会に設置される選考委員会に諮って選考させていただい

て、その選考させていただいた委員を市長が議会のほうの同意を得て任命するという流れでござい

ます。 
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 推進委員につきましては、同じく推薦、公募をかけた上で、今度は、あっ、済みません、間違え

ました。農業委員につきましては、農業委員会外に設置する選考委員会で選考いたします。推進委

員につきましては、同じく公募、推薦を行った上で、現在の農業委員会に設置する選考委員会で設

置をいたしまして、農業委員会が推進委員を委嘱するという流れになっております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 選考委員で決めるということでございますが、この選考委員会はどのような組織でどこにあるの

か、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず農業委員のほうの選考委員会について申し上げますと、これにつきましては、市内部に設置

したいというふうに考えております。それから、推進委員の選考委員会につきましては、先ほども

申し上げましたように、現在の農業委員会の中で現在の会長が指名して設置をされると。選考委員

を示して設置をされるというふうなものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 農業委員会の中に最適化推進委員は選考委員会をつくるということでよろしいんですか。いや、

現在の農業委員会はなくなると思いますのでね、新たな農業委員会、そこらを確認したいと思うん

ですけど。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 現在の農業委員の任期は、来年の３月１０日まででございます。ですので、来年の３月１１日か

ら新たな農業委員会の発足の必要がございますが、ほぼ同時に推進委員の委嘱も必要となってまい

ります。ということから考えますと、推進委員の選考につきましては、新たな農業委員会ではなく、

現在の農業委員会の中で選考する必要があるというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今の時期はそうであろうかもわかりませんが、今後新たな農業委員、例えば１０人の農業委員が

できたときに今後はどうしていくのかということで確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 その前に、まず農業委員の任期を申し上げますと、来年の３月１１日から３年間となります。推
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進委員につきましても、農業委員の任期中、推進委員として選出されるということになっておりま

すので、今回は現在の農業委員会で選考委員会が設置されますが、次期の選考委員会については、

当然３月１１日以降の新たな農業委員会で設置されるものというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 現在の農業委員会の選考委員は何人、新しくは何人考えていますか。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 農業委員の選考委員会につきましては、先ほども申し上げましたように、市内部で設置をしたい

というふうに考えておりまして、副市長初め関係部長等数名を今考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ありがとうございました。 

 それじゃあ次に報酬をお聞かせ願いたいと思うんですが、報酬については４３号でうたわれてお

りますが、これについては、農業委員さんは今までの月額１万５,２００円ですか。それから、農

地利用最適化推進委員については１万６００円というふうに聞いておりますけど、それでいいのか。

いわゆる４３号でこれは定めていくということで確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 新たな農業委員等の報酬のお尋ねですが、全てちょっとお答えをさせていただきますと、農業委

員の報酬については、農業委員会会長、それから農業委員会会長職務代理者及び農業委員というふ

うになっておりまして、これらの報酬については、おっしゃったようにこれまでどおりということ

で、会長が月額２万１,４００円、職務代理者が１万７,５００円、農業委員が１万５,２００円で

ございます。農地利用最適化推進委員の報酬につきましては、今回の制定によりまして、新たに月

額１万６００円とさせていただいたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ありがとうございました。 

 それじゃあ、次に移ります。 

 議案第４４号平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）についてでございますが、第９款

消防費、第１項消防費、第３目消防施設費、施設維持補修費２９５万円の増額について確認したい

と思います。 

 この内容については、修繕費と工事費があったと思うんですが、そこらを確認したいと思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 服部消防次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 施設維持補修費２９５万円の内容についてお尋ねでございます。 

 修繕料１４５万円の増額につきましては、安坂山町地内に設置しておりますサイレン吹鳴装置の

サイレン本体が故障し、取りかえが必要となったことによるものでございます。 

 また、工事請負費１５０万円の増額につきましては、関町坂下地区消防団詰所の浄化槽に地下水

が劣化に伴う亀裂等から流入しており、浄化槽本体の取りかえが必要となったことによるものでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今、安坂山町のサイレンが故障したと。それから、坂下の下水が故障したということで、特に坂

下の消防団詰所の汚水の処理については、多少辛抱してもうて、今の補正まで待ってもいいと思う

んですけれども、安坂山町のサイレンについては、いつ故障したのか。それで、修理の概要はどの

ようにしていくのか、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 安坂山町のサイレンはいつ故障が判明したのかということでございますが、本年３月でございま

す。３月にサイレンが鳴っていないという連絡を受けまして、故障が判明したものでございます。 

 議員申されますように、サイレンの吹鳴につきましては、災害時における消防職団員の招集に加

えまして、市民の皆さんへの周知ということで大変意義あるものと思っておりますことから、現在

緊急対応といたしまして、既決予算において事業を進めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 現在、既決予算で進めていただいているという答弁でございますが、それはそれで結構だと思う

んですけれども、やはり私は、既決予算は事業を考えておると思います。もう６月ですので入って

いかなければならんと思いますので、こんな場合は例えば予備費を使うとか、財務部長、何かそう

いう考えは持っていないのか、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず、当初予算に見込むことができなかった施設や設備の故障等による修繕が必要な場合の予算

措置につきましてでございますが、原則は補正予算での対応というふうに考えておるところでござ

います。しかし、緊急かつやむを得ない場合には、既決予算の流用や予備費の充用により迅速に対

応いたしたいと考えておるところでございます。今回は、流用も含めて、まずは緊急ということで
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対応させていただいたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 了解しました。 

 それから、坂下地区の消防団詰所の汚水の処理については、現在、あそこは農業集落排水が行っ

ていないのか、確認したいと思います。下水の部長さんにお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 草川上下水道局長。 

○上下水道局長（草川博昭君登壇） 

 坂下地区消防団詰所に関連します沓掛地区農業集落排水事業につきましては、平成１１年度から

工事に着手し、平成１３年度末に供用開始しております。当時の汚水処理計画では、地域の将来的

な状況、長期的な管理や改築まで含めた経済性により、平成８年度から平成１０年度にかけて整備

区域等の計画を行っております。 

 今回の坂下地区消防団詰所などの公共施設は、現在整備区域に入ってございませんけれども、そ

の当時につきましては、その当該施設に浄化槽が設置済みであったこと、また沓掛地区集落との距

離が１００メートルほどあり、また途中には水路があり管路の埋設が深い位置になることから、そ

の分の工事費がふえ、地域の方の受益者分担金に影響するというふうなことなどを考慮して整備区

域には入れていなかったというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 議案と少し離れますので、余り深くは入っていきませんが、やはり消防団なんかの詰所もしょっ

ちゅう使わんならん施設でございます。また、あの地域については、馬子唄会館とか、鈴鹿峠自然

の家か、それもあります。そのような地域になぜ農集の管が行っていないのか、確認がしたい。公

共の施設やで入らんでもいいんやと、入れなかったんやと。私は、それは逆さまやと思いますけれ

ども、そこらを確認したいなと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 草川局長。 

○上下水道局長（草川博昭君登壇） 

 公共施設の下水道への接続の考え方ということで申し上げますと、下水道事業への接続につきま

しては、公共下水道事業は区域を定めて面整備をしていることから、区域内の方はもちろん、公共

施設についても接続することとなります。また、農業集落排水事業は、集落ごとに整備区域を定め、

公共ますの設置申請を提出された方が対象となりますが、公共施設につきましては、一般的には整

備区域内で下水管を埋設した沿線では接続していただきたいと考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 
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 そうなると、やはりあそこらも管を引いて接続するべきだと私は思うんですが、例えば公の施設

を管理しておる財務部、一遍そこらはどんな考えでおるのか、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 今回補正の坂下地区消防団詰所の浄化槽については、地形的な課題や経済性により整備区域外で

あること、また浄化槽の劣化に伴う亀裂等により早急に取りかえする必要があることから、時間的

なことも考慮し、事前協議の上、従来の処理方法、今の浄化槽を直すという方法で対応をさせてい

ただいたところでございます。 

 今後については、沓掛地区の処理施設の耐用年数の関係も出てきますので、下水道の農集の担当

部署で協議をされるものだというふうに考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 了解しました。そこらはうまくお願いしたいなと思っております。 

 次に、議案第４６号市道路線の認定についてでございます。 

 服部議員が朝からこの部分については聞かれておったんですが、私は私なりにちょっと確認した

いなあと。特に私は、今回、市道住山１１号線の新設の経緯についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 先ほど服部議員のご質問でもお答えしたとおりでございますが、新設として行いましたのは、亀

田小川線の住山公民館前の道路がＳ字カーブで道幅も狭いことから非常に危険な道路であります。

現道を拡幅して道路事業を進めることも一つの手法としてございますが、今回はバイパスルートを

選定した理由といたしまして、環状線の機能確保をする上で、現道拡幅であればＳ字カーブの改善

が図れないことや、家屋への影響が多く、事業費が増加する等の理由から事業費の縮減も考慮し、

交通安全の向上が図れるバイパスルートとして選定させていただき、住山１１号線として新規に認

定を行うように考えたものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 亀田小川線のバイパス的な機能を果たすということで、それであれば私は、和賀白川線の終点で

すか。合うたところで終点にして、それから先はバイパスとして整備をやったらいかがかなという

ふうに思うんですね。 

 それと、今走っておる道路について、カーブが多いと。ここまでなぜ直してこなかった。今にな

って危険って、そんな話はないと私は思うんですが、そこらの理由が私ははっきりわかりませんけ

れども、現道を整備し直したらいいんじゃないかと私は思うんですが、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 
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 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 先ほどもお答えしたとおり、現道を直すということになりますと建物等に影響が出てくることも

ございまして、事業費が増加するということの理由から、経済的な方法としてバイパスルートを選

定させていただいたところでございます。 

 それから、先ほど議員がおっしゃられたように、路線の区割りを変えるのはどうかというような

ご意見でございますが、そういった部分につきましては、今回の議案を提出するに当たりまして、

亀山市道路審査会におきまして、そういった案も含めて議論させていただきましたが、本議会への

提案に当たりましては、平成２３年３月の一括認定の際に内部で取り決めました路線の再編基準に

基づき、重複認定だとか、２つの路線をそのまま同一名で行うといったようなことはできるだけ行

わないということにしているため、今回のような市道認定及び変更を提案させていただいたところ

でございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 そうなると、どの地域においてもまたそういうような場合があった場合に、新たな新設の道路と

して認定していくのかというのを思うんです。現道を修復というのか、改良するのではなく、新し

い通りやすい空き地があったら通らしてもうて、新しく道をつけるという考えに私は聞こえるんで

すが、そこらはどうですか、確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 道路の改良等につきましては、当然基本は現在ある道路を改良していくというのが好ましいのだ

というふうに考えますが、そのときの状況、あるいは路線の現在の線形等によりまして、今回のよ

うな新たな路線をつくったほうが経済的な面、あるいは地域への影響等を考慮すると、有利になる

場合はそのようなことも今後考えていくかというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 もう時間がないのでこれで終わりたいと思いますが、いろいろな場面もありますので、今後さら

なる検討をして、一番いい方法で新設をしてください。よろしくお願いします。終わります。あり

がとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午後 ０時０８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 
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○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番 福沢美由紀議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀です。 

 議案第４８号から質疑を始めたいと思います。 

 専決処分した事件の承認について、亀山市国民健康保険税条例の改正内容についてお伺いします。 

 この専決については、保険税が軽減されるという私たちにとってはいい内容の改正だと思うんで

すけれども、具体的にどういう軽減になっていくのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 ８番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 坂口市民文化部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 専決処分した事件の承認についてお願いをしております。 

 亀山市国民健康保険税条例の一部改正でございますが、これは、地方税法施行令等の一部を改正

する等の政令の公布に伴い、平成２８年４月１日から施行が必要であった規定について所要の改正

を行ったものでございます。 

 国民健康保険税につきましては、低所得者の負担の軽減を図るため、世帯主及び当該世帯に属す

る被保険者の所得の状況に応じて、課税額のうち、被保険者均等割額と世帯平等割額の合計額を７

割、５割、２割それぞれ軽減する制度がございます。今回の改正内容は、その国民健康保険税の軽

減対象となる範囲を拡大するため、５割及び２割軽減の軽減判定所得を改正したものでございます。

５割軽減につきましては、軽減判定所得の算定における被保険者数に乗ずる金額を２６万円から２

６万５,０００円に引き上げ、例として３人世帯では、現行、所得１１０万円以下が対象であった

ところを改正後は所得１１２万５,０００円以下にまで拡大するものでございます。また、２割軽

減につきましては、軽減判定所得の算定における被保険者数に乗ずる金額を４７万円から４８万円

に引き上げ、例として３人世帯では、現行、所得１７４万円以下が対象であったところを改正後は

所得１７７万円以下にまで拡大するものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 ５,０００円とか１万円とかわずかな幅で、所得にすると大きくまたかかってくる人が大幅に変

わってくるのかなあとお聞きしたんですけれども、この軽減について、かかる人は申請が必要なの

かどうかを確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 この軽減措置を受けるために市に申請が必要なのかというお問い合わせでございますが、この軽

減の措置につきましては、市で把握しております市民税の課税情報に基づいて軽減対象となる所得
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基準に該当する世帯であるかを判断して国民健康保険税の軽減を行いますので、この軽減を受ける

ために市民の方から改めて申請をいただく必要はないところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 新たな申請は必要ないということでした。 

 それでは、今回の軽減によって国民健康保険税が軽減される対象の世帯数、そしてこの軽減によ

って幾らぐらいの金額になるのか、軽減幅が。まずそれだけをお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今回の改正により軽減対象となる世帯の状況でございますが、平成２７年度の保険税の課税デー

タで算出いたしますと、新たに５割軽減の対象となる世帯は１９世帯で、軽減額は約９２万円とな

ります。また、新たに２割軽減の対象となる世帯は１６世帯で、軽減額は約３４万円となります。

世帯の構成員数によって異なるところでございますけれども、平均しますと５割軽減の世帯で約５

万円、２割軽減の世帯で約２万円の軽減ということになります。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 平均すると、５割軽減の方が今までよりも約５万円軽減、２割軽減の方が今までよりも２万円軽

減ということですね。 

 それでは、今言っていただいた９２万円、３４万円と軽減にかかってくる費用の軽減分の補填に

ついてどのようにされるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 軽減分の財源補填でございますが、この軽減分につきましては、一般会計からの法定内繰り入れ

である保険基盤安定繰入金で財源補填をされることになります。なお、保険税軽減分に係る保険基

盤安定繰入金につきましては、政令の定めるところにより、国民健康保険基盤安定負担金として県

から４分の３が補助されることとなっております。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 県から４分の３ということは、市で４分の１を見るということですね。わかりました。 

 今回の軽減について伺ってきたんですけれども、今回の軽減以外に国保税の軽減するものがある

のかどうか、またそれは申請が要るものなのかどうかということも含めて最後に確認したいと思い

ます。 

○議長（前田耕一君） 
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 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今回の軽減措置以外の減免制度としましては、対象者の申請に基づき実施される国民健康保険税

条例第２８条による、災害その他特別の事情により著しく納税の能力を欠いた方に係る減免及び倒

産、解雇などにより離職した方に係る所得割額の軽減措置がございます。これらの減免制度につき

ましては、市への申請が必要でございますので、該当されると思われる方は市へご相談いただけれ

ばと存じます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 災害や倒産によって著しく暮らしが大変になった方ということなんですけれども、リストラによ

るものもまだあるんですね。リストラによってということもまだちゃんとあるかどうかも１点確認

したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 倒産、解雇などによる離職や雇いどめなどにより離職をされた方に対しての軽減措置というのは、

平成２２年４月から始まっておりますが、現在も続いております。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございました。申請の要るほかの軽減措置もあるということでした。 

 次の議案に移りたいと思います。 

 議案第４４号平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）についてのうち、戸籍住民基本台

帳費、個人番号カード交付事業の１,２５３万１,０００円の増額についてお伺いしたいと思います。 

 この増額は、当初予算に対して大幅な増額となっておりますが、この増額の内容についてお伺い

したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 １,２５３万１,０００円の増額の内容でございますが、今回補正予算を計上させていただいてお

ります通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金につきましては、全国の地方自治体分の個

人番号カード製造等の事務をまとめて行っている地方公共団体情報システム機構（略称Ｊ－ＬＩ

Ｓ）に対しまして、その事務に要した費用について、亀山市分として交付する事務委任交付金でご

ざいます。今回の補正額１,２５３万１,０００円につきましては、当初予算議決後の本年４月にＪ

－ＬＩＳから、本年度の事務委任交付金について亀山市分の上限見込み額が示されたことから、当

初予算との差額分について補正計上をさせていただいたものでございます。 

 今回どうして大きな補正になったかというところでございますが、国及びＪ－ＬＩＳとしまして
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は、平成２７年度において、多くの個人番号カードの交付が進むことを想定し、平成２７年度途中

には追加の補正予算を確保するような通知もあったところでございます。しかしながら、平成２７

年度においては、個人番号カード交付事業開始当初にＪ－ＬＩＳにおけるシステムのふぐあいが発

生するなどという理由から、平成２７年度分として予定した国全体のカード交付事業が進まず、そ

の結果、平成２８年度分として実施するカード交付事業が増加することになり、このたび補正予算

として計上させていただくことになったところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 昨年度、いろんなふぐあいがあってカードの交付とかが進まなかった分を今年度されるために、

当初予算で３７８万というような額だったのが今回大きい１,２５３万ということで、随分大きい

のでびっくりしたんですけれども、去年ふぐあいがあったからその分がこっちに繰り上がってきて

というか、それで大きい補正になったということなんですね。 

 このＪ－ＬＩＳという一つの会社が、ふぐあいが起きると日本全国で困ってしまったわけなんで

すけれども、一体どういう団体なのか、またその事務内容はどういうものなのかということをお伺

いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 地方公共団体情報システム機構（略称Ｊ－ＬＩＳ）は、平成２６年４月に地方公共団体情報シス

テム機構法に基づいて設立された総務省が所管する法人でございまして、全国の地方公共団体が共

同して運営する組織として、住民基本台帳法及び番号法等の規定による事務並びにその他地方公共

団体の情報システムに関する事務を地方公共団体にかわって行うなどといった業務を行っていると

ころでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 カードの交付に係る事務を行うということなんですけれども、それじゃあ今回の補正、１,２５

３万１,０００円ということだったんですけれども、例えば今後交付枚数がふえることによって追

加があるとか、また全く何かのことで進まないことによって減額があるとか、そういう性質のお金

なんでしょうか。どうやって決められるのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金はどういうふうに決められるかということでご

ざいますが、その算出の根拠のほとんどは、Ｊ－ＬＩＳが全国の地方自治体分として個人番号カー

ド製造等の事務に要した総費用について、全国の地方自治体の住民基本台帳人口よって案分して各

地方自治体が交付する額が決定されるところでございますので、亀山市における交付状況によりま
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して、大きく交付金の額が変わるというものではございません。ただし、全国ベースで必要となっ

た総費用が変わりますと、それを全国の自治体の人口で案分するため、亀山市における交付額とい

うのも増減することになります。なお、増減をいたしましたとしましても、この交付金に対しまし

ては、基本的に全額国庫補助金が充当される予定となっております。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 全国レベルで大きい変化がない限り、今回１回の補正であるというふうに確認させていただいて

いいのかなあと思うんですけれども、わかりました。 

 次の議案に移りたいと思います。 

 議案第４５号平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についてです。 

 この中の一般管理費のシステム修正委託料１４９万円の増額について、この時期この補正がなぜ

必要なのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今回のシステム修正委託料の内容ということでございますが、国民健康保険事業につきましては、

その構造的な課題に対応するため、国において制度改正が進められており、平成３０年度からはこ

れまでの市町村個別の運営にかわり、都道府県が国保財政運営の責任主体となり、安定的な財政運

営や効率的な事業運営の確保などの国保運営の中心的な役割を担うことで制度を安定化し、また市

町村は、地域住民との身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健

事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うという制度改正が行われることとなっており

ます。この制度改正に伴う新たな保険者事務が効率に実施されるよう、国において国保事業費納付

金等算定標準システム、国保情報集約システム、市町村事務処理標準システムの３つのシステムの

構築が進められており、都道府県は財政運営の責任主体として、国保事業費納付金等算定システム

を利用して市町村ごとの国保事業費納付金や標準保険料率の算定を行うこととなります。 

 今回補正予算を計上させていただいておりますシステム改修は、県が各市町村ごとの国保事業費

納付金や標準保険料率を算定するために必要となるデータを市から提供できるよう、市の自庁シス

テムを改修するというものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 県が標準保険料率などを算定するために必要な情報を市から県に渡すためのシステム修正だとい

うことですね。一体その料率を算定するための情報というのは、改修内容ですけれども、どういっ

たものを県に差し出すのかということについてお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 
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 県が国保事業費納付金や標準保険料率等の算定に必要なデータは、現在、延べで約４７０項目が

想定されております。今回のシステム改修によって市が提供するデータというのは、このうち所得

階層別世帯数や所得総額、介護保険２号世帯数等のデータでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 ４７０項目という割にはあっさりしたご答弁だったんですけれども、賦課は市で行っていくとい

うことですので、個人情報的な、名前ですとか、そういうものは県には必要ないのかなあと思うん

ですけれども、もうちょっと具体的に、一体どういう内容が行くのかということをお伺いしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 詳細は今後徐々に詰まっていくことになろうと思いますが、現在、県が各市町の納付金や標準保

険料率を算定しているようなデータ数は約４７０項目ということでございますが、これにつきまし

ては、今回市から提供するデータのほかにも、もともと全国的に把握すべきようなデータ、あるい

は現在市と国保連合会との間で共有しておるデータ、そういったものも含まれてくるということで

ございまして、合わせて４７０ということになります。 

 そして、今回につきましては、そのうち所得階層別の世帯数であるとか、所得総額とか、固定資

産税額とか、介護保険の２号の世帯数とか、そういったことでございまして、これに関しましては、

総数的なものですので個人情報というのは想定していないところでございますが、ただ平成３０年

度からは三重県も保険者となりますので、現在国保連合会と共有しておるような個人的なデータと

いうのも県が把握することもあり得ると。ただ、その場合には、当然県としましても厳重な個人情

報の保護をされるということになろうかと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 要は、一体誰がどんな病気になってどういう治療をしたかとか、どういう所得なのかとか、個人

的なことがわかる情報が今のところは行くことはないけれども、後ほどはそれも県が全て把握する

ようになっていくということを今おっしゃったんでしょうか。ちょっと後半が聞こえにくかったの

で。 

○議長（前田耕一君） 

 ４５号とちょっと離れている部分があるので、もうちょっとうまく質問してください。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 このシステム修正の内容についてお伺いしたいんですけれどもね。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 
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 詳細につきましては、今後決定してくることではございますが、現在も市と国保連合会の間では

そういった診療報酬の状況とか、個人的な情報というのは当然共有しておりますので、県が保険者

となったときに、そういったことについての情報共有というのもあり得るんではないかというふう

に今現在私として考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 このシステムを修正するに至った目的が、構造的な国保の課題に対応するということだったんで

すけれども、これだけ４７０項目のデータを県に差し出して対応するというからには、統一料金・

統一サービスというようなことになったりとか、構造的な課題の一つである高過ぎる国保税とかの

ことに対してきちんと対応していただくように、ただ情報を提供するだけではなくて、物を言って

いくシステムがあるということなのかどうかを最後に確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今回の制度改正というのは、国主導で行われてきておりまして、いろんな国保事業が持つ構造的

なことに対して対応していくということでございます。そんな中で、県も責任を持って財政的なこ

とを担っていくということでございまして、当然市町の意見も合わせて詳細な制度をつくっていく

ということでございます。そういう機会はあるということでございます。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 終わります。 

○議長（前田耕一君） 

 ８番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 以上で、日程第１に掲げた上程各案に対する質疑は終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第４２号から議案第４８号までの７件については、

お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその審査を付

託します。なお、報告第４号から報告第８号までの５件については、関係法令の規定に基づく報告

でありますので、ご了承願います。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   総務委員会 

 

議案第４３号 亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について 

 

   教育民生委員会 

 

議案第４８号 専決処分した事件の承認について 
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   産業建設委員会 

 

議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定に

ついて 

議案第４６号 市道路線の認定について 

議案第４７号 市道路線の変更について 

 

   予算決算委員会 

 

議案第４４号 平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

議案第４５号 平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

○議長（前田耕一君） 

 次に、お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがってそのように決定しました。 

 あす１４日は午前１０時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 １時２５分 散会） 

 

 

 



 

 

 

 

平成２８年６月１４日 

 

 

 

 

 

 

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第３ 号 ） 
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●議事日程（第３号） 

 平成２８年６月１４日（火）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１７名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     豊 田 恵 理 君       ８番     福 沢 美由紀 君 

   ９番     森   美和子 君      １０番     鈴 木 達 夫 君 

  １２番     宮 崎 勝 郎 君      １３番     前 田 耕 一 君 

  １４番     中 村 嘉 孝 君      １５番     前 田   稔 君 

  １６番     服 部 孝 規 君      １７番     小 坂 直 親 君 

  １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（１名） 

   １１番     岡 本 公 秀 君 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  草 川 博 昭 君    市民文化部参事  深 水 隆 司 君 

健康福祉部参事  水 谷 和 久 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

消 防 長  中 根 英 二 君    消 防 次 長  服 部 和 也 君 

消 防 署 参 事  平 松 敏 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

医 療 セ ン タ ー 
          落 合   浩 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 
事 務 局 長 

教育長職務代理者  井 上 恭 司 君    教 育 次 長  大 澤 哲 也 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君 
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選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員 

事 務 局 長  松 井 元 郎      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  髙 野 利 人      書 記  新 山 さおり 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（前田耕一君） 

 おはようございます。 

 それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １番 今岡翔平議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 おはようございます。 

 ぽぷらの今岡です。 

 それでは、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 まず１つ目が、市立保育園と幼稚園の防犯カメラの違いについてというテーマです。 

 私、議員にならせていただいて２年近くがたつんですけれども、亀山市、いろいろな課題がある

なと思っているんですが、その中で、例えば同じ市立中学校に通う中学生なのに、学校によって食

べられる給食が違ったり、あるいは同じ小学校に通っているのに、エアコンがついておる教室があ

ったりなかったりというような、子供たちによっていろいろ差があるということが判明しています。 

 それからもう１点が、同じ会派の櫻井議員が川崎小学校の改築について質問をしているんですけ

れども、大阪の池田小学校の事件なんかも例に出しておっしゃられていたんですが、子供たちの安

全について質問されていました。それで、それに関連して小学校のことを櫻井議員が調べられてい

たので、市立の幼稚園と保育園について、防犯カメラってどういうふうになっているかなというこ

とで今回少し調べてみました。 

 結論を言ってしまうと、大まかに言うと、幼稚園はカラーのカメラで、保育園は白黒のカメラが

ついていると。さっき私が冒頭に申し上げた、同じ亀山市の子供であるのに、安全という基準で見

たときに差がついてしまっているということが判明したという次第なんですが、やっぱり私の考え

では、保育園でも幼稚園でも亀山の子は亀山の子で、防犯についても安全についても同じ基準であ

るべきと考えます。その点について、市の考えをお尋ねしたいと思います。 

 それでは、まず１つ目の防犯カメラの設置状況についてなんですが、項目の３つ目に先に行きた

いと思います。それぞれ幼稚園と保育園にお聞きをしたいんですが、そもそも防犯カメラを設置す

る意義というのを感じられていなければ、この質問が全く成り立たないということで、それぞれ防
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犯カメラの設置の意義についてどういうふうに考えられているか、お尋ねいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 １番 今岡翔平議員の質問に対する答弁を求めます。 

 大澤教育次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 おはようございます。 

 幼稚園における防犯カメラの設置意義でございますが、まずは防犯カメラを設置することにより、

幼稚園への不審者の侵入を抑止し、園児等の安全を確保することが上げられます。そのため、各幼

稚園では、出入り口に向けて防犯カメラを設置するとともに、防犯カメラが設置してあることの表

示もいたしております。 

 また、万一不審者が侵入するようなことがあった場合には、録画画像によりその者の特定にもつ

ながるものと考えております。 

 これらのことから、防犯カメラの設置には大きな意義があるものと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤子ども総合センター長。 

○子ども総合センター長（伊藤早苗君登壇） 

 おはようございます。 

 保育園のほうです。防犯カメラの設置の意義につきましては、犯罪防止、犯罪動機の抑止など、

犯罪を未然に防ぐことを目的に設置しております。各保育所等におきましては、この目的の効果を

一層発揮するために、保育所等の周囲に防犯カメラ作動中の看板を設置し、不審者の侵入防止や犯

罪防止、犯罪動機の抑止などに努めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それぞれ、犯罪の抑止であったり、安全の確保、それから犯罪が、事件が起こってしまった後の

解決につながるであろうと。要するに設置の意義について見出していただいているという答弁をい

ただいたと認識して、次に行きたいと思います。 

 １番目、まず幼稚園のほうについて、市立の幼稚園が４つあると思うんですが、市立幼稚園それ

ぞれ４園にカメラが何台ついているのか、カラーか白黒か、そういった情報についてお伺いいたし

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 幼稚園４園におけます防犯カメラの設置状況でございますが、平成１４年度に初めて設置いたし

まして、その後、平成２０年度にカラーの機器に更新を行ってございます。各園とも正面出入り口

に向けて１台設置を基本としてございまして、亀山東幼稚園につきましては、屋外に３台、屋内に

１台の計４台を設置しております。 

○議長（前田耕一君） 
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 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、亀山東幼稚園だけ台数が違うということですが、その東幼稚園、なぜ台数が違うのか

についてお伺いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 大澤次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 亀山東幼稚園につきましては、平成２２年度に園舎を改築いたしております。その際、改築後の

園舎の配置、また近隣の環境を勘案しまして、正門出入り口のほかに、園舎の西側、陰涼寺山のほ

うでございます、また南側、そちらに各１台、職員室に１台の計３台のカメラを増設した経緯がご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 地形的条件であるとか、そういった特殊な例であるということで、台数は違うけれども、同じ基

準で安全を確保していこうとされているというふうに認識いたします。 

 それでは、お待たせいたしました。保育園の現状についてお伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤センター長。 

○子ども総合センター長（伊藤早苗君登壇） 

 関認定こども園アスレ及び８公立保育所における防犯カメラの設置の状況でございますが、まず

関認定こども園アスレにつきましては、施設が建設されました平成１５年度に防犯カメラ３台を設

置しております。 

 次に、加太保育園以外の７保育所につきましては、公立幼稚園と同様に、平成１４年度に防犯カ

メラを各１台設置しております。 

 加太保育園につきましては、防犯カメラを設置しておりませんでしたことから、本年度設置いた

します。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、同じように、こちらも手元に情報をいただいているんですが、加太保育園についてい

なかった、今年度設置予定ということなんですが、ついていなかったという理由と、それから関認

定こども園アスレに３台ついているという理由についてお伺いいたします。 

 それから、先ほどカメラとおっしゃられましたが、これが白黒なのかカラーなのかについて、も

う一度お伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤センター長。 

○子ども総合センター長（伊藤早苗君登壇） 
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 加太保育園に防犯カメラが設置されていない理由は定かではありませんが、正門は国道２５号に

面しており、近くに警察官立ち寄り所、旧加太駐在所なんですけれども、があり、また地域の住民

の皆さんが警察官立ち寄り所を拠点に防犯活動をしていただいていることなどの理由から、防犯カ

メラが設置されていなかったものと考えております。 

 関認定こども園アスレのほうですが、旧関町におきまして、平成１５年度に関乳幼児センターア

スレとして建設され、その際に園舎の立地状況等を考慮し、防犯カメラ３台が設置されております。

白黒かどうかということでしたが、モニターのほうは白黒となっております。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 加太保育園について設置されていない理由をお答えいただきましたが、さっきの防犯カメラの意

義を認めていただいている答弁とちょっと矛盾するのかなあと思います。 

 全てついているカメラは白黒であるということでした。ちょっと性能でいくと、白黒とカラーと

いう観点で、保育園のほうが少し落ちるというふうに考えて、保育園のほうにお伺いしたいと思う

んですが、幼稚園のほうが一方でカメラがカラーであるということについて、そういった差がある

という認識をされていたのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤センター長。 

○子ども総合センター長（伊藤早苗君登壇） 

 幼稚園と保育所等における防犯カメラの設置状況や性能の違いにつきましては、今回カメラの設

置台数やモニターの性能などについて、改めて幼稚園と保育所等での差異を確認したところです。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、その差を認識された上で、どのように考えられていますでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤センター長。 

○子ども総合センター長（伊藤早苗君登壇） 

 就学前の教育・保育につきましては、一貫した指導・支援ができる体制を構築してきており、ソ

フト面では、教育委員会を中心に幼稚園教諭と保育士が連携協力して、就学前の全ての子供が同じ

カリキュラムによる遊びや生活の経験を通して就学を迎える準備ができるよう、亀山市保幼共通カ

リキュラムを作成し、幼稚園と保育所、認定こども園で実践しております。 

 ですので、ハード面におきましても、就学前の子供が同様の環境下で教育・保育を受けられます

ように、幼稚園を所管します教育委員会と、保育所及び認定こども園を所管します子ども総合セン

ターが、これまで以上に連携を密にし、共通の設備基準を設けるなど、よりよい環境のもとで就学

前の教育・保育を行えますよう努めてまいります。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 
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○１番（今岡翔平君登壇） 

 差を認識された上で、認定こども園なんかも今進めていただいていますけれども、幼稚園部署と

連携しながら差を埋めていきたいということで、子ども総合センターは現場の部署に当たると思う

んですが、現場のほうからはそういうご答弁をいただいたということで、２番目に入っていきたい

と思います。 

 今後の対策についてというところですが、そもそも私が亀山市の子供だから差はないと、同じで

あるというようなことを繰り返し申し上げておったんですけれども、そもそも、これは市長にお伺

いをしたいんですけれども、当たり前の質問やんかという話かもしれないんですが、幼稚園と保育

園に通う、さっきのエアコンとか給食の話とかもあったりするので、改めてちょっとお伺いしたい

んですけど、幼稚園と保育園に通う子供たち、市長、亀山市にとって何か違いがあるのかどうかに

ついて、お伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 今岡議員のお尋ねでありますが、当然ながら、幼稚園であろうと、保育園であろうと、また認定

こども園であろうと、そこに通う子供たち、亀山の子供たちに違いがあるわけではございません。

一緒であろうというふうに思います。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 市長から私と同じ認識のご答弁をいただけて安心をしております。 

 それでは２番目なんですけれども、幼稚園や保育園の設備の違いを把握して指摘するのは一体誰

の役割なのかというところなんですが、今回、正直執行部のほうから言うのは難しいと思うんです

けれども、防犯カメラって、保育園の部署の中での優先順位って、正直予算要求をする段階では低

いと思います。 

 なぜかというと、ふだん子供たちは別にカメラの性能が悪いからといって、泣いたり困ったりと

かいうことはないと思うので、実際子供に接している現場から、防犯カメラを何とかしてほしいと

いう声は上がりづらかったんじゃないかなというふうに考えます。 

 これは、現場に関する部署に任せておくだけではなくて、ほかの部署の目が入る必要があった問

題なのではないかなと思うんですが、例えばカメラという設備管理という視点で、多分財務部の所

管になると思うんですが、設備管理という視点で、幼稚園と保育園、ついておる性能が違うやない

かというのを指摘いただく余地があったのかなかったのか。つまり、一定の基準のもとに設備管理

というのが行われていると思うんですが、このケースがそれに当てはまっているのかそうでなかっ

たのかについてと、あとこのカメラについて差が出てしまっている現状についてどう思われるか、

ご答弁をお願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 上田財務部長。 
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○財務部長（上田寿男君登壇） 

 おはようございます。 

 今まで、幼稚園では幼稚園の設置基準、保育園では児童福祉施設最低基準に基づき運用を図って

きたところでございます。 

 議員ご指摘の防犯カメラの設置基準が違う点につきましては、防犯カメラだけではなく、他の設

備についても、今年度から認定こども園制度がスタートしたこともあり、調整が必要だと認識をい

たしております。今までも予算編成に当たりましては部局間で調整を行うよう、予算編成要領で指

示をいたしてきたところでございますが、しかしこのような事象を拝見すると、できていない部分

もあるんだろうと感じたところでございます。 

 このことから、教育委員会と福祉部局に、設備基準について調整をお願いいたしたところでござ

います。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 設備基準の調整をお願いしていただいたということで、早急にこの差を埋めていただけるように

していただきたいと思います。 

 それでは、次のテーマに移ります。 

 消防に十分な人員配置ができているのかについてお伺いをいたします。 

 ５月１９日に、私、総務委員会に所属をしているんですが、所管事務説明ということで、午後か

ら亀山消防署に伺って、はしご車を使った消火活動、人命救助ですとか救急車の出動、応急救護、

そういった訓練の実演を見せていただきました。やっぱり私たち議員にとって、実際に自分の目で

訓練ですとか、どういうふうに対応がされているのかということについて見せていただくって、本

当にありがたいことだなあと。 

 非常にいい経験ではあったんですけれども、その中で１つ、私が署員の方の説明でちょっと気に

なったことが、こういった訓練に２０名であったり、３０名ほど参加をいただいていたんですけれ

ども、訓練を見せていただいている一方で、火事ですとか救急の要請があったときにきちんと出動

できる体制も整えてありますよというようなご説明がありました。これは本当に当たり前といえば

当たり前なんですけれども、こうした視察を行っている最中にも、火事ですとか救急というのはも

ちろん要請があることは十分考えられるんですが、これだけ視察のために非常に訓練に人を割いて

いただいた上に通常の出動体制を整えるということについて、無理が出ていないのかなということ

が疑問に残りました。 

 それで、１つ目の質問に入っていきたいと思うんですが、消防の人員配置の現状についてという

ことで、まず人員についての現状についてお伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 服部消防次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 おはようございます。 

 冒頭、今岡議員が申されました総務委員会の視察、大変ありがとうございました。お受けをさせ
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ていただいて、我々も光栄でありましたし、今後業務に励むという意思もさらに強くなったものと

思っております。 

 そんな中で、人員体制の現状についてというお尋ねでございます。 

 現在、消防職員数は８４名で、市出向者１名を除くと、亀山市職員定数条例で規定しております

定数と同数の８３名となっております。なお、県消防学校初任科へ５名を派遣しておりますので、

現在は７８名で業務に当たっております。 

 ７８名のうち２４名は消防本部で勤務しており、うち１８名は日勤勤務、残りの６名は情報指令

室で隔日勤務をしております。また、消防署勤務は残りの５４名で、各種出動に対応しているとこ

ろでございます。担当区域内で出動が重複した場合は、他の部署から適応した車両を出動させるほ

か、勤務人員のみでは対応できない災害が発生した場合には、できる限り翌日が週休の職員や非番

職員の招集で対応するなど、運用しておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 概要についてご説明をいただきました。 

 担当区域内で出動が重複した場合なんかは、ほかの部署から車両を出動させたり、人員をかりて

きたり、勤務人員で足りない災害であった場合は、週休の職員、非番の職員を招集して対応するこ

ともあるというようなご答弁をいただきました。 

 それでは、この視察のときなんですけれども、このときの人員体制というのはどうだったのか、

このとき週休の方というのは出勤されていたんでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 視察をいただいたとき、ちょうど私も受け入れの指揮をとらせていただきましたので、このとき

の勤務体制を承知しております。消防署の署長、副署長、また指揮支援隊を除きました署員は８名

であったと記憶しております。 

 また、週休者の対応についてのお尋ねもございました関係から、この日は災害が発生したときの

初動態勢を確保するという意味合いがあって、週休者２名も勤務につけさせていただいておりまし

た。 

 平素から消防署においては災害が発生した場合にはそれぞれの署所が一同に対応するという中で

災害対応をしております関係から、当日の分署勤務員等も考慮して、週休者の勤務につきましては

最小限にとどめたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 視察のときに、やはり週休の方が出勤されていたというようなお話でした。 

 この週休についてなんですが、週休の方が、さっきの最初のご答弁であったように、大災害、と

ても一つの署で間に合いませんよというときに、ほかの部署からも力をかりて、それでも間に合い
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ませんよというときに出てきてもらうというようなお話だったんですけれども、週休の方が勤務に

入るときって、そういった大災害のときだとか、あるいは視察のときもあったと思うんですが、ほ

かに週休者の方が勤務に呼ばれるときの状況って何かあるんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 週休者が出勤するときの状況でありますが、もちろん、議員申されましたように、災害が多発し

た場合、また規模が大きな場合、そのときについては当然のことながら週休者を招集して勤務に当

たらせますが、当然ではありますが、これ以外に例えば急な病気休暇であったりとか、慶弔休暇等

が発生した場合、どうしてもそれぞれの部署の最低人員を確保できない状況がありましたときには、

やむを得ず週休者で勤務をさせて最低人員を確保する場合がございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 例えばどなたかが体調不良であったり、ご不幸があったりして休まざるを得ないというときに、

週休者の方にかわりに入っていただいて対応することがあるというようなご答弁でした。 

 さっき最低人数を補うというようなお話がありましたが、亀山、北東分署、関分署と３つあると

思うんですけれども、各署の１日の最低人員について、数字をお伺いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 最低人員につきましては、亀山消防署は７名でございます。また、関分署は４名、北東分署は３

名という規定を設けております。以上でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 先ほど最低人員が、亀山７、北東分署３、関が４というふうにお答えいただきました。 

 それでは、この中で、北東分署について絞って質問をしていきたいと思います。 

 まず北東分署の体制についてお伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 北東分署の勤務人員でございますが、開署したときにいろいろ議論をさせていただきまして、現

在１３名を署員としております。１３名のうち１名は分署長でございますことから、残りの１２名

をそれぞれ６名ずつに分けた２４時間の交代制勤務で隔日勤務としております。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 
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 改めてお伺いしましたが、北東分署１３名のうち、お１人が分署長で、残りの１２名を６名ずつ

の１班を２班分つくって、それぞれ隔日勤務でその２班を回しているというようなご答弁でした。 

 その２班なんですけれども、これはどういうふうな基準で班に分けられているんでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 それぞれ職員の配置のお尋ねでございます。 

 北東分署に限らず、消防署全般についてでございますが、まず消防職員は階級制度を使っており

ます関係から、それぞれの階級をもとに、また職員、そのほか救急救命士であったり、大型自動車

の運転免許等の資格も車両の運用等にも必要でありますことから、それぞれの資格を有した者をバ

ランスよく配置させていただいておる現状でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 その班は、それぞれ資格、救急救命士であるとか大型免許であるとか、いろいろ勤務するに当た

って必要な資格があると思うんですが、資格であったり、それぞれの方の階級で分けているという

お話でした。 

 この１班と２班、１つ目の班と２つ目の班があるんですけど、ここが隔日勤務で、６名中２人は

週休をとって、残り４人で勤務に当たるというふうにお伺いしています。それで最低人数３人を満

たしているというような現状であるとお伺いしていますが、この認識で正しいかどうか教えてくだ

さい。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 ちょうど昨年４月でございますが、北東分署の開署を機に、これまでの２署体制から１署２分署

体制ということで組織改編をさせていただきました。私、いろいろな場面でこのことを申し上げて

おりますが、この組織改編の効果といたしまして、亀山の署長が中心となって、各署所間の署員の

異動によります勤務体制を構築することが可能となりましたことから、大変そのことによって体制

の構築はよくできておると思っております。 

 また、先ほども申しましたが、本当にやむを得ない事情の中には、これに加えて週休者の補勤に

て対応しておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 この認識でよかったというご答弁だと認識しているんですけれども、つまり最低人員が３人とい

うところに通常勤務されているのが４人で、余裕が１人しかないような状況かなと。ほかの署から

要請があって援護に行ったりというようなお話もあるんですけれども、結局この北東分署の場合は

２班あって、しかもこの２班ってそれぞれの班がばらばらになることというのはなくて、さっきの
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資格であるとか、階級の基準であるとか、あるいは日々の訓練で培ったチームワークというのも含

めて６人１組で動いていると。そういったときに、何か突発な事項で休みをとるというときに、そ

の６人の２人が週休をとっている、残り４人で、１人休みであるという可能性が出てきたと。そう

いう事態が発生したときに、すぐ最低人員にいってしまうと。もう１人何か例えば長期的な休みを

とっている人がいて、突発的な休みをとるという人が出たときに、最低人員ってどういうふうに補

うんでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 最低人員の補いということですが、これまでご答弁を申し上げたとおり、署所間の中で余剰人員

がある場合、余剰人員という表現は適切ではないかもわかりませんが、最低人員を上回る人員が他

の部署に勤務しておりました場合は、それぞれ署長の判断で不足する署所へ、当日異動を命じて、

勤務をさせております。 

 また、長期休暇のご質問もございましたが、当然のことながら、結婚休暇であったりとかいろい

ろな事情で、病気休暇もそうだと思いますが、長期休暇を有する場合がございますが、それについ

ても先ほど申し上げた体制の中で整理をさせていただいておりますし、早くから休むことがわかっ

ておる職員がおる場合につきましては、事前に勤務表を組みかえて、申し上げております最低人員

が確保できるような体制で臨んでおります。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 先ほど、突発的な休みであるとか長期の休みが出たとき、どういうふうな対応ですかというよう

な質問ですが、もう１つ、先ほど少し触れたんですけれども、消防の勤務、業務に当たっていろい

ろな資格というのがあるんですね。例えば救急車に乗って医師の指示のもとに救急救命処置を行う

医療技術者である救急救命士という資格があるんですけれども、救急救命士の資格を取るには、５

年または２,０００時間以上の救急活動を行ってきた方で、その方は東京で大体７カ月から８カ月

ぐらい研修を受けて救急救命士を取ると。ちょっと特殊なところは、消防に入った上で経験を積ん

で、また抜けて研修をして資格を取るというところがちょっと特殊なんじゃないかなあと思うんで

すが、こういったさっきの休みに対応するというのと別軸で、それぞれの方が必要な資格を取ると

いうような資格取得に向けての研修期間についての考慮だったり、配慮というのはどのようにされ

ているんでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 服部次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 救命士の資格取得に伴うお尋ねでございました。 

 議員申されますように、救命士の研修所へ派遣するための事前の救急業務の実務経験といたしま

して、５年間または２,０００時間という規定の中で、約７カ月ほど研修所へ派遣をいただきまし

て、その後国家試験を受験するという形となっております。 
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 この間の人の配置でございますが、先ほども少し触れましたが、事前の研修日程というのがわか

っておりますので、それに伴う勤務人員を、新たに勤務日を設定し直しまして、毎日の勤務を確保

しておるという状況であります。場合によっては、署所のほうから異動させて、その不足する署所

へまた補うという臨時の異動も考慮に入れた中で対応させていただいております。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 資格を取る上で、ある程度の期間、研修に行ってもらう必要があるので、事前に把握した上で、

配置を変えるなり、人を埋めるなりして対応を考えているというようなご答弁でした。 

 ちょっと市長の現況報告にも触れられていたんですけれども、これから消防の充実強化プランで

あるとか、そういったことができてくるということなんですけれども、そういったプランの構想の

中で、こういった人員配置についてどういった方針になっていくのかなということが少し疑問に残

ったんですが、その点についてご答弁をお願いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 中根消防長。 

○消防長（中根英二君登壇） 

 人員につきましては、どのように増員・減員、これは将来の事案の情勢というものが推測は非常

に難しいところでありますので、計画は難しい面がございますが、人員の現在の状況について十分

か否かという考えからいきますと、出動対象事案の発生頻度とか重複頻度、または出動から帰署す

るまでの時間、こういうものが日々一定ではありませんので、何名をもって十分な人員かというと

ころには難しいものがあります。 

 なお、週休とか研修、年次休暇等で勤務できない日を除きますと、毎日の最低人員を確保するこ

とができないという現状はありますが、出動態勢を維持するために、休日給を支給するなどして、

必要人員の維持確保に努めているところであります。 

 また、これは県内の全ての署においても同じような状況があります。 

 また一方では、市民の皆様のご理解とご協力による出動件数の抑止対策として、火災予防や救急

車の適正利用の広報啓発など、さらに強く推進してまいりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 ご答弁をいただいたんですが、先ほど私、救急救命士について申し上げたときに、５年以上の救

急活動が必要ですよということを私も申し上げましたし、次長からもご答弁いただいたんですけれ

ども、救急救命士の資格を取るためには、消防に入って５年以上勤務した上で取りに行ってもらう

と、例えばそういう資格になります。 

 ということは、３年、４年勤務した上でちょっと何かの都合で退職されてしまうと、救急救命士

の資格を取りに行ける条件を満たす人をまた一から育てていかなければならないというようなとこ

ろが特殊なんじゃないかなと。 

 ですので、結構日々ぎりぎりでやっていく中で消防署員の皆さんに負担が生じることで、資格取
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得であるとか、体制自体もそうなんですけれども、人材の育成とか体制についても支障が出てくる

ことがあるんじゃないかなと思いました。最低人員も補えていないこともあるというふうに消防長

もおっしゃられていたので、ちょっとそういった点については改善をいただければと思います。 

 先ほどからしばらく消防のほうにお伺いをしていたんですけれども、２番目の項目で、定員適正

化計画のほうに入っていきたいと思うんですが、市役所で人を採るという中で、人事部門が関連し

てくると思うんですけれども、まず定員適正化計画がつくられていると思うんですけれども、定員

適正化計画に消防についての数字も掲載されていますが、消防について定員適正化計画というのは

どのように適用されているのかお伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 定員適正化計画に掲載しております消防の職員数は、類似団体との比較をあらわしたもので、あ

くまでも参考として記述をしておりまして、本計画につきましては、消防職員と病院職員を除いた

計画となっているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 消防についてはこの定員適正化計画がつまり適用されないというような答弁であると受け取って、

次に移ります。 

 人事部門との調整についてですが、消防部門での採用について、消防のほうから人事にこれぐら

い人が欲しいですよというような要望が出されて、採用が行われるというような流れなんじゃない

かと思うんですが、そういった認識でいいのか悪いのか、お答えをお願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まずもって、本来、消防職員の採用を含めた任命権につきましては消防長にございます。したが

いまして、人員配置につきましても、消防部局の意見や考えを十分に尊重した上で、市職員全体と

して採用計画を策定しているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、救命救急については消防のほうが市役所の中で専門家であるのではないかなというふ

うに思うんですが、消防のほうから出された要望というのはどのぐらいかなっているものなのでし

ょうか。消防長が任命されるというようなことだったんですが、事前に例えば何か折衝があって、

提案が修正されるというようなことはないのか、その点についてお伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 
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 救急救命士の養成につきましては、消防からの要望につきましては、現在１００％対応している

ところでございます。あと、事前折衝等があって、それについて修正がなされたかということでご

ざいますが、私が記憶しておる限り、そのようなことはないというふうに認識をしております。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 最低人数が満たせないということが一方でありながら、要望については１００％かなえていただ

いているというような不思議な状況であるということが質問でわかりました。 

 では、残り少ないんですけれども、次に移りたいと思います。 

 大盛況であった亀山里山公園「みちくさ」春のイベントについてお伺いをいたします。 

 ５月１５日に里山公園「みちくさ」で春のイベントが行われまして、私も自転車で見に行ったん

ですけれども、非常に盛況で、自治会であるとか市民団体の協力があって、職員さんも非常に生き

生きとイベントに参加されて、私は成功だったんではないかなあというふうに思います。 

 まず、このイベントの概要と結果、集客人数、客層とか、あるいは満足度についてと、１番の項

目に入るんですけれども、このイベントの告知というのをどのようにされているか、お伺いをいた

します。 

○議長（前田耕一君） 

 西口産業環境部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 亀山里山公園「みちくさ」は平成１８年度に開園いたしまして、今年度で１１年目となります。

春のイベントにつきましては平成１９年度から実施しており、里山公園「みちくさ」に来園しても

らい、里山の自然に触れることで環境保全の意識を高めてもらうことを目的としております。 

 また、春のイベントにつきましては、椿世の自治会であったり、亀山ライオンズクラブや自然環

境に関する活動をしている市民団体の方々にご協力をいただき、運営をしております。 

 来園者数でございますが、平成１９年度当初は約２００人程度でございましたが、年々来園者が

増加してきておりまして、今年度のイベントにつきましては約１,０００人の方に来園をしていた

だきました。 

 それから、告知の方法でございますが、市広報、市ホームページ、市フェイスブックなどで市民

等に広く周知するとともに、市内の幼稚園、保育園、小学校を通じて全園児、全児童へチラシを配

付しております。子供たちに興味を持ってもらうことで、その保護者も含めて、幅広い方々を対象

としているものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 大盛況であったという、集客が１,０００名で、自治会であるとか市民団体に協力をやっぱりし

っかりしていただいていたと。当初平成１９年度に始まったころから人数もふえていますよという

ようなお答えでした。 

 では２つ目なんですが、このイベントについての振り返りというのは行われたのか、それから反
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省点というのは、その中でどんなものだったと考えているのか。この場合、成功したというふうに

私は認識しているんですけれども、うまくいったこととか、よくできたことについてもきちんと上

げられているのかについてお伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 イベントの検証につきましては、まず担当の環境保全室内で問題点や課題を出し合う反省会を行

っております。 

 また、イベントの運営にかかわった他室の職員からも、よかった点や改善点などの意見を出して

もらい、出された意見につきましては次回のイベントに反映させていただくこととしております。 

 ことしの春のイベントにつきましては、まずよかった点として、昨年の意見をもとにブースの配

置転換を行ったことで、各ブース間の連携がとれ、内容の充実が図れたということがございました。 

 逆に反省点といたしましては、一部担当者が、事務的な作業だけでなく、環境の啓発を行っては

おったんですが、まだまだそれが全体的に不十分であったというような意見が出されたところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 部署内で反省を行って、他室の応援があった方からも意見をいただいて、よかった点、悪かった

点について反省点を出して、次回へつなげるというようなご答弁でした。 

 よくありがちなのかなあと思うのが、結構できなかったとか悪かったというようなことがたくさ

ん上げられて、よくできた、うまくいったということが見過ごされがちなのが割と多いことじゃな

いかなあと思ったので、そういったいいことはいい、成功したことは成功したということで、きち

んと残していける風土というのをつくっていっていただければというふうに思います。 

 では、３番目のほかの部署にこういったイベントに関する情報ですとかノウハウというのは共有

されるのかどうかについてお伺いをいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 先ほども申し上げましたように、環境産業部内におきましては情報やノウハウを共有しておりま

すけれども、他部署との連携につきましては十分できていないというふうに認識をしております。 

 今後、環境産業部といたしましては、他部署のイベントも含めて、その情報やノウハウを積極的

に共有していくことで、横のつながりをさらに図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 環境産業部の中で反省をしたところで、ほかの部署にはまだ余り展開されていないということだ

ったので、イベントに参加したりですとか、情報交換をしていきたいというようなことでした。 
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 特に、もう時間もないので、仕組みについては触れないんですけれども、うまくいったこととか

成功したことって、やっぱりそこからも学ぶことってすごく大きいと、いろいろ材料があると思う

ので、ぜひ部署間で共有いただいて、結構私、失敗したイベントじゃないかというような指摘もし

てきましたので、失敗したイベントもあったんじゃないかというふうに過去質問したこともあった

ので、そういったよかった事例、悪かった事例、両方、部署間でしっかり共有いただいて、いいイ

ベントをつくっていっていただければというふうに思います。 

 それでは、質問を終わらせていただきます。 

○議長（前田耕一君） 

 １番 今岡翔平議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時０５分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、３番 髙島 真議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 緑風会の髙島でございます。 

 本日は、私、一般質問で安心・安全について基本中のことをいま一度、ずうっと言っていること

なんですけれども、お聞かせ願いたいと思います。 

 まず１番目に、私ずうっと予算決算委員会でも言わせてもうておるんですけれども、防犯灯のＬ

ＥＤ化についてお伺いさせていただきます。 

 ２６年度に関しては、私、自分なりにあれなんですけれども、ＬＥＤ化が進んでいる今、亀山市

で２６年度は６６９灯、従来の蛍光管が３,７４０、約４,４００灯がついております。そして、年

に１００灯ずつＬＥＤ化を交換して、推進していっておるという話で、何年かかるかというのは、

それは置いておきまして、まず現在２７年度の防犯灯の設置基数、そしてＬＥＤ化がどれぐらい進

んでいったのかお聞かせください。 

○議長（前田耕一君） 

 ３番 髙島 真議員の質問に対する答弁を求めます。 

 坂口市民文化部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 ＬＥＤ防犯灯は環境に優しく、省エネで長寿命でありますことから、近年需要が高まっていると

ころでございます。 

 設置状況でございますが、平成２７年度につきましては新たに設置しましたのは４０基でござい

まして、全てＬＥＤ防犯灯でございます。そして、既設防犯灯につきましては１０５基をＬＥＤ灯

に更新いたしました。これによりまして、平成２８年の３月３１日現在で、市内の防犯灯設置総数

は４,４４９基で、そのうちＬＥＤ灯は８１４基で、設置率としましては１８.３％となっていると

ころでございます。 
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○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 それでは、１点お伺いします。 

 新規に関してはＬＥＤがついていっていくんですけれども、既存のやつをＬＥＤにかえていこう

とするのは、今のお答えを考えていますと１００基程度なんですけれども、それで間違いございま

せんか。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 現在、防犯灯のそういった設置、あるいは更新につきましては、新設で４０基程度、更新で１０

０基程度ということで進めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 先ほど、年に１００基、間違いないよと、１０５基、間違いないよといただきました。そうした

ら、３,８４０基が従来のものになっております。それを１００基で割っていきますと、これは決

算委員会でも言うたんですけれども、約３８年かかって、今の現在からやっていくと３８年、それ

からふえていきますので、もっともっとかかっていくという計算が成り立つんですけれども、そん

なゆっくりしておってもいいのかというところが問題かなあと思うんですけれども、従来の姿勢を

崩さず、年１００基、３８年から３９年かけてやっていこうかなあと思うてはるんですか。まずそ

れをお聞かせください。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 議員ご指摘のとおり、今のペースでいくとかなり長い時間がかかるかということで、庁内のほう

でももう少し早く進められる方法がないのかと、そういった検討は行っているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 それについてなんですけれども、現在、お隣の鈴鹿市さんがＬＥＤ防犯灯をやろうということで、

市がＬＥＤ防犯灯を一括調達し、申請のあった自治会に貸与すると。１０年間リースをしましょう

ということであります。平成２７年度の調査によりますと、市内約１万５,６６９灯の防犯灯のう

ち約１万２,４８４灯があり、従来かえるのは補助金を充ててやっていこうという、メーカーがあ

って進んでいくと。これは新聞にも載っておりました。防犯灯、５年で一気にやってしまおうとい

う計画が持ち上がっていると。そこの中にはいろいろ問題・課題点もあります。品質の問題もある

と思いますが、そういう取り組みについて市のほうはどうやって考えているのかなあと思いまして、

今後、やろうと思えば、５年間で１万５,０００灯、年３,０００灯を目標にＬＥＤ化の新規更新を
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進める方針であるということになっております。 

 そこの中でいろいろな、私も資料を取り寄せていただきまして、鈴鹿市の方針等いろいろやって

みましたけれども、まず部長のほうにお伺いしたいんですけれども、この鈴鹿市がやったというこ

とを、もう調べておると思うんですけれども、どのように考え、今後どうしていこうかなあと思う

ておるのかお聞かせください。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 本年度より鈴鹿市が導入いたしました自治会が管理する防犯灯のＬＥＤ化対策については、鈴鹿

市がＬＥＤ灯の本体を申請のあった自治会に１０年間貸与し、貸与されたＬＥＤ灯を自治会が設置

し、１０年間の貸与終了後には自治会に無償で譲渡するという制度でございます。鈴鹿市では、ご

指摘のとおり、５年間で市内の防犯灯のＬＥＤ化を一気に進めようというものでございます。 

 なお、鈴鹿市においては、防犯灯の電気代については全額自治体負担というところでございます

が、この制度につきましては、鈴鹿市では自治会への１０年間のＬＥＤ灯貸与において、器具の購

入について１０年間のリース契約により対応しているということで、このことによってＬＥＤ化に

よる初期投資額の抑制を図っているというふうに理解しております。 

 亀山市として同様の取り組みを行うことが適当であるか、さらに調査を行ってまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 先ほどちょっと自治会が全て負担とか言われましたけれども、僕の持っておる資料ではそういう

ことは書いていなくて、事業全体で年間１,０００万の予算をつけて鈴鹿市はやっていると。それ

で、本体プラス工事費で１万６,０００円から６万円程度がかかると。亀山市では１万５,０００円

から５万円程度でやっていると。さほどその自治会負担が変わらないはずであると思います。これ

は市の予算をつけていったからできるのかなあと思っておりますが、これに関してはいろいろな、

次ありますけれども、もう一度聞きます。これは自治会負担でみんなさせようと、部長、思ってい

るわけなんですか。ちょっとそれがひっかかりましたので、済みません。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 先ほどの答弁のほうで少し述べさせていただいたのは、電気代につきまして、鈴鹿市のほうでは

自治会のほうで負担をしておるということであって、設置費のほうは当然、補助なりそういった制

度で市のお金が入ってするということでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 電気代のことやったんですね、済みません。 
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 これをやっていくに当たって、そうしたら、仮定の話があれなんですけれども、やっていくやっ

ていかんで、電気代の補助をやめようかなあとか、そういう考えは間違ってもお持ちじゃないです

よね。その辺のところをまず確認しておかないと、次の話には行けませんので。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 現段階としましては、そこの部分、総合的に考えていくことになりますが、今のところ自治会へ

の補助をすぐになくすというようなことは考えておりません。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 基本的に今の歩幅を崩さずやっていこうという方向でやってもらわないと、これをやるから自治

会に負担がふえますよという話では自治会としても納得がいかないと私は思います。 

 それで、最後にＬＥＤ化について市長にお伺いしたいんですけれども、市長は三十何年かかると

いうのを、鈴鹿市さんのこれは課題はあると思うんですよ、確かに品質の問題とか、市内業者の問

題とか、いろいろ課題はあると思うんですけれども、ええところだけを抜いてでも、亀山は早いと

ころＬＥＤ化を進めていこうということは考えておられると思いますけれども、間違っても３８年

待っておればええなあとは思ってはいないと思いますけど、その辺のご回答をひとつお願いいたし

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 私自身の公約でもございましたので、ＬＥＤ化は前へ前進をさせていこうということで、平成２

３年度からこのような取り組みを進めてきております。 

 今後につきましても、この必要性も含めて前進をさせていきたいというふうに考えております。 

 ただ、いろんな手法ややり方もあろうかと思いますし、本市の場合、今ご紹介いただいた鈴鹿市

との関係でいいますと、例えば電気代を亀山市の場合は全額市が負担をしておると。約２,０００

万前後かけておるところであります。これについては、そのコスト削減は当然必要であろうと思っ

ておりますが、この制度も亀山独自のある意味施策判断でございますので、こういうトータルの政

策として今後どのように効率的に進めていくのが、スピードも含めて、何がベストなのかというこ

とにつきましては、さらに検討を加えながら考えていきたいというふうに思っておるところであり

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 亀山独自の制度で電気代を出しておる。今までそうして来たので、それで僕はいいと思うんです

よ。それを減らして次行こうという、先ほども言いましたけど、部長はないと言うて、じゃあ市長

は切ろうと思っておるわけなんですか、腹のうちは。その電気代を、２,０００万からかかるで、
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次にＬＥＤ化を進めていくんやったら、その電気代を自治会に持てよという腹でおるということな

んですか。あるのかないのかだけ、一遍教えてください。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 鈴鹿市の制度のご紹介をいただきましたので、初期投資を抑えるか、後のランニングコストを応

援していくのかという部分で、本市の場合は現在の仕組みがよりベストであろうという思いを今申

し上げたところであります。 

 亀山独自の今の電気代の補助につきましても、当然、今後も可能な限り展開をしていくという考

え方に変わりはございません。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 正直、ありがとうございます。僕、ＬＥＤ化を進めるんやったら電気代は自治会で持てよと言わ

れるのが一番自分でもまずいよなあというラインでおりましたので、今後これはないということで

私は理解させていただきましたので、今後そのＬＥＤ化について進めていって、いろいろな問題は

鈴鹿でもあるとは聞きましたので、その辺を解決していってもらいたいと思います。 

 それで、お伺いしたいんですけれども、次、防犯カメラについて行きます。 

 先ほども防犯カメラとか幼稚園のことを今岡議員が言うてみえましたけれども、私、まず一つ一

つ押さえていくのが一番あれかなあと思いまして、まず以前お伺いをいたしました井田川駅の防犯

カメラについて進捗はどのようになっているのか、お伺いさせていただきます。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 まず井田川駅周辺の地域住民の方々に対しましては、平素より井田川駅周辺の防犯環境向上のた

めに見回り活動や清掃活動等を実施していただいておりますことについて感謝を申し上げます。 

 井田川駅待合室におきましては、一部の悪質な利用者によりタバコの吸い殻や家庭用ごみの投棄

等が常態化しており、待合室としての機能が損なわれている状況にございます。このようなことか

ら、井田川駅待合室における不法行為等を未然に防止し、また快適に施設が利用できるよう、施設

管理部署である建設部と調整し、防犯カメラの設置に向けた準備を進めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 つけていただけるということですので、それ以上は言いませんけれども、井田川駅、本当に一部

の利用者によって、網戸も焼かれておりましたし、いろいろな問題、椅子もライターで焼けておる

という状態、一部の利用者によってされておるという状況が続いておりますので、私もちょくちょ

く見に行くんですけれども、その辺のところをよくやってもらいまして、防犯カメラ、犯罪を防ぐ

というカメラですので、その辺でひとつつけていって、早急につけてくださいというのがあれなん
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ですけれども、つけてもらえるんですけれども、いつつけてもらえるのかというのをまず聞いてこ

いと言われましたもんで、いつまずつけてもらえるのかというのを教えてください。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 現在準備を進めておりまして、できるだけ早い時期につけさせていただけることになると思いま

す。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 早急に、早急にということは早急にですので、６月、７月中にはつくかと思いますので、またち

ょくちょく見に行って、私これいろいろなカメラの件もご質問させていただきたいと思います。 

 次に、木造住宅補強事業についてお伺いをさせていただきます。 

 ことし熊本地震がございまして、倒壊数約９,９０４件ございます。死者数４９人、避難者数が

３万３,６００人の方がお見えになって、関連死の方が１６人という状況になっております。 

 亀山市においても木造の補強事業というのがございます。平成２３年、２４年、２５年、２６年

と、２３年が、診断数が１８０件、補強事業が２５件、２４年が、診断事業が２００件、補強事業

が４５件、平成２５年になりますと、診断数が１３０件、耐震補強事業が３０件、２６年になりま

すと、耐震事業が２４件になるわけですか、２７年度は２３件、まあまあ平均してあると思うんで

すけれども、これについて、熊本のほうは前震、本震、余震と震度７クラスが３回来ております。

この耐震補強というのは基本的に、よくよく聞いておると、３回震度７クラスが来て３回耐えるも

のでもないということを聞きました。１回耐えたらそれでいいというか、１回耐えて逃げる分だけ

の時間を稼ぐということを私初めて聞きましたので、ああそうなんだとは思いましたけれども、全

てがよくなるというあれじゃないんですけれども、この数、耐震補強事業、年間約３０件ぐらいの

方が利用されておるということなんですけれども、僕は少ないと思うんですけれども、この件数に

ついては普通なのか、少ないのか、もっともっと利用してほしいのかというところをお聞かせくだ

さい。 

○議長（前田耕一君） 

 井分危機管理局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほど議員申されましたように、今回の熊本地震を踏まえまして、多数市民の方々からこの制度

に関しましてご質問なり、お問い合わせを頂戴しているところでございます。 

 先ほどございましたように、今回の地震の中で前震、本震、余震というような考え方を示される

中、私どもの木造住宅補強事業に関しましては、市民の安心・安全を第一に考えまして、事業開始

以来、６億円強の事業費を投入する中で進めてきておりますことは既にご承知のとおりでございま

す。 

 それから、さきにお示しをしましたように、平成２８年の４月でございましたが、亀山市耐震改

修促進計画というのに基づきまして、３２年度末までに耐震化率９０.６％を目指してまいりたい
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というようなお話をさせていただく中で進めておりまして、現在市内では３,０００戸ぐらい対象

家屋があるのではなかろうかというような話もさせていただいております。 

 先ほどございましたように、こういった件数の把握状況の中で、この歩みそのものがこの制度に

マッチするのかというご質問かと存じ上げますけれども、やはり費用対効果も含めまして、この事

業が国、県、私どもということで予算もございますので、そういったものを最大限生かしつつ、耐

震補強を図ってまいりたいと、かように考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 予算もあるのも非常によくわかるんですけれども、もっともっと僕が言いたいのは、そのあと３,

０００戸数の耐震補強をしていくというのは、それは国、県、市の三者で一体になってやっていか

なあかんことなんですけれども、その補助率を上げるとか、もっともっとしてもらうために何か考

えていくとか、そういうお考えはないのかというのを聞きたいのが１点あります。 

 けさもインターネットで出ておりましたけれども、まだ壊れて家の中はぐちゃぐちゃやし、住め

やんという人が、まだ車中泊で車の中で寝ておる人が、きょう現在でも５７５件、熊本でおると。

結構あれなんですよね。そうしたら、ちょっとでも補助率を上げてしていけば、目標の９０.どれ

だけに目標を掲げたからにはやり通さなあかんわけですから、その辺をどのようにやって、今まで

どおりでやっていきゃあ達成するのか、もっと考えてやっていかないと無理なのかというのをお教

えください。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 議員ご質問の補助金の拡大と申しましょうか、現在の本市の状況でございますけれども、ご承知

かと思いますが、無料にて耐震診断を実施いたしまして、耐震の計画、また補強工事並びに付随す

るリフォーム工事及び除却というような流れをつくり上げまして、補助金を交付しているところで

ございます。 

 三重県の木造住宅耐震支援制度や近隣市町の同事業に関しましても手厚く補助を行っていること

は、既にご承知のとおりでございます。事例的に申し上げますと、例えば診断無料というのはご承

知かと思いますけれども、補強計画においても他市よりも８万円多うございます。また、補強工事

においても、平米数にもよりますけれども、最高３０万多いというような現状もございますので、

今後こういったものをＰＲしつつ進めてまいりたいと思っているのが１点でございます。 

 ただ、後半でご質問されましたように、今回の地震を踏まえまして、こういった今まで以上に進

めていかなければならないというのは承知しているところでございまして、件数実績につきまして

も、先ほど議員おっしゃいましたように、例年横ばいであったり、また減少する年度もございます。

となりますと、補助金交付に関します、先ほどご答弁させていただきましたが、国、県等と十分に

調整を行いまして、またホームページの掲載、耐震相談の実施等による啓発をさらに進め、亀山耐

震推進委員会との協力体制の中で、リフォーム工事とのタイアップも含め、耐震化の向上に努めて

まいりたいと考えております。 
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○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 リフォーム工事まで言うてもらいましたのであれなんですけれども、そのリフォーム工事という

のは、リフォーム補助金というのはもう終わっておったものやと僕自身も思っていましたので、課

が違うのかなあと、これがあれなのかなあと思っていましたけれども、そうしたら住宅リフォーム

についてちょっとお伺いをしたいと思います。 

 危機管理局にある住宅リフォーム助成事業というのは一体何かと。それと、木造耐震補強事業と

どのようにリンクさせていけば一番道理がいい、使い勝手がいい制度になるのか、幾らぐらい出て

くるのかというのを一度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 議員も既にご承知かと思うんですけれども、こういった緊急耐震対策事業フローというのを用意

しまして、市民の方々にご説明をさせていただいております。危機管理室が所管しております件で

すけれども、住宅リフォーム助成事業といたしましては、私どもが進めております木造住宅の耐震

補強事業を同時施工していただいた折に適用させていただいております。施工が市外業者ですと２

０万円、それから市内業者ですと４０万円を上限ということで補助金を交付させていただいている

次第でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 リフォームと耐震とセットでもっともっと売り出していくというか、その３,０００件をあと９

０.どれだけまで持っていこうという、いかなければならないわけですよね。 

 そこで、最後に市長にお伺いしますけれども、これ、もっともっとあって、予算の関係もあると

思いますけれども、もっとふえていくと思うんですよ、今回地震があったり、いろいろありました

ので。それについて、予算の関係上、もし予算がそこでなくなっていけば、もっとふやしてでも進

めていこうという気持ちはあるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当然、耐震補強をいかに進めていくのか、促進させるのかというのは、私どもの大きな政策課題

の一つであります。今日までも本当に平成１８年からしっかりと対応させていただいてまいりまし

たが、今後につきましても、中長期的にどう、他の施策との整合とか財源とか、こういうこともあ

ろうかと思いますので、その施策の趣旨はしっかり踏まえながら、中期的な展望の中でしっかり見

ていきたいというふうに考えておるものであります。 

 ご案内のように、現在、総合計画の策定中でもございますので、そういう過程において、しっか

りそこは見きわめていく必要があろうというふうに思っております。 
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○議長（前田耕一君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 わかりました。 

 じゃあ、本日はそのようなＬＥＤと防犯カメラと木造住宅リフォームとさせていただきました。

今後ともこれを注視しながらやっていきますので、一言だけ、電気代は自治会には絶対押しつけな

いでください。それだけはよく言うておきます。お願いします。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 ３番 髙島 真議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時３６分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、６番 中﨑孝彦議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 新和会の中﨑でございます。 

 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 きょうは、病院事業について聞きたいというふうに思います。 

 ことし４月から、地方公営企業法の全部適用に伴いまして、病院事業管理者として地域医療統括

官が任命され、新たなスタートを４月から切ったわけでございますけれども、言うまでもなく、医

療センターの経営状況、また地域医療を取り巻く環境、非常に厳しいものがあります。解決すべき

課題が山積しており、その対応は待ったなしであります。 

 きょうは、それぞれの課題につきまして、病院事業管理者としての考え方、認識、またどのよう

に取り組んでいき、その見通し等々について聞きたいというふうに思います。 

 最初に、病院事業管理者に聞きたいと思います。 

 医療センターの現状に対する認識についてお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（前田耕一君） 

 ６番 中﨑孝彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤地域医療統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 当医療センターについてでございますが、平成２年６月、開院しておりまして、約四半世紀に及

ぶ間、地域医療を支える自治体病院として、その役割を果たしてきたものと考えておるところでご

ざいます。 

 その間におきましては、国の施策によります新医師臨床研修制度、それから看護師の配置基準７

対１、こういう制度が創設されたことの影響を大きく受けまして、医師不足、看護師不足などによ

りまして、平成１９年ごろでございますが、一時的に診療を制限する、内科の新しい患者さんを制
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限したり、あるいは救急患者の受け入れの抑制など、こういうことをさせていただいた関係で、大

きく患者が減少いたしました。 

 ところがその後、三重大学との連携、あるいは支援をいただきまして、現在は一定の医師の確保

ができておりまして、地域の医療機関や医師会との連携によりまして、医療サービスを提供させて

いただいておるものと考えております。 

 しかしながら、医療センターの経営状況でございますが、過去の診療制限などの影響によりまし

て、激減した患者数の回復にはまだ現在至っておらないものと考えております。その中で、市の一

般会計からの補助金を繰り入れながらも、純損失を計上する収支赤字状況が続く厳しい状況となっ

ております。このような厳しい経営状況について、全職員がこういうこれらの情報を共有し、一丸

となって経営改善に向けて取り組むことが重要であると考えております。 

 さらに、病院というのは医師あってというふうに言われておりますように、医師の確保が最も重

要なことであると考えております。現在は一定の医師数は確保されていると認識しておりますが、

この維持とさらなる医師の確保に向けて、三重大学との連携をより一層強化してまいりたいと考え

ておるところでございます。 

 これらの取り組みによりまして、医師・看護師等を安定的に確保し、医療サービスを充実させる

ことによりまして、市民の医療センターへの期待に応えることが収益の増となり、経営改善につな

がるものと考えておるところでございます。 

 また、同時にコスト感覚による経費の縮減も大切であると考えておりまして、支出全般について

調査・検討し、経費縮減につなげてまいりたいと考えておるところでございます。 

 今申し上げましたようなこれらの取り組みを早期に積極的に進めることが私の責務と考えており、

精いっぱい努めさせていただきたいと思っておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 きょうは２点ほど資料を提出させていただいております。資料をちょっと映し出してください。 

 私、この３月議会の予算決算委員会でも業務予定量については質問をさせていただいたというこ

とがあるわけでございますけれども、今のこの亀山市の病院事業会計予算の事業の予定量及び実績

というのは、２４年度からことしの予算の編成の２８年度までという短い期間ではございますが、

ちょっと出させていただきました。 

 これによりますと、業務の予定量ということで、病床は１００床を運用したいと。それで、入院

患者数、年間外来患者数というのがあるわけですが、この中で予定量と実績、これは外来患者も入

院患者も大きく乖離しておるということでございまして、計算はしていないですが、例えば入院患

者数でいきますと、２４年度は４,８００人余り実績が少ない。そして、外来患者については、２

４年度を比較しますと、約３,８００人ぐらい実績が少なくなっておるということで、２４年度か

ら２７年度にかけて、全てその予定量と実績とは大きく乖離をしておるわけでございます。 

 そして、そんな中で２７年度の例えば外来患者、４万９,４１９人という予定量に対して、実績

はまだ２７年度で見込みではありますが３万８,０００人ということで、１万１,０００人も実績と

かけ離れておるということで、これだけかけ離れておるのにかかわらず、２８年度予算ではまた外
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来患者を４万９,０００人にしておるということで、その辺の対応は私も非常に疑問を持つわけで

ございますけれども、この予定量で予算編成をずうっと２４年度、その前はどうかちょっと調査し

ていないのでわかりませんが、しておるわけでございますけれども、この予算編成時に業務予定量

は示しておるわけでございますけれども、現在のこの医療体制で果たしてこの業務予定量が対応で

きるのかどうかということについてお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 落合医療センター事務局長。 

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇） 

 病院事業会計予算につきましては、収益的収支については、医業収益の目標額や一般会計補助金

を勘案した上で、収支均衡予算として編成してまいりました。決算におきましては、医業収益が予

算額に達しなかったことから、赤字を計上する状況となっております。 

 予算第２条の４の予定量とは、当該事業年度の業務活動の基本的目標を定めるもので、その中で

の病床数１００床といいますのは、医療法による許可を受けた病床数を掲げております。ただし、

入院収益の予算計上に当たりましては、過去の実績等を勘案して、６５床として積算しております。

過去におきましては、平成２０年１１月策定の亀山市立医療センターの今後の方向性についての中

で、入院については一般病床１００床の６割程度の運用とするとされておりまして、平成２４年度

には看護師不足によりまして、１病棟で６０床運用を行いました。 

 しかし、その後、医師・看護師の確保によりまして、１病棟６０床運用という枠にとらわれず、

平成２６年度後半からは２病棟体制に戻しまして、積極的に入院患者を受け入れている状況でござ

います。 

 ご質問の件でございますけれども、現在の医療体制におきましては、予算に掲げる業務予定量に

対応できる体制であると考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 今答弁をいただきました。この私が申し上げた業務予定量、これだけの業務予定量を今の医療体

制で対応できるという答弁でございましたが、そうした場合に、そうしたら看護師不足でも医師不

足でもないわけだと思うんですよ。この業務予定量で予算を編成した。収支均衡の予算だというこ

となら、これは患者さんがどれだけ来るかどうかというのはわかりませんけど、業務予定量という

のは物すごく大きな意味を持つと思うんです。 

 そんな中で、医師不足・看護師不足ということをよく耳にするわけですが、今の事業管理者の認

識の中でもそういうことを言われましたが、私はそういうことをおっしゃるなら、医師不足でも看

護師不足でもないんじゃないかというふうに思うんですが、その辺はどうですか。 

○議長（前田耕一君） 

 落合事務局長。 

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇） 

 一定の医師は確保しているという認識でございますが、例えば内科医につきましては透析の常勤

医師が不足していると考えておったり、整形外科は常勤１名でございますので、あと１名確保でき
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たらなということで、診療科別に見ますと、医師は不足しているというふうに認識しておるところ

でございます。 

 そして、看護師は現在のところ充足していると考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 今答弁いただいたんですけど、その答弁を聞いておりますと、決して医師不足というようなこと

は、私感じられないと思うんです。それで医師不足だ、医師不足だと。透析の関係もよく聞いてお

りますけれども、そういうことで、例えばこの編成時にこれだけの業務予定量を上げたということ

で、医師不足ということで正規のお医者さんが少ないと、補充せなあかんということは今もおっし

ゃいましたけれども、そうしたらこの業務予定量に対応していくためには、例えばこの業務予定量

を立てたときに、どれだけ非常勤の医師を雇用しなければこの業務に対応ができないのかというよ

うな、そういうふうな検討をされておるということで理解していいんですか。 

○議長（前田耕一君） 

 落合事務局長。 

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇） 

 業務予定量を達成するために、常勤医師で不足するところは非常勤医師で対応していくというこ

とで考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 業務の予定量に対応できなければ、それはもう当然、非常勤のお医者さんを雇用して対応してい

かないかんというふうに思うんですが、予算編成時にこれだけの業務予定量でいくんだということ

で業務予定量を立てたわけで、医師が足らないと、不足するんだということで非常勤の医師を雇用

するわけでございますから、そうすると２４年度から２７年度まで、業務予定量に対して実績が物

すごく落ち込んでおるわけですよ。そうしたら、予算編成時にこれだけの業務予定量ではこれだけ

の非常勤のお医者さんが要るんだということで雇用しますとすると、１年間経過せな患者さんがど

れだけ見えるかというのはわかりませんけど、現実的には例えば平成２７年度では１万人も減って

おるわけです。そうしたら、予算編成時にこれだけの非常勤のお医者さんが要るんだということで

決めて、非常勤のお医者さんを確保したとします。そうすると、業務予定量に対してこれだけ実績

が少ないということは、結果的ですけれども、非常勤のお医者さんを雇い過ぎたということになる

んじゃないでしょうか。 

 ということは、この次の質問でもお伺いしますけれども、業務予定量というのをシビアに考えな

いと、これは医業費用にはね返ってくると思うんです、私。その辺はどのように考えているのか、

一遍、事業管理者の人、お答えください。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 
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 まず１点、看護師の部分からお答えいたしますと、平成２５年……。 

（「医師だけで」の声あり） 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 医師の部分ですと、例えば非常勤、常勤、いずれも三重大学との連携をとっておりまして、非常

勤ゆえにことし言うてすぐに来ていただけるということではございません。ですから、何年も何年

も積み重ねたものによって医師の確保に努めておる結果として、６５床であったり７０床、あるい

は８０床を埋めるだけの患者がお越しになっても対応できる体制を整えております。 

 さらには、ご存じのように２４時間３６５日救急体制もとっておることから、一定の医師・看護

師数は、患者さんが見える見えないにかかわらず整えておく必要があります。 

 そういうことに備えて、大学と調整した結果、非常勤と常勤で現在一定の医師を確保したと申し

上げておるところでございます。それゆえに、結果として入院や外来の患者さんが少なかったから

と、経費が比率としてふえておることはございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 医師不足に対する対応ですね、これは今も事業管理者さんが言われたとおり、私もそう思います

が、後ほど質問させてもらいますが、これほど医業費用が、私はかかり過ぎておるというふうに認

識しておるわけですが、そういうことなら、今、事業管理者の方が言われたところへ何らかのメス

を入れないと、医業費用というものの積み上げというか、かさばっておるというのは、私は解消さ

れないというふうに思っておりますので、このことばかり言っていても次の質問に行けませんので、

その辺の対応もひとつよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 次に、医業収益と医業費用についてお聞きしたいというふうに思います。 

 ちょっと資料をまた映し出してください。 

 医業収益が平成１９年度以降、大幅に落ち込んだのはなぜかという質問をさせていただくんです

が、これは今全体の病院事業を取り巻く認識についてというところで、病院事業管理者の方が触れ

られておりましたんですが、もう一度お聞きしたいんですが、この資料に基づきます、私もこの資

料で疑問に思って、そういういろいろな問題があったというようなことを今聞いたんですが、平成

１９年度以降に物すごく事業収益が落ち込んでずうっと現在に、平成２６年まで来ておるわけです

けれども、平成１８年度はこの資料によると１６億２,２００万ぐらいあったやつが、平成１９年

度以降１２億６,０００万というふうに、４億、５億、３億ですか、だんだん少なくなってきてお

るわけですが、なぜこれだけ落ち込んだのか、もう一度その辺のなぜかというところについて聞き

たいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 落合事務局長。 

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇） 

 医業収益が平成１９、２０年度、激減しておるということでございますけれども、これの直接的

な原因といいますのは、国の施策による新医師臨床研修制度や７対１看護師配置基準の創設の影響

を受けまして、医師が大都市へ流れていくということで、三重大学の医師不足があったりしまして、
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医療センターから医師が三重大学のほうに行ったと、医師不足が起こったということが直接的な原

因でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 国の施策でそのようになったということですけれども、１９年度以降、そういうことになったと

いうことでいろいろ努力をしていただいて、それで１９年以前は医師数が１１人とか１２人という

ふうなことで、平成１９年度から９人、７人、６人というふうなことで、一番少ないときが６人ぐ

らいになったわけでございますけれども、これが国の方針とか施策でそういうふうになったという

ものの、大幅に医業収益が落ち込んだというのはもう１９年度から２６年度までずうっと続いてお

るわけでございますけれども、この辺の国がそうだったからということは、それもそうあったと思

うんですけれども、何らかの施策とか、そういうものが打てなかったのかなあと、私らこういう事

業の経営とかいろいろなことで素人の目から見ると、そんなことを思うわけですわ。僕も思うよう

なことは、市民の大半の方もそのようなことを思っているんじゃないかなあというふうに思うわけ

です。 

 この辺の医業収益についても、医師不足とかいろいろなこともあると思いますが、その辺のもっ

と、例えばこれで見ますと全部、事業が平成２年からあって、赤字の年度ばかりじゃない、純利益

を計上した年もあるわけですから、純利益を計上したときには医業収益が１８億ぐらいあるという

ことで、なかなかそこまで行くのは今の状況では難しいと思うんですが、その辺の目標を目指して、

ぜひとも医業収益の向上といいますか、上げるというようなことにももちろん目も向けていただい

て、やっていただきたいというふうに思います。 

 それで、次に医業費用ですけれども、医業費用が平成１９年度以降、病院の医業収益がこれだけ

落ち込んでおるわけですね。落ち込んでおる割には収支比率が、平成１９年以前と比較すると、こ

この資料にもありますように、非常に高いわけですよ。 

 私、医業費用というのがなぜこれだけかかるのか、かかり過ぎじゃないか、その辺の原因という

のは何ですか。医業収益が３億、４億と落ち込んでおるのに、その以前に比べると、収支比率は１

９年度以前は１.０４ぐらいなんですよ。それから、１９年以降になるとこれが、ここの表にもあ

りますように、平成２０年度はもちろん物すごく落ち込んで１０億ぐらいの収益ですが、これが１.

４０。それで、ずうっと１.２ぐらいで進んでおるわけです。１.０４と比べると相当、医業収益に

対する医業費用というのはかかり過ぎておると思うんですが、それはなぜこれだけかかったのか。

いろいろな原因があると思うんですよ。その辺をちょっとお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（前田耕一君） 

 落合事務局長。 

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇） 

 医業収益と申しますのは、入院、外来等の医療行為に係る収益であり、ここ５カ年は１２から１

３億円で推移しております。 

 一方、医業費用は、現金の支出を伴う給与費、材料費、経費などと、現金の支出を伴わない減価

償却費などでありまして、ここ５カ年は１５から１６億円で推移しております。 
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 医業費用を医業収益で割った収支比率、ここ５カ年は１.２程度であり、収益１に対して費用１.

２を要しているという計算になります。 

 その中で、費用の中で平成２年度から推移を見ますと、ほとんど余り変化がないのが給与費であ

りまして、医業費用に占める給与費の割合は高いということになっております。これも患者さんが

見えたときに医師不足で治療ができないとか、そういうことであってはいけないもので、非常勤、

常勤について人件費は確保しておきたいという姿勢のあらわれでございます。 

 そしてまた、今現在、全国的に地域包括ケアシステムの構築が大きな課題となっております。医

療センターとしましては、在宅医療の推進や地域包括ケア病床の設置に向けて取り組みを進めてお

ります。このような状況の中で、市民の皆様の医療センターに対するニーズは今後高まっていくも

のと認識しておりまして、そのためにも医師・看護師等の医療スタッフの一定の人件費の確保は不

可欠であると考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 今お聞きしましたけれども、人件費というのは、給料なんかはもうほとんど、公務員の給与もそ

んなに上昇はしていないわけで、大幅にベースアップとかそんなものはない時代ですのでそういう

ことですけれども、看護師さんとか病院の給与を確保しておかなければいけないということは、私

はよく合点がいかんので、確保をしておかなければいけない。今現在働いてみえる常勤のお医者さ

ん、それから非常勤のお医者さん、看護師さん、いろんな病院のスタッフの方が見えると思うんで

すけど、そういう人の給料というのは、その日の、その年で決まっておるわけで、そんなに変動す

るわけがないんですけれども、今の答弁の中で、そういう看護師さんとかお医者さんの人件費を確

保しておかなければいけないという、その確保というのはどういうことなんでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 落合事務局長。 

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇） 

 看護師、医師の人件費を確保ということは、ただいま申し上げましたように、患者さんが診療に

見えたときに、医師不足で診られないというふうな状況は避けたいもので、ある程度の常勤医と、

そして非常勤医師を確保しておくということでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 患者さんが見えたときに、その患者さんを診療することができないために確保をしておくという

ことは、結局、確保ということは、もうその年度ではそういう常勤のお医者さんとか非常勤のお医

者さんというのはそこに確保してみえるわけですから、それは給料を払わなあかん、報酬を払わな

あかんということですけれども、これだけの収益が落ちておるのに医業費用がふえておるというの

は、ちょっとその辺がよう僕も理解できやんのですけれども、どういうことですかね。 

 そうすると、医業収益が落ちておるけど、患者さんが来るか来んかわからんもんで、来たときに

対応せんならんで、そういうふうに非常勤の医師も確保しておるということなんでしょうかね。そ
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ういうことですね、それでいいんですかね。 

 それならそうだろうということで思うんですけど、その辺が僕もよう合点がいかん。今言う業務

の予定量に対する実績ということからいくと、その辺の確保、そういうことをしておるもんで医業

費用がはね上がっておるというようなことになっておるのかなあというふうに思うわけですけれど

も、その辺のところにメスを入れないと、いつまでたっても赤字体質から脱却できないというよう

なことを思うわけですけれども、これではまずいなあと私は思うんですが、その辺の方策というの

は何か考えてみえるんですかね。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 先ほど事務局長のほうが申し上げました確保というのは、賃金的に別にどこかに取っておくとい

うことでなしに、人員をきちっと整えておる。そのためには、人件費が１００床のときも５０床の

ときも同じだけの人員を整えておかなあかんということでございます。 

 さらに、比率が高くなるのは当然のことながら、収入が減れば人件費の占める比率がどうしても

高くなってまいります。そのために、じゃあどうするんやということでございますが、どうしても

非常勤のほうが人件費比率は高くなります。常勤でおっていただく先生方のほうが、年間の全部の

給与額の中でいろいろなことができますが、非常勤というと、非常勤ゆえに１回当たりの単価は常

勤の先生より高く設定しております。それはもう大学との関係でやむを得んことでございます。で

すから、常勤の先生方でできれば体制を整えたいという努力をしておるところでございます。 

 さらには、単純に収入と先生方の給料、これの効率、効果というふうなことを考えますと、常勤

の先生がおっていただくほうが、当然のことながら、収益にはつながるというふうに考えておると

ころでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 よくその辺のことが、確保ということだもんで、あらかじめそういう予算のお金を確保しておい

てということで、ちょっと僕の認識違いだったということで、よくわかりました。 

 それからもう１つ、こういう機会ですのでお伺いというか、眼科が非常勤の先生だけだというこ

とで、診療時間が１０時ぐらいからだということで、これは中京病院から来てみえるということで、

今の事業管理者の答弁から申しますと、医師不足で非常に確保が難しいということがありますけど、

眼科が１０時以降ということになっておるもんで、非常に患者さんが朝早う来て急いで診てもらお

うと思ったら、待ち時間がどうのこうのという話も聞きますので、医師の確保は非常に難しいわけ

でございますけれども、その辺のことをまた眼科に対しては最優先で医師確保に取り組んでいただ

きたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 

 それで、次の質問に入ります。 

 一般会計の補助金ですね、赤字補填、これについてちょっとお聞きをしたいというふうに思いま

す。 

 自治体病院は経営が他の病院と異なるというのは、私が言うまでもなく、全ての経費を料金収入
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で賄うのではなくて、公共的部分については一般会計から繰り入れによって行われているという点

であるというふうに思うわけでございますけれども、それでも提出資料にあるように、開設以降、

赤字経営はずうっと続いてきておるわけでございます。 

 しかし、私も思うんですけれども、このような経営赤字は、地方公営企業法にもあるように、地

方公営企業法というのは、公共性の発揮と、それから事業性の発揮、この二律背反とも言えるよう

な、そういう法のもとで事業を進めていく上で、困難も十分あるということは私もよく理解はして

いるつもりであります。 

 しかし、こうした構造的赤字を生んだ体質、これは独立採算である医業部門に開設当初から赤字

補填のために一般会計から補助金を支出したことが、職員の意識というか経営努力に大きな影を落

としているんじゃないかというふうに、そういう一面もあるんじゃないかなあという、私も思いが

あるわけでございますけれども、提出資料にもありますように、平成２年の開設当初から平成２６

年までの２５年間、黒字の年もあったわけでございますが、２５年間で赤字補填額の累計というの

が３２億１,０００万円に上っているわけです。これは非常に大きな金額だと私思うんです。 

 この赤字体質から早期に脱却する、これは非常に喫緊の課題、もう本当にやらなければいかんと

いうふうに私も、難しい問題ですが、あると思うんですが、この脱却に向けて、事業管理者として、

その決意と、こんな方策を考えておるんだと、こういう方策もあるんだというようなことがあると、

そういうことについて聞きたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 赤字脱却ということでございますが、当然、私の責務として、その取り組みということが緊急の

課題だと思っております。 

 具体的にはじゃあどうするんやということでございますが、例えば一番大もとにあるのは医師の

確保、常勤医、専門医の確保、これは大事なことやと思います。それにつきましては、私、以前に

５年事務局長としておりましたし、それからずうっと大学とのつながりを保っておりますので、そ

ういうことをもとに、さらに積極的に働きかけて医師確保に努めていきたいというふうなことは思

っております。 

 もう少し具体的な話になりますと、例えば病床利用のあり方ですね。今議員の質問で、後からも

ありますが、地域包括ケア、そういうことで取り組むためには、医療センターの立ち位置がどんな

立ち位置がいいんやと。いわゆる１.５次救急というようなことを今まで申し上げておりましたが、

それだけではなしに、急性期で総合病院なんかに入院されて、急性期を過ぎた方から在宅へつなぐ、

そういう機能も果たすべきではないかというふうな考えもございまして、地域包括ケア病床という

のが新しく創設されております。そういう取り組みをしたらどうかと。 

 経営的な面から申し上げましても、入院基本料というのが病院にはございます。これはもう国が

決めておりますが、それが地域包括ケア病床になると、入院基本料の算定が、今、国の施策として

進めておる関係で、高く設定されております。そういうことから、病院経営にもプラスになると。

市民のためにもなると。そんなことも考えております。 

 さらには、例えば投薬関係ですね。院外処方に切りかえることもどうかということもあわせて検
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討しております。ここら辺になりますと、じゃあ院外処方にしたら病院はもうかるのかということ

だけではないんですが、市民のプラスになる、あるいはジェネリックの普及につながるとか、いろ

いろな観点からそういうことにも努める必要があると。 

 さらには、２年に１回診療報酬の改定がございます。この改定に的確に病院が対応して、きちっ

と算定できるものを算定する、こういうことの積み上げによって収益の確保も図ってまいりたいと。

こういうことが、まず医師の確保、医療スタッフの安定的確保、さらには先ほど申し上げましたよ

うなことに取り組んでいくということがまず取り組むべき課題と思っております。 

 こういうことに取り組むためには、私一人幾ら頑張っておってもこれはできませんので、こうい

う情報とか状況を病院スタッフ全員にいろいろな機会を通じて説明しながら、職員一丸となって取

り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 いろいろ方策とか決意とか今述べていただいたわけですけれども、この質問の前にも述べました

ように、地方公営企業の企業性の発揮と、そして公共性の発揮と、二律背反したもの２つを求めら

れておるということで、非常に病院経営というのは困難を伴うと思うんですが、この赤字脱却とい

うことには本当に最優先に取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを

したいというふうに思います。 

 次の質問に入ります。 

 次に、純損失についてでありますけれども、平成２年度から一般会計から繰り入れによる赤字の

穴埋めを平成２１年から制限をしたと。それ以降は、純損失が提出資料のように計上されておるわ

けでございますけれども、この純損失の処理というのはどのようにしていくのか、お聞きしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 落合事務局長。 

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇） 

 純損失と申しますのは、経常収益から経常費用と特別損失を差し引いたものでありますが、経常

費用の中には、現金の支出を伴わない減価償却費などが含まれております。したがいまして、実際

の現金収支の動きとは異なりまして、公営企業会計上の赤字を示す決算数字であります。 

 この純損失を解消していくにはどうすればいいのかということでございましたが、地域医療統括

官が答弁いたしましたように、市民ニーズに応えるための医療職員の安定した人材確保、特に透析

専門医の常勤配置や在宅復帰を支援する地域包括ケア病床の設置などの病床利用方法の見直し、ま

た亀山医師会や地域の医療機関との連携、救急医療や在宅医療の推進、２年に１回改定される診療

報酬に即応した診療報酬の確実な確保などにより経営改善に取り組んで、純損失の削減に取り組ん

でいくものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 
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 今答弁いただいたんですけれども、私が聞いておるのは純損失の処理ですね、どのようにしてい

くのかということを聞いたわけで、解消にどうやって努めていくんやということは、私は聞いてい

ないわけですけれども、どういうふうに純損失って、この表にもありますように、平成２１年度か

ら、例えば２１年度は７,３００万とかというふうにずうっと計上されておるわけですけど、これ

がずうっと積み上がってきたら相当大きなお金になってくる、どんどんと、今の計上からすると。

これをどうやって純損失というのを処理していくんですかということ。一般会計の補助金で補填し

ておるのは、赤字を補填してきましたと。２１年度からは制限を加えました。純損失が出ましたと

いうことですから、赤字は一般会計の補助金で補填していくんですけど、純損失が出てきておるけ

ど、この純損失はどうやって処理をしていくんですかということをお聞きしておるものですから、

私が勉強不足かどうか知らんですけれども、その辺のことをちょっとお答え願います。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 ちょっと経理的な話になるんですが、純損失をここ数年累積しておるんですが、それについては

経理上ではそのお金をどうするんやということじゃなしに、留保資金というのがございます、減価

償却費とかそういうのを積み上げた。そういうもので補填しておるというのが現状でございまして、

ただ、だからいいということではなしに、そういうことをやっておると、将来設備投資をするとき

に留保資金がないというような事態になりますので、経営改善をしなければならないということで

ございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 今、事業管理者から答弁いただきましたが、留保資金からそういうのをやっていくんだという話

ですけど、今も話がありましたんですけれども、留保資金というのは、病院を将来建てかえないか

ん、改築せないかん、例えば医療機器を更新せないかん、そのための留保資金でありまして、これ

を今の経営状況でいってどんどん純損失が出てきた場合に、将来のことを言いますと、病院を建て

かえるときには大きなまた企業債か何か借金をせないかんというようなことになる可能性というの

が非常に大きいわけですから、これは早くそういう留保資金からというのを、こんなことを言うた

ら怒られるかもしれませんけど、安易な考え方でそうやってやっていけばええんやというやなしに、

ここのところを一つ大きな問題がある、病院事業の運営では問題があるということを指摘しておき

たいというふうに思います。 

 とにかくもう今、病院が開設してから２５年たつわけですから、あともう２０年や２５年たった

ら病院の建物というのはもう４０年、４５年になるわけですから、もう耐用年数が来るわけですか

ら、これが今の経営状況でどんどん純損失を内部留保で入れていったら大変なことになると思うん

ですよ。もう私らはそんな時分におらへんであれですけど、そんなことではいかんと。将来の人に

ツケを回してはいかんということですから、その辺は十分に考えて経営改善に努めていただきたい

というふうに思います。 

 それから、次の質問に移らせていただきます。 
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 平成２８年度、ことし４月から医療センター内に地域包括ケアの推進と調整を行う地域医療部と

いうのが新たに設置されました。そして、地域包括ケアシステムの確立に向けて、組織も強化され

たというふうに私も理解しておるわけでございますが、簡単に質問に答えていただきたい、時間も

押しておりますので、地域包括ケアシステムの現状に対する認識について聞きたいというふうに思

います。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 地域包括ケアシステムというのは、新聞等でよく言われておりますが、高齢者が住みなれた地域

で最後まで生活を続けられるよう、いろいろなサービスを、全体を包括的に提供する仕組みを地域

包括ケアシステムということでございます。 

 今回の組織改正、あるいは病院の全部適用、地域医療部の新設等でどう影響するかといいますと、

これまでからいろいろな施策に市として取り組んできております。ホームケアネットとかを立ち上

げさせていただいておりますが、さらに物理的にも連携がとりやすい体制とするということで、行

政の組織、地域医療部というのを病院のほうへ設置することによって、日々医療スタッフとの連携

がとりやすくなる、さらにスムーズな形をとれればということで、組織を新設いたしました。 

 それによってもう既にいろいろな効果が出ておるところでございますが、簡単に申し上げますと、

医師との意思の疎通が日々できるということで、地域に医師が出向いていろいろなことをやるとか、

在宅医療につながるとか、いろいろな効果が出ておるというふうに考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 今、地域包括システムの現状をお聞きしたわけですけれども、まだまだ地域包括ケアシステムと

いうのは道半ばだというふうに理解するわけですが、これをしっかり確立に向けて今後の取り組み

と見通し、地域包括ケアシステムの確立というのは、これも赤字の問題と一緒で、本当に今非常に

大事というか、喫緊の課題だというふうに思うわけでございますけれども、その確立に向けた今後

の取り組みと見通しについて、もう時間も押しておりますので、簡単にちょっと答弁願います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地域包括ケアシステムの確立には、医療、介護、福祉の連携が不可欠でございます。高齢者が最

後まで住みなれた地域で生活するために、医師、歯科医師、看護師、薬剤師などの医療分野、介護

支援専門医やホームヘルパーなどの介護分野、生活支援高齢者施策を担う福祉分野のそれぞれの専

門職が連携し、包括的かつ継続的に在宅医療や介護の提供を行うことが必要であると考えておりま

す。 

 当市におきましても、医師会の先生方の協力によりまして進めております在宅医療連携システム、

亀山ホームケアネットが既に稼働をいたしております。当医療センターにおきましても、後方支援

病院としてシステムの重要な役目を担っております。今後もこの在宅医療の連携システムを充実さ
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せることによりまして、地域包括ケアシステムの実現に近づくものと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 一生懸命やっていただいておるということで、見通しについてという答弁はなかったんですが、

とにかく道半ばの地域包括ケアシステムの確立に向けて、最大限の努力をしていただきたいという

ふうに思います。 

 そして、次の質問に入らせていただきます。 

 介護保険法が改正されて、原則として要介護３以上の人でないと特別養護老人ホームには入所で

きないなど、国は在宅介護というものを非常に大きな柱として位置づけておるということでござい

ますけれども、また一方で、訪問診療とか訪問看護などを通じた高齢者ケアなどの福祉領域への対

応も含めた在宅医療の比重というものがますます大きくなるというふうに思っておるわけでござい

ますけれども、在宅医療の現状と課題及び今後の対策について聞きたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 当市における在宅医療の取り組みは、先ほども申し上げました在宅医療連携システム、これは昨

年の２月に本格的に稼働いたしております亀山ホームケアネットがございます。 

 まず稼働開始からこれまでに４６名の方が、訪問診療や訪問看護、訪問介護などのサービスを受

けながら在宅での療養をされてきております。その４６名のうち２８名の方が既にお亡くなりにな

っておりますが、その中で１９名の方がご自宅で最期を迎えられました。 

 現在、市内を中心に９つの医療機関でこのホームケアネットに登録された方の訪問診療を行って

いただいております。今後、ますます最後まで在宅での療養を希望される方がふえることが予想さ

れています。また、末期のがんのため、在宅で緩和ケアを希望される方への対応もふえることが予

想されております。 

 このような現状に対応するため、今後も医師会の先生方にご協力いただきまして、在宅への訪問

診療を行っていただく医療機関の増加、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、訪問看護員等の多

職種の連携をますます強化することによりまして、より多くの方の在宅での療養を支援できる体制

を構築していきたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 今答弁いただきましたが、本当にお年寄りの方というのは、特別養護老人ホームでずうっと暮ら

してみえるというよりも、やっぱりお年寄りは、私の親戚もそういうところにおるわけですが、

時々行くんですが、やっぱり家へ帰りたいというのが一番の大きな望みだというようなことを私も

実感をしておるわけでございますけれども、ついの住みかとして、ぜひとも在宅医療というものを

ますます充実させていただいて、そういうお年寄りのために、本当についの住みかが、自分が生ま

れ育った、自分が嫁いできた自宅で終える、そしてしっかりと在宅医療をしていただく、そういう
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ふうな方向でしっかりとこれには取り組んでいただきたいというふうに思うわけでございます。ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

 それから次、もうあと４分こそないんですが、最後に５番目ですが、今年度が最終年度になる第

２次地域医療再構築プランの進捗状況と、それから次期計画への考え方、これを簡単にちょっと教

えていただきたいというふうに思います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地域医療再構築プランにつきましては、その計画の策定を私ども地域医療部で担当しております

ので、私のほうからご答弁させていただきます。 

 第２次亀山市地域医療再構築プランにつきましては、公立病院改革プランを含めた計画として、

平成２６年度より地域医療の体制整備に向けて各施策に取り組んでまいりました。その中で病院事

業における成果の主なものといたしましては、病院総合管理システムの更新により、電子カルテ化

やエックス線のデジタル化を行ったところでございます。 

 また、先ほど来言うております経営健全化に向けて、地方公営企業法の全部適用を導入いたしま

した。 

 また、今年度はその地域医療統括官のもと、経営の健全化を図るべく、病床利用法の見直しや院

外薬局の設置に向けた検討など、計画に基づいた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 また、次期計画の方向性といたしましては、従来、保健と医療分野は各分野別計画に従い、それ

ぞれの施策を進めてまいりましたが、次期計画では保健、医療分野を一体的、総合的に展開するた

め、これらの計画を統合して策定いたしたいというふうに考えております。 

 なお、現行の計画に含まれている公立病院改革プランにつきましては、総務省の新公立病院改革

ガイドラインに基づき、独立した計画として今年度中に別途策定する予定でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中﨑議員。 

○６番（中﨑孝彦君登壇） 

 第２次が２８年度で終了して、２９年度から新しい再構築プランができるということで、しっか

りそこにうたいこんでいただいて、次はどういうふうなプランを立てるんだということをしっかり

と示していただきたいというふうに思います。 

 時間、あと２分ですが、最後に事業管理者に一言申し上げたいというふうに思います。 

 平成２年の医療センター開設以降、一般会計からの負担金、それから、もう１つは補助金ですね。

一般会計からの負担金は、公共的部分で法定内ということです。それから、補助金については、こ

れはもう赤字補填分。それから、出資金というのがあるんですね、これ。企業債の償還金の３分の

２は出資金として一般会計から負担しておるということなんです。これ３つあるんです。合わせて

平成２６年度までの２５年間に６１億６,５００万円、これは一般会計から出ておるんです。これ

はもちろん大変なお金です。これは税金なんですね、もちろんそうです。このことを病院事業管理

者の方に重く受けとめていただいて、胸にしっかりと刻んでいただいて、経営改善に向けたその成

果、これを早期に市民の皆さんに見える形で示していただくことを強く要望しておきたいというふ
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うに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 質問を終わります。 

○議長（前田耕一君） 

 ６番 中﨑孝彦議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時０４分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 通告に従い、質問をいたします。 

 まず国民健康保険の県単位化の問題であります。 

 平成２７年５月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律が成立をしました。現在、国民健康保険の保険者は市町村ですが、この法律の成立により、

平成３０年度からは、国民健康保険の保険者が都道府県と市町村になります。１９６１年、昭和３

６年に始まった現在の国民健康保険制度は、５５年の歴史の中で大きな転換点を迎えようとしてお

ります。 

 保険者が都道府県と市町村になるといっても、実質的には国保のさまざまな実務、賦課、徴収、

給付や健診などの実務は市町村が行い、そして都道府県が国保の財政を握り、大きな権限を持つと、

こういうことであります。 

 これまで一般質問で、国保制度には加入者や市町村の努力だけでは何ともできない構造的な問題

がある、それが払いたくても払えない高い国保税になっているということを述べてまいりました。

櫻井市長もこの構造的な問題については同じような認識を示されております。こうした国保制度が

持つ構造的な問題が、今度の県単位化で解決できるというふうに思ってみえる方も結構いますけれ

ども、私はそうではないというふうに思っております。 

 そこで、まず櫻井市長にお聞きします。平成３０年度から始まる国民健康保険の県単位化で、国

民健康保険制度が抱える幾つもの構造的な問題は解決すると考えてみえるのか、見解をお聞きした

いと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 １６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 服部議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 今日まで随分、国保の仕組みの構造的な問題につきましてご議論させていただいてまいりました。

その構造的な課題については、珍しく共通の認識をさせていただいておるものではございますが、

ただ、今おっしゃっていただく国保制度の改革が、都道府県単位化、それから公費による財政支援



－９１－ 

の拡充ということは、国保の財政上の構造的な課題を解消するためというふうに国は申しておるも

のでございます。 

 その中身につきまして見てみますと、具体的には昨年度、平成２７年度から約１,７００億円の

公費を、それから平成３０年度からはさらに約１,７００億円、合わせて約３,４００億円の公費を

投入して、非常に脆弱な国保の運営主体であります市町村、国保の財政基盤の強化を図ろうという

ものであります。 

 ご指摘のように、平成３０年度からは都道府県が財政運営の責任主体となりまして、安定的な財

政運営や効率的な事業の確保など、国保運営に中心的な役割を担うことによって、この制度全体の

安定化を図ろうというふうにされておるものでございます。 

 ただ、この都道府県の単位化が、全て国保の今の税制度の構造的な問題を解決でき得るというふ

うには、これは考えてございませんでして、私どもは従来から市長会等を通じまして、国に対して

国保事業の財政基盤の安定・持続性につきまして、公費による財政支援の充実、拡大をかねてから

要望いたしてまいっておるところでございます。公費拡大の動きにつきましては、一定の評価を現

時点ではさせていただいておるものではございます。 

 また、今議会には、国保税の軽減対策の拡充ということで、きのうも福沢議員のご質問にお答え

させていただきましたが、こういうことの原資に対して拡充するという方向については一定の評価

をさせていただいておるものではございますが、今後、国民皆保険制度の維持には、これは従来申

し上げておりますけれども、最終的な目標でもあります医療保険制度の一元化を目指していくこと

が大変重要であるというふうに考えてございまして、今後の国の動向の中で、これらの市長会、そ

れから市議会議長会、それから知事会など、地方６団体の力を結集して、しっかりと国に要望して

いくことが大変重要だというふうに考えておるものでございますが、いずれにいたしましても、こ

の国保制度改革には的確に対応してまいりたいというふうに現時点で考えておるものであります。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 この構造的な問題が解決できるというふうには考えていないということと、それから公費の拡大

が必要だと、この点も一致をいたします。 

 先ほど、市長、珍しく一致すると言われましたけれども、認識は一致するんですけれども、方向

性が違うんですよね。私はあくまでもそういう状態があるからこそ国保税を引き下げなさいよとい

うことを、公費を使ってでも引き下げなさいよと言ってきたんですけれども、そういう方向にはな

かなかかじを切られない。この点は、認識は一緒でも方向性が違う、その点だけ申し上げておきた

いと思います。 

 構造的な問題というのは、もう今までにも言ってきましたのであれですけれども、年齢構成が高

いとか、それによって医療費が高くなる、それから加入者の所得水準が非常に低いというような問

題、だから他の医療保険と比較しても非常に高い保険税になるというような問題、それから市町村

の間での格差が非常に大きいという、こういう問題がやっぱり構造的な問題としてあるということ

を、これは厚生労働省のいわゆる県単位化を議論しているところでも出されている問題であります。

だから、そういう点は一緒なんですが、ただ今回の県単位化で問題なのは、この最も重要な保険税
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の負担が高い、このことに対して対応が全く抜けていると、この問題なんです。これでは、市長言

われたように、構造的な問題の解決はできないわけであります。 

 今回の県単位化がなぜ出てきたのかという問題ですけれども、国のいろんなあれを見ますと、結

局、国保を医療費削減の道具にしたい、こういうことがあるようです。平成２６年に成立した医療

介護総合確保推進法という法律の中で、都道府県が地域医療構想を策定するというようなことがち

ゃんと義務づけられて、三重県でも幾つかの地域に分かれて医療構想づくりが議論されている、こ

れとセットなんですね。 

 だから、地域医療構想で都道府県別にベッド数などの医療の供給体制の枠組みを決める、つまり

ベッド数を減らすということですね。そういうようなことを一方でやって、もう一方で医療費の大

きなウエートを占めている国保を県単位化にして、要するに県が財政を握って、医療構想と、それ

から県が財政を握ることで国保の医療費の削減をやろうというのが、県単位化の一番大きな、私は

狙いだろうというように思います。 

 今回、保険税の問題があります。どんな保険税になるのかということが一つ大きな問題になるん

ですけれども、いろんな資料を読みますと、１つは、県が標準保険税率をまず一つ出す。それから

もう１つは、一般的に市の標準保険税率を出すというのは２つ。それから３つ目は、各市町、例え

ば亀山市なら亀山市で、算定基準に基づいて標準保険税率を出すと。この３つの標準保険税率を示

して、要するに国が当初言っていたのは、県が示すいわゆる一般的な市の標準保険税率を参考にし

て、各市町がそれぞれ保険税率を定めたらよろしいよというようなことを言っておったんですが、

どうも違うようですね、最近の動きを見ていますと。 

 そこで、一番問題になるのは、この国民健康保険制度が県の単位化されることで保険税が県一本

になるのかどうか、この点について、今どんな状態にあるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口市民文化部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 先ほど議員がおっしゃられましたように、平成３０年度からは、県は国保財政運営の責任主体と

なり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担う一方、市は地域

住民との身近な関係の中、国保被保険者の資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保

健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うことになります。 

 保険税額の決定につきましては、県は標準的な算出方法により、市町村ごとの標準保険税率、保

険料率の算定を行い、市はその県が算定した標準保険税率を参考に市の保険税率を決定するという

ことになります。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 国はもう将来的に統一するという方向で動いていますよ。そのことだけ申し上げておきたいと思

います。 

 ちょっとパネルを見ていただきたいんですけれども、これは平成２６年度の１人当たりの国民健

康保険税を２９の市町別に高い順にずうっと並べてみました。一番保険税の高いのが木曽岬です。
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１人当たり１１万ぐらいですね。一番安いのは大紀町で６万ぐらいですね。だから、これを見てい

ただくとよくわかるんですけれども、この２９市町、三重県内だけで２９市町ありますけれども、

それだけでも保険税にこれだけの開きがある。これをもしどこかで統一する、多分高いほうで統一

されると思うんですけれども、例えば１０万、１１万で統一されれば、大紀町などは１人４万ぐら

い引き上げないと統一保険料にならないんですね。だから、こういうことをやればどういう事態が

起こるかということは、もう誰が考えてもわかるんです。だから、統一保険料ということをやった

ら大変なことになるということがわかっていただけると思う。現時点でこれだけの市町村間に格差

がある中で統一保険料をやったら、本当に大変なことになる。だから、今、坂口部長が答弁された

ように、当面そんなことは考えていないような答弁をされるんですけれども、これをやった一番の

目的は、やっぱり県で一本にしたいというのが狙いにあるわけですから、やっぱりそういう意味で

いくと、最終的には統一した保険料にするんだろうというふうに思います。 

 なぜこれだけ格差が出るかということをちょっと幾つか、私調べてみたんですけれども、例えば

この２０番目から安いほうにずらっと並んでいるところ、２０番目から２９番目まであるところは、

伊賀市を除くとみんな県南部なんです。県南部のところほど保険税が安い。何で安いのかと。要す

るに医療機関がないんですよ。医療機関がないんじゃないわね、少ない。だから、なかなか医療機

関にかかれない。そのために医療費が少なくて済んでいるわけですね。 

 ところが、北勢なんか、特に名古屋に行けば高度医療も受けられますので、そういうところは結

局高い医療費を払っているという、こういう地域の差があるわけですよね。 

 こういうことを現状としてある中で一本化したら、本当に私は大変なことになるんだろうという

ふうに思いますので、これはやっぱりぜひやらない、一本化しないという方向でやるべきだろうと

思います。今のところ、部長の答弁では、一本化するということではありませんので、ぜひそうい

うふうな市町村の判断でやるという方向で進めていっていただきたいと思います。 

 それから、次にもう１つ問題になるのは、一般会計からの法定外の繰り入れなんです。過去に、

平成２１年と２２年度ですかね、市長が最初になられた直後に、２年間で３０％の国保税の値上げ

をしたときに、大幅な値上げになるので、これを抑えるためにということで、一般会計から法定外

の繰り入れをして値上げを抑えたということがありました。こういう形で一般会計からの繰り入れ

は、保険税が余りにも高くて大変になる、そういうことにならないように、全国でもたくさん行わ

れているやり方であります。 

 ところが、国が示している都道府県国民健康保険運営方針策定要領、いわゆるガイドラインと呼

ばれるやつらしいんですけれども、ここでは赤字補填目的の一般会計繰り入れはすべきでないと、

こういう趣旨のことが書かれています。もっともこれは法律ではありませんので、法的に禁止とい

うことではありませんけれども、国はこういう一般会計からの繰り入れはすべきでない、こういう

考え方でおるようであります。 

 そこでお聞きしたいのは、今回の県の単位化によって、こういう一般会計からの繰り入れ、これ

は私は今までどおり必要になると思うんですが、その点についてどうなるのか、お聞きしたいと思

います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 
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○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 今回の国民健康保険制度改革における公費による財政支援の拡充により、国保の財政基盤の強化

を図るため、平成２７年度から保険者支援制度を拡充し、加入する低所得者数に応じた財政支援約

１,７００億円が行われ、平成３０年度からは保険者の取り組みに対する財政支援制度改正等によ

り、さらに約１,７００億円の財政支援、合計約３,４００億円の財政支援が行われることとなって

おります。 

 現時点で、平成３０年度から市町村における一般会計からの法定外繰り入れが全くできなくなる

とまでは聞き及んでいないところでございますが、国においては、この公費による財政支援の拡充

やその他の制度改正などの総合的な取り組みによって、市町村における一般会計からの法定外繰り

入れなどの構造的な問題を解決することを見込んでいるところでございまして、制度改正の流れと

しては、市町村によるそういった決算補填のための法定外繰り入れを解消する方向にあると理解し

ているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 先ほどの市長の答弁でも、今の部長の答弁でもありましたけれども、要するに国が低所得者対策

として１,７００億円予算化をして各市町村に配分をしたと、こう言うんですけれども、じゃあ亀

山市はそれを低所得者対策に使ったんですか。使っていないやないですか。国保の会計には入れて

はありますけれども、国が低所得者対策として出してきたお金を低所得者対策として使っていない

やないですか。我々は再三要求しました。低所得者対策として国が予算をつけたんだから、保険税

を引き下げなさいよということを言いましたけれども、そういうふうには使っていないんですよ。

こういうときになると、１,７００億円、低所得者対策でと言うんです。明らかにこれは欺瞞です。

もしそれを言われるんなら、きっちりと低所得者対策のために保険税を引き下げるとかということ

をやっぱりやるべきですよ。やってもいないのに、こういうときになったらそういうことを言う。

これはもうちょっと許せませんね。 

 もう１つ、一般会計の繰り入れも解消するというようなことをたしか部長言われました。とんで

もない話ですよ、これ。こんなことをやったら結局、保険税を上げるということですよ。そういう

ことにしかならないんです。もう今でも負担し切れないぐらいの金額になっておるのに、そんなこ

とをやったら本当に大変なこと。ましてやこの統一した保険税になって、亀山市も９万ぐらいです

ので、１０万、１１万の統一した保険税になったら、それだけでも２万円上がりますよ、１人。こ

んなことになったら払えませんよ、これ。 

 それで、市長に聞きたいと思います。一般会計からの法定外の繰り入れ、今後ともやっぱりやる

べきだと思いますが、その意思があるのかどうか、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今少し国の３,４００億等々、これは全体でいくと国保の保険料の１割を超えるわけでございま

して、被保険者１人当たり約１万円の財政改善効果は見込まれておるというのが実際あろうかとい



－９５－ 

うふうに思います。それとあわせて、例えば今の税の減免の対象が、本市の場合、国保世帯がご案

内の６,７００世帯ありますけれども、７割軽減２２％であります。５割、２割を入れて４７％の

世帯が、約１億四、五千万になりますけれども、これは軽減をしておるということは、やはり一定

の財政の投入があるからこそ、これが可能であるということは、私どもも一定の歓迎をしておると

ころでございます。今回の条例の改正もそういう中でのことというふうに私は感じておりますが、

そこのところはご理解を頂戴したいというふうに思います。 

 その上で、いわゆる一般会計からの補填につきましては、当然受益と負担の問題、それから国保

以外の例えば協会けんぽでありますとか、それぞれそれ以外の健康保険の制度もあるわけでござい

ますので、一般会計からこれを入れていくということについては、一定のコンセンサスが必要であ

ろうというふうに考えておるところであります。 

 いずれにいたしましても、そういう問題を本当に今回の国の制度改正の中でしっかり整理をして

いっていただくということが、今回の制度改正の本当に根幹であろうというふうに考えておるもの

でございまして、まさに国の政治において、そこのところを所得の再配分を含めて考えるというこ

とが大変重要であるという認識を持たせていただいておるものであります。 

 したがいまして、国の公費負担が現在、国保の場合２５％という、ここの財政基盤をしっかり入

れていくことによって、今ご指摘の問題も解消されるものというふうに認識をいたしておるもので

あります。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 やっぱり理解をしていないですね、市民の生活というのは。本当に所得の少ない人の負担って大

変なんですよ。今その１,７００億円の話はちょっときょう、議論と外れますので、もうあえてし

ません、今回は。 

 市長、コンセンサスということを言われました。他の医療保険があるというね。私は、コンセン

サスというのであれば、一体じゃあ国民健康保険税が一般的に払える金額は幾らなのか、これこそ

私はコンセンサスを求めるべきものです。今の１人当たり９万なんて金額は、これは当然払える額

やないですよ。だから、コンセンサスというのであれば、国保税、一体幾らぐらいならみんな払え

るような状態になるのかということを考える必要があるんですよ。そこでコンセンサスを得るべき

です。現に他の医療保険と比べたって、負担の割合が、例えば他の医療保険であれば一桁ですよ、

負担は。７％、８％、１０％までですよ。ところが、国民健康保険は１０％以上負担しているわけ

でしょう、所得に対して。そういう違いがあるにもかかわらず、それを無視して議論するというこ

とは、私はおかしいというふうに思いますので、やっぱりその点はそれをカバーするのが公費だろ

うというふうに思います。そういう意味では、国がお金を十分出さないのであれば、やっぱりあえ

て市が出さなければ、これはやっぱり市民の生活は守れないということになるので、やっぱり一般

会計からの繰り入れは、私はどうしても必要になるんだろうというふうに思います。 

 次に進みたいと思います。 

 今、国民健康保険税というのは、滞納した場合に、三重地方税管理回収機構へは移管はしており

ません。これはいわゆる地方税だけであります。これはなぜかというと、回収機構も言っています
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けれども、国保税が社会保険のための目的税であるということと、それから国保税を対象にすると、

いわゆる国保料という言い方をしている市町もあります。だから、２つある、国保税という呼び方

をしているうちのようなところと国保料という。だから、国保税だけを対象にするということにな

れば、国保料との公平性がとれない。こういうことで今、移管をするということはしていないんで

すね。それをどうもこの国保税も回収機構へ移管できるようにしようという検討をされていると、

こういうふうに聞いておりますが、その点そうなのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 議員が言われるように、三重地方税管理回収機構への国保税の滞納に係る移管につきましては、

市民税、固定資産税などの市税と重複している場合のみ、あわせて移管できるものとして、国保税

単独では移管できないとなってきているところでございます。 

 その理由といたしましては、市町によっては、保険料を税としてでなく、料として賦課・徴収し

ているところがありまして、そういった市町とのバランス等により移管できないという理由と伺っ

ております。 

 という状況でございまして、現在のところ、そのような方針でこれからもいくものであると私は

認識しておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 今のところは移管しないという方向であるというふうな認識だというふうに言われましたので、

ぜひこれはもう移管をしないということでやっていただかないと困ります。私も移管された方のそ

れ以降の話をいろいろ聞きましたけれども、私は、移管されてすぐはその人にいろいろ事情を聞く

のかなあと思ったんです。そうしたら、来た最初の日にもう競売にかけますよと、こうなんですよ。

だから、はなからもう取り立てることしか考えていないのがいわゆるこの管理回収機構なんです。

だから、普通なら、どういう事情があって、どういう形でなら払ってもらえるのかという話をした

上で、それが無理なら次へ進むのはわかりますけれども、もうはなから競売にかけます、こうです

よ。こんな取り立て屋のような、県下でたくさんこの問題が出ていますけれども、こんなところに

移管すべきではないということだけ申し上げておきたいと思います。 

 最後に、こういう問題がほとんど私たちに情報として入らないんです。今、県の単位化を議論し

ている組織が、県と２９市町全部が入った三重県市町国保広域化等連携会議、こういうのがありま

す。その下に４つの作業部会があります。亀山市もそのうちの１つに入っています。この５５年間

の歴史を持っている国民健康保険制度を大きく変えるという、根本から変えてしまうような、こう

いうようなものであるにもかかわらず、その議論の中身が全く我々議員にも市民にも知らされてい

ません。検討して決まってから結論だけ知らされても困るんですよ。 

 だから、やっぱり議論の過程で我々が意見を言える、市民が意見を言えるという仕組みにする必

要があると思いますが、そこでこういう連携会議、それから作業部会、この会議を公開して、情報

も全て公開すべきだと思いますが、見解をお聞きしたいと思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 坂口部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 三重県市町国保広域化等連携会議は、県が定めることとなる広域化支援方針等国保の広域化に関

し、関係者の意見を調整するため設置した会議で、市町の国民健康保険担当課長、国保連合会事務

局長及び県医務国保課長により構成されております。 

 また、その下部組織である作業部会は、所掌事項の調査研究等のため設置されるもので、国保財

政運営部会、収納率向上部会、医療費適正化部会、事務標準化部会の４つの部会があり、市町の国

保担当課職員、国保連合会職員及び県医務国保課職員で構成されております。 

 三重県市町国保広域化等連携会議及びその下部組織である作業部会の会議の公開等、情報公開で

ございますが、県が主催する会議でありますことから、同会議の事務局である県医務国保課に確認

しましたところ、連携会議及び作業部会は、県と他の機関等の連絡調整等、意思疎通を図ることを

目的として設置された連絡調整会議に位置づけられ、公開対象とはしていないとのことでございま

した。 

 また、情報公開につきましては、公文書の公開請求があった場合は、県情報公開条例の規定に基

づき、適切に公文書を公開することとなるとのことでございました。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 納得できませんね。要するにここで決まるんですよ。単に連絡調整やないんですよ。ここで決ま

っていくんですよ、これ。決まってから我々は知るんですか。おかしいでしょう、そんなことは。

議論する過程でいろいろな意見が反映されて決めるべきでしょう、やるなら。そういうこともしな

い、公開もしない、情報も出さない、決まりました、これでいきますって、こんな話では到底納得

できませんよ、これは。それとも、そういうことを公開すると都合の悪いような議論をしているわ

けですか。 

 これはやっぱりきちっと市長、言うてくださいよ。公開をすべき、その途中であっても、市民な

り、議会なり、意見がちゃんと反映できるような、そういう仕組みにすべきだと。この点について

は市長、ぜひ物を言っていただきたいと思いますが、どうですか。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 意思形成過程の情報について、可能な限り公開されることが必要であるというふうに思いますが、

これは県が主催される会議でございますし、複雑な課題を整理いただいておるものというふうに思

います。 

 ただ、市につきましては、その会議の公文書の請求等がございましたら、情報公開の条例に基づ

きまして、連携会議の資料等は公表させていただきたいというふうに考えておるものであります。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 
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○１６番（服部孝規君登壇） 

 市に請求をすれば、市の職員が出ている連携会議の資料は公開されると、こういうふうに理解を

したいと思います。 

 次に移ります。時間が残り少なくなりました。 

 次の問題は、川崎小学校の校舎改築工事（建築工事）における談合情報への対応についてお伺い

をします。 

 川崎小学校校舎改築工事の建築工事については、５月２７日に入札が予定されていたところ、前

日に談合情報が市役所に寄せられたということで、この日の開札を延期したということが新聞で報

道されておりました。そこで、まず入札の前日に寄せられた談合情報の内容とその後の対応につい

て、経緯をお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 広森副市長。 

○副市長（広森 繁君登壇） 

 談合情報への対応につきましては指名審査会で対応いたしておりますので、私のほうよりご答弁

を申し上げたいと思います。 

 川崎小学校校舎改築工事（建築工事）でございますが、これにつきましては、条件つき一般競争

入札事後審査型ということで、５月２７日を開札予定日として公示をいたしましたが、開札予定日

の前日夕方に、川崎小学校校舎改築工事（建築工事）の入札においてＡ建設が予定価格の９７％前

後で落札する見込みであるとの複数の建設業者からの情報があり、これに関する記録があるとの電

話がございました。これを受けまして、亀山市建設工事等談合情報取扱規程に従いまして、対応を

行ったところでございます。 

 まずは情報提供者に対して情報の詳細を確認するとともに、開札を延期し、入札参加者に対する

聞き取りを実施することを決定いたしました。 

 次に、情報提供者に対して詳細を確認し、入札参加者に対する聞き取りを行った結果、談合の事

実は確認できなかったため、入札参加者に誓約書の提出を求め、入札執行後に談合の事実があった

ことを確認した場合には入札を無効にする旨を通知した後に開札を行いました。 

 また、開札後に積算内訳書の内容審査などを行い、問題がないことを確認して、落札候補者を決

定いたしました。 

 現在、仮契約の締結に向けて事務作業を進めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 大体経緯はわかりました。 

 ６月３日付で各議員に財務部長から文書がありました。そこには、談合の事実は確認できません

でしたと書かれていました。 

 市の談合情報取扱規程というのがありますよね。この規程の第６条には事情聴取の実施が規定を

されて、８条では談合の事実があったことを確認した場合の報告が規定をされ、９条では談合の事

実があった場合の対応の決定が規定をされている。１０条には談合の事実がなかったことを確認し
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た場合の報告という、こういう規定がされております。つまり、今回のような入札執行後、談合情

報が寄せられた、こういう場合には、事情聴取をした後、談合の事実がなかったことを確認した、

この場合は開札すると、こういうふうになっているんですね。 

 ところが、先ほど言いましたけど、微妙な言い方ですけれども、財務部長の文書は、談合の事実

は確認できませんでしたと。つまり、あったかもしれませんが、私は確認できませんでしたと、こ

うとれるんですよ。 

 ところが、取扱規程にははっきりと、談合の事実がなかった場合はと書いてあるんですよ。この

違いは一体どういうことなのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 答弁を求めます。 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず入札参加者への聞き取りにおいて、談合の話し合いを行っている事実は確認できなかったこ

と、各社が協力会社への見積もりを徴収して適正に積算を行っていることが確認できたこと、情報

提供者への聞き取りにおいて、当初の提供情報を裏づけする具体的な証拠の提示がなかったこと、

以上の３点から談合の事実は確認できなかったと指名審査会で判断をしたものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 いやいや、私が聞いているのは、取扱規程は、談合の事実がなかったことを確認したら開札する

と書いてあるんですよ。ところが、あなたが出した文書は、談合の事実は確認できませんでしたと

書いてあるんですよ。なかったとは書いていないですよ。確認はできなかったと。あったかなかっ

たかわからんけれども、確認はできなかったと。この違いは何なのかと聞いているんですよ。どっ

ちなんですか。なかったから開札したのか、それとも確認できなかったから開札したのか、どっち

なんですか。 

○議長（前田耕一君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 積算内訳書の確認をする必要があるんだろうということもあって、積算内訳書の確認を行ってい

ないために、談合の事実はそれまでの状況では確認ができなかったというふうなことで述べさせて

いただいたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 結局、談合情報というのはいろいろな形で、いろいろな利害もあって寄せられるんですけれども、

その信憑性を確認するって本当に難しいというふうに思います。市の取扱規程の４条に、いわゆる

指名審査会ですね、副市長がトップの、これを招集して審査するということで、６つの項目を上げ

ていますよね。この６項目について考慮した上で信憑性があるかどうかを確認するんだというふう
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に書いています。 

 私、最初にこの通知をもらったときに思ったのは、談合情報が寄せられた時点で開札したら、談

合情報どおりに、例えばＡ社と今言われましたけれども、Ａ社に落札するという談合情報で、開札

したらＢ社であったというのだったら、これは明らかに信憑性なしということになるわけですよ。

ところが、開札をせずに事情を聞くわけですよね、まず亀山市のやり方は。そうでなくして、開札

をして、その情報と、それから実際のあれが合うのかどうか、例えば９７％という落札率まで言っ

ているわけですから、それが合うのかどうかということを開札してみればわかることじゃないです

か。それをやらないんですね。 

 やっぱりこういうことを考えてみると、たまたま三重県のを見つけたんですけど、三重県の建設

工事等談合対応マニュアルというのが去年の４月に改正をされてあります。今回のような、亀山市

のような、通報が開札前に、あける前にあった場合は、発注機関は開札までの手続を進め、そして

談合情報と開札結果を照合し、それから事情聴取するという。つまり、あけて中身を談合情報と照

らし合わせて、その上で事情聴取をするかどうかを決めるというのが、県のいわゆる談合対応マニ

ュアルなんですね。 

 やっぱりこれは亀山市よりも、私はすぐれているのではないかというふうに思うんですけれども、

亀山市のを読むと、とにかく事情聴取の後の対応について、取扱規程は、談合があった場合となか

った場合の２つに大きく、２つだけなんです、選択肢は。県は、その間に談合の疑いが払拭できな

い場合という、いわゆるグレーゾーンですね、そういうときの対応というのを３つ想定しているわ

けです。やっぱりこういう対応の仕方というのが要るんやないかなと。 

 今回もどうもはっきりしませんけれども、談合がなかったとは言い切れないけれども、聞く限り

では談合を確認できなかったと、こういうことですわね。だから、それはあくまでもやっぱりグレ

ーであろうというふうに私は思うんですけれども、やっぱりこういう亀山市のいわゆる談合取扱規

程ですね、これが平成１９年からずうっと改正されていないままなんです。この間、櫻井市長にな

ってからでも一般競争入札を導入したり、いろいろな形で入札制度が変わっているにもかかわらず、

この対応は変わっていない。だから、やっぱりこういう問題が出たときに、こういうような問題が

出るのではないかなと私は思うんですけれども、このままでいいというふうに考えてみえるのか、

それともやっぱりこれは見直しをする必要がある、取扱規程を見直しする必要があるというふうに

考えてみえるのか、これは市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 市発注工事の入札に係る談合情報がありましたのが、平成２３年以来ということになります。現

行の規程におきましても運用上に大きな問題があるとは考えておりませんが、亀山市建設工事等談

合情報取扱規程は平成１９年に新規制定をされました。その後、２度の改定を経ておるわけではご

ざいますけれども、いずれも組織改正に関するものでございまして、手順であるとか判断基準など

については変わっていないわけでございます。その間に入札方式も多様化して、入札実務の手順な

どについても変化をしてきておるのは事実であろうかというふうに思います。さらに適正で円滑な

入札を執行するために、改善すべき箇所があれば適切に対応したい、あるいは規程の見直し等につ
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きましても検討したいというふうに考えておるものであります。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 もう１点、これは指名審査会の会長、副市長にお聞きしたいんですけれども、県の対応マニュア

ル、これと亀山市との比較で、やっぱりこういう点は非常にすぐれておるなとか、そういう部分が

あればお聞きをしたいと思うんですけれども、亀山市との比較で、多分文書も見ていただいておる

と思いますけれども、その点、県のいわゆるこういうマニュアルをどういうふうに見てみえるのか、

評価してみえるのか、この点をお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 広森副市長。 

○副市長（広森 繁君登壇） 

 県のほうで、先ほどもご質問ございましたように、談合の疑いが払拭できない場合といった条項

も県のほうでは設けられているところでございます。ただ、この点につきましては、国土交通省の

対応マニュアルも亀山市と同様に談合の事実があったと認められる場合と認められない場合、２つ

に分けて対応を行っておりまして、これまで当市における談合情報に関する対応を振り返ってみま

しても、特に問題はなかったように思っているところでございます。 

 ただ、談合の事実があったと認める場合というのは、本当に現実的になかなかないというふうに

思われますので、払拭できない場合、グレーゾーンの場合でございますけれども、こういった場合

もあるかと思われますので、今後の見直しの課題ということで認識をしているところでございます。 

 また、開札の有無でございますけれども、現在では談合情報がありましたら中止をしたところで

ございますけれども、県においては開札を続けておるということでございますので、開札をするこ

とによりましても新たな事実といったものがわかることもございますので、談合情報により入札、

開札を進めるか否かにつきましても、今後の見直しの課題というふうに認識をしているところでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 入札問題は、常にやっぱり動く問題やというふうに思います。新たな対策を講じたら、それに対

してもう１つ違うやり方をしてくる。それに対してもう１つ違う対策を打たなきゃならんというよ

うな、こういうことの繰り返しだというふうに思いますので、ぜひ今回の談合情報、私はこれはど

ういうものなのかはわかりませんけれども、少なくともこういうことを機会にして、亀山市の対応

の仕方、それからその対応の規程ですね、これ自体をやっぱりぜひ、市長が言われたように見直し

をしていただきたいと思います。 

 やっぱり今の亀山市がやっている入札制度に対応できるような、そういうもの、例えば今やと郵

便入札ですかね。県は電子入札だから開札が可能やというようなことも聞きましたけれども、そう

いうことも含めて、大きな工事については、小さな業者のところまで電子入札にすると大変なこと

になりますけれども、大きな企業が参加するようなところであれば、十分電子入札ということも可
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能になりますし、そういうことも含めてやっぱり検討する必要があるんじゃないかなあというふう

に思っています。 

 今回、談合情報への対応に絞って質問をさせていただきました。私は常々入札問題についてはい

ろいろと関心もありますし、いろいろここでも質問をしてきたわけですけれども、今回は談合情報

への対応に絞って質問をさせていただきました。 

 次の機会には入札制度そのものを一度取り上げて質問をしたいということを申し上げて、質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 １６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時５２分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時０３分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、９番 森 美和子議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 公明党の森 美和子でございます。 

 一般質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、４月に起こりました平成２８年熊本地震で被災されました皆様にお見舞い申し上げ

ます。 

 今回は大きく２項目について質問します。答弁もよろしくお願い申し上げます。 

 熊本地震によって自治体における防災対策がさらに問われております。そこで、今回、今後第２

次総合計画を策定していくに当たり、亀山市の防災・減災の考え方を問うていきたいと思います。 

 まず初めに、皆様にお配りをした資料をごらんください。平成１９年、亀山市で震度５強の地震

が起こったときのものであります。本来であれば、私はその当時の新聞を持っておりましたので、

それをお配りしたかったんですけど、著作権の問題で、それは行政側のほうから提供された写真と

なっております。正確には２００７年、平成１９年４月１５日午後０時１９分ごろ、三重県中部を

震源とするマグニチュード５.４、亀山市で震度５強の地震でした。この地震より１０年目、まだ

まだ私たちにとっては記憶に新しいと思いますが、多門櫓の石垣が崩れたり、堤防に亀裂ができた

りと、市内でも大きな被害が出ました。 

 議員になって半年ほどでしたが、このことがきっかけで私は防災士の資格を取り、地域の中でも

意識啓発の活動を続けております。ただ、防災・減災の継続した啓発の難しさも痛感をしておりま

す。 

 亀山の地震から３カ月後の７月に新潟県上中越沖地震、震度６強、２００８年６月岩手宮城内陸

地震、震度６強、２０１１年３月東北地方太平洋地震、いわゆる東日本大震災、震度７、２０１６

年、ことしの４月熊本地震、１４日と１６日で震度７という地震が起きております。 

 調べましたら、平成１９年の亀山の地震後で震度５以上の地震は、ことし４月の熊本地震まで１
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２６回起きております。改めて南海トラフに対する備えと、亀山市全体で再認識していかなければ

ならないと強く思いました。 

 そこでお伺いをしたいと思います。 

 今回の特徴としては、震度７クラスが連続で２回も起きていることであります。熊本県は、災害

時に国などから救援物資を受け入れ、各地の避難所に分配する広域防災拠点として県消防学校のほ

か３施設を設定しておりましたが、地震による施設損壊で物資の受け入れが不可能になり、急遽県

庁で対応するなど現場に混乱が生じたほか、前震、本震ともに震度７を記録した益城町に加え、大

津町、宇土、八代、人吉の各市は、損壊などを理由に庁舎を閉鎖されました。 

 今回の熊本地震で庁舎が損壊したとの報道を聞かれ、市長の率直な感想というか、感じられたこ

とをお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 ９番 森 美和子議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 森議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まずは、熊本地震におきましてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、

被災地の皆様にお見舞いを申し上げたいと存じます。 

 さて、さきの熊本地震 においては、今ご指摘のように観測史上初の想定外２回の震度７の破壊

力に大きな衝撃を受けたところであります。 

 また、地域の災害拠点となる自治体庁舎や病院に被害や支障が出ている現状は、極めて深刻だと

受けとめておるところであります。 

 とりわけ宇土市役所初め５市町の庁舎については、財政難などから耐震性の強化がおくれたこと

などが指摘されておりますが、電算システムが使えないことなどによる市民並びに行政機能の混乱

は、憂慮する事態だと拝察をいたすものであります。 

 また、熊本市民病院などの医療拠点におきましても、現耐震基準を満たしていないというのは論

外ではありますが、電気、水道、ガス供給に問題が生じて患者の受け入れや診療の中止に至ったと

いうことなどは、他山の石にしなければならないというふうに率直に感じておるものであります。 

 本市といたしましては、現在まで庁舎を初め公共施設の耐震化、市民・行政情報の分散化などの

取り組みを進めてきておりますが、この熊本地震を経て、いま一度防災対策の重要性、防災拠点と

しての機能性等について調査・検証する必要があると感じるものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 市長の感想というか、感じられたことをお聞きしました。 

 本当に極めて深刻な事態だなと思いました。市長の口から想定外というお言葉がありましたが、

もはや想定外はないと考えていかなければならないほどいろんなことが起きてくるんだなあという

ことを痛感しております。 

 市長が触れられましたように、亀山市は平成１８年から１９年にかけて８,７００万ほどかけて
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庁舎の耐震化を行っていますが、平成２６年３月に提出をされた亀山市公共施設白書によりますと、

市役所が建設されたのが昭和３３年から５４年、東西南北で年代が違うみたいですけど、南棟で築

後５８年、西庁舎で４９年となっております。この建物の耐用年数は５０年。 

 ２点目としまして、耐震化をされましたが、防災拠点として機能するのか、伺いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 耐震補強工事をしているが、防災拠点として機能できるのかというご質問でございますので、私

のほうでお答えをさせていただきます。 

 市庁舎につきましては、一番古いもので本庁舎南棟が、この棟でございますが、昭和３３年に建

設され、既に５８年が経過しております。また、昭和５６年に建築基準法が改正されたことにより、

それ以前の建物が現行の耐震基準に適合しなくなったことから、平成１６年度に庁舎の耐震診断を

行ったところ、耐震指標、Ｉｓ値でございますが、０.６を下回っていたことから、議員おっしゃ

られたとおり平成１８年度、１９年度に約８,７００万円をかけて耐震補強工事を行ったところで

ございます。 

 市庁舎については、防災拠点であることを踏まえて、Ｉｓ値０.６の基準に対して、建物の重要

度を考慮し２５％増しの０.７５以上とし、さらにコンクリート強度が弱い本庁舎南棟と西庁舎に

ついては、さらに１.１倍増強した０.８２５を基準として耐震工事を行ったところでございます。

このことから、防災機能を持つ庁舎として対応できるものと考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 この答弁は、平成２７年３月の尾崎議員の答弁と同じだなあと思います。 

 では次に、平成２０年に提出をされました亀山市新庁舎建設基本構想には、今後も劣化を含めた

耐用年数、耐震震度などを考慮すると、市民の防災拠点としての市庁舎に求められる高い耐震性能

を確保することは非常に困難であると課題問題点で指摘をされております。今は存在しない構想で

すし、櫻井市長が市政運営をされる以前のものですが、当時庁内で議論されたことは現状と違って

いるとは思えませんが、当時と認識が違うのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 新庁舎の建設を行う場合におきましては、地震等の災害発生時に機動的に対応できる機能を初め、

行政機能を今以上に保持できるように高い耐震機能や防火性能を備えた庁舎にいたしたいという考

えに変わりはございません。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 認識は違ってはいないということで確認をさせていただきました。 
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 では、そのもしものときに備えて、この庁舎は耐震化をされておりますが、今回熊本のほうで起

きたように２回も続けて大きな地震が起きたときに、本当に対応できるのか。もうこれは想定外と

は言えない状況でありますので、そういった状況の中で、本当に今回、今部長が答弁をされました

状況が可能なのかどうかということは非常に不安でなりません。もしものときに備えて代替拠点を

決めておく必要はないのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分危機管理局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 代替拠点ということのご質問ですので、危機管理局からお答えしたいと思います。 

 私ども亀山市地域防災計画によりますと、本庁舎の代替地といたしまして消防庁舎ということで

書かせていただいております。災害状況においては、いろんなケースがあるわけでございますが、

計画上は消防ということでご理解願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 消防庁舎を代替拠点という形で言われました。 

 第２次総合計画の中間案が議会に示されましたが、活用すべき経営資源の弱みとして、本庁舎や

消防本部など、災害対応拠点となる公共施設の耐災害性が高くないとされていました。 

 答弁された消防本部さえ災害対応拠点としては課題があるということが示されておりますが、そ

れに間違いないのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほど私から答弁させていただきましたのは、亀山市地域防災計画上の２カ所目が消防本部とい

うことでご理解願いたいのが１点。 

 それから、先ほど議員申されましたように、いろんな想定がございます。そういったものを一つ

ずつ整理した中で拠点を決定しなければならないと思いますが、あくまでそういった決定も含めて

災害対策本部が中心となって、亀山市本体の行政機関がどのような継続性を担保できるかというこ

とを考えていかなければならないと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 今までの議論を総合しますと、私としてはやっぱりこの庁舎に対する不安は拭い切れませんし、

これ偶然とかということで片づけられませんけど、この東海地震、南海トラフが来るであろうとい

うところを避けて今多くの地震が周りで起こっております。ということは、もういよいよ南海トラ

フに対する対策は強化していかなければならないと私は考えております。 

 市長はずうっとこの庁舎建設に関して、市長が出馬されたときから、庁舎建設以外に取り組むべ

き課題が亀山市にはあるんだというふうにおっしゃってきました。そこにてこ入れを随分されてき
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たんだろうと思います。 

 この熊本の現実を見たときに、今後やっぱりこの庁舎の建てかえの判断をしていく必要が私はあ

るんではないかと感じます。この庁舎建てかえの判断はいつされるのかについてお伺いをしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、このたびの熊本地震では我が国の観測史上初めてとなる震度７連

続２回の破壊力ということは、国民並びに国、地方自治体、さらには学会など、多くの関係者にと

って衝撃を与えるものでございました。 

 今日まで本市は、本庁舎に関して国の現耐震基準に基づく耐震補強等の対応を行っておりまして、

従来の知見の範囲においては、耐震性の確保はできているという中で政策判断はいたしてまいった

ものであります。 

 しかしながら、さきの熊本地震による新たな知見、教訓を持って、いま一度防災拠点としての機

能性について検証する必要があると考えるものでございます。 

 今後、国の耐震基準等に関する議論も加速をしていくというふうに思われます。新しい知見をも

とに、改めてこれを注視していくということと、庁舎のあり方につきまして、その新しい知見を持

って検討する必要性を感じておるところであります。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 市長が当選をされてこの方、多くの議員が庁舎建設に関して質問をされてきました。私もそれを

ずうっと聞かせていただきながら、やっぱり市長がおっしゃるような取り組むべき優先課題という

のも随分亀山市にもありますし、だけどやっぱり先ほども申しましたように、状況が随分変わって

きたということだけは認識をしていただいて、検証する必要があるというふうなお言葉でしたが、

しっかりと決めていく。市長の何か皆さんとの議論を聞くと、議員側がかたくなに庁舎を建てかえ

よという議論と、市長がしないという議論がすごい固まった議論のような形が感じるんですけど、

そうじゃなくて、市長の発する言葉が市民の安心につながるということも、市長、しっかりと認識

をしていただきながら、検証するとおっしゃったんですが、対応をとっていただきたいと思います。 

 今後、第２次総合計画を策定されていきますが、これが位置づけられていくのか、そこの点につ

いてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今、ご指摘も含めて、私自身の問題意識を申し上げたところであります。 

 現在、総合計画の策定過程にありますので、それらを踏まえて、早急に検証し判断をしていく必

要があるというふうに現時点で考えておるものであります。 

○議長（前田耕一君） 
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 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 しっかりと前に進めていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 発災後、被災者は生活再建に向けて動き始めます。そのときに必要になってくるのが罹災証明書

です。見舞金や義援金の給付、貸付金の申し込み、税の減免、公共料金の減免、仮設住宅等生活再

建には欠かせないものです。 

 平成２３年６月、私はこのことに関して被災者支援システムの導入をしてはどうかという質問を

しました。このシステムについては、住民基本台帳のデータをベースに、被災者台帳をつくって、

家屋の損壊、避難先、犠牲者の有無、口座番号、罹災証明書の発行状況など一元的に管理するもの

であります。 

 例えば被災者が義援金を受け取るために必要な罹災証明書の発行には、住民基本台帳、家屋台帳、

被災状況、それぞれ照合する必要がありますが、現行ではこれらが別々に存在するため発行に手間

取り、窓口に長蛇の列ができるほど被災者の方々をお待たせする状況が考えられますが、このシス

テムだとデータの一括管理によりスムーズな発行業務につなげられると言われております。現に今

回の地震に関しても、長蛇の列ができたという報道もされておりました。 

 当時の答弁では、研究していくということでしたが、５年たって被災者支援システムの導入の現

状をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほど議員申されましたように、被災者支援システムの導入につきましては、このたびの熊本地

震に関する対応ということで情報収集をさせていただく中で、罹災証明の発行事務等においてＮＴ

Ｔ東日本から提供された被災者生活再建システムが使われていることを知り、過日当該システム担

当者に来庁いただき、導入に関する問題点等の把握に努めた次第でございます。 

 また、議員先ほど述べられましたように、西宮市で情報センターが運営主体でございます被災者

支援システム全国サポートセンターにも問い合わせをいたしまして、システムの特徴、加入団体数、

経費、また職員研修の進め方など確認をしております。 

 今後、当該システムそれぞれあるわけでございますけれども、亀山市として導入に関する問題点

を整理し、検討をしてまいりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 ２３年に質問をさせていただいたときに、研究するという答弁でありました。本当に研究してい

ただきたいなと思いながら質問をさせていただいたところ、今の局長の答弁ですと、この熊本の地

震を機会に情報収集に動かれたということでありました。５年たっております。５年間の間に、も

しこの南海トラフが来ていたらと思うとぞっとします。亀山市民を大変混乱されている中でお待た

せをする。そんな状況をつくっているということ、本当に恥ずかしいなと思いますので、ぜひ早く
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このことは取り組みをしていただきたいと思います。 

 少し、私、別に西宮の被災者支援システムを導入してほしいという思いで言ったわけではなくて、

やっぱり市民の方が被災をされたときに大変な思いをされるということですので、多分きょうの私

のフェイスブックを見ていますと、この熊本地震によっていろんなところが動いているということ

も載っておりましたし、全国で西宮を発信としてさまざまなシステムが開発されているんだろうと

思います。そこに目を向けながらやっていく必要があるんじゃないかなあと思いますので、ほかの

ことを言おうと思いましたけど、そのことだけ申し上げておきたいと思います。 

 次に移ります。 

 ＢＣＰ（事業継続計画）の策定状況についてお伺いをしたいと思います。 

 事業継続計画とは、災害時に行政みずからも被災をし、あらゆる資源に制約がある状況下におい

て、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源

の確保等をあらかじめ定める計画をいいます。これも同じ２３年６月の質問をさせていただきまし

たので、その後についてお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 想定外の災害や火災などが発生した場合に、被害の軽減と行政機能の維持を図るための指針とな

ります業務継続計画の策定につきましては、実効性ある計画として本年度中に策定する予定でござ

います。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 残念なことにＢＣＰが策定されている自治体は、昨年１２月時点で３６.５％にとどまっている

ということも聞いております。 

 熊本でも、本庁舎を使えなくなった５市町のうち、益城町と宇土、人吉の両市は、この計画を策

定していませんでした。益城町の役場は、町の保健福祉センターに仮住まいをし、家屋など被害を

受けた住民が公的支援を受けるために必要な罹災証明書の受け付けが始まったのが、最初の地震発

生から１７日たったときだったと言われています。一方で、計画を事前に策定をしていた大津町は、

計画に基づき、別にバックアップしておいたデータを活用して、住民票の発行など、すぐに再開を

できたと言われております。 

 今、部長が答弁をされていた答弁は５年前の答弁と全く一緒で、実効性ある計画を、職員も被災

する可能性があるため、実効性ある計画を策定していきたい。５年たってもできなかったというこ

と。もう本当に情けないなあと思います、もう本当に。ぜひことし中に策定をお願いしたいと思い

ます。昨年、内閣府からも作成ガイドも示されておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと

思います。 

 次に移ります。 

 災害時要援護者の避難支援についてお伺いをしたいと思います。 

 災害時要援護者とは、災害時の一連の行動をとる際に支援を要する人々のことで、高齢者、障が
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い者、要介護者、乳幼児、妊婦、外国人をいいます。 

 平成１８年、災害時要援護者の避難支援ガイドラインでは手上げ方式での名簿作成でしたが、平

成２５年の災害対策法の改正によって自治体の名簿作成が義務づけられたと思います。 

 当市の避難行動要支援者名簿、これ名前が変わったようなんですけど、名簿の策定状況について

お伺いをしたい と思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 亀山市地域防災計画におきまして、先ほど議員述べられましたように、災害時要援護者という定

義を持たせていただく中で、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等々を定義づけまして、その方々

に配慮したまちづくりを進めることとしております。 

 現在、亀山市災害時要援護者サポート事業実施要綱を定め、災害時要援護者の避難支援を図るこ

ととしており、台帳整備については健康福祉部地域福祉室が担当をしております。平成２８年４月

１日現在でございますが、５,６７１名の登録者があることを確認しております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 ５,６７１名登録をされているということで、以前は手上げ方式で載せてほしいという方を載せ

ていたんですけど、この５,６７１名というのは要援護者全員の名簿になるのか、その点について

お伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 この名簿５,６７１名ですけれども、先ほど議員おっしゃいましたように、平成１８年３月、災

害時要援護者の避難支援ガイドラインというのが示されておりまして、それを受けまして２５年ま

での変遷があるわけでございますが、途中平成２３年に東日本大震災が起こりました。その教訓を

生かした中で、手上げ方式からそれぞれの定義づけの方々を登録すべきではないかということで、

災害対策基本法第４９条の１０により義務づけられ、それぞれの所管の室で確認をしているところ

でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 全員なのかどうかというのを聞いたんですけど、この人数が。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 申しわけございません。ただいま申し上げましたような定義をもちまして、全員の方々が登録者

ということで確認をしております。 
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○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 わかりました。 

 次に、全体計画と個別計画の策定状況について伺いたいと思います。 

 全体計画は、要援護者対策の基本的な方針で、要援護者の対象範囲とか、要援護者についての情

報収集、共有の方法など、災害時 要援護者対策の取り組み方針を明らかにしたもので、個別計画

とは、個々の要援護者ごとに避難支援者との関連づけ等明らかにした具体的な計画で、それぞれ個

別につくっていくということですが、これは私が平成２１年に質問した折、全体計画については、

平成２１年、今年度中の策定と答弁をされておりましたし、個別計画についても順次行っていくと

の答弁でした。現状についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 全体計画、個別計画でございますけれども、平成２１年度にご答弁させていただく中で、私ども

の整理といたしましては、亀山市災害時要援護者サポート事業実施要綱というものに事業展開を図

りまして、その中で全体計画を平成２１年の踏襲するような形、また個別計画というのは、それぞ

れこの要綱にもたらされて協定等を締結した地域団体の中で事業実施計画、また個別計画へと展開

できるよう地域福祉室と危機管理室共同で進めております。 

 今日までの状況なんですけれども、こんな制度設計が先ほど来、るるあるわけなんですが、それ

に呼応する形で要綱等を整備しております。 

 ただ、実行性、先ほど来、るるお話ございますけれども、やはりモデル地区というような形を持

たせていただく中で、皆さんに見ていただくような環境を整えないとということで、２地区ほど昨

年度事業の説明を行ってまいりました。しかしながら、なかなか制度設計等まで至っていない状況

下でございますので、そちらのほうを引き続き現場に出向いて説明をさせていただくことと同時に、

皆様方ご承知のように、本年度は市内２２全てにまちづくり協議会が設立もされてございます。そ

ういったものに関しまして、当該協定の締結から全市的に事業の展開が図れるよう取り組んでまい

ることとしております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 局長が言われたように、本当にさまざまな災害が起きる中で、災害対策基本法も改正をされてお

りますし、そういった中で、先ほどご答弁されたように亀山市におきましても２２のまちづくり協

議会も発足をされて、本当に全体計画にしても個別計画にしても、地域の人たちのお助けがなけれ

ば多分機能していかないことだと思います。災害というのは、いつ起こってくるかわかりませんし、

この全体計画とか個別計画を立てながら、それが地域のつながりを強固なものにしていくんであれ

ば、これはすごいことだなあと思いますので、ぜひしっかりと、なかなか難しいというふうにおっ

しゃったのもよくわかります。地域の中で防災の啓発活動をさせていただいていても、自分自身、
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私たちも本当に継続することの難しさとか、訴えても訴えても刺さっていかないというそういうジ

レンマに本当にさいなまれながら、それでも一歩ずつ前に進んでいかなければならないという思い

の中でさせていただいておりますので、市民を守る本当に大事な、特にこの要援護者というのは弱

い立場の人たちですので、しっかりと取り組みをしていただきたいと思います。 

 次に、自力避難が困難とされる要援護者情報の消防本部との情報共有の方向性についてお伺いを

したい と思います。 

 群馬県前橋市で、消防の情報通信システムに要援護者情報を反映させることで、災害弱者と言わ

れる人たちを守る体制を整備したとの新聞報道がありました。記事では、市の福祉部との情報共有

で、高齢者と障がい者など約９,０００件の情報を反映。これによって指令センターと各車両に搭

載されたモニターの地図上に要援護者がいるかいないかがわかるマークが映し出され、災害時、一

目で判別ができるというふうに書いてありました。 

 １点目、亀山市でも要援護者情報を現在の消防の持つシステムに落とし込むことは可能なのかど

うかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 服部消防次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 私ども消防本部のシステムに要援護者の情報を入れることができるかとのご質問でございます。 

 ご質問の災害時要援護者として該当される方の情報につきましては、現在のところ消防本部とし

ては把握をしておりませんが、関係部局との連携により情報を共有することで、通信指令システム

への登録は機能的には可能でございます。 

 なお、車椅子が必要な障がいのある方９０件、聴覚障がいのある方７７件、緊急通報システムを

利用されている方２０９件、救急医療情報キットを利用されている方９７３件、合わせまして計１,

３４９件につきましては既に当システムに登録済みとなっております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 既に１,３４９件は中に入っているということで、お伺いをしました。 

 では、２点目に情報共有の方向性についてお伺いをしたいと思います。 

 前橋市では、高齢者と障がい者などの約９,０００件の情報のほかに、自治会や民生委員などの

協力で災害時要援護者の申請と情報共有の同意を進め取りまとめた情報に関しては、今年度中にシ

ステムに反映をされると書いてありました。大規模災害に限らず、火災等にあっても、その周りに

要援護者がいることが一目でわかるということは利点があると思いますが、市の方向性についてお

伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほど消防次長がご答弁されましたように、５,６７１名中の千三百何がしということを確認い

たしました。 
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 今後におきましては、市全体の減災に向け、福祉部局、消防本部との連絡を図りつつ情報共有を

図り、災害時要援護者避難支援を考えていくべきであろうと考えております。 

 ただ、この問題点が５,６７１名から１,３００ということで、まだかなり数字的には離れており

ます。よく名簿のお話をしますと、プライバシーの問題とか、個人情報保護というようなことを先

におっしゃる方が近年多うございますが、やはり先ほど議員申されましたように、災害時の要援護

の中で市全体として生き残りをかけた施策であることを強調しつつ事務を進めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 ぜひ進めていただきたいと思います。災害時要援護者といいましても、先ほど言いましたように

乳幼児や妊婦、外国人も含まれておりますので、なかなか妊婦さんも出産して１年ほどたてばもう

職場復帰されたり、そういった状況の中で変化がある部分と、それからまた高齢者で認知症になっ

たとか、要介護者になったとかという加わる部分もあろうかと思いますので、しっかりとまたこの

システムに落とし込めるような形をとっていただきたいと思います。 

 じゃあ次の大きな２点目に移らせていただきます。 

 食べられる食品が捨てられている、食品ロス問題について市の認識と取り組みを問うとしました。 

 食品ロスとは、食べ残しや賞味期限切れなどで、本来食べられるのに捨てられてしまうものです。 

 国連食糧農業機関によりますと、世界中で１日に約４万人以上が飢餓により命を落としている一

方で、地球全体の食料の約３分の１となる１３億トンが無駄に廃棄されていると言われております。

実際昨年９月に国連で採択された２１世紀の国際社会が目指すべき新しい共通目標、持続可能な開

発目標の中で、２０３０年までに世界全体の１人当たりの食品廃棄物の量の半減と、食品ロスの減

少を達成することが上げられております。 

 とりわけ日本では、年間６４２万トンという膨大な量の食品ロスが発生しております。これは、

国連が食糧難に苦しむ人々に援助している総量約３２０万トンのおよそ２倍に当たります。そして

残念なことに、半数の３１２万トンは家庭から出ていると言われています。 

 そこで、市の食品ロスについての認識についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 食品ロス問題でございますが、その定義は、今議員おっしゃいましたように食べられる状態であ

るにもかかわらず廃棄される食品のことで、小売店での売れ残りや期限切れ、製造過程で発生する

規格外品や、飲食店、家庭での食べ残し、食材の余りなどが主なものとされております。 

 今議員おっしゃいましたように、日本でも年間６４２万トンということでございますが、これに

ついては国民１人１日に換算しますとおよそ茶わん１杯分の御飯に相当するというふうに言われて

おりまして、これも議員おっしゃいましたが、そのうち半分が一般家庭から出される食べ残しや大

根の皮の厚むきなど食べられない部分を除去する際に過剰に除去した部分、あるいは賞味期限切れ

などによる食品として使用、提供されずに食べずに捨てる直接廃棄などによるものとされておりま
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す。さらに、食べ残した理由や食べ残した料理を廃棄した理由は、その大半が料理の量が多かった

り食べる見込みがなかったということによるものとされております。 

 さらに一方で、食品ロスの大部分が生ごみとして処理されますが、生ごみの約８０％が水分と言

われており、水分をたくさん含んだごみを処理するためには多くのエネルギーが必要となり、ごみ

処理費用への影響や環境への負荷も避けられないところでございます。 

 このようなことから、一人一人が自分の食べることができる量を知り、もったいないという気持

ちを持って食卓や外食時などさまざまな場面で適量な食事に心がけ、食べ残しを減らすなどの意識

改革を高めることが必要であるというふうに認識しておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 ２点目としまして、４月から始まった政府の第３次食育基本計画では、食品ロスの削減のために

何らかの行動をしている人をふやすことを柱としております。子供がやる気になれば家族への波及

効果が期待できるという点もございます。 

 亀山市でも食育推進・健康増進計画の次期計画を策定していきますが、食品ロスの位置づけをさ

れていくのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 内閣府は、食育基本法に基づきまして２０１６年５月に第３次食育推進基本計画を策定しており

ます。この計画には、先ほどおっしゃったように、残飯などとして廃棄される食品ロスを削減した

りすることなどが新たな項目として盛り込まれたところでございます。 

 市が計画を策定する場合には、この食育推進計画を基本として策定することが法律で求められて

おりますので、今年度策定する市の食育計画にも、この項目についても反映する必要があるものと

考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 じゃあ次に移ります。 

 学校や幼稚園、保育所など、教育施設における学校給食や食育環境教育は、従来より行っていた

だいておりますが、現状と、本来食べるのに捨てられてしまうという食品ロス削減のためという啓

発を展開すべきだと思いますが、その現状についてと、この食品ロスについての何か取り組みがあ

れあればお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 大澤教育次長。 

○教育次長（大澤哲也君登壇） 

 学校、幼稚園における取り組みでございますけれども、教育活動における食育は、正しい食生活

を営む知識や行動を学び、健康な心と体を育む重要な指導であり、家庭への啓発にもつながってい
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くものと考えております。 

 小・中学校におきましては、各学校が定める食に関する指導の全体計画により、学年に応じて正

しい食生活、地産地消のよさや仕組み、自然の恵みに感謝し残さず食べることなどを学習するほか、

給食もその指導、啓発の場面となっております。 

 給食における残菜につきましては、個々に食べる量を加減するなど必要な配慮を行うとともに、

偏食の改善に向けた対応や指導を行ったり、児童・生徒みずからが給食の残食チェックに取り組ん

だりしてございます。 

 また、幼稚園につきましては、いろいろな食べ物を知る、好き嫌いなく食べることの大切さを知

る、個々に応じた量を残さず食べるなどの年齢に応じた目標を定めまして、園だよりなどを通して

継続的な啓発を行い、園と家庭が協力して指導に取り組んでおるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 伊藤子ども総合センター長。 

○子ども総合センター長（伊藤早苗君登壇） 

 食品ロス問題について、まず保育所等における給食調理につきましては、給食材料について当日

納品、当日使用を原則としていることから、腐敗や期限切れで廃棄するようなことは基本的にはあ

りません。 

 次に、子供に対する食の指導としましては、給食において食べ物の好き嫌いがある子供には、苦

手なものを少しずつでも食べられるように指導することで好き嫌いを克服できるように取り組んで

おります。 

 また、子供の年齢や食事量について個人差がありますことから、給食の量を調整するなど、給食

をなるべく残さない工夫をしております。 

 このことから、各保育所における給食の残渣は、１日当たりお茶わん１杯から３杯程度となって

おります。 

 また、保護者に対する啓発につきましては、買い過ぎ、使い忘れ等、食品を捨ててしまう原因の

紹介や無駄をなくす工夫として、計画的な買い物、保存方法、賞味・消費期限の確認などについて、

食への感謝の心とともに食育だよりで紹介しており、今年度についても同様の啓発を予定している

ところです。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 学校や幼稚園、保育所などでしっかり取り組みをしていただいておると思います。 

 先ほど申しましたように、食育基本計画の中で子供がやる気になれば家庭への波及効果が期待で

きるというふうに載っておりましたが、先ほど教育次長のほうからも、家庭への啓発にもつながっ

ていくというふうにご答弁いただきました。 

 なかなか震災のとき、東日本大震災のときにも釜石の奇跡の片田先生がおっしゃっていた、本当

に防災教育を学校で行っても、家庭に行くともうすっかり変わってしまうんやという、子供たちが

家庭に及ぼす影響というのがなかなか伝わっていかないということから、また命を落とされた方も

見えるというお話も聞かせていただきました。 
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 粘り強く本当にこういうことも、家庭への啓発という子供たちを通した啓発というのも大事にし

ていかなければならないなあと思いますし、先ほど環境部長がおっしゃったように、本当になかな

かこのもったいないという精神が失われているんじゃないかなというぐらい、これは私自身に、今

回の質問をさせていただくに当たって、やっぱり自分が率先してやらなあかんなということで、家

庭においても、あっ、期限切れになっていないかとかという意識が少し変わったというか、買い過

ぎないようにとか思うその気持ちが、本当に一つ一つが大事なんだなあというふうに思わせていた

だきました。 

 次に移ります。 

 市民、事業者が一体となった取り組みについてということで、一体ということも一つになってや

るということではなくて、足並みをそろえてやるということについてお伺いをしたいと思います。 

 地方自治体として初めて、京都市が食品ロスの削減目標を示しました。２０２０年までに食品ロ

スの発生をピーク時から半減させるとして、家庭で食材を無駄にしないための啓発活動などを展開

しております。調査によりますと、生ごみの種類を見ますと野菜の皮くずなど調理くずが５６％、

食べ残しが３９％、この食べ残しのうち買ったけど手つかずのものは２２％あったそうです。市独

自の試算で出た食品ロスは、４人家族で年間６万５,０００円の負担になると示してあります。非

常にわかりやすい調査結果だなあと思います。この家計の負担という明確な金額が示されることで、

損をしたくないという気持ちが市民に芽生え、意識啓発につながっていると聞いております。 

 また、長野県松本市では、宴会の食べ残しを減らすため、乾杯後の３０分と、終了前の１０分は

自席で食事を楽しむ３０１０運動を進めていると言われております。ぜひ亀山市でもしていきたい

なあと思います。 

 この市民、事業者が一体となった働きかけについてをお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず、市民、家庭における食品ロス削減に向けた取り組みといたしまして、食材を買い過ぎず、

また使い切って食べることや、賞味期限あるいは消費期限を正しく理解するなど、もう一度申し上

げますともったいないということを意識して、食品を無駄に捨てないよう日ごろの生活を見直すこ

とが重要であるというふうに考えております。 

 今も京都の数字をおっしゃいましたけれども、少し本市の場合古い資料になりますが、平成２２

年度に三重県が可燃ごみの組成分析調査を行っております。亀山市、四日市市、津市など、県内５

市で行っておりまして、集積場に出された可燃ごみのごみ質を重量比であらわしたもので、本市で

は厨芥類、いわゆる調理くずや残飯が一番多く、全体の３６.５％を占めておりました。さらに、

この厨芥類３６.５％のうち手つかずの未利用食品、開封しないまま消費期限が過ぎてしまったも

の、買い過ぎてしまったものなど、またもらったけど手をつけられなかったものなどが全体の６.

５％を占めていたということがわかっております。このため、家庭でできる食品ロス削減として、

必要な食品を必要なときに必要な量だけ計画的に購入するなどを啓発するほか、小学校４年生の場

合、総合環境センターのほうへ施設見学に来ていただいておりますが、給食などを残さず食べるよ

うに、その際呼びかけているところでございます。 
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 今後はさらなる取り組みといたしまして、事業者として、例えば飲食店における客のニーズに合

った質、量の食事の提供や余った食事の持ち帰りへの対応など、市民、事業者がそれぞれの立場、

場面で、まずは身近なところからできる行動を紹介してごみの減量と食品ロス削減に向けた意識改

革に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 亀山市も平成２２年に県の調査で出ているということでしたので、これが金額として出たらあり

がたいなあと思いますので、もしできるようでしたら、それも意識啓発につながっていくんじゃな

いかなあと思います。 

 現在、食品ロスに関しては、期限切れが迫った食品を引き取り生活困窮者へ無償提供するフード

バンクをＮＰＯが行ったり、桑名市では、ボランティアで行っている子供食堂も知られております。

未利用食品を生活困窮者や児童養護施設など、食品を必要としている人や施設に届けるフードバン

ク事業の支援を求め、この貧困対策だけでなくて食品ロス削減にもつながっていくと言われており

ます。 

 最後になります。 

 災害備蓄品の有効活用についてお伺いを したいと思います。 

 災害備蓄品については、期限切れが近づいていたものから有効活用されているというのは、私も

いろんな防災の講演会とか行かせてもらうといただいて帰ってきますのでわかっておりますが、ど

のような種類があるのか、備蓄品に。それについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 災害備蓄品につきましては、亀山市地域防災計画に明記されておりますように、人口の１０％の

避難者を想定し管理をいたしております。 

 品目といたしましては、アルファ米、乾パン、防災用クラッカー、生命のパン、保存水、それか

ら粉ミルクでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 今言っていただいたこの種類の中で活用していないもの、多分その賞味期限が切れると廃棄する

ものはないのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほどご答弁申し上げましたアルファ米類につきましては５年ということで、それぞれ防災教室

等で使っておりますことはご承知かと思いますが、廃棄となりますと粉ミルクを廃棄しております。 

○議長（前田耕一君） 
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 森議員。 

○９番（森 美和子君登壇） 

 この粉ミルクにつきましても、やっぱり先ほど言いました生活困窮とか、それからまた施設とか、

もしそういう活用ができるのであれば、廃棄をしてしまうということで済まさないで、やっぱりい

ろいろ方法を考えていただきたいなあと思います。 

 食品ロスというのは家計に負担をかける上、それから企業の利益率を下げるという、そういう要

因にもなりますし、ごみとして出されたものの処理費用は自治体の負担にもなります。先ほどおっ

しゃったとおりでございます。焼却処理でも、二酸化炭素を排出して環境負荷を与えており、あら

ゆる面でいいことがありません。本当に放っておけばごみですけど、活用すれば食料になりますの

で、そういった意識啓発をしっかりと市民と一体となって行政も取り組みをお願いして、私の質問

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 ９番 森 美和子議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ４時０１分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ４時１０分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番 豊田恵理議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、通告に従い質問をさせていただきます。 

 まず１番目に、平成２７年１２月定例会でも同じタイトルで質問をさせていただきましたが、再

度シティプロモーションについてお聞きしたいと思います。 

 昨年の１２月定例会で、亀山市の考えるシティプロモーションについて、企画総務部長や関支所

長、そして市長にお考えをお聞きしましたが、前回は主に観光担当である関支所長から答弁をいた

だきました。今年度は、国の進めるまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で行われるということで、

主に企画総務部に亀山市役所全体にわたったお考えをお聞きしたいと思います。 

 まず、今回亀山市が考えるシティプロモーションについてお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 ７番 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 先ほど議員からご指摘がありましたとおり、本市はシティプロモーションを本年２月に策定しま

した亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、重点プロジェクトの一つに位置づけたとこ

ろでございます。 

 本市が進めるシティプロモーションの目的は、本市の多様な魅力を強力にアピールしていけるよ

うシティプロモーションの方向性を定め、積極的な活動を展開することにより、若い世代の定住促
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進につなげるということでございます。 

 次に、プロモーションのターゲットでございますが、目的を若い世代の定住促進としております

ことから、若い世代、特に子育て世代を対象として取り組むこととしております。 

 次に、着地点でございますが、さきに申しました目的を掲げ、ターゲットを定めて効果的なシテ

ィプロモーションを行うことによりまして、最終的には亀山市人口ビジョンが示します２０６０年

におおむね５万人の総人口を確保する、こういったことにつなげてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 前回の答弁と比較させていただきますと、まず先ほどもおっしゃったようにターゲットを絞った

点、そして方向性、具体的に持っていきたい到着点など、随分具体的になったと思います。 

 前回の質問で私が繰り返し申し上げたのは、検証と結果を踏まえた次のステップ、つまり今まで

行ってきた取り組みに対することを検証できる方法の確立。その結果を踏まえて次に生かしていく

ことをすべきということを申し上げました。 

 これから行おうとしているこのシティプロモーションは、そういった検証と結果を踏まえている

のかどうか、またその手法について考えているのかどうかについてお聞きします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 これまで本市が進めてまいりましたシティプロモーションは、議員ご指摘がありましたように観

光を中心として行ってきたところでありまして、取り組んでまいりました事業としては、美しき日

本、伊勢亀山城、歴史を見詰めた城などの３本の動画を制作し、ホームページに公開をしておりま

す。 

 また、三重テラスにおいてＰＲイベントを開催し、平成２６年度、２７年度で５回を開催し、合

わせて１,４００人の皆さんに来場をいただきました。このイベントにより、亀山宿、関宿、坂下

宿の東海道３宿の存在や魅力、みそ焼きうどん、ローソク、亀山紅茶といった物産の紹介など、本

市の魅力を発信できたものと考えております。 

 さらに、マイタウンかめやまの特集番組をホームページにおいて５本を公開しており、昨年７月

から公開を初め、これまで合わせて１,３００回を超える再生回数があり、中には台湾、香港など

からの海外の方にも視聴をいただいておるところでございます。 

 これらの取り組みによりまして、本市の知名度向上と来訪者の増加など、一定の成果があったも

のと考えておりますが、検証といたしましては、情報発信の対象が広過ぎて誰がどう捉え、どのよ

うな影響を与えたか、こういったところが不明瞭な部分もあると存じます。 

 したがいまして、今回のプロジェクトにおきましては、これまでの成果、反省を十分に踏まえま

して、シティプロモーションの方向性を若い世代の定住促進に明確に定めまして、全ての部署がそ

の目的に向かい事業を推進できるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 
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 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 明確なご答弁いただきました。 

 次に、前回の質問で、これも何度も強調したことですが、市全体、そして市民の誰もが亀山市に

愛着と誇りを持ち、まちの魅力を理解してシティプロモーションに参加していることが重要だとも

申し上げました。それに対して企画総務部長、そして市長も同意であるということを伺っておりま

すが、そういった市全体で盛り上がる仕掛けというか、作戦というものはできているのかどうか、

お聞きします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 これにつきましては現在進めておるところでございますが、まず市に愛着を持てるものが集まっ

ていろんな企画をしていくということで、まずこの市が目指す目的等につきましては、職員がプロ

ジェクトチームをつくって、その目的を定めたところでありまして、また外部の委員等もつくらせ

ていただいて幅広いご意見をいただきながら、市に愛着を持っていただける方を集めてシティプロ

モーションの進め方を検討していきたいと。これにつきましては今後進めてまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 今後ということで、こちらについてはそれまでにしたいと思います。 

 次に、今回のシティプロモーションに係る予算についてお聞きしたいと思います。 

 資料でいただきました平成２７年度繰越予算内訳表がございますが、この項目の詳細についての

説明をお願いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 委託料の詳細な内訳でございますが、まずシティプロモーション戦略策定業務委託は、戦略策定

に加えましてシティプロモーション専用ホームページの作成とキャッチコピー及びロゴマークの作

成も含んでおりますが、合わせまして１,２９６万円、また専用ホームページ作成に関連して現ホ

ームページの修正委託に６０万円、行政情報番組の特集番組制作委託に１２６万３,０００円など

を計上いたしているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 シティプロモーション推進事業の中で、共済費とか賃金とかいろいろあってそれも教えていただ

きたかったんですけれども、特に時間もありますので、今委託料についての部分、全体で１,４８

２万３,０００円、ここの部分についてお聞きをしました。 
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 やっぱり見て思ったのが、かなり委託費が多いのですが、これはどこに委託するつもりなのか。

どこと言えないのならば、どういったところに委託するのかについてお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 全体の経費として戦略策定に係る委託料が随分高いというご指摘でございますが、この策定委託

につきましては、特に情報発信をしていく上でメディア戦略策定に重点を置いて行うものでござい

まして、どこへというまだ業者名等は申せませんが、客観的な視点で本市を分析できて、情報発信

について専門的な知識、ノウハウを有する事業所、広告代理店なんかを考えておりますが、こうい

ったところに委託する手法が最も効果的であるというふうに判断をいたしているところでございま

す。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 私の考えは前回も申し上げましたが、シティプロモーションというのは市全体、市民も含め全体

で取り組むことが重要であると思っています。 

 外部に委託するのは、もちろんいろんな意味で、今までもほかの事業に関しても委託というのは

たくさんございますけれども、今回のシティプロモーションというものは市の魅力、つまり市民全

体、職員さんも私たちも含めて全体が知っていくべきであり、そこを開拓していくというか、調査

していくべきだと思うんですが、委託ということでかなりの大部分が委託費になっているんですけ

れども、もちろん金額で言われるものではないですが、そうする考えに至った経緯、委託の考えに

ついて教えていただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回の事業では、先ほど申し上げましたようにシティプロモーションの目的とターゲットを絞り

込み、効果的にプロモーションを行ってまいります。その中で、本市の魅力や地域資源の発掘、ま

たどの階層をターゲットにプロモーションするかについては、中堅、若手職員層を中心としたプロ

ジェクトチームを設置して職員が検討を行ってまいりました。 

 しかしながら、情報発信に際しましては、どのタイミングでどのメディアを活用するかという先

ほど申し上げたメディア戦略については、正直行政が不得手とするところだというふうな認識がご

ざいます。こうしたことから、客観的な視点で本市を分析でき、情報発信について専門的な知識、

ノウハウを有する事業所に委託する手法が最も効果的であると判断をいたしたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 今の答弁ですと、専門的にしていただくというのが情報発信、メディア戦略、あと本市の分析等

もなのかな、そういったものをしていただくということで、では質問を変えますけれども、１,５
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００万円ほどこの委託ということにかかっておりますけれども、このほかの使い道というのは考え

なかったのか。それだけの予算があれば、かなりいろんな可能性、例えば職員さんを雇うなり、そ

ういった何かほかのことにも使えるといういろんな可能性が考えられますが、そういったことは考

えなかったのかについてお聞きします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今回の交付金につきましては、地方創生の加速化交付金を活用して申請をさせていただいており

まして、国へ申請する段階では既にこういった経費の内訳で、例えばこの委託料の１,４８２万３,

０００円も含めた形で国へ申請をしておりますもので、これ以外の手法での申請というのは考えな

かったところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 これは私が地方創生をいろいろ勉強させていただく中で思ったのは、本市というか、職員さん皆

さん全体、それこそ市長がよく言うオール亀山でやっていくというのがすごく大事だと思います。

シティプロモーションって、例えば面接に例えれば自分をどうやって相手に対してアピールしてい

くかということなんですけれども、その大部分がすごく大事な部分だと思うんですけれども、そう

いうことを大きな部分で委託という考え方、考え方の違いと言われればそれまでですけれども、そ

の部分がちょっと私は解せません。ちょっと中身がどのように、１,４８０万ですか、そのあたり

がどのように使われるかというのが、今までの答弁の中でもちょっとわかりにくいので何とも申し

上げられませんけれども、やはりがちできちんと向き合っていただきたいなというふうに私は思い

ます。 

 続きまして、オープンデータについてに移りたいと思います。 

 オープンデータについては、平成２５年度の１２月にバスの質問の中で、このオープンデータ、

これから重要になってくるんじゃないのかという重要度について触れさせていただきました。その

後、平成２６年９月には同じ会派の前田議員が、そして平成２７年６月、ちょうど１年前には私も

オープンデータに関する市の全体的な考え方を質問させていただきました。 

 全国で自治体がこのオープンデータに取り組み出しておりまして、亀山市が一体どのように考え

ているのかお聞きしたところ、前回も前向きな答弁はいただいておりますが、それ以降どのような

動きがあったのか、また状況が全然見えておりませんので、現在の進捗状況についてまずお聞きし

たいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 本市におけるオープンデータの取り組みにつきましては、以前よりご答弁申し上げておりますが、

まず市ホームページにおいて地図情報の公開を取りかかりとして実施しております。この地図情報

公開の展開でございますが、追加公開する情報について整理をいたしまして、既に本市が保有して
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いる地図情報につきましては、近々公開する予定で進めているところでございます。さらに、今後

新たに地図情報を作成し、公開するものにつきましては、完成次第公開する予定でございます。 

 その他のオープンデータの取り組みにつきましては、現在策定中のＩＣＴ利活用計画が本年度策

定となりますもので、この中で方向性を明らかにした上で、市民や地域、事業者などの利活用とし

て地域課題の解決につなげることができるよう内容の検討を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 オープンデータにつきましては、本年度に方向性を明らかにしていくということで、今お話をお

聞きしました。 

 総務省が言うオープンデータというのは、機械判読に適した形式で、二次利用が可能な利用ルー

ルで公開されたデータ。そして、人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもののことを

いうというふうにホームページのほうでも定義してございます。 

 そういう意味では、今回今年度は今地図情報システムでというお話ですけど、少しそれるんです

けれども、このときにオープンデータ、昨年度も質問させていただいたときに地図情報システムに

ついてもお話をさせていただいておりますので、こちらについてもお聞きいたします。 

 地図情報システムについては、昨年度の６月と１２月に質問をさせていただいております。しか

し、こちらのほうも、たびたび私も画面のほうを見ますけれども、変化はなく、職員さんからの報

告もございません。進捗状況が見えない状況ですが、昨年の１２月の本議会では道路破損箇所、フ

ラワーロードの件がすごくお話に出ておりました。そういった道路破損箇所等に関する情報を市民

の方、いろんなそこを通る方と双方向で連絡が可能なシステムを本年度中に提供予定という答弁を

いただいておりますが、道路部署に確認しましたところ、できていないと聞いております。こちら

も進捗状況についてお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 市民の方が地図情報システムを使って道路破損箇所の通知をするなど、自由に書き込みのできる

双方向でのやりとりをする仕組みにつきましては、議員からご提案をいただきまして、現在地図情

報システムの機能の一つとして、市民の方から位置情報、コメント、写真などをメールで送ってい

ただく仕組みにつきましては確立をさせていただいたところでございます。 

 ただし、市民の方から書き込みをいただくということでございますもので、その運用については

しっかりとした検討が必要となってまいりますもので、現在その検討を行っているところでござい

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 現在は確立しているということで、先ほど確認させていただきました。 

 画面を見るだけではこちらもわからないので、こうやって確認をしなきゃいけないんですけれど
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も、双方向のシステムというのは、多少確かにいろんな意味で個人情報といいますか、いろいろや

りとりの中で問題はありますので、多少時間がかかるのはわかります。 

 ただ、この前も少しお話をさせていただきました、例えばアイコンであったり、地図情報システ

ムをもっと市民の方に使っていただきやすいもの、そういったものについてすぐできるものじゃな

いのかということで質問させていただいたんですけれども、これも全くできていない状態。こので

きていない理由というのは一体何なのか、これについてお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 先ほどの地図情報システムの運用と重なる部分もありますが、このオープンデータにつきまして

は、二次利用等をする場合に、これも前回議員からご指摘がありましたが、ルール化をすることが

非常に大切であり、著作権等の問題もございまして、先ほど申し上げましたように、こういったも

のについては慎重に検討する必要がございますもので、現在二次利用のルール化等も含めて検討い

たしておりまして、少し時間がかかっておる状況でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 オープンデータは二次利用というふうに今も言いましたけれども、地図情報システムについては、

オープンデータというよりは利便性を高める一つのツールと考えていただいたほうがいいと思うん

ですが、私がこの前言いましたのは、ほかの民間の方であったりとか、組織であったり団体であっ

たり企業であったり、そういった方々から情報を提供していただいて、それで地図を一緒につくっ

ていくのがいいんじゃないかというお話でした。 

 地図情報システム、亀山市のほうは見ても、皆さん見ていらっしゃるかどうかわかりませんけど、

全然進んでおりません。 

 でも、今既に亀山バリアフリーマップというのができているのをご存じでしょうか。バリフタウ

ン推進の会さんと車椅子レクダンス普及会亀山支部さんによってつくられていました。これは私、

偶然知ったんですけれども、きょうちょっと問い合わせてみましたら、ここでも発表してもらって

いいですよということでちょっと今お名前出させていただいたんですけど、私がまず地図情報シス

テム、何でそれをしてほしいかというのは、簡単な意味で、例えばトイレマップであったりとか、

例えばこのバリフタウン推進の会さんとか、車椅子レクダンスさん、車椅子の方でもどこにトイレ

があるのか、こういったことがすごく困るらしいです。だから、そこの例えば地図情報システムの

中に協働センター・みらいがありました。そこには多目的の障がい者の方でも入れるトイレがあり

ますと。そういった表示が入っているだけでも、かなり安心してまちを回れるわけなんです。トイ

レってどうしても必要ですのでね。 

 それを見させていただきますと、多目的トイレの有無だけじゃなくて、例えば写真もついていま

した。そこのトイレはこんな感じですと写真をつけて、そして男女の多目的トイレがありますよと

か、幾つのトイレがありますよ、広さこんな感じですよとか、駅から何メートルぐらいのところに

ありますよというのも書いてありました。これは多分、この会の会員の方々が一緒に行って、そこ
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で写真を撮って、そうやって地図情報システムではないですけれども、グーグルマップを使って今

地図をつくっています。 

 きょうお話を聞きましたら、高齢者施設マップというのも独自でつくられております。こういっ

たのをやっぱり職員さんも知ってほしいなと思いますし、聞いてみたら三、四年前にはつくってい

るというお話でした。 

 何を言いたいかといいますと、私これ別に全部市がやる必要はないと思うんですよ。こうやって

必要と感じてやられている市民の方が実際にいらっしゃるわけです。そういう団体の方がいらっし

ゃいます。そういう方と連携してやれば、もう本当にグーグルマップを使っていらっしゃるので、

本当に地図情報システムとほとんど一緒なんですけれども、すぐできるんですよ。今でも多分でき

る。これが何でできないのか。もうずうっとこれ思っていたんですけれども、なかなか二次利用だ

とか、すごく難しいとか、精査しなきゃいけないと、この前も同じような答弁をいただいたんです

けど、実際本当なのかなと疑わしく思ってしまいます。なので、こういった有用なツールというの

はきちんとやっていってもらいたいなと思います。 

 例えば商業のこと、お店のことだったら商工会の方に頼むなり、また福祉だったら今のバリフタ

ウン推進会だったり、また多文化のことでしたら国際交流会さんとか、いろいろな頼めるところも

あると思いますし、協働できると思うんですよ。これが協働だと思います。 

 働きかけというか、これを一緒にやろうよという働きかけを言うのが市の行政の役割だと思うん

ですけれども、多方面への声かけというのは言ったことがあるのかどうか、これについてちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 議員ご提案につきましては、市民や地域、事業者が情報を作成し更新することにより、より精度

の高い情報共有のあり方であると。これにつきましては、先ほど申し上げましたが、ＩＣＴ利活用

計画の中でもこういった位置づけをしておりますもので、そこで検討をしておるところでもござい

ます。 

 今議員がおっしゃられた市民への呼びかけ等につきましては、まだ現在行ってはおりません。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 何度か申し上げていますけど、ぜひ声がけをしてほしいと思います。これは別に企画さんだけじ

ゃなくて、今も申し上げましたけれども、多文化であったりとか、商業のほうであったりとか、市

民部であったり、いろんなところと連携できると思います。 

 地図情報システムって本当に汎用性が高いですので、書き込みもしやすいですし、無料でできま

すし、何よりメンテ代がかかりませんので、そっちのグーグルのほうで見られますので、そういっ

たことはきちんとやっていただいて、これで情報の蓄積というのをしっかりやっていっていただけ

ればと思います。 

 では、時間もありませんので、次に移りたいと思います。 
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 地域公共交通についての質問をさせていただきます。 

 ここではバスに限って質問をさせていただきますが、つい先日、東部と南部ルートについて、よ

うやく大詰めを迎える段階に入ったというお話を伺っております。 

 一方で、実際に立てられた計画と比較しますと随分おくれておりますが、今後また新しく公共交

通計画を作成するということも聞いております。これまでの計画、今のシティプロモーションのと

きも聞きましたけれども、検証と結果についてお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 答弁の前にちょっと、今議員、東部、南部ルートが大詰めをとおっしゃいましたが、東部ルート

については昨年１０月にもう再編を済んでおりますので、よろしくお願いいたします。南部ルート

については、今大詰めを迎えておるといったような状況でございます。 

 地域公共交通施策につきましては、現在、平成２５年度に策定いたしました計画に基づき、廃止

代替路線と重複して運行している路線の整理や市民ニーズ、地域の移動需要に応じた路線の再編を

進めているところでございます。 

 その検証課題とか、検証結果ということでございますが、これにつきましては今後具体的に行っ

ていく予定でございますが、私も平成２６年、２７年といろんな再編にかかわってまいりまして、

一つの課題というふうに申し上げますと、例えば南部ルートが着手から約２年半再編にかかりまし

た。その要因といたしまして、当初は市は１０人程度のワゴン車両でのデマンド型運行を予定して

おりましたが、運行に対する地域の要望やら、さらには市内でデマンド運行を行う交通事業者の事

情等もございまして、最終的には間もなく再編ができると思います南部ルートにつきましては、定

時定路線型の運行となったところでございます。一つの課題として、地域の現状だけではなく、交

通事業者の現状についても的確に把握し、地域の特性に応じた運行手法を提案することが必要であ

るというふうに認識をいたしたところでございます。 

 このような中、現計画は本年度末で終期を迎えますことから、今年度にバス利用者アンケート、

まちづくり協議会を通じた意見聴取、バス事業者とのヒアリング等の実施を予定しております。こ

うした調査結果も踏まえ、現計画の検証を行って新たな計画策定に着手してまいりたいというふう

に考えております。 

 また、現計画では高齢者、障がい者といった自立した交通手段を持たない方への対応を行うこと

には限界がございますことから、新たな計画では地域公共交通機関の本来の目的、役割を明確にし

た上で、地域公共交通機関で対応できないところにつきましては他の交通手段との連携を図る等、

総合的な公共交通ネットワークの構築を目指してまいりたいというふうに考えておるところでござ

います。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今、課題の洗い出しということでいろいろお聞きさせていただきました。そういったことがこち
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らの側にはどうしても見えない部分でしたので、お聞きしたいと思いました。 

 その中で、先ほど地域だけでなく事業者の声も必要というふうにありました。実際、私もそう思

います。 

 地域公共交通のバスについてですけれども、バスというのは利用者だけでなく、そこの地域であ

ったり、そして市もそうですし事業者さんも、３つが関連しながらこれで連携があってこそ持続で

きるものだと思っております。その中で、ちょっと先ほど触れていただきましたけど、一つ一つお

聞きしていきたいと思います。 

 まず、地域と市のかかわりについてどのようにしているのか。先ほど少しお話はありましたけれ

ども、具体的にどうやってお話し合いをしているのかということに関してちょっとお聞きしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 市と地域とのかかわり方についてでございますけれども、現在の計画を策定する際にも、住民の

声を反映させるために住民アンケートを実施したほか、市内を１２の地域に分けて住民懇談会を開

催し、課題を整理したところでございます。 

 また、本計画においては、行政だけでなく地域住民の方々にも問題意識を持って、ともに考えて

いただける場をつくることも重要と考えております。このようなことから、昨年１０月に再編いた

しました東部ルートに関しましては、その運行計画案策定について運行経路やダイヤ等地域ニーズ

に対応するため、川崎地区まちづくり協議会と協議を行ったところでございます。さらに、昨年１

０月の運行開始後も利用者の増加に向け、四半期ごとに利用状況の報告や利用促進について引き続

き協議を行っております。 

 また、近く再編できるというふうに考えております南部ルート再編につきましても、昼生地区ま

ちづくり協議会と路線再編について協議を行ったところでございますが、東部ルートと同様に、再

編後の利用者の増加に向け、利用状況の報告や利用促進に向けた取り組みにつきましても、引き続

き昼生地区まちづくり協議会と協議を行ってまいりたいと考えております。 

 一方、次期計画の策定におきましては、実際のバス利用者へのアンケートのほか、先ほど申し上

げましたが、市内２２の地域まちづくり協議会に対して、公共交通に関する意向調査を行うなど、

地域の声も確認しながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 今まちづくり協議会が全地域できておりまして、そこでいろいろお話をされているということで

した。 

 先ほどの目的と役割を明確化し、総合的に考えていくというお話がございました。本当まさにそ

ういう時期なのかなと私も思っております。 

 少しお話というか事例として、先月の５月１６日に名古屋大学のほうでバスのシンポジウムをし

ておりました。そこで事例発表していましたのが名張市の美旗町というところでした。 
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 美旗まちづくり協議会さんに、先週６月７日に訪問してきて、ちょっといろいろお話を聞いてき

ました。何で行ったかといいますと、ここはまち協さんがみずからでバス運営しています。平成２

４年４月からずうっと運営をされておりまして、まち協の中でバス専門の組織をつくり、まちでア

ンケートをとって、そして計画も自分たちで立て、自分たちでバスのデザイン、そしてバスの名前

も全部全て手づくりでやっております。 

 ここで会長にお話を聞いた中で特に印象に残りましたのが、バスを通すことというのは面識社会、

面識って顔と顔の面識するという顔のことなんですけど、これづくりなんだということを言ってい

ました。何でかというと、バスに乗って家の外に行く。外に行って人と会う。人と会ってコミュニ

ケーションをつくっていく。これはつまりまちづくりにつながっていくのかなあというのをすごく

思いました。いいところは、地域の皆さん、まち協さんだけで、独自で自分たちでやっているとい

うのがあったんですけれども、最初はやっぱりいろいろまちの中で反対意見とかがあったらしいん

ですけれども、走り出したら皆さん、自分たちのところも走ってほしいということで入ってきたり

とか、あとは美旗町ってちょうど名張市と伊賀市の一番隣接地域にあるんですけれども、伊賀市さ

んのほうの地域のほうからも乗り入れしてほしいという声があったそうです。それで、伊賀市さん

と協議をして、協賛金をいただくことによって伊賀市にも、違う市外にも渡っている、そういう乗

り入れもしているということです。 

 やっぱり市民ニーズというのがきちんと合っていれば人が使うようになる。人が使えばそこが活

性化していって、またそのバスが動き出す。動くサイクルがどんどんよくなっていくというのはす

ごい大事なことかなと思いますので、そういった意味での総合的な考えというのも大事なのかなと

いうふうに思います。 

 自分たちで責任を持ってつくり上げておりますので、市との関係もすごく良好でして、市に何か

こうしてくれ、ああしてくれではなくて、自分たちでしっかりやっていくというのがあるので、す

ごく折り合いもいいというふうに聞いております。 

 そこで今度、今市と地域の連携ということをやりましたけれども、次は市と企業、つまり事業者

ですけれども、市と事業者のかかわり方について、こちらについてお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 市と交通事業者との連携のことでございますが、これにつきましては安全な運行を目指して平素

から情報交換を密にしているところでございます。 

 また、交通事業者には公共交通会議の委員として参画いただいておりますことから、バスルート

の再編、公共交通計画の策定等、公共交通施策の大きな方向性を決める際にも、交通事業者の立場

から意見をいただいているところでございます。 

 さらに、ルート再編を行う際の運行計画案の策定につきましては、利便性はもとより、運行の安

全性の確保の観点から運行経路の課題、ダイヤの調整、バス停等の位置等、交通事業者と現場確認

を行うなど、十分調整を行っているところでございます。 

 一方で、日常業務におきましても、特に台風による悪天候時の運行、また利用者からの苦情等に

対しまして、その都度交通事業者と十分調整を行い、その対応を行っておるところでございます。 
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○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 事業者とも、もちろん連携をとってやっていらっしゃるということで、利便性、そして安全性、

こういったものを重視しながらというお話でした。 

 先ほどの美旗町さんで、うまくいっているキーは何ですかというふうに言いましたら、こちらさ

んは名阪というタクシー会社さんかな、そこに委託をして運行しているらしいんですけれども、キ

ーは運転手さんだと言っていました。つまりどういうことかと言いますと、運転手さんがいい人が

入ってくると、その運転手さんを目的にバスに乗る方がいらっしゃるそうです。ちょっと不思議な

感じかもしれませんけれども、私も買い物するときにレジで並ぶところを決めていたりとか、結構

そういうことってあると思うんですが、今言った面識社会ではないですが、人ってとっても大事で

す。そういった運転手さんに対するかかわりなんかも大事なのかなと思いますので、その辺もぜひ

行政と事業者さんとの連携の中にぜひ考えていただきたいといいますか、お話の中に上げていただ

きたいと思います。 

 そして最後に、各連携ということですけれども、行政の中でも、やはりバスというのは商工さん

だけではなくていろんな意味でバスって大事だと思います。例えば、この前の３月の予算のときも

言いましたけれども、福祉的な意味合いもよく持っているということで、本当に商工の部署でいい

のかというお話もさせていただきましたが、行政内の連携体制、こちらについて最後にお聞きした

いと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 地域公共交通に関する市内部の連携体制のお尋ねでございますが、これにつきましては、従来か

ら市のバス等の公共交通に関する庁内調整の機関として、亀山市バス等検討委員会を設置しており

ました。本委員会は、昨年度まで室長級の職員で組織しておりましたが、市全体で多方面から調整

するという考えのもと、各部署間の連携がより的確に図れるよう、本年５月に規定の一部を改正し、

副市長を委員長として、昨年度までの室長級委員が所属しておりました部署等を統括する８部署の

部局長級の職員を委員とする委員会として新たに組織改革を行ったところでございます。これによ

りましてさまざまな地域のニーズ、利用者のニーズに対してバス運行単体での考え方だけでなく、

市全体を面で捉えるような合理的な公共交通ネットワークの調整や、より迅速な意思決定が可能と

なったものと考えております。今後は、本委員会によりこれまで以上に他分野の相互連携を図って

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 質問を幾つかさせていただいた中を通して、バスに関してさまざまいろいろ今回部長級の方が集

まるようになったということで、さまざま工夫をされるというか、いろいろ対処されているのかな

ということがよくわかりました。 
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 実は今回の質問、シティプロモーション、オープンデータ、そしてバス、最後に各部署の連携体

制についてということで質問させていただいております。シティプロモーションもそうですし、バ

スもそうです。オープンデータも、先ほどもお話しさせていただいたけど、そうなんですが、この

連携体制というのが本当に大事だということで、最後にこれを聞きたいと思います。 

 そもそもこの質問をするのは、庁内の連携体制が機能しているのかというところに疑問がありま

して、もともと現在のご時世ですけれども、本当に課題がさまざまございます。それで、その問題

も課題もさまざま多面的であって、それに対して行政のほうも多面的でなければいけないし、ただ

市民部だから市民部のことだけ、建設のほうだから建設だけということではいけない。そういった

状態に今なっています。市長も横串を刺すという言葉をいつも使っておられますけど、それがすご

く大事なことだと思います。 

 そんな中で、幾つか具体例を挙げながら聞いていきたいと思います。 

 まず１番目に、市民文化部が本庁と関支所に分かれていることの弊害についてと書かせていただ

きました。 

 弊害がなければないでいいんですけれども、私がこれを感じるのは、シティプロモーションなど

を実践していくときに、観光分野を扱う観光振興室が企画部と同じ場所にないことにとても違和感

がございますが、どういう連携体制をとっているのかについて、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 シティプロモーション担当部署につきましては企画総務部でございまして、観光担当部署につき

ましては市民文化部ということで、ご指摘のように現在の配置といたしましては、本庁と関支所に

なっておりまして、物理的には離れている状況にございます。 

 連携に係る現状でございますが、現在は戦略を検討する段階でございますので、観光に限らず関

連する担当部署からこれまで事業成果や課題、将来構想、アンケート結果など、資料の提供を受け

るなど連携を図っております。 

 また、内部情報系システムのメール、掲示板、ライブラリーを活用し情報連携に努めているとこ

ろでございます。 

 なお、今後素案作成時の段階では、経営会議や部長会議を活用し意思疎通を図りますとともに、

実施段階におきましては、プロジェクトチームに観光などの担当者を配置し、チームリーダーを中

心に所属を超えた働きかけにより業務を推進するなど、緊密な連携体制を図ってまいりたいと考え

ております。 

 いずれにいたしましても、全庁的にシティプロモーションの目的に沿った方向での注力が必要と

認識しておりますので、庁内における連携が密に図れますよう最大限の配慮の上、事業を進めてま

いりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 所属を超えて今プロジェクトチームもつくっているというお話なんですけれども、やはりもちろ
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ん離れていても連携体制がとれるのが一番なんですけれども、やっぱり近くにあるべきなんじゃな

いかなということで、やはり部署のあり方、実は私もどういうふうにすれば本当に横串というか、

いい庁内連携ができるのかというのはいつも考えているのですが、なかなか難しいです。 

 ただ、やはり何でそうなのかな、何でこれうまくいかないのかなというのは常に考えていただい

て、そして失敗とかを恐れず、まずいろいろ試行錯誤はしていただきたいかなと。その中で生まれ

てくるものって実際たくさんあると思うので、よく考えていただきたいと思います。 

 そして２番目に、長寿健康づくり室の設置後について、これは今年度から健康福祉部が大きく変

わりましたので、ここも長寿健康づくり室がかなり大世帯になったというか、健康推進室が大きく

中に入った感じになっているのでそこを聞きたかったんですけれども、済みません、時間の都合で

ちょっとこれは割愛させていただきます。 

 大きく聞きたかったのは各部署間の連携体制、問題点、私も今何だろうと思っておりますが、企

画総務部長の視点で問題点、何だと思うか、これについてずばりで聞きたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 各部署間の連携に対する問題点ということでございますが、まず１点目は、やはり場所の問題も

大きな問題で、亀山市の場合は支所もございますもので、そういった本庁と支所間の連携というこ

ともございます。 

 それと今回、平成１８年に部室制を導入してずうっと部局長の二層管理体制という形で進めてま

いりましたが、こういった部局間の連携、こういったものもやはり今見直しとか検証も行っておる

中では、こういった管理体制にもやはり若干の問題はあるのかなあと、今私の認識としてはそうい

った認識でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 豊田議員。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 私も確かに場所の問題、これは今さっきの長寿健康づくり室とか市民文化部の話だけでなく、い

ろいろな意味で、福祉部署でもいろんなところにまたがりますのですごく難しいなとは思います。

あとはやはり部室制、こちらも仕組みに限界があるのではないかというふうに私もすごく感じてお

ります。 

 こういった中で、やはりいろんなほかにも人員不足であるとか、あとは財政の問題もあるとか、

いろんな声もお聞きしていますし、私も実際そういうこともあると思うんですが、私というか創政

クラブ自身もそうなんですけれども、地図情報システムとか、オープンデータとか、情報化に向け

た施策の推進は、何回かここで取り上げさせていただいております。 

 情報化というのは、本当にそんな大それたことというか、難しいんじゃないかとか、すごく時間

がかかる、お金がかかると思われるかもしれませんけれども、多様化する行政の問題点、課題点に

対して、それをうまく対処していくための一助となる大きな可能性を持っていると私は思っており

ます。どういうことかといいますと、先ほども申し上げましたけど、地図情報システム、こういっ

たものを一個の住民参加、そして市民参加、組織参加、そういった企業もそうですけれども、そう
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いった一個の地図情報システムをツールにして、そこにみんなに入ってきていただくことによって

人員不足、これは市でやらなきゃいけないことではなくて市民の方、例えばこういうことに興味が

ある方にやってもらおうとか、オープンデータも、もともとは二次利用することによって、私たち

が今行政の中で持っている情報を、ほかの人だったらもっといいことに使えるかもしれない、開発

していただけるかもしれない、そういったことの可能性も兼ねてオープンデータというのを国のほ

うもやっているわけなんです。だから、そういったのをもうちょっときちんと受けとめていただい

て、時間はかかるかもしれませんけれども、こういったことをきちんと向き合えば、官、民、産、

学、そういったものが全部入ってきていただいて、それこそ一緒にまちづくりというのができるん

じゃないかと私は思っております。 

 そういった意味で、地図情報システムだけでなくオープンデータ、こういったことにもしっかり

取り組んでいただきたいと思いますが、最後に市長のご意見をいただいて終わりたいと思います。

お願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員ご指摘のような情報を共有して、それを地域づくりや人づくりに生かしていくと、これは大

変おっしゃるとおりであろうというふうに思っております。 

 したがいまして、なかなか情報施策が私どもうまくスピーディーに展開できていないところはご

指摘のとおりでありますが、オープンデータの推進につきましても、現在策定中のＩＣＴ利活用計

画の策定の過程でしっかり検討して展開をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 ７番 豊田恵理議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 次に、お諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よってそのように決定しました。 

 あす１５日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。ありがとうございました。 

（午後 ４時５９分 散会） 
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●議事日程（第４号） 

 平成２８年６月１５日（水）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     豊 田 恵 理 君       ８番     福 沢 美由紀 君 

   ９番     森   美和子 君      １０番     鈴 木 達 夫 君 

  １１番     岡 本 公 秀 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 

危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  草 川 博 昭 君    市民文化部参事  深 水 隆 司 君 

健康福祉部参事  水 谷 和 久 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

消 防 長  中 根 英 二 君    消 防 次 長  服 部 和 也 君 

消 防 署 参 事  平 松 敏 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

医 療 セ ン タ ー 
          落 合   浩 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 
事 務 局 長 

教育長職務代理者  井 上 恭 司 君    教 育 次 長  大 澤 哲 也 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君 
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選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員 

事 務 局 長  松 井 元 郎      議 事 調 査 室 長  渡 邉 靖 文 

書 記  大 田 より子      書 記  村 主 健太郎 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（前田耕一君） 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １０番 鈴木達夫議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 皆さん、おはようございます。ぽぷらの鈴木でございます。 

 一般質問をさせていただきます。 

 私の質問は、各種公共施設のランニングコストについてということで、欲張りまして、７つの施

設についてランニングコストについて質問をしますが、朝一番でございますので、さわやかに、ま

ず里山公園「みちくさ」から始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 平成１８年に開設をしましたこの里山公園、さまざまな事業を展開され、入園者もここ年間約１

万２,０００人強、大体イーブンの形で推移をしていると。私もザリガニ釣りとか、孫を連れてよ

く行くんですけれども、実は本題に移る前に、先日の木曜日にちょっと訪れまして、まあ東小学校、

田植えを終えまして、いよいよ本格的な来客者が多くなる季節を迎えるなあという思いの中で、田

植えを終えられたちょっと南側の木製の橋がもう崩れかけているというのか、もう崩れ落ちていま

して、管理人も非常に何度も市のほうに言っているんだけど、なかなか手当てしていただけないと

いうことで、早急な対応を、これはもう本当に危険ですので、管理責任を問われたら非常に大きな

問題ですので、ぜひ、いつ改修するのかということを初めに、これ後で答弁いただきたいんですけ

れども、本題の、あわせまして、この施設、里山公園設立に幾らかかったのか。いわゆるイニシャ

ルコストですね。それからランニングコストは幾らかということと、当初開設する前に、これは幾

らぐらいかかるであろうと予測したか、あるいはその予測を何らかの形で公表してあったのかどう

かを聞きたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 １０番 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 西口環境産業部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 おはようございます。さわやかに答弁を申し上げたいと思います。 
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 失礼しました。済みません。 

 まず、木製の件ですけれども、議員ご指摘の田んぼ南側の木製の広場のことだと思うんですが、

下が湿地になっていることから腐食が進みまして、以前から腐食部分の部分的な補修を重ねてまい

りましたが、昨年にその多くが破損しましたことから、現在、立入禁止措置をしているところでご

ざいます。改修方法につきましては、今後の活用方法も踏まえ、撤去も含め、早急に検討してまい

りたいというふうに考えております。 

 次に、里山公園「みちくさ」のイニシャルコストでございますが、その前に、里山公園につきま

しては、平成１５年から平成１７年度までの３カ年をかけて公園整備を行ったもので、平成１８年

５月に開園して、今年度で１１年目となります。イニシャルコストにつきましては、まず用地購入

費が５,６５０万円、管理道の取りつけ、八つ橋の設置、井戸掘削等の公園整備やトイレ、駐車場

等の管理施設の整備などに約７,３５０万円、合計約１億３,０００万円の経費をかけて整備をいた

したところでございます。 

 続きまして、ランニングコストの関係でございますが、里山公園に関するランニングコストを示

した文書はございませんが、維持管理につきましては、園内施設の木製の歩道の一部を木チップ施

設の歩道に変更したり、市民団体等にイベント運営や草刈り等のボランティア活動を協力していた

だいたりするなど、維持管理コストの抑制に努めております。また、平成２２年度から２６度まで

の５年間の里山公園管理費の決算額のうち、維持管理費用に要した費用につきましては、年平均約

７１０万円で、主な支出といたしましては、里山公園管理人の賃金や池のしゅんせつ等の工事請負

費でございます。これに担当職員の人件費を含めた平均年間経費は約１,２７０万円となっておる

ところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 １億３,０００万かけて、ランニングコストについて当初から幾らぐらいかかるという示した文

書はないということで、非常に残念。それから１つ、今の答弁の中で、職員の人件費も含め１,２

７０万という、この表現は、余り今までにもないといいますか、いろんなシートには書き込みがあ

りますけれども、どうしてもそういう管理費だけ七百何十万だということで終始してしまう中で、

人件費も含めという答弁に対して私は評価をさせていただきたいと思います。 

 次に、当然今の私が見てきた今の施設が、大分橋と歩道等老朽化してきていますね。その中で、

今ご紹介いただきました管理運営協議会ですか、この中で、今後の大修理とか改装の予定、あるい

は今後どういう方向性、あるいは見直し、意見が出ているかどうかを聞きたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 その老朽化が進んでいる中で、大規模改修の予定はあるのかということだと思いますが、１点目

は。 

 開園から１０年以上が経過いたしまして、一部施設が老朽化してきておりまして、これまでも八

つ橋の修繕とかいうのを行ってまいってきております。全体的な大規模改修ではなく、今後も計画
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的に、池のしゅんせつも含めて木製歩道の修繕等を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 次に、今後の方向性でございますが、まず管理運営方法につきましては、里山公園の利用及び維

持管理にかかわる市民団体で構成する里山公園「みちくさ」管理運営協議会を平成２４年度から組

織しておりまして、自然環境保護に関しての専門的な知識や施設運営に対する助言・提言をいただ

くとともに、里山の魅力発信に向けた今年度から里山塾の開講とか、草刈りボランティアなど、管

理運営におけるさまざまな面において自発的な取り組みも実施していただいておるところでござい

ます。今後も、この管理運営協議会と協働しながら、さらなる民間活力の導入による管理運営に努

めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 田植えの行事とか、稲刈り、里山塾、これは年間５回とか、フォトコンテスト、餅つき等、いろ

んな行事を行政の押しつけでなくて、自然保護団体や市民の自発的な活動がふえてきたと思うんで

す。本当に１万２,０００人、これからがこれをどういうふうに膨らましていくかというのが本当

に真価が問われるときだと思いますので、管理運営あたりもこれらのいろんな団体に委ねるとか、

そういう方法も検討してもよろしいかなあと思います。 

 時間がありませんので、今度は加太の「やまびこ」へ行きます。まとめて質問をします。 

 平成２３年から加太の梶ケ坂４.２ヘクタール、総事業費６,５００万をかけて整備した公園かと

思います。過去の５年間の維持管理経費を示していただきたいということと、先ほども同じように、

当初からこのランニングコストについて算出があり、示されていたかということ、それからあわせ

て整備前の目標の来園者数と現在の実績、これをまとめてお願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 今度は森林公園「やまびこ」のお話でございますが、やまびこにつきましては、平成２０年３月

に、仮称でございましたが、当時、森林公園整備構想を策定し、本構想に基づき平成２０年度から

２２年度まで３カ年かけて公園の整備を行ったもので、平成２３年４月に開園し、ことしで６年目

となります。過去の維持管理の経費でございますが、２３年度から２６年度までの４年間の管理費

の決算額は、年平均約４００万円で、主な支出といたしましては、シルバー人材センターの公園管

理業務委託料でございます。また、担当職員の人件費を含めますと、全経費は年平均で約５５０万

円となっております。それからランニングコストの事前の公開があったのかという話でございます

が、これもみちくさと同様、事前に試算し、公開したものはございません。ただ、平成１８年度か

ら加太地区コミュニティの地域づくり部会及び当時の亀山環境市民大学大学院第１ゼミと協働して

現地調査等を行い、両者から意見をお聞きして、平成２０年３月に、先ほど申し上げた森林公園整

備構想を策定いたしたところでございます。本構想において、開園後の維持管理については、地元

雇用を優先して、その際の管理形態は、指定管理・委託管理・直営管理のいずれかの方法で検討を

進めるというものでございました。開園前の平成２２年５月に、整備構想策定メンバーを中心に亀

山森林公園整備等検討委員会を設置し、今後の公園の管理・利用について協議し、開園後の管理に
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ついては、先ほども申し上げましたが、地元雇用を優先した委託管理で行うこととしたところでご

ざいます。その際、管理後のランニングコストにつきましては、詳細には試算しておりませんが、

開園後の経費を年間約４００万円と見積もったところで、現在までその額で推移をしております。 

 最後に、整備前の目標来園者数のお話でございますが、当初、年間の来園者数５,０００人を目

標として平成２３年４月に開園したところでございますが、２３年度、２４年度につきましては、

３,０００人台半ばでございましたが、２５年度以降、２,０００人を下回る状態が続いております。

このような中、２６年度に策定いたしましたみえ森と緑の県民税市町交付金活用計画によりまして、

森林公園「やまびこ」を利用したイベント等を計画したことで、２７年度は少し持ち直したものの、

目標には達していないという状況でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 丁寧に説明していただくのはありがたいのですが、ちょっと時間もありますので、今４つ質問し

て、端的にお答えいただければありがたいなあと思います。 

 入園者数、これは所管の事務事業概要の中では、里山公園の入場者はしっかり数字として上がっ

てくるんですけど、この事務概要の中で、このやまびこというのは見たことがないんです。何か意

図があるんでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 特に意図はございません。例えば年２回お出ししております所管事務事業概要では、森林公園の

利活用の実績計画を中心に記載しておりまして、やまびこの来園者数につきましては、市のホーム

ページから事務事業評価シートをごらんいただきますと、公表はさせていただいておるところでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 ホームページの中の事務事業評価シート、この中にあらわしているんだという答弁をいただきま

した。 

 この事務事業評価シートの評価について、こういう書き込みがあるんです。市民参加の活動グル

ープにより自然観察会や体験活動を実施したことにより、森林活動を進める活動につながったと。

それで、総合評価Ｂ、まずまず進んだということなんですね。もちろんこの事業に熱心に携わって

くれた、見守っていてくださる方もいて、大変に失礼な話なんですけれども、もくろみが５,００

０人で、今の入園者が１,７００人、１,８００人と。しかも、このやまびこには１００人クラスを

集客するイベントというのがあるんですね。海と森を結ぶ交流事業とか、森の学校野外編、これは

年３回やっているんです。それから森の講座とか、言ってみれば１００人クラスを集客する事業が

これだけあって、これを除けば、ほとんど１日の来園者はごく数名だと思うんです。私も木曜日に

行ったら僕だけだったんですけどね。 
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 私は、今後の利活用に対して、何らかの展開を考えないかんですよ、これ。このままいきますと、

これは尻つぼみで、だから何らかの対策がない場合は、やはり管理運営を中止する判断も必要じゃ

ないかという意見も出ても、これはいたし方ないようにも思うんです。何か打開策があれば。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 里山公園「みちくさ」、それから森林公園「やまびこ」につきましては、開設前に、いずれも担

当あるいは担当室長としてかかわらせていただいたところから、当初、里山につきましては、目標

を１万人ということで、全市的に不特定多数の方に来場いただこうという趣旨がございました。そ

れに対して森林公園につきましては、いろんな活動グループ、当時４つあったわけですが、４つの

活動グループを中心に、そのフィールドとしてご利用いただこうというような当初の目標の違いが

あったということもご理解をいただきたいと思うんですが、そんな中で、今後どうするのやという

お話ですが、先ほども申し上げましたように、まず平成２６年度に、２６年度から始まりましたみ

え森と緑の県民税市町交付金を活用したいろんな講座や、今おっしゃった森の講座やそんなのを、

実際は２７年度から仕掛けさせていただいております。さらに、森林公園につきましても、先ほど

申し上げた利活用の検討委員会がございますので、その辺の検討委員会を通じて、さらなる民間活

力の導入も含めて今後検討していきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 大変いい公園ですので、ぜひアイデアを出して、もう一度リセットすることを要望します。 

 それでは、西口部長つながりで総合環境センター、続きでいきます。 

 ランニングコストを考えた場合、何よりも気になるのがこの施設でございます。いわゆるごみ処

理ですね。ごみ対策の経費。市のさまざまなアンケートによる亀山市のごみ政策は非常に評価が高

いということは、私も何回も紹介をしているところではございますが、私の質問のテーマでもあり

ますランニングコストだけを見れば、やはり一定の検証は必要かなあと思い、質問をします。 

 市民の方にわかりやすい情報の提供の意味で、今、亀山のごみ処理のために、一体幾らを１人当

たり、あるいは１世帯当たりかかっているかと。私のざくっとした計算では、この業務処理に年間

約１０億、言ってみれば５万人ですから、１人当たりの負担は２万円です。それから１世帯当たり、

これも約５万円という認識をしていますが、その認識でよろしいかどうかという問題。 

 それからあわせて、ガスの溶融処理という形ではなく、焼却型とか、この経費だとかなり半分ぐ

らいかなあというような市町もあるんですね。実際のところの経費と他市との比較等正確な数値を、

答弁を明確に、簡単に、短くお願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 まず、ごみ処理経費の比較方法でございますが、毎年、環境省は一般廃棄物行政の基礎資料とす

るため、全国全ての自治体や事務組合等を対象に一般廃棄物処理事業実態調査を実施しており、こ
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れによって経費の比較が可能となります。最新のデータ、２６年度のもので考えますと、本市は平

成２６年度の実績で建設改良費を除く経費は、先ほど１０億とおっしゃいましたが、年間９億４,

２９４万８,０００円となっており、市民１人当たりに換算すると１万８,６６７円、１世帯当たり

に換算すると４万８,４７３円となります。近隣自治体と比較いたしますと、例えば鈴鹿市は１人

当たり１万５,４１７円、１世帯当たり３万９,２９２円、津市は１人当たり１万６,３１３円、１

世帯当たり３万９,７３０円となります。そのほか、例えば人口が比較的近寄っておりますいなべ

市、志摩市等で比較しますと、いなべ市は１人当たり９,８２９円、１世帯当たり２万６,６０５円、

志摩市は、同じ溶融炉の稼働１年目でございますが、１人当たり１万７,３９３円、１世帯当たり

４万２,９９７円となっております。 

 本市では、県下で初めて溶融炉方式を採用して、稼働後１６年が経過いたします。他の焼却方式

では事故による運転停止も見られますが、本施設では事故もなく、安全・安心な廃棄物処理に努め

てきましたところで、若干、確かにうちの方式、溶融炉方式で見ますと、県下の他市と比べると若

干高いところでございますが、今紹介しなかった市では、うちより高いところもございます。以上

でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 私が先ほど示した数字、おおよそ合っていますね。９億４,３００万、１人当たり１万八千七百、

六百、これは担当の部長の給料を含めば大体さっきの僕の数字に合っているかなあと。 

 ただ、ここの答弁の重要な点は「建設改良費を除く」という言葉なんですね。あたかも建設改良、

会計区分上どうなっているかは別として、私は、例えばここ２３年から２６年の４年間で、いわゆ

る維持管理は３９億２,６００万ですよ。年間９億８,０００万。だけど、建設改良費も１５億６０

０万かかっている。いわゆる年３億８,０００万近いお金が、たまたまこの長寿命化の事業もあり

ましたので、この大きな、大げさなというか大きな数字。私は、市民に対してランニングコストを

示すときは、やはりイニシャルコスト、七十数億かけたと思いますけど、これは百歩譲って置いて

おいて、この建設改良費あたりも含めたものを正直に伝えるのが説明責任としては合っているんで

はないかと思いますが、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、その比較の根拠となった資料が、環境省が出しております一般廃

棄物処理事業実態調査でございますので、他市につきましては、何といいますか、建設改良費等に

ついては全体的な比較として建設改良費を除くというふうになっておりましたので、先ほどの答弁

ではそのような状況を報告させていただきました。 

 今後、建設改良費を含む１人当たり、あるいは１世帯当たりの比較が必要であるということであ

れば、またそれについては資料を準備したいというふうに思っております。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 
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○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 まあ資料の出が環境省のというそれは、意識として、やはりこの建設改良費もあわせて示して、

それでもこの方式が市民の満足度を高めているんだと、それをやはりてんびんにかけて比較対照す

るという考え方が非常に大切だと思います。 

 次に、ランニングコスト削減に対する取り組みの実績、今後の対応についてという質問を用意し

ましたけれども、これは大体想像できますので、コークスとか灯油を下げるとか、入れる投入量を

どういうふうにまぜるとかね、そういう答えだと思いますので、次の質問に移ります。 

 包括管理委託、長期包括管理委託という言葉、これは私議員にさせてもらって、そこに座ってい

る草川局長が室長のときからずうっとやっているんです。もう１０年近くこの問題、そういう管理

委託できないかという、その進捗を聞きたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 長期包括契約は、公害防止基準の遵守など、事業者が最低限満たさなければならない性能要件の

みを示すことで事業者のノウハウを活用することができ、また運転管理や設備など、個別に事業者

に発注していたものを一事業者に包括的に委託することで業務全体の効率化を図ることができ、さ

らに、従来の単年度契約から１０年ないし２０年の複数年契約にすることで、長期的視野に立った

事業計画を立案し、さらなる業務の効率化を図るということができるといったメリットがあるとい

うふうに認識しております。 

 他市町村の施設における状況といたしましては、建設当初あるいは稼働後間もなく長期包括契約

を導入されておりますが、当市溶融施設は建設から１６年が経過しており、施設の維持管理、維持

修繕や運転管理についてリスク想定が難しいという課題がございます。また、溶融施設以外にも老

朽化した破砕粗大ごみ施設、あるいは２軸破砕施設などがあり、これらも包括した契約ができるん

かといった課題があるところです。 

 いずれにいたしましても、廃棄物処理施設は、その性質上、安全で安定的な運営を円滑に行うこ

とが生活環境の保全や公衆衛生の向上の観点から強く求められるということを大前提といたしまし

て、この導入を検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 この管理委託が有利であるから導入を検討したいと言いますけどね、これは何年やっているんで

すか。もう１つ、１６年も経過したからリスクの想定は難しいって、だからこれをやるんですよ。

リスクの想定が難しくて、もう突拍子もない予算、２億、３億というのがぽんと出てくるから、い

わゆる財政的にも見通しがつかないから、この長期包括管理システムにしなさいと。これはもう実

際にはできないですよ。これだけ老朽化して、新たに新設したところならできますけれども、もう

業者も、だってどんな仕事も１００％とれるんですから。もう１００％に近いお金でとれるんです

よ。だから、わざわざそういうものを契約して、もう業者が乗ってこないと思うんです。だから、

私は長々とは言いませんけれども、この辺はおくれていますよ。やる気があるならもっと早期にや
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るべきだったんです。もう今からはできない、これは。できないことを、何かあたかも検討して、

有用であるから今進めていきますみたいな答弁はやめてください。 

 それで、今長々という言い方をしたんですけどね、１つ紹介をしますけれども、これは財務部長

に質問しますけど、私、環境センターへ行きますと、玄関のところに「日鉄住金環境プラントソリ

ューションズ亀山事業所」という看板があるんですね。その施設の中に事業者が置かれているとい

うことは、賃貸なり土地・スペースを貸しているんですから、何か契約が交わされているかどうか、

お願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 財務部長で答えよということですから、私のほうでお答えさせていただきますけれども、まず亀

山市では公有財産規則というのを定めております。その中で、財産の管理は、所管部署が行政財産

を管理するという形になっています。環境センターそのものは行政財産になっておりまして、所管

部は環境産業部の管理の責任者は室長ということで規則がなっていまして、そのものを行政財産の

目的外使用という形で貸す場合は、行政財産の目的外使用で貸す契約が必要なんであろうというふ

うに思われます。今言われました維持管理上、その施設そのものを維持管理として業者に委託する

場合は、判例なんかを見ていますと、発注仕様にその旨を書くとか、当然そういう場合はやむを得

んだろうというような見解も出ておるところでございまして、あそこを全面的に施設管理を日鉄ソ

リューションズに委託している以上はそういうことも必要ではないのかなあというふうに、今の話

を聞いて私は考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 いや、私はそういう契約書があるかどうかということを聞いている。それからもう１つは、いわ

ゆる市の公有財産が各部の判断でそういうものを管理するということを私は初めて聞いたんですけ

れども、これは余り正当性がないように思うんですね。まず契約があるかどうかだけ聞きたい。 

○議長（前田耕一君） 

 西口部長。 

○環境産業部長（西口昌利君登壇） 

 総合環境センターでは、ごみ溶融処理施設の稼働を開始いたしました平成１２年以来、継続して

現在の運転管理受託者が事務室や休憩室等の施設の一部を使用しております。施設の使用に関しま

しては、業務委託仕様書において本市が支給する物品及び負担費用として記述しており、本業務委

託を履行する上で必要な使用に限定され、行政目的を遂行するものとして使用を認めてきたところ

でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 市の大切な公有財産を、仕様書の中に裏づけがあるからいいんだと、私はこれはちょっとずさん
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だと思いますよ。私もちょっと勉強して調べますけれども。 

 ここの項のまとめとして２つ。建設改良費も市民が負担する立派なコストであるという意識はし

っかり持ってもらいたい。それから今の委託業者の関係ですけれども、もちろん一生懸命、使命を

持って、プライドを持ってお仕事されているというのはわかりますけれども、形としていろんな工

事が１００％に近い随意契約の中で行われている。もちろん専門性とか安全性ということは理解は

できますから、やっぱりそんな中だからこそ、よりしっかりした規律を強くしていくと、これがや

はり行政に求められることかなあという思いをして、この項をまとめたいと思います。 

 次に、都市公園に移ります。 

 市内には、亀山公園、西野・東野公園と大きな公園があるんですが、これは別として、我々が

日々ごく身近な地域の公園といいますか、いわゆる街区公園ですね、この数と面積、それから維持

管理費は幾ら用意しているのか、お示しをいただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 おはようございます。 

 街区公園が市内に幾つあるかということでございますが、現在亀山市内には、大きな公園を除く

街区公園が全部で６９公園ございます。面積は１１ヘクタールで、全体の約２０％でございます。

単純に１公園当たりの面積は約１,５００平米で、管理料といたしましては、全体は指定管理料と

して、大きな公園も含む８３公園で６,５００万円でございますが、そのうち街区公園に係る部分

につきましては、約１,６００万円程度ということでございます。単純に１公園当たりにいたしま

すと、約２３万円程度かなということでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 わかりやすい答弁だと思いました。全体で１１ヘクタール、街区公園ですね。それで１,６００

万を要していて、単純に１,６００万割る１１ヘクタールですということで、いわゆる平米１５０

円として私は理解をしました。 

 この数字、また後で出させていただきますが、次に、この都市公園の指定管理、２６年から３０

年、この地域社会振興会が受けられているわけですが、この選定時には、身近な街区公園の管理を

地域にだんだんに移していくような基本方針があったかのように私は思っているんですが、間違い

ありませんか。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 指定管理者の提案で、指定管理者から事業計画の管理運営の基本方針の一つに、市民や関係機関、

団体との連携、協働した管理運営というのがございます。まずは環境ボランティア、アダプト・プ

ログラムでございますけれども、そういった団体の活動で現在１９団体、約５００名で協働いただ

き、進めていくこととしており、またそのほかにも、公園見回り隊といったソフト事業も現在展開
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しているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 ２つ確認をしたいと思います。基本方針の中にこんな書き込みがあるんです。１つは、地域の代

表者や市民団体代表者などによる都市公園運営協議会を設置して、市民の声を管理運営に反映しま

すということ。それからもう１つは、サポーターズ制度を設置し、可能な業務を登録、主体的に管

理運営に携わっていただき、自分たちの公園という意識の醸成に努めますと。この２つの基本方針

の進捗をどう認識しているか、答弁願います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 先ほど述べさせていただきましたが、市民や関係機関、団体との連携といたしましては、アダプ

ト・プログラムということで、美化ボランティア活動を実施してございます。また、もう１点につ

きましては、その他の公園の見回り隊といったソフト事業ということで展開してございますが、そ

れ以外のものについては、まだ余り進展していないという状況でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 サポーターズ制度はまだ進展をしていないと。協議会についても多分年に一度かそんなもんかと

聞いていますけれども、私、この振興会の基本方針を見たとき、非常に大きな期待を持っていたん

です。だんだんにやっぱり都市公園、街区公園あたりは、地域の人にだんだん移っていったほうが

いいなあ、いくべきかなあというような思いで見守ってきたんですけれども、なかなか離してくれ

ないというか移らないと、残念なんです。 

 そんな意味で、私、まちづくり協議会とこの街区公園の関連について今から質問しますが、これ

は議場でもさまざまな場面でも私は地域の街区公園はだんだんに地域の方々に移していくような何

か後押しを行政はすべきだというようなことは、市長も私の意見みたいなものを何度もいろんな場

面で聞いていただいたと思うんです。例えば、先ほどの街区公園、平米１５０円ということを確認

したんですけれども、当然これは地域社会振興会に支払っているお金がベースなんですから、関係

する職員とか車両とか保険とか時間なんかを考えると、実際にはもっとかかっていると思うんです

けど、それは別として、平均で１,５００平米、２３万円と、１つの街区公園が。それで、例えば

お祭りなんかができているちょっと大き目の、例えば３つぐらい例を挙げますけど、本町公園、こ

れは４,８００平米あるんですね。これは単純に１５０円掛けると７２万円、それから関富士ハイ

ツの公園、これは６９万、みどり町中央公園が８５万５,０００円、みずきの中央公園も。これは

２２の協議会が設置されて、いろんな要件を１つずつクリアをして、例えば一番主なのは、やはり

安全のセーフティーネットですね、保険等、これをどういうふうに整備するかということは非常に

難しいんですけれども、やはりこれあたりは地域に一定の額・要件を示して進めるべきだという思

いがあるんです。いわゆるまちづくり協議会が２２設立した、それでは何をやろうという意味では、
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本当に素材としては、あるいはソースとしてはというのか、一つのツールとしては非常におもしろ

い僕は材料になり得ると思うんです。これを建設部のいわゆる公園の管理をしている部署でなくて、

企画も財務も、そして市民部も含めて、どうにかこれアイデアを出し合って、一歩もう進める時期

だと思う。取っつきやすいというか、地域の方が愛着を持っている公園を自分たちで管理すること

を一定の財政のいわゆる網をしっかり担保しながら、あるいはセーフティーネットも担保しながら、

どうにかやっていこうということを段階的に、そんなに一遍に６９もできなくてもいい。１年に２

つでも３つでもいい。こういうことを市長ね、進めるべきだと思うんですが、そういうお考え、ス

タートする準備、私の一つの提案、アイデアに関してどう思うか、感想を聞かせていただきたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 鈴木議員のご質問にお答えをいたします。 

 現在、平成３０年度の末まで指定管理者制度で都市公園、街区公園も含みます都市公園８３カ所

を地域社会振興会に維持管理をお願いいたしております。議員今ご指摘の地域の身近な街区公園を

地域の皆様がさまざまな形でかかわっていただくということは、大変意義深いというふうに考えて

おります。 

 現在も既に、少し今触れましたいわゆる里親制度、アダプトシステムを活用して、多くの市民の

方がボランティア活動で展開をいただいております。今、その活動が余り進んでいないということ

を少し触れられましたが、しかしこの数年で、１３カ所の皆さんが、グループが参画をいただいて、

確実にこれは前へ展開しておるというふうに思っております。ただ、当然、公園や施設の状況とか

利用形態はさまざまでありますし、ご協力いただく地域の方々の実情とか思いも、これもさまざま

でございます。 

 ご提案のまち協によります委託ということは、本当に理解できるものでございます。しかし、ご

案内のように、この年間通しての日常的、継続的な公園管理は、草刈りだけではなくて、遊具の点

検とか小修繕とかメンテ等の多くの業務がございますので、さらに環境美化のボランティア制度、

あるいは指定管理者制度との関係を考える必要もありますので、これらを十分踏まえた上で段階的

な検討が必要であろうというふうに現時点で考えるものであります。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 まち協がかかわりを持つことは理解できる、意義深いということ、段階的にということですので、

ぜひこれはいろんなアイデアを出して、今までの既存のいろんなアダプト制度とか、これも整合を

図りながら、どうにかこれを動かしてもらいたいということだけをここで述べさせていただきます。 

 時間がありません。多分、庁舎の問題と川崎小学校の問題はできないということを前提で、山車

会館をやらせていただきます。 

 局長、お待たせしました。山車会館、やらせていただきます。 
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 実は、このランニングコストのテーマを取り上げようとしたきっかけは、ことし３月の予算決算

委員会でありました。資料説明、山車会館、３年をかけて３億２,０００万の経費で今から始める

よということを資料をいただきました。それで、私質問したんです。ランニングコストどれぐらい

かかりますかということを質問したときに、今の局長がこんな答弁をしたかどうかを確認したいん

ですけれども、おおむねは算定しているけれども、具体的な整備内容によって額が変わる可能性も

ある。だから、今の時点でははっきりとした金額を示せないという答弁があったかどうか、確認を

します。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村文化振興局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 ３月の予算決算委員会の中で、維持管理経費についてのご質問をいただいた中で、まだ今後、計

画を具体的に進めていく段階でございますので、さまざまな条件の変更があり得るというふうな考

えの中で、そのような答弁をさせていただいたというところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 ３億２,０００万も要する大きな事業に対して、一体全体１年に幾らぐらいかかるのか、二、三

百万で済むのか、５００万もかかるのか、ひょっとしたら１,０００万も。これに対して、非常に

大体知りたいなあと思ったんですけど、それでは今、あれから３カ月たちましたけれども、多分進

んでいると思いますけど、山車会館、ランニングコスト幾らかかるか、お教え願います。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 「関の山車」会館につきましては、その整備の方向性を庁内で検討する中で、平成２７年６月に

「関の山車」会館整備についての計画を、見直しなどを行ったところでございます。この平成２７

年６月に作成しました計画の中で、管理に必要な最低限の人件費、あるいは施設維持管理に必要な

光熱水費等により、年間の管理経費を５９４万円と試算したところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 簡単に、これ入はあるのかどうか。それからランニングコストの５９４万というのは、入は差し

引いた額なのか、確認。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 先ほどの維持管理経費につきましては、入を見込んでいない数字でございます。 

 入につきましては、開館後では有料によります公開を考えておりまして、観覧料等の収入を見込

んでおります。収入額の試算につきましては、同じく関宿内で公開施設である関宿資料館が大人１
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人３００円、年間１万５,０００人ほどの入館者がありますことから、同等の４５０万円ほどを見

込んでおります。これに物品販売等による収入を加えて、年間の収入見込みを４７４万円と想定し

ております。このことから、管理に必要な経費５９４万円から入館料収入等４７４万円を差し引き

ました１７０万円ほどが年間の支出になるのではないかと試算をしているところでございます。 

 １２０万円でございました。失礼いたしました。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 今、局長といろいろ問答しましたが、ここまでの話は予算決算委員会の中で議論されるべきなん

です、これ。議案を予算を認めてこんな問答をしていたらだめなんです。議会基本条例第１２条、

議会は市長が提案する重要な政策について、その水準を高めるため、市長に対し、次に上げる事項

について明らかにするように求めるものとすると。求めるものとするんですよ。いろいろあるんで

すね。政策を必要とする背景、経緯、類似団体との比較、市民参画等の有無、総合計画との整合性、

財源措置、そして将来にわたるコスト計算、これは予算時に示さなければいけない。いいですか。

この議会基本条例は、ちょっと担当部長に聞きたいんですけれども、今言った７つについて、議会

は求める権利があるだけではなく、市長はその政策を提案するときに、このことを特に意識して明

確に示さなければならないと私は読んでいますが、担当部長の見解をお願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 議員ご指摘のとおり議会基本条例におきましては、議会は市長が提案する重要政策については、

将来にわたるコスト計算について明らかにするように求めることができるとされておりまして、こ

れにつきましては、市が進めます政策施策について、その水準の向上と議会審議における公平性・

透明性を確保するために行うものと認識しております。したがいまして、議員ご所見のとおりとい

うふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 鈴木議員。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 求めることができるんじゃない。求めることとすると書いてある。全然違うでしょう。できるん

じゃないですよ、するんです。 

 時間がありません。やはり整備内容がしっかりしていないからランニングコストは示さないとい

う答弁では、残念ながら説明責任は果たしていなかった、不十分であったということを指摘しまし

て、庁舎の問題、井上教育長職務代理者、大変失礼ですけれども、質問をなくしてしまいました。

またの機会にさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 １０番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５１分 休憩） 
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───────────────────────────────────── 

（午前１１時００分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番 尾崎邦洋議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 今回は、熊本地震の後を受けまして、亀山市で今後発生３０年以内に７０％確率が予想されてお

ります南海トラフ地震に備えてというテーマでやりたいと思います。 

 その前に、本年４月に熊本地震により被災されました皆様に対し心よりお見舞い申し上げますと

ともに、犠牲になられました方々のご冥福を申し上げますとともに、早期の復旧・復興をお祈り申

し上げます。 

 それでは、通告に従い、今後発生が危惧されている南海トラフ地震に備えてということで質問さ

せていただきます。 

 過去の地震の被災状況とか、そういったのを新聞とかテレビ等で見ますと、いつもよく聞かれる

のは想定外の災害だったということを聞きます。そこで、現在、亀山市が想定している最大の被害

状況というか、この件につきまして簡単にお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 ５番 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

 井分危機管理局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 議員ご質問の想定する被害状況といたしましては、さきに議員各位にもお示しさせていただいて

おります平成２６年３月１８日に公表されました三重県地震被害想定調査結果がございます。海溝

型の南海トラフ地震や活断層型の養老－桑名－四日市断層帯など、５つの被害想定が示されたとこ

ろであり、亀山市地域防災計画の附属資料にもあるように、これらをもって本市の地震想定として

おります。例えば、議員先ほどおっしゃいましたように、最大となりますと、南海トラフ地震、理

論上最大と称されているわけでございますけれども、想定死者数は、最大で約８０人、想定避難者

数は１万２,０００人と明記されております。 

 これらの想定ラインを踏まえ、私ども亀山市地域防災計画にのっとり、市民のコンセンサスを得

ながら、今の亀山市として講じることができる最大の人・物・金を用いて減災に向けた取り組みを

重ねているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 それでは、２番目の質問に移ります。 

 非常食等の備蓄状況についてということで、先ほどお聞きしました数字の中で、避難者数が１万

２,０００人ということが想定している最大の被害状況ということを聞いたんですけれども、非常

食の備蓄ですね、これは現在、駅の近くにも備蓄されているのを知っておりますが、備蓄されてい

る食料は、現在３日分というふうに聞いておりますが、現在いろんな食料を備蓄していると思いま
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すけれども、これが避難者１万２,０００人の３日間、対応できるのか、その辺の確認をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 災害用備蓄品、食料品でございますけれども、亀山市地域防災計画に明記されておりますように、

人口の１０％の避難者を想定し、管理しておる状況下でございます。数量でございますが、現在、

アルファ米が２万６,５００食、乾パンが１万３,６３２食、クラッカー類等のお菓子類が１,３９

６食、粉ミルクが１,３５８缶、保存水、これはペットボトル１.５リットルですけれども、それが

３万２,３２０本ということでございます。 

 先ほど１万２,０００人の想定の中で、この数値がいかなるものかという質問でございますけれ

ども、これらの備蓄品に加えまして、今考えておりますのは、既に締結している各関係機関や民間

業者との災害発生時の応援協定を有効に機能させる中で対応を図りたいと、かように考えておりま

す。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 人口の１０％というと、５,０００人分を現在、３日間過ごせるだけの備蓄食料があるという話

になると思うんですけれども、じゃあ、この想定している１万２,０００という数字とは７,０００

人の開きがあるんですけれども、想定どおりの１万２,０００人避難者が出た場合、それは現在、

その協定を結んでいるところも食料がそんなに十分に入ってくるとも思えないんですけれども、こ

れで満足しているのかどうか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 １万２,０００人と先ほど私が答弁させていただきました１０％のかかわりでございますけれど

も、基本的には１万２,０００人を公という立場の中で網羅できるような、そんな体制もあるかも

しれません。ただ、我々が追求しておりますのは、災害対策をやる中で、自助・共助・公助という

考え方を一番に話させていただいております。やはり行政需要の中でいろいろな選択肢を含めての

意思決定をさせていただきながらも、この備蓄品等を準備させていただいておりますので、そうい

った考え方を今後とらせていただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 自助・共助というお話も出ましたけれども、熊本のときもそうなんですけれども、夜中とか昼間

にかかわらず、備蓄してあるというのは我が家でもそうなんですけれども、１カ所にまとめて置い

てあると。大きな揺れが来たら、まず自分が避難するのが第一で、備蓄米を持つとか、そういった

ことにまで神経が多分回らないと思うんですよね。それで、そのまま家が倒壊すると、せっかくの
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備蓄も役に立たないということになると、やっぱり過去の災害の例を見ても、なかなかやっぱり公

に頼るということになると思うんですけれども、ここに時間をかけ過ぎてもあれなんですけれども、

次の質問に行く前に、最後に１つはお願い事なんで、提案なんですけれども、市のほうは市民の方

に向かって３日分の備蓄とかいうふうなことを過去にもＰＲしておりますが、やっぱり３日分では、

持って逃げたときに、過去、熊本を見てもどこを見ても、なかなか３日分というのも少ないような

印象があるんですけれども、やっぱり最低でも２週間、３週間分は備蓄をやって、もし持って逃げ

たときには、また分け合ってでも食べるような、そういうようなこともできるような体制をとって

いただきたいというふうで、今後はそういったＰＲも市のほうからぜひやっていただきたいと思い

ます。 

 次の質問に移ります。 

 市の庁舎の非常電源というのは過去に聞いたことがあるんですけれども、この非常電源について、

毎年というか半年に一度か、その辺はわかりませんが、定期点検などは行っているのか、その辺の

ところを一度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 市庁舎の非常用発電装置は、昭和５４年に設置し、平成２３年度に経年劣化のためオーバーホー

ルを実施いたしてきました。以後、設備の機能維持を図るため、年２回、機器の点検整備を実施す

るとともに、年度末には庁舎を停電し、非常用発電装置の可動テストを実施いたしておるところで

ございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 年２回やっていただいているということで、一応は非常時に使える体制はとられていると思いま

すが、燃料、非常用電源を使うにしても、やっぱり燃料というのが要るかと思うんですけれども、

現在何を使っており、平時、現在、市での備蓄数量、これはどれぐらい備蓄されており、またこれ

は何日分ぐらいに相当するのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 本庁舎の非常用発電装置の燃料は、軽油を使用しております。そこの非常用発電装置の燃料は６

０リットルタンクを備えておりまして、稼働時間は、負荷にもよりますけれども、燃料タンクいっ

ぱいの６０リットルで約３時間程度稼働できることとなっています。しかし、燃料を追加すれば延

長が可能となりますことから、現在のところ、ドラム缶１本分、約２００リットルの軽油を貯蔵し、

備蓄をいたしておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 
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 ６０リッターのタンクで３時間というと、１日もつかもたないかというぐらいの感じになるんで

すけど、当然、前回お聞きしたときには、ガソリンスタンド等と協定を結んで、非常時のときは持

ってきてもらうということになっているんですけれども、平時の場合ならポンプで吸い上げるとい

うことなく、電源さえあれば自動的にドラム缶に詰めて、また車で走ってこられるということも考

えられるんですけれども、阪神・淡路のように、電柱が倒れたりして、道路にそういうものが横た

わると配達すらできないと。また、その非常用に、過去に聞きましたときは、電源がなくても手動

でという話なんですけれども、実際にスタンドに勤めてみえる方や、そこの経営者の方がスタンド

の近くに住んでおれば何とかの対応をできると思うんですけれども、家が遠くて、車も使っては来

られないとか、また家族が被災したというと、なかなかその辺にも神経が回らないと思うんですけ

れども、そういったことを考えて、その辺のところも危機管理として考えておられるか、その辺の

ところをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず、災害対策本部が３階の大会議室なりに置かれるということで、今の非常用発電装置だけで

は足らないだろうということを想定しておりまして、３階の大会議室に非常用発電装置にプラスし

て仮設の発電機を整備することで、照明及び非常用コンセントを使用できるように工事を平成２１

年度に行っております。先ほど私が申し上げましたとおり、昭和５４年の発電設備でございまして、

機能的に全てのいろんなところに使えるようにはなっていないところもございまして、下水ポンプ

とか水道ポンプ、エレベーター、電話交換機、一部の照明の設備だけしか稼働できないということ

で、それと、もう１つは、その装置が連続で２日も３日もすると熱を持ってくるということもあり

まして、オイルの交換も必要であるということも聞いておりまして、私もこの熊本地震が起こった

後、外の非常用発電装置も見てまいりましたけれども、そんな状態で、燃料だけでは少し問題もあ

るのかなあと、課題を抱えているのかなあということも見てきたところでございまして、そのオイ

ルについても購入するように指示をいたしましたけれども、なかなか全体としては、それだけでは

全部を補うことは難しいんだろうというふうに考えるところでもございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 いつ来るかわからないという災害なんで、早急に手を打たないと、災害が起きてからしまったな

あということでは、とてもじゃないですけれども、災害時の本丸になるこの庁舎で電源がないとか

そういうことになったら、かなりダメージを受けるのは市民やと思いますので、早急に次の対策と

いうのを打っていただくようにお願いしまして、次の質問に入りたいと思います。 

 ４番目ですけれども、福祉避難所についてということで、昨年の３月議会で質問させていただき

まして、その回答として、市内の福祉施設と協議を行い、指定に向けた事務を進めるとともに、施

設事業者との応援協定の締結を福祉担当部局とも考えているということでしたが、この１年間の間

にどのように進捗したのか、お聞かせ願いたいと思います。また、今後についての考えもお聞かせ

願いたいと思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 福祉避難所につきましては、地震・風水害等の災害発生時に、一般の避難所では避難生活が困難

な要援護者が避難生活を送ることができるよう、特別養護老人ホーム等、一部を福祉避難所として

使用することについて、昨年７月１日、本市と社会福祉法人６法人との間で災害時要援護者の福祉

避難所に関する協定書という形で締結をさせていただいたところでございます。全体での受け入れ

数は５名から３０名の幅がございますが、合計で８０名となっております。 

 今後におきましては、地震・風水害等の災害に備え、各福祉避難所協定締結者との意思疎通を図

り、減災に向けた取り組みを進めてまいります。また、受け入れ先として、今回、特別養護老人ホ

ームを中心に考えましたが、今後、グループホームなども検討したいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 現在、協定を結んでいるところが６法人で、全体で８０名の収容ができるということなんですけ

れども、これで実際に足りているのか。もし不足しているということであれば、何名ほど足りない

のか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 今回、福祉避難所をご利用いただける想定の人数の確認というのは、福祉部局でそれぞれ詰めさ

せていただいておりますが、要援護者の名簿等の事務も含めまして、今後確定する予定としており

ます。よって、今回行いましたのは、そういった絶対数を網羅するという定義よりも、まず福祉避

難所の必要性を全市的にとりたいということが１つ。それから横断的な物の考え方の中で、先ほど

も答弁させていただきましたが、グループホームなどにも声かけをさせていただく中で、市民全体

が減災に向けた考え方を１つランクアップしていただけるような、そんな施策となるよう考えてま

いりたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 減災に向けての取り組みということですが、こちらのほうがひょっとすると難しいかと思うんで

すけれども、全体数、これが実態がわかっていないと、現在何名分が足りないかということを掌握

しないと、やっぱり今後の対応といえども災害が来るのは待ったがきかないと思いますので、まず

弱者をどうするかということは当然考えていただかなければいけないと思いますので、これについ

てもやっぱり早急に手を打っていただくということが大切だと思いますので、ぜひともこれについ

てはまた質問させていただきますので、年内のうちに、年内というか、もうすぐにでもそういった

調査をやっていただいて、やっぱり対応できるようなことをやっていただきたいと思います。 

 次に、５番目の仮設住宅の建設用地についてということで、熊本地震で仮設住宅を整備すること
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になった熊本県内１５市町村のうち７市町村は、国の事前の要請があったにもかかわらず、あらか

じめ建設候補地を決めていなかったと。このため、候補地選びに時間がかかり、その分、完成がお

くれるという事態になっているという記事を新聞で見ましたが、現在の亀山市の状況をお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 亀山市地域防災計画において、応急仮設住宅建設用地として、１番目に、当面利用目的が決まっ

ていない公共用地、２番目に都市公園、具体的にはテニスコート、野球場等と付記してございます。

また、３番目に、民間の遊休地の順で決定すると記載されております。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 地域防災計画を見ますと、仮設住宅の建設として亀山市で想定しているのは、小・中学校とか、

そういったグラウンドを全部書いてあると思うんですけれども、実際に熊本の例とか被災地を見る

と、避難所というか、そういったところには体育館とかいろんなのを使うんですけれども、住宅を

建てるということで、仮設住宅をそういう公共の施設に建てるというのは、どうも合点がいかない

と。学校は早くから始まりますが、運動場が使えないというのは、ちょっとおかしいというふうに

感じます。 

 それで、ちょっと参考にお話ししたいのは、仮設住宅の建設主体は原則として都道府県で、用地

は市町村が選ぶということになっています。国の基準では、発生から２０日以内に着工し、速やか

に設置しなければならないとされており、国土交通省のマニュアルは、前もって必要戸数を想定し、

二次災害の危険性、ライフラインの整備状況を考慮して候補地をリスト化するように要請している

と。民有地の場合は協定を結んでおくように求めているということになっているんですけれども、

現状、簡単に小学校のグラウンドということを地域防災計画の中にはうたってあるんですけれども、

やっぱりふだんから、例えば公共の施設、例えばどこにと言われれば、文化会館にも広い駐車場が

ありますし、例えば農協の駐車場とか、そういったところも仮設住宅として考えられるのであれば、

また民間地としても、農耕地で、できるだけ民家に近いところでないと、そういうインフラの設備

がないところには無理かと思うんですけれども、そういったことを考えて結んでおかないと、いざ

災害が起きて仮設住宅を建てようとしたときに、土地の所有者がどこへ行ったかわからんとか、そ

れで現在の小学校しかないというときは、これは非常事態だと思うんですけれども、やっぱり平時

の間にそういうことをやっておかなければいけないと思うんですけれども、その辺のところをもう

一度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほど事例的に議員申されましたように、三重県に応急仮設住宅建設候補地という定義づけの中

では、東野公園であったり、西野公園、また関町の総合スポーツ公園多目的グラウンド、小・中学
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校の運動場というような定義もなされております。ただ、現在、危機管理局といたしましては、先

ほどご質問もありましたように、仮設住宅という問題がかなり発災後、大きな問題となっているこ

とを承知しておる中、昨年度からではございますが、三重大学の浅野研究室と三重県建築士事務所

協会から応急仮設住宅ガイドライン研究会への参加と資料提供がございまして、関係市ということ

で、関係室ともども参加をさせて、情報収集に努めているところでございます。また、当該研究会

において、昨年度の中間報告として、３公園の運動場のライフライン等、現況の調査が行われた結

果、西野公園運動場と野球場が適地とされまして、最大１１９戸の建設が可能というような報告は

ございました。 

 なお、本年度からでございますけれども、その他の市の所有地、また民間の遊休地、先ほど事例

的に協定は必要じゃないかというようなご意見も頂戴いたしましたが、研究会におきまして、仮設

住宅用地としての是非等も含め検討する予定でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 この被害想定のあれからいきますと、建物全壊とか焼失というのは２,２００戸を見ているんで

すよね。だから、２,２００家族がいるとは言えないんですけれども、現在のところ１１９戸とい

うことになると、かなり不足することも考えられますので、被害が最小におさまることが一番なん

ですけれども、やっぱり起こってしまえばそれの対応ということがあるわけで、平時の間にそうい

ったことも考えて、できるだけ早く協定に結びつけて、戸数が不足することがないように対応して

いただきたいと思います。 

 時間もありませんので、次に移りたいと思います。 

 ６番目の市庁舎及び他の公共施設の耐震基準についてということで、熊本震災のときに、財政不

足ということから市庁舎の建てかえがおくれた宇土市の庁舎は半壊し、災害対策におくれが出たと

いうことがありました。このような現実、亀山市のほうも耐震工事はやって、何とか対応はとって

いただいているんですけれども、このような熊本とかこの辺の状況を見て、一体市長はどのような

考えなのか、その辺を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 尾崎議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 ちょうど昨日も森議員のお尋ねにお答えをさせていただいたんですが、さきのこの熊本地震にお

いて、観測史上初の震度７、２回というこの破壊力に大きな衝撃を受けたところであります。また、

地域の災害拠点となります自治体庁舎や病院に被害や支障が出ている現状は、極めて深刻だと受け

とめておるところであります。とりわけ今ご紹介いただきました宇土市役所初め５市町の庁舎につ

いては、財政難などから耐震性の強化がおくれたことなどが指摘されておりますが、電算システム

が使えないことなどによる住民並びに行政機能の混乱は憂慮する事態にあるというふうに拝察をい

たすものであります。また、熊本市民病院などの医療拠点につきましても、現耐震基準を満たして

いないのは、これは論外ながらも、電気・水道・ガス供給に問題が生じて、患者の受け入れや診療
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の中止に至ったということなどは、他山の石にしなければならないというふうに率直に感じておる

ところであります。 

 本市といたしましては、現在まで庁舎を初め公共施設の耐震化、市民行政情報の分散化などの取

り組みを進めてきておるところでありますが、従来の知見の範囲におきましては、耐震性の確保が

できていると考えるものではありますけれども、今回の熊本地震を経て、いま一度、地域防災計画

の重要性、防災拠点としての機能性について調査・検証する必要があると感じるものであり、庁内

に指示をしたところであります。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 市の庁舎の建てかえということを私も言ってきているんですけれども、こういったことを踏まえ

て、ぜひ。 

 最近の建物は、免震ということで、揺れを小さく抑えるとか、そういった機能をつけている建物

というのは意外と強いというふうに聞いておりますので、ぜひ市の庁舎建てかえも、ぜひ検討の中

の一つに入れていただきたいと思います。 

 時間もありませんので、その次に行きたいと思います。 

 次は７番目、被災後の職員の確保と支援についてということで、職員の応援態勢について質問さ

せていただきたいと思います。 

 亀山市が被災したときに対応するのは、正規職員というふうに防災計画の中にはなっております。

実際に大災害に見舞われたときの対応は十分なのかを聞きたいと思うんですけれども、現在、正規

職員が約５８０名として、四日市、津市、また鈴鹿からも来られていると思うんですけれども、こ

の辺から通勤している職員等が、災害が起きたときにこの亀山市まで来られるかという点もありま

すし、また地元の職員でも、家族に被害を受けて重傷者が出たとか、実際に自分の家が倒壊しかけ

たとか、そういったときには出てこなくていいというような規約になっていると、この５８０人が

５８０人そろって出てくるかどうかというのも考えられません。実際に、市のほうに庁舎に出てこ

ようとしても、道路が寸断されたりする場合もあり得ると、５８０人が５８０人として機能しない

場合があると思うんです。 

 そこでお聞かせ願いたいのは、現在、正規職員で５８０名のうち、他の市からこちらへ通勤して

いる方、それと病院とか非正規の方、そういう方は何名おるか。実際に被災して市としてのここの

業務をやるのは、やっぱり医療センターとかそういうところで働いている方は当然そちらへ行って

もらうわけで、実際のこの正規職員の５８０名が一般の市民の対応ができる人数を知りたいという

ので、他の市から来ている通勤者が何名、またそれとか医療センターとか幼稚園とかそういう勤務

している方を除くと一体何人になるのか、その辺のところを数字を上げて教えていただきたいと思

います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、現在の職員数でございますが、本年４月１日現在でございますが、正規職員が５８３名で
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ございます。また、これに対する非正規職員は５３６人ということでございます。また、正規職員

の中で、市外から通勤しております職員は１６６人でございます。また、議員からは、消防職員、

病院職員及び幼稚園、保育所の職員等、日々の日常業務の中でなかなか災害対応ができない職員に

つきましては、消防職員が８３人で、病院職員が８２人、幼保の教諭等が６８人ということでござ

いまして、実際に技術職と事務職等の職員のみということになりますと、３００人程度になるかと

いうふうに思います。その中から、また市外の職員等がこの中では約１００名等がございますもの

で、例えば道路等の寸断等が行われ、市外の職員が登庁できない状況になれば、正規職員の市内と

しては２００人程度で対応するものと考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 いろんな事情があると思うんですけれども、やっぱり災害が起こる、災害に備えるということは、

やっぱり最悪のことを考えて対応もしなければいけないと思うんですけれども、実際にこの２００

名で、実際にここに先ほど言いました避難者が１万２,０００名、負傷者が１,１００名、これは別

ですけど、死者が１００名、建物の全壊２,２００とかいうようなこの数を、被災者が出たときに、

この２００人でどれだけ対応できるかと。また、この２００人の中でも自分の家の倒壊とか負傷者

が出た場合は来られないとなると、これではもう絶対対応し切れないと思うんですけれども、今後

の対策として、非正規のこの５３６名の方とか、やっぱり市のＯＢとか、また例えば消防も市の職

員ですけど、地域の方でそういう方を自治会としてどういう方が出てもらえるかというようなこと

を確認して、やっぱり何かあったときにはそういう対応ができるような対策を打たないといけない

んですけれども、その辺について、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 最大で１万２,０００人の避難者が出た状況を顧みますと、実質何人の職員で市の必要な業務を

こなせるかということにつきましては、早急に算出する必要があると思います。これにつきまして

は、昨日、森議員にもお答えいたしましたが、ＢＣＰ計画（業務継続計画）を本年度中に策定して

まいりますもので、今議員がおっしゃられました非正規職員の活用でありますとか、地域の方々の

活用等、こういった視点もＢＣＰ計画の中で検討しながら策定に努めてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ぜひやっていただきたいと思います。 

 それと、ちょっと新聞で見たんですけど、南海トラフとかそういうようなときで、津波とかそう

いうような、亀山は関係ないんですけれども、災害が起きると、全国各地からやっぱり救援物資と

かそういうのが届くんですけれども、市の職員だけで、その運搬とかそういうようなことができな

いということも当然あると思います。そういったことで、今やっていることは、トラック協会、そ
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こまでいかなくても、亀山市にも運送会社があるもんで、市の職員が車を運転して運ぶということ

でなくて、こういったときにトラック、運送会社との協定も結んで、そういった運搬はやってもら

えるし、食料とかそういった仕分けとかそういったことも、やっぱり民間の手をかりてできるとこ

ろは、そういったこともぜひ今のうちに考えておけばということを提案しまして、次の質問に入り

ます。 

 罹災証明書等の各種証明書の速やかな発行についてということなんですけれども、熊本の場合も

そうですし、災害が起きたときに、今回の罹災証明も出るのは１カ月以上かかったと、そういうよ

うなことを世間では言われております。亀山市の場合、この庁舎が、果たしてこの震度７とかそう

いったあれに耐えるかどうかというのは実際に起こってみないとわからないことで、実際にそうい

うような、もしこの市の庁舎にも被害が若干でも及んだりすることも考えられるんですけれども、

そういったときに、罹災証明を早急に出してほしいという要求も来るかと思うんですけれども、そ

ういった罹災証明書、これの速やかな発行ということを、災害が起きたときにどのように考えて対

応しようということや、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 亀山市地域防災計画には、災害対策本部設置時におきましては、各対策部の所掌事務が明記され

ておりまして、罹災証明、先ほど事例的に申されました発行であり、また台帳の作成につきまして

は、総務対策部の総括班ということになっております。また、平常時におきましては、私ども危機

管理室が担当してまいるわけでございます。 

 なお、平成１９年４月１５日発生の三重県中部を震源とする地震、昨日森議員からも資料等提示

していただいたわけでございますけれども、その折の実績値になりますと、罹災証明ということで、

おおよそ２００件ぐらいの申請がなされたということでございました。危機管理室、少数でござい

ますので、全市的な、横断的な人的配備の中で、各担当部署からの応援を引く中で、罹災証明を発

行してきたということでございます。 

 それから昨日もご提案いただきましたように、当該システムに関しましては、西宮方式等々が現

在広く入手可能になっておりますので、私どもの亀山市として一番よりよきシステムを構築すべく、

今後検討してまいりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 罹災証明ということもあるんですけど、庁舎がこのままの姿で残っておればいろんな対応ができ

るとは思うんですけれども、罹災証明をもらってということは考えられるんですけれども、この中

の一つで、例えば、この中に想定される中には死亡者というのも何人か入っておりますが、実際に

この庁舎があれば問題はないと思うんですけれども、死亡者が出たときの、例えば夏場であれば、

やっぱり腐敗とかそういったこともあると思うんですけれども、市のほうは、例えば火葬場がその

まま残って市の庁舎がちょっと何かがあったときに、そういったときの火葬の許可証とかそういっ

たものは速やかに発行できるのか、その辺のところをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 坂口市民文化部長。 

○市民文化部長（坂口一郎君登壇） 

 埋葬許可証等のことでございますが、平成２７年の東北の地震のときに、こういった埋葬の許可

のことにつきまして、厚生労働省より連絡がございました。具体的には、死体の腐敗等により公衆

衛生上の危害を発生するおそれがある場合につきまして、そういった埋葬許可証が速やかに発行で

きない場合につきましては、市町村としては死亡診断書、または死体検案書の内容及び申請者の住

所氏名等を確認の上、埋火葬許可証にかわって特例許可証を発行して、火葬場においては、その特

例許可証をもって埋火葬を実施してほしいと。さらに、その特例許可証が発行もできない場合にお

いては、死亡診断書及び死体検案書の内容及び申請者の住所氏名等の確認の上、埋火葬を行ってほ

しいと、そういった連絡がございまして、被害の状況に応じまして、国・県等と連携をして、そう

いった対応をとることになろうかと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 医者のほうで死亡診断書等をとるとしましても、民間の方であれば、個人の開業医とかそういう

のでは、避難されたりいろんなこともあるかと思うんですけど、そういう場合は、医療センターと

いうのは被災さえしなければ、やっぱり死亡診断書等をとる場合は医療センターへ持っていけばい

いのかどうか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 答弁を求めます。 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 死亡診断書となりますと、いろいろな法律の絡みも出てまいると想定ができます。よって、医師

法並びに戸籍法等々の確認をさせていただく中で、行政として対応してまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 応急措置として火葬もできるかもわかりませんが、火葬をやった後で、また保険の対応とかそう

いうようなので、また火葬した後では出ないとか、そういうような問題があると困るもんで、その

辺のところですね、また個別に個人的に聞きにいきたいと思います。時間がありませんので、次へ

行きたいと思います。 

 職員のメンタルケアということで、熊本の例でちょっと見たんですけれども、結構少人数で大勢

の被災者を見ていると。昼夜問わず被災した後は、市の職員の方はそれぐらいの時間で対応してい

るということになると、家族に被災者とかそういうようなのがおる場合は出勤しなくてもいいとは

いえ、軽傷であれば出てくるような方もおると思うんですけれども、これが１週間、２週間で終わ

ればいいんですけれども、長引いて１カ月とかそういうような状況になった場合、やっぱり鬱とか、
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それとかノイローゼとか、そういった職員が熊本のほうでも実際には出ていると。それ以外にも、

やっぱり東日本のときなんかでも職員の方というのは、かなり長期間にわたってそういう対応をさ

れたと思うんですけれども、こういったメンタルケアというんですか、こういったことは市のほう

でも、やっぱりこういった平常時に考えておかないと、なかなかそういったときの対応はできない

と思うんですけれども、その辺のところをどのように考えているか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 被災状況が激しく、被災者の対応や復旧が長期化するにつれまして、肉体的な疲労や災害時のシ

ョックなどのさまざまな要因から心的ストレス、いわゆるＰＴＳＤを感じる職員が増加することは、

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本の大震災においても事例が報告されているところでござい

ます。 

 本市におきましては、過去に東日本大震災直後、被災地に消防職員を派遣しております。その際

に、帰還しました消防職員の心理状態を臨床心理士が診察を行い、医師につなぐといったメンタル

ケアを行った事例がございます。災害時における職員に対するメンタルケアとしましては、このよ

うな対応が想定されますほか、本年度から導入します精神状態をアンケート形式で調査するストレ

スチェックの活用でありますとか、産業医による健康相談、その後、治療が必要な場合には、専門

医の医師につなぐなどの対応も想定しているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 最後の質問に入りたいと思います。 

 地籍調査についてなんですけれども、現在、亀山市は休止状態というか、そういう状態で、進捗

率は非常に悪いと思います。そういった中で、もし災害を受けて、それで私も本町というところに

住んでいるんですけど、隣との境界とかそういったのは、なかなかもうあの家を建てかえたときに

ははっきりしているんですけれども、実際に家屋が倒壊したときに、次に建てかえということを考

えた場合、もちろん揺れているときにはやらないと思うんですけれども、１カ月、２カ月たてば、

当然直すという、原型をとどめておれば内部だけでも済むかもわかりませんけれども、倒壊や半分

倒壊したというような状態になると、家を建てたいという欲求が出てきて、建てかえるときに、自

分のところが勝手にこの辺やということで家を建てても後で問題が起きるかわからないんですけれ

ども、その辺、災害を受けて家を建てかえ等のときに、この調査が進んでいないために家も建てら

れないということになる可能性はあるかということで、おくれることはないのかということは産建

の委員会の中で聞いたときに、非常に時間がかかるかもわからんという回答は得ているんですよ。

それで、今後やっぱり地籍調査、時間がかかってもやってもらわないと困るんですけれども、地籍

調査については市長のほうから、今後どのように進めていただけるのか、再度お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 



－１５９－ 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 地籍調査のお尋ねでございます。平成２８年度につきましては、新たな事業着手を行わず、着手

済みの地区の成果を法務局に送付するための事業を実施いたしております。この事業は、国・県の

補助事業の対象とはならないため、市単独事業で実施となっておるものであります。そして今後、

平成２９年度以降の新規事業につきましては、現在、用地管理室におきまして、年度末を目途に、

区域とか手法等を含めた計画を検討中でございます。これまでの事業の進捗状況を見ますと、事業

推進には、土地の所有者を初めとした調査地区の関係者のご理解とご協力が必要不可欠でございま

すので、地籍調査事業の啓発に一層努めまして、事業効果が得られる地区の選定等を進めていきた

いというふうに考えておるものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 過去に地籍調査がおくれているということと、それと早急に、やっぱりこのままいけば何百年か

かるかわからないという速度でやっているということで、やっぱりこういう災害とかそういったと

きの復旧というか復興のためにも、地籍調査はやっぱりきっちりやっていただきたいということを

申し上げまして、これで今回の質問を終わらせていただきます。 

○議長（前田耕一君） 

 ５番 尾崎邦洋議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１４番 中村嘉孝議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 新和会の中村でございます。通告に従いまして質問させていただきます。 

 本日は３点ほど質問いたします。 

 まず１点目の地方分権（地方分権一括法関連）についてでございますが、これまでの分権改革に

対する見解ということでお尋ねしたいと思います。 

 平成１２年４月に地方分権一括法が施行されまして、かれこれ１６年が経過いたしました。これ

までの機関委任事務が廃止され、地方自治体の行う事務が自治事務と法定受託事務とに大別された

と、そういったわけでございます。これまでの中央官庁主導型の通達行政から脱却して、住民本位

で考え、みずからの裁量権をそれで想像力を発揮すると、そういった市政が期待されていると、そ

ういったわけでございましたんですが、しかしながら現実は、地方分権は建前にすぎず、機関委任

事務も法定受託事務に名を変えただけであったと、そういったこと。 

 この分権改革の目的の一つとして、特に弊害の大きい東京一極集中をなくして、地方創生、再生

するということでございました。ところが平成２７年、昨年でございますけど、この東京圏、首都
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圏ですけど、約１２万人の転入超過があったらしいと。このいわゆる東京圏、首都圏でございます

けど、人口が現在約３,６００万、これは約全国の３分の１ということで、こんなことは少し異常

な時代じゃないかと、そのようにも思っております。日本列島で３分の１が首都圏におると。特に、

この人口流出というのは、大学の進学時や就職のときに集中していると。地方の企業への若者の人

材確保が大変難しいということ。我が国の発展を支えてきましたこの中央集権体制の社会経済シス

テムというのが、もはや有効に機能しなくなってきたと、そのようにも考えております。 

 一方で、ご承知のとおり地方は、分権一括法による市町村合併、平成の合併でございますけど、

行財政改革にも懸命に取り組んでおり、はるかに国を上回る努力と実績を積み上げてきたと、その

ように考えておるわけでございますが、今般、まち・ひと・しごと創生総合戦略等行われているわ

けでございますけど、地方は疲弊する一方でございます。地方から声を少しでも上げていくべきだ

と、そのように考えまして、今回のテーマは少し大きいんですけど、質問させていただくわけでご

ざいます。 

 そこでお尋ねしたいと思うんですが、これまでの分権改革、約１６年間に対する市長のご見解を

お伺いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 １４番 中村嘉孝議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 中村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 地方分権改革につきましては、ご案内の平成５年の衆参両院の地方分権の推進に関する決議を起

点として、機関委任事務制度の廃止等を行った第１次地方分権改革から三位一体改革、次いで、義

務づけ、枠づけの見直しや、国から地方への事務権限の移譲などの第２次地方分権改革と変遷をし、

既に２０年余が経過をいたしました。議員ご指摘の平成１２年の地方分権一括法の施行からも、は

や１６年ということであります。 

 分権改革は、これもご指摘ありましたが、中央集権的な我が国の行政システムがもたらす首都圏

への一極集中や地域経済の空洞化、これらを解消する意味でも大変大きな歴史的な転換点というふ

うに認識をさせていただいておるところでありますが、振り返りますと、長きにわたりますこの分

権改革を通じまして、確かに事務権限の移譲や義務づけ、枠づけの見直し等によります個別的な進

展もございましたけれども、ご指摘のように、例えば税財源の配分など、まだまだ国と地方の関係

が飛躍的に改善されたとは言いがたい状況にあるというふうに考えておるものであります。中でも

初期のころの地方分権改革は、団体自治の拡充により重きが置かれておったところでありますけれ

ども、今日、真の地方分権改革を実現するためには、住民自治の進展・成熟化が不可欠でありまし

て、そうした考え方からも、本市の場合、市民参画や地域コミュニティの仕組みづくりに積極的に

取り組んできたという一面もございます。また、国と地方が真に対等・協力のもとに、そういう関

係となるためには、本当にこれは繰り返しで恐縮でありますが、地方税財源の拡充、この５０％、

５０％の国と地方の配分比率というものをやっぱり実現させていくということは、この実行ある協

議がなされることを引き続き求めていかなくてはならないというふうに考えております。 

 こうした中で、国は地方の発意と多様性を重視した改革の推進を図ることとしておりますので、
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こうした動きを捉えながら、引き続き地方の自主・自立につながるような環境整備に、これは地方

６団体、本当に英知を結集してこれからもかち取っていかなくてはならないというふうに考えてお

るものであります。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 どうもありがとうございました。 

 市長が言われるその税源移譲の話、以前からの話でございますけど、これはまた後段でちょっと

お尋ねしたいと思います。 

 やはり、この中央集権体制も、いずれは抜本的に見直して、国は国で本来の国の仕事をすると。

地方は、市民とともに独創的な行政運営ができる真の分権型社会に移行することが求められておる

と、そういうことでございまして、この地方分権一括法についてでございますけど、第２点目でご

ざいますが、今回第６次、１次から６次で、今回６次まで新しく法律が施行されたわけでございま

すけど、２８年度５月に成立しましたこの、正確に言いますと、この法律の名前が地域の自立性及

び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律と、長い名前でござ

いますけど、今回も権限移譲や、市長が言われました義務づけ、枠づけの見直し等が示されたわけ

でございます。第１次一括法が平成２３年に公布され、第６次まで成立したわけで、この一括法を、

これにとってメリットがあるのは指定都市とか政令市、そういうところはメリットがあるらしいん

ですけど、なかなか小規模市町村ではメリットもないとも聞いております。 

 そこでお尋ねしたいんですけど、必置規制、以前からありました、これも廃止・緩和でございま

すけど、これが行われてからかなり長い年月が流れておるわけでございますが、現在はこれが義務

づけ、枠づけに変わったと、そのようにも理解しておるわけでございますけど、現状は、この必置

規制はもうどうなっているのか、現在わかる範囲でお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 必置規制は、国が地方公共団体に対し、特別の資格を有する職員や附属機関を設置しなければな

らないと義務づけられているものを指し、その廃止と緩和は、第１次地方分権改革における地方分

権一括法による関係法律の整備によって行われました。これは議員ご指摘のとおりでございます。 

 こうした国による自治体への規制の緩和の取り組みは、第２次地方分権改革における義務づけ、

枠づけの見直しへと引き継がれ、本市におきましても、社会教育委員の委嘱基準、また消防長及び

消防署長の資格の基準等に関し、関係条例の整備を行っておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 必置規制もその２点ぐらいということでございます。 

 次に、その義務づけ、枠づけの見直しについてですけど、今回新しく見直された事項につきまし

て、それと過去、一括法の見直しの代表的な義務づけ、枠づけの見直しもどんなものがあるのか、



－１６２－ 

その内容をお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 義務づけ、枠づけの見直しにより、附属機関の委員の基準や施設・公物の設置管理の基準が法律

から条例に委任されたことから、これまで公民館運営審議会の委員の委嘱基準や、市が管理する道

路の構造の技術的な基準などについて、関係条例の一部改正を行ったところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 今回のこの第６次の義務づけ、枠づけの見直しでございますけど、毎年あるわけですが、当亀山

市にとって、今回のこの義務づけ、枠づけの見直しは、その効果とメリットですけど、どんなこと

が考えられるのか、あればご答弁願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 義務づけ、枠づけの見直しの効果・メリットということでございますが、効果といたしましては、

これまで国が法令で定めていた基準について、地域の実情を踏まえ、自治体が条例で自己決定する

余地が拡大し、地域の自主性・自立性が高まることにつながってまいります。また、地域の実情に

応じた基準を定める条例を議会においてご審議いただくことで、政策議論が活性化することは、メ

リットの一つであると考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。 

 次に、権限移譲でございますけど、今回の６次一括法においても権限移譲があったと考えます。

国から市へはほとんどないとは思うんですけど、県から市への権限移譲があったと思うんですが、

具体的にどんな事項があったか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 第６次地方分権一括法では、一括改正された１５法律のうち１１法律の改正が地方公共団体への

事務権限の移譲等に関するものでございます。これらの事務権限移譲のうち、国から地方公共団体

の事務権限の移譲につきましては、議員ご所見のとおり、本市が対象となるものはございませんで

した。また、都道府県から市町村への事務権限の移譲のうち、本市も対象となるものといたしまし

ては、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、都道府県が策定することとなっている高齢

者居住安定確保計画が市町村において策定可能になるものでございます。このほかに事務権限の移

譲ではございませんが、第６次一括法による法改正によりまして、地方公共団体への権限付与並び
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に新たな雇用対策の仕組みとして地方版ハローワークの創設などがあるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。このご答弁のありました権限移譲につきましても、当亀山市において、同じ先ほ

どのあれじゃないですが、メリットがあったのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 権限移譲による市のメリットでございますが、事務権限の移譲によるメリットといたしましては、

市が事務権限を持つことにより、市民の意向を反映した主体的な意思決定や、市の特色を生かした

行政の展開が可能にある点であると存じております。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。 

 次に、提案募集方式の取り組みということで、今回の一括法で、前回からもちらっとあったんで

すけど、今回特にこれが目立っておるということで、平成２８年の分権改革に提案方式の取り組み

ということが出ておりました。その趣旨として、個性を生かし、自立した地方をつくるためには、

地方の声を踏まえつつ、社会経済情勢の変化に対応して、引き続き改革を着実に推進する必要があ

ると。このため、地方分権改革において地方の発意に根差した取り組みを推進することにして、

個々の自治体から改革に対する提案を広く募集して、その提案の実現に向かって提案募集方式を導

入すると、そういったものらしいです。 

 このことについて、提案の対象や提案主体も幅広く、我々議会のほうもあるらしいんですが、こ

の募集方法及び時期等、具体的にご説明お願いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 提案募集方式の内容でございますが、募集方法等につきましては、まず国から直接、各地方公共

団体に対してということと、今おっしゃられたように議会ということに対しても対象となってまい

りまして、これについては年１回募集が行われるというふうに確認しておりまして、募集時期につ

きましては、例年春先から夏にかけてということで確認をしております。 

 募集方法でございますが、その際には各部局に照会を行い、情報共有を行っておるのが現状でご

ざいます。しかしながら、提案実績については、現在のところない状況でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 まあなかなか中身も難しいので、そりゃあそういうこともあるかもわかりませんが、一応提案主
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体も市も対象になっておりますので、当亀山市も今回いい機会だと考えるわけでございますけど、

難しい問題もありますけど、提案する意思はあるのかないのか、それをお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 先ほどもご答弁申し上げましたが、県内の市町から提案の募集の実績は現在はない状況ではござ

いますが、引き続き事務権限の移譲を受けることで改善が見込まれる事務、こういったものがある

場合には、提案募集制度の活用については検討を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 はい、わかりました。今のところないということで。 

 先ほど市長が言われました分権改革の考え方でございますけど、今後の。地方分権推進法が施行

されて、先ほどこれも市長も言われまして、２０年たって、一括法が施行されて１６年と、かなり

の年月がたったわけでございます。その間、いろいろ三位一体の改革とか地域主権改革等々、いろ

いろ分権改革がなされたわけでございますけど、なかなかその効果が上がっていないのが現実でご

ざいます。特に、その改革の中で最重要課題でありました、これは市長がお触れになった例の地方

税の改革、税改革だと、そんな思いでございますけど、普通、地方分権改革といいますと、権限の

拡大やら権限移譲、そういったものを思い浮かべるわけでございますけど、ほとんど成果らしきも

のがなかったと。 

 東京一極集中、中央集権が以前に増して進む中、改めて真剣に分権改革を考える時期だとも思い

ます。確かに、全国市長会や市議会議長会を初め地方６団体が長年にわたって国へ強く要望してい

ただいているのはもう十分承知でございますけど、なかなか国が動こうとしない。知事会もかなり、

全国知事会も先般もテレビで言うていましたけど、必死になって要望はしていただいておるんです

けど、一向に動かないと。当然、我々も含めてのことでございますけど、これまで以上に強く国へ

要望していかなければならないと。何もしなければ余計動かないと、そう思いますので、このこと

につきまして市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 市といたしましても、今後についてもみずからの地域をみずからでつくるという、まさに真の地

方分権、分権型社会への転換という、これを目指して、息の長い取り組みをまだまだしていかなく

てはならんというふうに思っております。 

 先ほど申し上げましたし、議員もお触れいただきましたが、この地方分権改革の推進につきまし

ては、これまでも全国市長会など地方６団体を通じて要望活動を重ねてまいりました。当然個別的

にもさまざまな要請をしたり、そういう活動を展開いたしてまいっておりますが、引き続きまして、

国と地方の協議の場などを通じまして、まさに国と地方が対等・協力の関係を築いて、地域の自主

性、自立性を高めていけるよう、関係団体との連携を一層図りつつ、その実現につなげてまいりた
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いというふうに考えておるところであります。 

 また、これは議会におかれても、議会改革でありますとか、さまざまな取り組みを進めていただ

いておるのは、まさに団体自治を強化していこうということであろうかというふうに思いますし、

私ども、いわゆる住民自治を高める活動も含めて、本当に本市の自治の力がさらに前進できますよ

う、しっかり国に対しては申し上げてまいりたいというふうに思いますし、努力をいたしてまいり

たいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。毎回言うていかないとなかなか前に進まないですので、よろしくお願い

します。 

 何年たってもこの東京一極集中というのはとまらない、権限移譲も重要なものはおりてこないと、

地方は疲弊する一方と、なかなか小さな市町が頑張ってもなかなか難しい面もございますけど、地

方は地方で頑張ってきたと、そのように今国を上回る実績も上げてきたと、そんな思いでもござい

ます。これからも地方都市が地方分権の担い手として声を上げて、少しでも改革の道をみずから切

り開いていかないと全然前に進んでいかないと思いますので、ひとつ市長、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に移ります。 

 地域コミュニティのしくみづくり支援事業でございます。 

 地域活性化支援事業補助金についてということでございますが、この事業について、以前いただ

いた資料によりますと、その事業概要として、自分たちの住む地域を自分たちでつくり上げる自立

した地域コミュニティ活動を推進するために、多様な主体による地域の包括的な議論の仕組みづく

りや、その主体的な活動を支援すると、そのように表記がございました。市内全域で現在まちづく

り協議会が２２地区設立されたこの現在、こういったまち協が自主的な活動を展開できるように、

この補助金で財政面での支援をすると、そのようにもあります。 

 この補助金は、地域予算制度に向けたインセンティブ制度、つまり地域予算制度に向けた奨励制

度といいますか、こういった制度創設のための報奨的な仕組みといいますか、つまり外からの動機

づけと、そのように私なりに理解しておるわけでございますけど、この補助金の内容と、これが地

域予算制度にどんな役割を果たすのか、このことについてお伺いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 深水市民文化部参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 地域活性化支援事業補助金につきましては、地域まちづくり協議会が行う自主的かつ主体的な活

動に対し交付する公募型の補助金で、特色ある豊かな地域づくりを促進し、もって地域の活性化に

寄与することを目的とするものでございます。 

 具体的には、まちづくり協議会が地域課題解決のために実施する事業を支援するための制度と位

置づけております。これまでに地域まちづくり計画の策定や河川環境の整備、獣害対策、鉄道遺産

群の説明板整備など、多様な事業に活用いただいております。また、この補助金は、地域まちづく
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り協議会を対象としておりまして、上限３０万円で３分の２の補助率の公募型の補助金でございま

す。したがいまして、３分の１の自己財源を必要としますことから、既存の事業の見直しが求めら

れ、また新たな地域課題の解決に向けてまちづくり協議会が事業を提案して、選定委員会での選定

を得て取り組んでいただくものでございます。 

 こうしたことから、この補助金の活用状況を踏まえまして、地域予算制度の創設の参考といたし

たいと考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 地域予算制度の参考としたいと、そのように理解させていただきました。 

 この地域予算制度でございますけど、いま一歩、私もちょっとどんな制度かというのが理解でき

ない。きちっとご説明も今のところないので、それも仕方ないとは思うんですが、市民の方々も、

ほとんどこの制度については聞いたこともないようなことも言うてみえる方も多いですし、ほとん

どまだ理解がないのが現状だと思います。 

 しかしながら、この資料を読ませていただきますと、もう来年の４月から導入、運用と、そのよ

うに表記がございましたので、もう時間がなかなかございません。私が思いますには、先ほど市長

がこれも言われていました、前段で言った中央集権から地方分権、地方分権から地域分権というか、

極端に言うたらそんな話だと思うんですけど、この地域内分権といいましても、市役所には国から

補助金が来ます。それは市役所に補助金が来るということで、地域には直接お金が行っていないと

いうことで、財源の一部をさらに地域へ移すということで、行政だけでなく、市民やまち協が地域

の課題解決等にそういった仕組みづくりを進めていくと。そういう形の中で、具体的に言うならば、

地域予算制度というのは、従来の市民団体に交付している限定的な補助金、そういった制度でなく

て、その使途が自由で、補助率のない交付金のようなものと。つまり、各地域に一定の予算を配分

して、その使途を地域において意思決定してもらうと、そういった制度と認識しておるわけでござ

いますけど、この地域予算制度について、わかりやすくご説明願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 地域予算制度につきましては、議員おっしゃるとおり、地域へ交付されております補助金等を一

括化するなどして、地域にとって自由度が高く使い勝手のよい交付金制度を創設するものでありま

して、それぞれのまちづくり協議会の自立した活動が促進されるように、平成２９年度の開始を目

指して、現在制度設計を進めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 先ほどお尋ねいたしました地域予算制度の補助金も、地域活性化支援事業補助金、これに類似し

たようなものだと理解させていただきました。 

 現在、先ほど言われましたように、うちの地区でもトータル３０万２,４００円、活動費と人口
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割と基本額と、そういった形で、これはまち協に対していただいておるわけでございますけど、他

市でも名張市とか現在盛んにやっているところもあるんですけど、その予算制度のタイプとして予

算提案型と交付金型と、その大きく２通りにあると聞いておるんですけど、当市はどんなタイプの

補助金になるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。上限はどれぐらい考えてみえるの

か。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 お尋ねの地域予算制度のタイプでございますが、他市の状況を見てみますと、地域予算制度のタ

イプとして、均等割、人口割等に基づき、地域の組織に対し地域予算として一括交付金を交付する

交付金型や、地域の組織が予算提案権を持ち、地域の提案に対する行政の予算査定を得て、予算化

された事業を行政が執行する予算提案型などがございます。亀山市の地域予算制度につきましては、

一括交付金を創設する交付金型を基本に現在検討を進めております。 

 また、上限はどうなのかということでございますが、一括交付金の上限などの詳細につきまして

は、現在検討している段階でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 現在のところ上限も決まっていないと、そのように理解させていただきました。 

 地域のつながりが強くなって、信頼関係も増して、よりよい地域社会をつくると。近年、私もこ

れは知らなかったんですけど、ソーシャル・キャピタルというんですか、そういった言葉が注目を

浴びておるそうでございます。インターネットで載っていましたが、これはつまり簡単に言えば、

皆が仲よくつき合い、互いに信頼し合って助け合えば、世の中は万事うまくいくと、具体的に言え

ばそういうことらしいです。 

 この地域予算制度も、究極的にはそういうのを目指しておるのかなあと、そのように思うんです

が、この地域予算制度も先ほど言うたように、運用がもう来年４月ということでございまして、全

く時間がないし、この地域の住民の方々にとっても、まだ先般、まち協がコミュニティから２２地

区ですけど変わったばっかりで、その中でもまだ課題・問題点も多い中で、なかなかいきなり来年

の４月から導入となると難しい面もあると思うんですけど、この１年間で導入に向かって周知等々、

どのようにされるのか。また、２２地区全部同時に導入されるのか、それについてお尋ねします。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 地域予算制度は、平成２９年度の制度開始を目指して、全地域に同時導入に向け検討を進めてい

るところでございます。 

 制度の設計につきましては、地域まちづくり協議会連絡会議や自治会連合会を中心に、地域のご

意見を伺い、現行の補助金と一括交付金化する範囲や一括交付金の配分方法などの詳細について制

度設計してまいりたいと考えております。また、制度導入に当たっては、混乱が生じないよう、地
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域の方々と十分に調整を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 まあ混乱が生じないようにということで、とにかく時間がございませんので、市民に理解してい

ただきますように、難しいですけど、とにかく一生懸命頑張ってもらって、来年の４月に間に合う

ようにやっていただきたい、そのように思います。 

 ３番目の、その地域担当職員の配置ということでございますけど、地域まちづくり計画の支援を

行うために地域担当職員の配置を継続すると。この担当職員の役割として、地域課題の解決に向け

た相談に応じたり、法令等、現行制度の範囲内で優遇された支援のメニュー、そういった活用につ

いて明示をしたり、地域の自立をサポートするのが役目らしいんですが、この地域担当職員の役割

などはどこまでするのか、具体的にご説明を願いたいと思います。例えばまち協の会議に毎回出席

するとか、その辺のところですけど、お伺いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 地域担当職員の役割としましては、地域の会議に出席して地域にかかわる多様な情報の収集を行

うとともに、地域まちづくり計画の策定のための情報提供、相談対応、助言、会議を円滑に行うた

めに必要な支援などを行うことと、地域担当職員を構成員とする亀山市地域まちづくり推進チーム

設置に関する規定に定めております。したがいまして、この規定に基づきまして、地域まちづくり

協議会の定例会議には地域担当職員が出席させていただいているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。地域担当職員の方も市役所の職員でということで、温度差もいろいろあると思い

ますし、その担当職員の方の職務によっても残業等々多い方も見えると思います。そういった中で、

夜の会議等々も出ていただくのもその職種によっては大変だと、そのように思いますが、担当職員

として、どういったことをするのかというような決まりといいますか、そういったものがあるのか

どうか、こういうことをしなさいというような書いたものがあるのかどうか、それについてお尋ね

したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 地域担当職員の業務でございますが、地域の会議に入らせていただきまして、会議での議事の円

滑な進行の助言だとか、例えば地域で課題解決に向けての取り組みを行う場合、行政の施策として

の整合性などの情報提供などのところの助言などを行っております。また、あと地域担当職員につ

きましては、それぞれ全地区２２名配置されておりますので、それぞれの地区の現状や課題につい

ての情報の共有を行っておるところでございます。 
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○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。いろいろ温度差もあるし、地域によって違うと思います。ちょっと時間も押して

おりますので。 

 それと、またその地域リーダーの養成につながるような研修、講座を開催すると、そのような表

記もございました。現在、市の職員の方が通常勤務のある中で、地域担当職員も兼ねてみえるわけ

ですけど、この地域リーダーというのは、地域担当職員が対象になっているのか、それとも地域の

方の代表の方どなたかを選ぶのか、その辺のところについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 地域リーダーの養成につきましては、対象としましては地域の方々、地域の担い手の方々を対象

としておりますが、地域担当職員も地域出身の職員ということでありますので、あわせて、そうい

った地域の方々と地域担当職員も一緒にリーダーシップが発揮できるような養成を行っていきたい

というふうなことを考えております。それで、地域活動を行う方々や地域担当職員であります市職

員を対象に研修を実施することで、地域と行政が連携しながら地域全体をまとめるリーダーや各分

野でのリーダーなどの担い手の発掘や育成を進めていくことが今後大切であると考えておるところ

でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 済みません、もう１回確認したいんですけど、現在まち協でもまち協の会長がおりますし、役員

もおりますし、それぞれ部会に分けていろんな事業もやっていますね。そういった中で、新しくこ

の地域リーダーの養成ということで、各２２地区の中で地域リーダーというのは新しく来年から、

急には無理だと思うんですけど、養成していくと、そういったリーダーをつくると、そういうお考

えですね。その辺のところをお尋ねしたい。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 地域リーダーの発掘及び養成の対象者としましては、今現在、まちづくり協議会でご活躍いただ

いているほかに、次の担い手となる人がいないかどうかも含めまして、その人たちを対象にまちづ

くり講演会とか地域でのワークショップ等々を開催しながら発掘に努めていきたいというふうに考

えております。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ご答弁によりますと、必ずしもこの地域リーダーをつくると、そういうことじゃなくて、いなけ
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ればいないで、現在の会長とか役員でいっても、そのままそういった状況でよいと、そのように理

解していいわけですね。どうしても地域リーダーをつくると、そうじゃないわけですな。それをち

ょっと確認だけ。 

○議長（前田耕一君） 

 深水参事。 

○市民文化部参事（深水隆司君登壇） 

 いずれの地域におきましても次の担い手がいないというふうな課題も抱えている中で、今後、地

域で活躍できるような人を掘り起こしていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。とにかくこの地域予算制度が来年の４月から導入ということですので、周知等徹

底して、よろしくお願いいたします。 

 次行きます。 

 最後の障害者差別解消法についてでございます。 

 今回、市長の現況報告にもございましたし、この法律が４月から施行ということで、先般、同僚

議員でも３月議会でもご質問があったんですけど、確認も含めてお尋ねしたいと思います。 

 この法律は内閣府を中心に作成されまして、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する事項

や、国や地方、民間業者においての障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定

めることにより、全ての障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

しながら共生する社会の実現につなげることを目的とすると、そのように聞いております。そうい

った表記がございましたが、この法律の目的と位置づけでございますけど、障害者基本法第４条と

いうのがございますけど、この差別等、その規定を具体化する新しい立法と、このもともとある障

害者基本法の第４条のそれを新しく具体化する立法として、そのように理解をしていいのか、それ

についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 議員おっしゃられたとおり、この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差

別の解消を推進することを目的として制定されております。また、この法律は、障害者基本法の基

本的な理念にのっとり、障害者基本法第４条の差別の禁止の規定を具体化し、それが遵守されるよ

うな具体的な措置を定めるものとして、平成２５年６月に制定されたものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 この法律でございますけど、どのようにしてその障がい者の方々の差別の解消を推進するのか。

例えば、何かもう政府から対応の要領とか指針、基本方針等々が示されているのか、それについて
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お伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 政府では、障がいを理由とする差別の解消に向けまして、施策の総合的かつ一体的な推進を図る

とともに、行政機関間や分野間におけます取り組みのばらつきを防ぐために、施策の基本的な方向

を示します障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針というものが策定されております。

また、国の各省庁におきましては、個別の対応要領も作成しておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 その基本方針というのが出されておられるというご答弁でしたんですが、その部分、少しだけで

結構ですので、頭部分でも、どんな内容か、ちょっと教えていただけますか。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 これは先ほど申しましたとおり、施策のばらつきが出ないように、障がいを理由とする差別の解

消に向けて施策の基本的な方向を示すものとしてつくられたものでございまして、平成２７年２月

２４日に閣議決定をされております。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 もう少しわかりやすく中身を触れていただきたかったんですけど、まあ結構ですわ。 

 次に、この障害者差別解消法が施行された後も、この法律が国民に理解され、受け入れられるよ

うになるのが重要な課題だと思います。例えば、個別事例を集めたり、独自の機関を設けたり、ま

た条例の整備等々、そういったお考えがあるのか、また今後の課題もあると思うんですが、今後の

課題につきましてお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 この法律に対しまして、市としまして、平成２７年２月に国が策定しました、先ほど申しました

が、基本方針を受けまして、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく職員の対応

に関する要領というのを作成いたしました。この対応要領によりまして、職員による障がいを理由

とする差別に関しまして、障がい者及びその家族などからの相談に的確に対応するため、企画総務

部人事情報室と健康福祉部地域福祉室の２室に相談窓口を設置するとともに、職員に対応要領の周

知徹底と制度の周知のために、本年３月に職員研修会を開催したところでございます。 

 なお、市民に対する啓発につきましては、市広報で既に昨年の１２月１日号と、ことしの４月１

５日号に記事を掲載いたしましたし、同時に市のホームページにおいても掲載して周知を行ってお
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るところでございます。また、民間の事業者さんに対しましても、先月開催されました雇用対策協

議会の総会におきまして、障害者差別解消法の説明もさせていただいたところでございます。 

 あと、障害者差別解消地域協議会の設置とか条例の制定とかにつきましては、法律で市町村の努

力義務となっており、それらの扱いについては今後の課題ではございますが、行政として、まずは

障がい者の方の声にしっかりと耳を傾けて仕事をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 どうもありがとうございました。この法律が生きるように努力していただきたいと、そのように

思います。 

 これで質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 １４番 中村嘉孝議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５０分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時００分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番 福沢美由紀議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀でございます。 

 一般質問、よろしくお願いします。 

 大きく２つ、介護保険のことと、市の指定の天然記念物の保護について、２つのことについてお

伺いしたいと思います。 

 介護保険がスタートして１７年目となりました。日本国民の約７,３００万人が加入し、４０歳

以上の方から保険料を払っていますので、７,３００万人の方が加入されて、でも保険証を持って

おられる方は２割弱ということで、８割ぐらいの方がいわゆる掛け捨て保険みたいな状況ではある

んですが、安心な介護制度がこの１７年間で構築できてきたのかということが問われております。 

 昨今、介護心中、介護殺人というニュースが本当に多く聞かれて、表面化されているものだけで

も年間に５０件から７０件あるということで、週に１回ぐらいは起こっているんではないかという

状況です。また介護離職、親が介護状態になったために仕事をやめなくてはならないという方が全

国で１０万人ぐらいおられると。また、介護難民といって特養ホームになかなか入所できないとい

う方が、これはなかなか減らないですね、５２万人まだいらっしゃるということで。 

 介護施設に行きましては人手不足ということが言われていますし、また今回私が質問するのは、

要支援１、２の方対象の介護制度のことですけれども、国のロードマップを見ていますと、要介護

１、２の方の介護サービスまで見直していこうと。その法案をこの２０１７年の１月の通常国会に

出していこうということまで予定されているという状況の中で、本当に安心な介護保険というもの
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に対して、みんなの目でしっかり見て、みんなの声を出していかなくていけない大事なときになっ

ているなと感じ、こちらの質問をきょうさせていただきます。 

 ２０１７年４月から始まります介護予防・日常生活支援総合事業について、今回取り上げます。

このことにつきましては、私は平成２６年の１２月定例会でもこの亀山市議会の中でお伺いしまし

たし、もちろん広域連合議会でも何度か取り上げてきてはおりますが、いよいよこの執行猶予期間

もあと数カ月となりましたんで、今の時点で亀山市としてはどういう状況なのかということを一つ

一つ伺っていきたいと思いますが、まずはこの通告の１番と２番の順序を、済みませんが入れかえ

させていただきたいんですけれども、この介護予防・日常生活支援総合事業がどのような制度なの

かということについて、まずお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 ８番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 

 佐久間健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 現在、介護保険事業は鈴鹿亀山地区広域連合で実施されておりますが、介護保険事業の一つであ

ります地域支援事業のうち介護予防事業につきましては、広域連合から鈴鹿市、亀山市両市へ委託

されているところでございます。 

 この介護予防事業は、平成２６年８月の介護保険法の改正によりまして、新しい介護予防・日常

生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業でございますが、そちらへ移行する必要があり、鈴鹿

亀山地区広域連合におきましても、平成２９年４月から新しい総合事業に移行することとなってお

ります。 

 この新しい総合事業につきまして、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業とがご

ざいます。 

 介護予防・生活支援サービス事業につきましては、訪問型サービス及び通所型サービスでは従来

の要支援者を対象に、介護予防給付として全国一律の基準で行っておりましたが、新しい総合事業

に移行することで広域連合が行う事業となりまして、サービスの基準、報酬単価なども広域連合が

独自に定めることとなり、多様なサービスを総合的に提供することが可能となります。 

 また、もう１つの一般介護予防事業でございますが、こちらは要介護や要支援の状態に陥る可能

性の高い高齢者を対象とした従来の２次予防事業と、全ての高齢者を対象とした１次予防事業とを

一元化して、高齢者の状態に応じて支援やサービスが途切れることなく行われ、地域の実情に応じ

た住民主体の介護予防事業の育成、活動支援事業としてご利用をいただくことができるようになり

ます。 

 なお、現在、厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインというのがあるんで

すが、そちらに記載のサービスの例示等を参考にしながら、事業開始に向けて広域連合、鈴鹿市、

亀山市の３者で協議を行っているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 広域連合議会でも質問しましたけれども、広域も考え、亀山も考え、鈴鹿も考え、それぞれが一
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緒に考えているわけなんですけれども、広域連合議会の役割としては何ですかということをお聞き

したところ、やはり両市のサービスの平準化を図っていくとか、細かい要綱や規則やそういうこと

をきちっと整えるとか、そういうことも大事なんだということを言っていて、個々の多様なサービ

スについては、それぞれの市がそれぞれの地域で探してやっていくんだということでした。 

 それで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、この前に２６年度１２月にお聞きしたときには、

要するに受け皿となっていく多様なサービスを、これからどんどん皆さんに、市民の方にも、市民

団体にも声をかけて探していくんだと。サロン活動もなかなか今のところ毎週やっているようなと

ころは少ないけれども、ふやしていきたいみたいなことをおっしゃっていたと思うんですけれども、

その多様なサービスというものがこの２年間の準備期間の中でふえてきたのか、どのような状況に

なっているのかということを１点お伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 先ほど議員おっしゃられたとおり、準備のほうを今現在進めておるところでございまして、例え

ばサロン活動なんかにつきましては、現在２７年度で５１カ所というふうに、徐々にふえておると

ころということで、しっかり準備を進めておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 この介護保険制度、受け皿論でしていってもなかなか進みませんので、サロンについては、物す

ごく、少しだけふえたんかどうかわかりませんけれども、ふえてきて、これからもふやしていくん

だということなんですね。 

 ちょっと話が戻りますけれども、制度の説明をいただきましたけれども、結局介護保険がスター

トしたときには、要介護１、２、３、４、５だったのが、やはり予防が大事じゃないかということ

で、途中から要支援１、２というのが組み込まれて、ここに来て、この要支援１、２という軽度な

サービスについては、保険の中ではなくて地域支援事業の中でサービスをやっていくというような

ことが今回の制度の大まかなところだと思うんですけれども、この制度で影響を受ける方がどうい

う人かということを１番として書いたんですけれども、前回質問したときに、どう変わるんですか

というお伺いをしたら、制度の変わるときに、今サービスを受けている人はそのまま受けていただ

いたらいいので変わりませんというお答えだったんですが、改めてお聞きしたいんですけれども、

この４月から制度が変わることによって影響を受ける人というのはどういう人かをお伺いしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 新しい総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス及び通所型サービス

につきまして、厚生労働省のガイドラインの留意事項には、新しい総合事業開始の時点で既に介護

予防給付サービスを利用していて、介護予防給付サービスの利用継続が必要と認められるケースに
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ついては、介護予防相当のサービスの利用に配慮することとされております。 

 また、新しく事業の対象となる要支援者等に対する介護予防・生活支援サービス事業につきまし

ては、住民主体による支援等の多様なサービスで行う一般介護予防事業のサービスとを組み合わせ

て利用を促すこととされております。 

 鈴鹿亀山地区広域連合では、このガイドラインに従いまして事業開始に向けた調整を行っており

ますので、現行の訪問型のサービスや通所型サービスの利用者では、利用者自身の状況に変わりが

ない限り、特に影響がないものと考えております。 

 また、現行のサービス利用者を含め事業開始後に訪問型サービスや通所型サービスを利用しよう

とされる方につきましては、現行よりも多様なサービスが受けられる可能性があるものと考えてお

ります。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 何度かいろんなところでお聞きしていて、多様なサービスというのが足されるというイメージで、

今の、例えば要支援１、２の方、そして新たに要支援１、２ぐらいの要介護度の方というか要支援

度の方に対して、今まであったサービスよりももっとたくさんのサービスが受けられますよという

ふうに受け取れるんですが、そういう見方も一つはあるかもしれませんが、私は忘れてはならない

のは、やはり保険給付内にある事業とサービスと、やはり地域支援事業に移ったことで随分変わっ

てくるということをやはり地方自治体は認識していなければならないと思います。変わりませんよ

ということですぐご説明をなさるんですが、お金の出どころが変わるだけですよとか、そういう言

い方をするんですけれども、やはり保険制度内であれば認定を受けたら、ちゃんと保険料を払って

いて認定を受けたら給付を受ける権利というのが獲得できますし、また保険給付を提供する義務と

いうのはこちらには、市側には広域連合側には、提供しなきゃならないということが発生してくる

わけなんですけれども、この事業というのはそういう縛りはなくて、市民に給付を受ける受給権も

なく、基準も全国だったのが広域になって、そして市町でやるということになったら、またさらに

いろんな多様な事業ということで、基準もばらばらになっていくと。 

 保険内であればサービスの質の担保が図られますが、事業となれば質の保障というのは、一生懸

命していただくとは思いますよ。亀山市の本当に４番窓口初め、一生懸命頑張ってもらっているの

はよくわかるんですけれども、質の保障というのはないという、この事実だけを認識しておかなけ

ればならないと思います。 

 次に移りたいと思いますが、要介護認定の申請権についてと上げました。 

 現在の申請がどのような流れになっていて、そしてどのような職員が対応しているのかというこ

とをまずお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 現在の介護認定の申請の場合の利用者さんにつきましては、まず広域連合または市の健康福祉部

の長寿健康づくり室へいらっしゃいまして、そこでおおむね地域包括支援センターの職員が対応す
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ることになるんですが、その職員といいますと、ケアマネジャーとか看護師、そして社会福祉士が

対応することになります。そして、手続が終わりますと、後日広域連合の職員、認定調査員でござ

いますが、認定調査にお伺いします。そして、広域連合がその申請者が申請書に記載された主治医

から主治医意見書を取り寄せて、認定審査会で認定が決まるという段取りでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 現在の要介護認定の申請については、今おっしゃっていただいたような流れでありまして、決し

て申請権について不安を持つものではない。求めればきちんと対応していただいて、申請をするこ

とができて、後でチェックをした加減で思った介護度でなかったり、そこに入らなかったりするこ

とはあるかもしれませんが、申請権については不安のない状況が今であります。 

 次の基本チェックリストについてということを上げたんですけれども、これはこの新しい制度に

なって使われるリストなんですけれども、厚労省のガイドラインを見ておりますと、今言っていた

だいたような申請の流れではなく、来ていただいた人について、要介護認定が必要かどうかを窓口

で振り分けるということなんですね。その振り分ける方法として、面談もありますけれども、チェ

ックリストという２５項目の簡単なチェックをしていただくということがあります。先ほどの説明

ですと、必要な方には申請をしていただくと。この人には介護認定まで必要ないなと思われたら、

チェックリストをしていただいて、それに応じた多様なサービスに向けていくというようなことの

ご説明だったように思うんですけれども、このチェックリストが簡単で、そこで申請をされない人

がいることも大きな問題なんですけれども、１つ確認しておきたいのが、その振り分ける職員は一

体どういう職員でどういう資格を持っている人なのかということが示されているのかということを

お伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 振り分ける職員といたしましては、先ほど説明いたしました職員と同じでございまして、私ども

の場合でしたら、地域包括支援センターの職員、ケアマネとか看護師、社会福祉士とかが振り分け

ることになります。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 新たな制度になりましても、亀山市の場合は今までと同様に介護福祉士や看護師やケアマネが対

応するということを今確認しました。 

 実は、私はなぜこれを聞いたかと申し上げますと、厚労省のガイドラインにはこの窓口担当者は

専門職ではなくてもよいと書いてあるからです。非常に、何ていうのかな、ばかにした話だなと私

は思って、こういうことがもし行われるようであれば、申請をしたくてもできない人が出てくると

いうことが懸念されましたので、１点確認をさせていただきました。 

 この基本チェックリストといいますのは、本当に簡単なチェックで、「バスや電車でひとりで外
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出していますか」とか「日用品の買い物をしていますか」「預貯金の出し入れをしていますか」

「友人の家を訪ねていますか」「家族や友人の相談に乗っていますか」「階段は手すりや壁を伝わ

らずに上っていますか」「椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか」「１５

分間続けて歩いていますか」「この１年間に転んだことがありますか」「転倒に対する不安は大き

いですか」「６カ月で二、三キロ以上の体重減少がありましたか」「半年前に比べてかたいものが

食べにくくなりましたか」「お茶や汁物などにむせることがありますか」「口の渇きが気になりま

すか」「週に１回以上は外出していますか」「昨年と比べて外出の回数が減っていますか」「周り

の人からいつも同じことを聞くなど物忘れがあると言われますか」「自分で電話番号を調べて電話

をかけることをしていますか」「きょうが何月何日かわからないときがありますか」「ここ２週間、

毎日の生活に充実感がないですか」「ここ２週間、これまで楽しんでやれてきたことが楽しめなく

なっていますか」「ここ２週間、以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じていますか」

「ここ２週間、自分が役に立つ人間だと思えないですか」「ここ２週間、わけもなく疲れたような

感じがしますか」という２０、あと身長体重あわせて２５項目です。 

 介護認定を受けますと、調べに来てくれるときもチェックリストを使いますが、これはもっとた

くさんのチェックリストを使って見ていただきます。それで、多分立ち会ったご経験のある方もあ

ると思うんですけれども、もっとたくさんのチェックリストをもっても、やはりその人の本来の状

態というのはわからなくて、それで決まってきた介護度に対して不服審査請求などが出てきている

のが事実だし、やはりこうやってチェックをしてもらおうとすると、いつもより頑張ってしまって

ありのままの介護度が出ないというのがよくある、聞く話だと思います。そういうことであるのに、

そこの窓口だけで振り分けてしまうということについては、非常に私は危険があるのではないかな。

その多様なサービスというところに専門職がいないところであれば、その人がまた年をとって調子

が悪くなったときに発見してもらえなくて、すぐさまいい看護につなげていただけないのではない

かなという心配があると思うのですが、そこについてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 専門の職員が基本チェックリストをしっかりとして、聞き取りも行いながら対応していきますの

で、心配ないと存じております。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 心配がないとおっしゃいましたが、心配です。一回、出会ったばかりのときにその方の状況を判

断するわけですから、非常に心配です。ただ、広域連合でもご答弁いただきましたけど、介護認定

の申請をしたいとおっしゃった方については、その申請権を剥奪するものではないということでし

たので、介護認定をされるかどうかということの確認をきちっとしていただきたいし、そこに来ら

れた方は介護認定というものがあるんかどうかもわからない方もいらっしゃるし、例えば既にやっ

ておられる市町の話を聞きますと、介護認定をされると時間がかかりますよと。一月以上かかりま

すよ、それよりここのチェックリストだけですぐにサービスができるんで、こちらでどうですかと
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言われたら、やはり高齢者の方、ほんな長いことかかったり迷惑かけるんやったらこっちでええわ

なと言って認定をされないというケースは多々見られています。そういうあり方ではなくて、きち

んと今まで介護保険を払い続けてきているんですから、認定はしていくという権利がしっかり本人

にあるということをわかった上で、そんな安心し切っていないで仕事をしていただきたいなと思い

ます。 

 次の質問ですけれども、基準緩和中心型ということで上げています。 

 これは、新潟県の上越市なんかで例が挙げられていますけれども、要するに多様なサービスとい

っても急には用意ができないということで、今あるデイサービスをやっておられるところなどに、

その専門の職員がやっておられるんですけれども、その職員を無資格者、一定の研修を終えた無資

格者に置きかえたり、設備の基準も緩和したり、個別のサービス計画がなくてもいいよということ

にしたりして、そして報酬は今までの予防給付よりも大幅に低いものにするということで、そうい

う多様なサービスをつくっていくということが、それは国から勧められてやっているところがある

わけですけれども、これについては、実際、事業者アンケートをされた結果を見ますと、この新潟

の社保協の結果を見ますと、やはり緩和された利用者を受け入れることで報酬が下がって経営が悪

化しているとか、事業者の中にはもう事業の継続が困難になっているというようなことが言われて

います。 

 こういうことについて、亀山市は進めようとしているのか、それともしないのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 新しい総合事業につきましては、国の要綱におきまして、訪問型サービスと通所型サービスとも

に複数のサービス類型が提示されております。これらのサービスのうち、現行相当の通所型サービ

スと訪問型サービス、つまり現行のデイサービスやヘルパー派遣の人員、設備、運営等の基準を緩

和した基準を広域連合が決めて、サービスを提供することも可能となっております。 

 現在、具体的なサービスの内容につきましては、利用者に対して適切にサービスを組み合わせ、

提供できるように、厚生労働省のガイドラインのサービスの例示等を参考にしながら、広域連合、

鈴鹿市と３者で協議を行っているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 要するに、今おっしゃったご答弁は、やるともやらないともわからないというご答弁だったと思

うんですけど、ガイドラインにはやるように書いてあるわけで、義務ではないのでやらないという

選択はできると思うんですけれども、今検討しておるということですけれども、いつ検討結果が出

るでしょうか。これは、事業者がどうやっていくかということで非常に重要な問題だと思うんです、

事業者さんにとっても。やるんだったら考えなくちゃいけないということがありますし、いつぐら

いに結論が出ますか。 

○議長（前田耕一君） 
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 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 この事業のやり方の決定につきましては、広域で決めることでございまして、市独自で決められ

ませんので、ちょっといつというのは申し上げられないんですが、今のところ、参考に申し上げま

すと、鈴鹿亀山地区広域連合において緩和された基準で新たにサービス提供を行いたいとする事業

所があるとは聞いておりませんし、市への相談も今のところないところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 積極的に進める気持ちはないことはよくわかりましたんで、ぜひそのようによくわかって、多分

鈴鹿亀山広域連合と鈴鹿と話し合いをする機会は何回かあると思いますので、そのようにしていた

だきたいなと思います。 

 最後に介護の卒業という認識についてです。 

 端的にお伺いしますが、要するにガイドラインで言っているのは、介護認定を受けない人をふや

しなさいということが言われている。介護認定を受けない人をふやすということは、認定を受けさ

せないか、受けた人を切るか、どちらかしかないように思います。それで、介護を卒業という認識

で、三重県の桑名市もそれで自立してということでやりかけていますけれども、それによって介護

度がかえって悪化したという報告もされているところです。実際、介護の認定する人は減っている

という実績も上がっています。亀山市としては、このような認識をお持ちかどうかお伺いしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 介護サービスの利用につきましては、介護保険法によりまして、利用される方の要介護度に応じ

てサービスの量や種類が規定されているところでございます。それらの選択に当たりましては、利

用される方の自立支援を目標として、ケアマネジャーがご本人やそのご家族、支援者の方々と協議

して、最善と考えられる支援を提供しております。また、その提案がご本人やご家族の意向に沿わ

ないような場合は、相互に意見を尊重し合いながら納得いくまで話し合う必要があるものと存じて

おります。 

 新しい総合事業におきましても、このことに変わりはございませんので、介護認定を更新しない

ことを広域連合の担当者やケアマネジャー等の一存で決定したり、強要することはあり得ないと考

えております。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 安心いたしました、あり得ないということで。 

 この軽度の支援の方、そして今度計画されております要介護１、２という方でも、別に軽いから

切ってもいいというわけではなくて、やはり今のヘルパーの訪問やデイサービスへの通所が本当に
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命綱になって、元気にお暮らしだという方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひとも丁寧に現場

を見ながら、温かい、本当に市民のためになる介護を構築するために頑張っていただきたいなと思

います。 

 次の質問に移ります。 

 市の指定の天然記念物の保護についてお伺いします。 

 天然記念物、亀山市には樹木だけだそうなんですけれども、今幾つかあります。 

 そもそも、天然記念物を保護する目的は何なのか、そして今の亀山市の現状についてお伺いした

いと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村文化振興局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 天然記念物は、文化財保護法では動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む）、植物（自生地を含

む）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む）で学術上価値の高いものというふ

うに定義がされております。 

 こうした定義に基づきまして、市指定天然記念物は、市の豊かな自然でありますとか、自然と

人々の営みを示すもの、あるいは地域の成り立ちや歴史を示す、あるいはこれを記念するものとし

て教育委員会が指定するものでございます。 

 現在、亀山市では於々奈気神社の大クスや、伊勢屋ソテツ、川俣神社社叢など、８件を指定して

その保護を図っております。市指定のものにつきましては、樹木ばかりでございますけれども、例

えば国指定のものでありましたら、魚あるいは動物などもあるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 亀山市には、現在のところ、樹木が全部で８件の天然記念物があるということで、個人の持ち物

もあるみたいですし、それがその人だけのもの、所有者だけのものではなくて、市として本当に大

事なものであるということが、先ほど目的の中で述べられました。 

 それほど大事な天然記念物を、日ごろどのように保護して管理しておられるのかということをお

伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 天然記念物の日常の管理というところでございますが、市の文化財保護条例では、文化財の日常

的な管理は所有者が行うこととなっており、既に指定を行っております、例えば樹木などでおきま

しては、枝葉の剪定、樹木周辺の環境美化など、所有者、管理者において実施をしていただいてい

るところでございます。 

 市は、文化財の所有者、管理者に対しまして、文化財の管理に関する必要な指導助言をすること

ができることとなっておりますことから、所有者、管理者に対し、適宜保存管理の方法等について

助言を行いますとともに、必要があれば樹木医などの専門家を派遣するなどしているところでござ
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います。 

 一方、病虫害の発生でありますとか、枯死、枯れました枝がふえるなど、保護上の重大な異常が

認められる場合には、日常の管理では対応が不可能となりますことから、病害虫の駆除であります

とか、施肥、樹勢回復などの措置を実施する必要が生じ、文化財保護事業として適宜対応をさせて

いただいているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 日常的な管理については所有者が行うということで、周りの美化や剪定などは行うということで

した。じゃあ、その樹木によって、今先ほど指導や助言とありましたけれども、その管理の仕方と

いうのは全ての所有者に対してきちんと指導が行き渡っているのかどうか。どういう、例えば年に

１回されるのか、指定したときだけするのか、そこら辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 この指導助言という意味で言いますと、私どもが現地の状況などを正確に把握しておく必要があ

るかということになります。定期的な巡回というものは行ってはおりませんけれども、台風であり

ますとか大雨などが生じました後には、そうした文化財へのこういう災害の影響を調査するために、

巡回を実施しております。こうした巡回の折に天然記念物についても確認を行っているところでご

ざいまして、こうした巡回によって異常が確認されました場合には、所有者、管理者にその状況を

お知らせするとともに、復旧等の方法についてご相談をさせていただいているところでございます。 

 日ごろのことにつきましては、主に所有者の方々からご相談をいただいた折に、細かいところに

ついてお話をさせていただくというふうな状況でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 定期的なチェックで回っているわけではなくて、台風などのときに見て行っていただくというこ

とですね。私は、でも、例えば木の芽がふくときなんかに見ていただいたら、枝が枯れていること

もよくわかるし、定期的なチェックを８カ所ぐらいだったらしていただいてもどうなのかなという

思いがしますし、樹木医さんも年に１回については無料でというか、していただけるということな

ので、ぜひとも計画的にチェックをしていただきたいなというふうに思います。 

 それと、そういうチェックをしたことを、済みません、１点、文化財保護審議会というのがある

ようですけれども、例えばその文化財がきちんと保護されているのかどうかということを、審議会

できちっと確認したり上げられたりしているわけですか。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 文化財保護審議会においては、毎年実施の折に指定しました文化財の状況などについてご報告を
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させていただいておるところでございますし、また現状変更等が生じました折には、その内容につ

いてご審議をいただいているところでございます。 

 例えば天然記念物なんかの場合ですと、先ほど樹木医ということもございましたけれども、文化

財保護審議会委員の中に樹木を専門としていただいている先生もいらっしゃいますので、その先生

に現地に出向いていただくというふうなことも実施をしているというところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 この文化財保護審議会に樹木医さんもいらっしゃるということで、私も現場にちゃんとその委員

さんはいらっしゃるのかなということを思ったんですけれども、見ていただくということで、天然

記念物よりもほかの記念物というか、ほかの文化財のほうが亀山市は多いので大変だとは思います

けれども、生きているものですので、やっぱり毎回の審議会の中で８カ所あるなら８本とも、こと

し大丈夫だったねということできちっと押さえていただきたいなと思います。 

 そして、先ほど指導を、言われたら指導するとか、台風のときにゆうておうたらするというよう

なことがありましたけれども、静岡県の文化財保存協会で天然記念物（樹木）を診るという冊子が

あったんですけれども、文化財所有者と行政担当者のための樹木観察マニュアルということが上げ

られていますけど、そういう何か一つツールがあったら一緒に大事にしていこうという思いもまた

されるんじゃないかなと思うので、ぜひ考えていただきたいと思いますので、そのお考えをまたお

聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 日ごろの管理の状況について、私どもが定期的に見せていただいた状況などについては、まだま

だ所有者の方々にしっかりとお伝えできていない状況があるということについては、今後そのよう

な部分についても充実をさせていきたいというふうに考えております。 

 一方で、天然記念物を多くの方にごらんいただくという部分でございますけれども、実は県の天

然記念物となっております大イチョウがございます。これについては、県の補助事業として樹木の

剪定といいますか、樹勢回復の事業等を行いましたけれども、この折にはその所有をされているお

寺の方々と一緒に改めて木を見る機会などを設けるというふうな事業なども実施をしてきたところ

でございます。日常的なことに加えて、こうした事業を実施する折には、そういう機会を設けてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 それでは、写真を出していただきたいんですけれども、先ほどご紹介いただきました天然記念物

のうちの一つの中庄町の神社であります於々奈気神社の大クスです。これが全体で、もう１枚、こ

の写真を見ていただきたいんですけれども、根っこが張る場所がなくて周りの石の柵を押して、そ

して鉄パイプのところもあるんですけれども、その鉄パイプを根が巻き込んで飲み込んでいるとい
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う状況です。下も根が張ってちょっとコンクリートが割れていたり。 

 それで、問題になったのは、私はこれ見ても、ちょっと写真とってもよくわからなかったので今

回上げなかったんですけれども、何本か枯れている枝があるということで、２年前でしたか、愛知

県で枯れた枝か伐採した枝かわかりませんけど、高いところから落ちてきて、小さな子供さんに落

ちてきたという事故があったのを思い出すんですけれども、やはり危険だからこれはきちんとした

いという所有者であります中庄の自治会からご相談があったところです。 

 先ほどから、天然記念物の保護と管理についてお伺いしてきたんですけれども、あれほど丁寧に

やっているふうにおっしゃったんですけれども、先ほどの２枚目の写真ですけれども、何であんな

ことになるのか。それほど毎回見ていただいたのに、どうしてあんなことになるのかというのが、

私はちょっと疑問なんですけれども、あそこだけ見てなかったんでしょうか。まずお聞きしたいん

ですけれども。 

○議長（前田耕一君） 

 嶋村局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 見ていないのかといいますと、いつ見に行ったかというふうな点検の記録が現実には私の手元に

はございません。私自身は見に行ったことがございますので、そのときに確かに少し異常があるな

というふうに感じたところではございました。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 木は物を言いませんけど、ぜひしっかり見ていただきたいですし、枝が枯れているということの

原因が、先ほど写真でお示ししました、もう一回出していただきたいんですけれども、２枚目でお

示ししました根っこがああやってコンクリートでされているところであるとか、あと写真には出し

ていませんけど、そういういろんなことが原因なんだとしたら、早く対処しなくちゃいけないとい

うことで、まずは切らなくちゃいけない、切るだけでもお金が要る。周りのことをちゃんとするに

もお金が要るということで、これ２つに分けても一遍にはできないよねみたいなことで相談をして

いたんですけれども、私は天然記念物といったら市の指定だから市がしてくれるんかしらと思った

ら、亀山市については、全体の３分の１だけを市が見てくれて、残りの３分の２は所有者が持つと

いうことだそうです。 

 私もこれはちょっときついなと思って、いろんなところをちょっと調べてみたんですけれども、

三重県については県は２分の１なんですね、県が出すのが。津市も２分の１なんですね。いなべ市

は３分の２、５０万円以下に限りますけど３分の２。四日市市に至っては２分の１からいろんな条

件があって、４分の３まで出せるところがあると。鈴鹿や松阪はうちと一緒の３分の１でした。 

 これ、何百年たった木なのか私もちょっとはっきりと十分言えませんけれども、今の私たちの生

きているこの何年かの間に枯らしてしまうということがあることはやってはならないことだと思い

ますんで、全く全然うちは出さないと言っているわけでもなく、何とか助けてもらえないだろうか、

何とかこの木を早う楽にしてやりたいというか、よくしてやりたいという思いがまちの人はあるわ

けなんです。 
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 端的に申し上げまして、補助率が３分の１という中ではなかなか難しいんですが、これは市長に

お伺いしたいんですけれども、こうやって先ほど他市の例もちょっとお話しさせてもらいましたけ

ど、もう少し上げていくという、そういうお考えはないでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 端的な質問でございますけれども、ご案内のように、現在の市の指定の文化財はこの天然記念物

だけではなくて、有形の文化財とか無形文化財、それから有形無形の民俗文化財等、全部で１０９

件ございます。この文化財を末永く保存していくというためには、全ての文化財においてその保護

事業、適宜適切に行っていく必要があろうかと思いますし、今日までの本市の流れの中で、今ご指

摘のような補助率３分の１という制度の運用をさせていただいてきたというのが現状であろうとい

うふうに思っております。 

 今後、そこのところはぜひご理解をいただく必要があろうかと思いますが、日ごろより文化財の

保護にご尽力をいただいておる皆様には、日常の管理についての助言でありますとか、あるいは専

門家の派遣、それから関係する民間の助成金等の活用等々につきましても、さまざまな形で市とし

ては支援体制を組んで対応してまいってきておるところでありますけれども、その充実に努めてい

きたいというふうに考えておるところであります。 

 いずれにいたしましても、地域の宝の文化財を守っていくということに対しましては、ぜひご理

解ご協力をいただきたいと思いますし、トータルで文化の力を高めていくということにつきまして

は、当然大事なことでございますので、しっかりと本市としても対応していきたいというふうに考

えております。 

○議長（前田耕一君） 

 福沢議員。 

○８番（福沢美由紀君登壇） 

 地域の宝であると同時に、市の宝なんです。やっぱり県のものとか国の記念物とか、あと建物な

んかもいっぱいありますけれども、やはり生きているものということについては、やはりちょっと

スピードというのは要るんじゃないかなと思います。 

 ぜひとも、ぜひとも一度ご再考いただきたいということを申し上げて、私の質問を終わりたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 ８番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時５１分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時００分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１５番 前田 稔議員。 
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○１５番（前田 稔君登壇） 

 創政クラブの前田 稔です。 

 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 まず初めの、地域包括ケアについてということで、２０２５年から２０３５年にかけて、団塊の

世代が高齢者になってくるという時代を迎えるわけなんですが、日本全体がそういう超高齢者の時

代になって、若い者が多くの高齢者を支えていかなければならないということで、国のほうではそ

れに対しての施策を考えておるということで、いろんな法整備の改正などもあると思うんですね。 

 そんな中で、地域包括ケアシステムというのを構築していかなければならないということで、各

自治体にそういう地域包括ケアシステムというのを構築するように求めておるわけなんですけれど

も、それについて、亀山市の取り組みについて、まず地域包括ケアというものについて説明をいた

だきたいなと思うんです。 

 結構いろんな多岐にわたって各部署の連携とかいろいろありますので、非常にわかりにくい部分

があるので、地域包括ケアとはまず何かということからお伺いをしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 １５番 前田 稔議員の質問に対する答弁を求めます。 

 佐久間健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 先ほど議員少しお話しいただきましたですけど、地域包括ケアシステムといいますのは、団塊の

世代が７５歳以上となる２０２５年に向けまして、重度な要介護状態となっても住みなれた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療、介護、住まい、介護予防、生

活支援サービスが身近な地域で包括的に確保される体制をいいます。 

 地域包括ケアシステムは、介護保険者であります広域連合を初めといたしまして、市、県が地域

の自主性や主体性に基づき、また地域の特性に応じてつくり上げていく必要がございます。 

 今後は、認知症高齢者の増加が見込まれますことから、認知症高齢者の地域での生活を支えるた

めにも、地域包括ケアシステムの構築が急務となっているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 医療と介護、それから住まい、予防、生活支援と５つの要素があるというふうな話でありまして、

これを総合的にやっていかなければならないということなんですが、まず医療と介護の一体化とい

うことも一番ポイントになるかなというふうに思いますので、この４月から新しく地域医療部とい

うのができまして、そこで包括ケアというのを、地域包括ケアというのを取り組んでいくというこ

となんですが、今答弁されたのは、健康福祉部の部長さんが答弁されたわけなんですが、こちらは

介護のほうになってくるんだろうと思うんですけれども、それぞれの部署で役割があると思うんで

すよね。それを連携していくわけなんですけれども、それぞれの医療と介護の一体化について、そ

の役割を説明いただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 
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○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 私のほうから一括してお答えさせていただきます。 

 平成２６年６月に成立いたしました地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備に関する法律というのがあるわけなんですが、それで病床機能の見直しを図り、地

域包括ケアシステムを構築して、医療・介護のあり方を一体的に見直すこととしております。 

 このことから、健康福祉部では地域包括支援センターを強化して、在宅医療・介護連携や、認知

症施策などの充実を図りまして、介護保険事業の制度改正による新しい介護予防事業への対応を行

っているところでございます。 

 一方、地域医療部では、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービス提供体制の確保を

行うための取り組みや、在宅生活への復帰支援の受け皿として地域包括ケアシステムを支える病棟

であります地域包括ケア病棟の充実などの調整を図っているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 まず地域包括センターという話がありましたんですが、この地域包括支援センターについては亀

山市内ではセンターというのは何カ所あるんですか。そしてまたどこにあるのかということをお答

えいただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 地域包括支援センターは、高齢者の地域ケアの中核拠点として設ける機関でありまして、鈴鹿亀

山地区広域連合の圏域におきましては、鈴鹿市に４機関、亀山市に１機関、その１機関というのは、

あいあいにございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 この地域包括支援センターは、亀山で１機関、それから鈴鹿で１機関なんですけれども、これ今

後、地域を、例えば亀山を３つぐらいに分かれたとかそういった場合には、複数、その地域ごとに

地域生活支援センターというのはつくることはできるんですか。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 済みません、先ほどちょっと私の言い方が悪かったかもわかりませんが、鈴鹿亀山広域連合の圏

域におきまして、鈴鹿市に４機関、そして亀山市１機関でございます。 

 亀山市１機関、地域包括支援センターがございまして、そのほかに在宅介護支援センターが３カ

所あるという状況でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 
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○１５番（前田 稔君登壇） 

 私のちょっと勘違いかわかりませんけれども、その地域包括ケアシステムなんかでも一般的に国

で言われているのは、中学校区単位ぐらいで構築するというふうに聞いておるんですが、そういう

ことは考えはないでしょうか。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 中学校区単位で設置しておるのは、先ほど少し申し上げました在宅介護支援センターのほうでご

ざいまして、亀山市としては、地域包括支援センターは１つでということで考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 済みません、私のほうのちょっと勘違いですね。在宅介護支援センターですね、わかりました。 

 もう１つ、今後の介護保険事業の制度改正というものがあるんですけれども、これについてお伺

いしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 介護保険事業につきましては、平成２６年８月の介護保険法の改正によりまして、鈴鹿亀山地区

広域連合におきましても、平成２９年４月から新しい制度に移行することとなっております。 

 今回の介護保険の制度改正につきましては、先ほども申し上げましたが、２０２５年に団塊の世

代が７５歳となり要介護認定者数が大幅に増加することが見込まれていることから、重度な要介護

状態となっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを継続するため、心身機能の状態や生活環境の

変化に応じまして、医療、介護、予防、住まい、生活支援を柔軟に組み合わせて提供する仕組みで

あります地域包括ケアシステムを構築するために行われたものでございます。 

 この地域包括ケアシステムの構築に当たりましては、要支援に相当する比較的軽度の高齢者を対

象として、在宅生活を可能な限り長く継続するために、高齢者がみずから持つ能力を最大限に生か

して、要介護状態を予防するか、また在宅生活の前提であります調理、買い物、掃除などの生活支

援をどう確保するかが重要となってきますので、現在の介護予防事業から在宅での生活支援や介護

予防の取り組みに重点を置いた制度に移行するものとされているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それでは、この前も教民の委員会で社会福祉協議会とちょっと意見交換会をしたんですけれども、

このときに、社会福祉協議会の位置づけというか役割というのを確認したんですけれども、それは

はっきりと明確にはされなかったんですが、社会福祉協議会としては市の計画に沿って我々はやっ

ていきますよという話だったんですけれども、社会福祉協議会の位置づけとか役割についてお答え

をいただきたいと思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 佐久間部長。 

○健康福祉部長（佐久間利夫君登壇） 

 地域包括ケアシステムにつきましては、在宅医療、在宅介護だけでなく、できる限り要介護状態

とならないためのサロン活動等、通いの場の提供による介護予防の取り組みや、ひとり暮らし、高

齢者夫婦のみの世帯の増加、認知症の方の増加を踏まえた、見守り、配食などの生活支援サービス

や財産管理などの権利擁護の体制整備が必要とされているところでございます。 

 地域包括支援センターでは、サロン活動の支援、認知症高齢者の財産管理など、地域包括ケアシ

ステムに資する取り組みの一部を社会福祉協議会に担っていただいておりますので、今後も社会福

祉協議会としっかり連携して、体制整備を進めてまいりたいと存じます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 そうすると、社会福祉協議会は主に生活支援ということですね、それと財産管理、そういう部分

やと今お聞きしました。 

 次に、課題や問題点についてお聞きしたいと思うんですけれども、介護と医療の連携を図ってい

くということなんですけれども、介護と医療、どのように連携を図っていくのかお答えをいただき

たいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 介護と医療の連携ということですので、地域医療部からご答弁させていただきます。 

 介護と医療の連携には、亀山医師会の先生方と介護の多職種が連携し、医療センター等の後方支

援を活用しながら在宅医療を行う亀山市在宅医療連携システム、亀山ホームケアネットと申します

が、の強化、充実の必要があると考えております。 

 また、高度急性期から在宅医療、介護までの一連のサービス提供体制の確保を行うため、病床の

機能分化、医師確保、支援等、市の地域医療に必要な医療資源の確保につきまして、三重県が設置

する地域医療構想調整会議において調整を図りながら、医療センターの地域包括ケア病床の設置に

取り組んでいく必要があるとも考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 非常に重要なところだと思うんですけれども、医療と介護を在宅でということで進めていくとい

うことなんですが、地域のお医者さんと連携をとっていくということで、今後医療報酬ですかね、

診療報酬も変わってくるというふうに聞いておるんですが、その点についてまずお聞きしたいと思

います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田部長。 



－１８９－ 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 平成２８年度の診療報酬改定で、２０２５年に向けて地域包括ケアシステムと効果的・効率的で

質の高い医療体制の構築を図るために、病床の機能分化・連携の促進、質の高い在宅医療・訪問看

護の確保等に重点が置かれた診療報酬の改正となっております。 

 このため、地域医療部におきましても、医療センターの地域包括ケア病床設置に向けた調整を初

めといたしまして、在宅医療・介護についてこれまで以上の推進を図りながら、地域包括ケアシス

テムの実現に向けた体制強化を進めているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 在宅介護・医療に重点を置いていくということなんですが、診療報酬では今まで待っているだけ

でよかったというお医者さんが、今度在宅医療にシフトをしていくような方向で、国がそういうふ

うな改定をしていくということでよろしいんですかね。多分、国がそういうふうに仕向けていると

いうことだと思うんですが、そういうふうにしていかないと、今までのように待っているだけでは

お医者さんは成り立っていかないよというような言い方だと思うんですけれども、実際のところ、

亀山市内それで協力してくれるようになるのかどうか、そこら辺のところちょっと確認をしたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 昨日、中﨑議員のときにもご答弁させていただきました、現在亀山市内のホームケアネットのご

登録をいただいた方にご協力いただいておる医師会の先生方、９医療機関でございます。 

 なかなか現在のところ医療機関がふえていかないというのが、一つの大きな課題というふうに考

えております。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 今課題として考えておるというだけで、対策は何も今のところないというようなことでよろしい

んですかね。 

 それと、医療の部分でもお医者さんですけれども、介護のほうもケアマネジャーだとか、それか

らライフサービスアシスタントというのかな、何かＬＳＡというんですか、そういう職種もあるそ

うなんですけれども、そういう専門的な方を今後、やっぱりどんどん高齢者がふえてきてそういう

介護が必要な人がふえてくると、そういった人の人材確保というのが必要だということを先ほど言

われたと思うんですよね。だから、その人材を確保するとともに、養成もしていかなければいけな

いと思うんですけれども、そういうことに対しての取り組みについてあればお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田部長。 
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○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 介護職、医療職につきましては、全国的に人材不足が叫ばれているところでございます。 

 いずれの職種につきましても、三重県において計画をつくりまして、人材の確保や養成、資質の

向上に取り組まれております。 

 市独自の取り組みといたしましては、在宅医療・介護や認知症対策における多職種連携を進める

に当たりまして、医師会の先生方と連携を図りながら、研修会や事例検討会を開催しております。

その中で介護専門職への支援を行っているところであります。 

 また、医療センターにおきましても、医師・看護師等の確保にも現在取り組んでおるところでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 前向きには考えているということなんですけど、実際これがずっとシステムが動き出していけば、

かなり厳しい、取り合いになったりとかするんだろうなというふうに思います。早目に真剣に考え

ていただいて、そういうことも考えていっていただきたいというふうに思います。 

 最後、今後の取り組みということなんですけれども、各自治体ではいろんな先進的な取り組みも

行われております。 

 亀山市において、今現在取り組みもされていると思うんですけれども、サロンとかそんなんで。

ちょっと分野別にお聞きしたいと思うんですけれども、先ほど言われました、まず医療についての

ことですね、新たな今後の取り組みについてどんなものがあるのか在宅医療だけなのかわかりませ

んけど、それ以外に何かあれば教えていただきたいのと、介護についてはどういう取り組みをされ

ていくのか。また予防というのがありますね、先ほど言われました予防。これは、引きこもりにな

った高齢者に対して何か活動の場を与えるとか、そういうことだと思うんですけれども、そういう

取り組みをどのように考えているのか。 

 また、亀山市はちょっと聞くところによると、介護施設が結構充実しているということで、待機

者は見えますけれども、都会に比べてはそういう施設があるので、住まいに関してはちょっと充実

しているのかなと思いますけれども、今後は圧倒的にふえてくるし、また私たちのところでも独居

老人というのが多いんですね。独居老人になったときに、そういう独居老人の世帯を見てくれる人

がいない。子供らは外に出ていってしまっていたりとか近くにいないんで、そんなときに、やっぱ

り病気になったりとか痴呆症ですかね、痴呆とかそんなときになったときに、非常に困るんですね。 

 私らのところも特に痴呆症で困るのは、いいときは、隣近所でも見守りというか、一応、元気に

しているかなと思って声かけたりとか見に行ったりとかしているんですね。ただ、過去に、痴呆症

になってしまうと、いろんなことを忘れたりするんで、特にお金なんですけれども、このお金をど

っかにやってしまったのをなくしたとか、取られたとかいうふうになって、たまたま警察沙汰にな

ることもあるんですよ。今まで行き交いしておったんですけど、警察沙汰になると、警察が入って

くると、そう簡単に出入りできなくなるという状況もあるんでね、その地域によって、その近所で

も。今まで仲よくしておったけども、ひょっとしたら疑われるんやないかという、そういうことも

あって、ちょっと引いてしまったりなんかして、しょっちゅう声かけできないとか、そこに勝手に



－１９１－ 

家に入っていけないというような、そういう困ったこともあるんですね。 

 そういうことなんかも踏まえて、そういうこともあるので、どんな対策ができるのかとか、あと

生活支援についてもそうなんですけれども、何か今、今後の取り組みで、亀山市独自として何か考

えていることがあればお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 先ほど、議員がおっしゃいました、住まい、医療、介護、予防、生活支援、この一体的に提供す

ることが地域包括ケアシステムにつながっていくこととされております。議員おっしゃったように、

住まいにつきましては、当市におきましては、持ち家率が非常に高いことに加えまして、サービス

つき高齢者向け住宅や有料老人ホームなどの高齢者専用の住宅が多数建設をされておるところから、

ある程度充足はされているのかなというふうには考えております。 

 次に、医療介護につきましては、先ほど来申し上げましたように、在宅医療の推進と介護の連携

の強化、これによりまして、またさらに医療センターに地域包括ケア病床の設置をすることにより

まして、進めてまいりたいというふうに考えております。 

 先ほど、健康福祉部長も答弁をさせていただきました介護保険法の改正によりまして、来年４月

から新しい総合事業が開始をされます。この事業につきましては、地域力の結束が一層期待をされ

ているところでございます。 

 最後のこの予防、生活支援につきましては、この新しい総合事業というのを的確に進めることに

よりまして、この地域包括ケアシステムの実現に近づくというふうに考えております。 

 おっしゃっておりました認知症対策でございますが、地域包括支援センターを中心に、認知症初

期支援集中チームも設置をされておりますので、そういうふうな認知症専門の先生方等の協力を得

まして、認知症対策もさらに進めてまいりたいというふうに考えております。 

 医療や介護の適切なサービスや地域の皆さん、先ほど申し上げましたように地域の皆様のご支援

によりまして、地域包括ケアシステムがより具体的なものとして確立できるように、取り組みを進

めてまいりたいと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 たくさんしゃべっていただきまして、きれいにまとめていただいたような気がしてあれなんです

けれども、本当にうまくいくのかなという思いはありますけれども、最後に、地域医療統括官、４

月からなられました。本当に重要な局面を迎えると思うんですよね。その中で医療の再生というか、

そこにも尽力をいただかなきゃならんと思いますけれども、地域包括ケアに対しても、やっぱりい

ろんな部分で、多岐にわたる福祉の部分、特にそれは今まで培われたその福祉の部分を持ってみえ

るので、また病院の事務もわかっておられるということでなったんだろうと思いますので、今後の

非常に難しい地域包括ケアというものを、システムを構築していく中でやっぱり統括官の能力とい

うのは非常に期待するものでありますので、統括官の抱負、今後の思いがあったら、一言いただき

たいというふうに思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 伊藤地域医療統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 地域包括ケアシステム、これの推進整備につきましては、介護と医療の連携が議員も言われると

おり非常に重要だと考えております。特に、急性期から在宅へつなぐ医療機関としての医療センタ

ーの役割、さらには在宅医療の後方支援病院としての入院病床を有する医療センターがその核にな

ると考えておるところでございます。その医療センターに地域医療部を今回設置したということに

よりまして、医療と介護との連携体制が強化されたものと考えております。 

 私、地域医療統括官といたしましては、この組織をリードし、組織全体としての力を発揮できる

ように精いっぱい取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 ありがとうございます。 

 福祉政策、医療政策、それから住宅政策、地域振興という４つの行政の縦割りを排除していただ

いて、公民連携の仕組み、これを考えていただきたいというふうに思っています。地域の社会資源

を把握して、どのように連携して新しい価値を創出するかを考えることが重要であるというふうに

考えていますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 続いて、空き家等に関する条例についてお伺いをしたいと思います。 

 昨年１２月の定例会で、建設部長は空き家等に関する条例を６月定例会に提案すると答弁された

が、９月に延期になったのはなぜかということです。答弁を願います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本建設部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 議員ご指摘のとおり、昨年１２月議会におきまして、できましたら予定ではございますけれども

６月議会には提案したいというように考えておりますというふうな答弁がなされているというふう

に考えております。 

 その地点でございますが、１２月議会の時点で検討をしておりました条例制定の内容につきまし

ては、法に規定のございます協議会の設置及び空き家等の対策計画の規定のみを条例化することを

想定しておりましたが、その後庁内調整の中で、法に規定されていない事項を上乗せして規定した

ほうがよりよい空き家等対策として効果があるという意見が庁内の調整の中で出されたというふう

に聞いています。 

 具体例といたしまして、台風時による倒木などの緊急時の措置、及び適切な管理が行われていな

い状態が法で定めます特定空き家等に比べて軽度な空き家等に対する予防のための改善措置、助言、

指導、勧告などを行えるようにすることなどでございます。 

 こうした意見を踏まえ、１２月時点で検討した内容の見直し及び調整に時間を要しましたことか

ら、条例に制定に当たり必要となりますパブリックコメントを６月議会までに実施することが困難

な状況となりましたので、本議会の委員会におきまして、状況を報告させていただくことといたし
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まして、９月定例会に提案をさせていただく考えでございますので、ご理解賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 台風時のときの緊急処置というようなことも言われていました。この空き家の特措法は去年の５

月に制定されまして、その中の空き家等に関する定義の中で、空き家に付随する構築物または立ち

木というのが空き家と定められています。ですので、構築物が例えば台風等で、例えば市道に倒れ

てきたり落ちたりしたときは、即管理者がそこを片づけに行くと思うんですよね。だから、指導勧

告なんていうのは、後からそれは条例がなくてもできるようなことなんで、あともう１つ、そのパ

ブリックコメントも、今計画をつくると常にパブリックコメントがついてくるんですね。だから、

これは何か今回言いわけの一つにしか当たらないなというふうに私は思います。 

 松本建設部長はこの４月からなられて、非常に恐縮ですけれども、どんな引き継ぎがあったのか

ちょっと、これは前の担当部長が１２月定例会で私の質問に対して、６月に提案しますと言って、

４月からですからね、今度の建設部長はね。ですので、どんな引き継ぎがされていて、そのときに

この条例の制定に当たってどの程度進捗状況、できていたのかということをちょっと正直にお答え

いただきたいなと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 松本部長。 

○建設部長（松本昭一君登壇） 

 私が引き継ぎを受けた段階につきましては、当初考えておりました条例に基づきます協議会の設

置及び空き家等対策計画の規定のみを条例化するというところから、さらに上乗せ規定を踏まえて

条例案を見直していくという作業にかかっている段階で引き継ぎをいただいた状態でございます。 

 ですので、その時点から、先ほども申し上げましたけれども、いろんな作業工程を考えますと、

非常に６月議会に間に合わせるというのが困難な状況だというふうに判断をいたしましたので、先

ほど答弁させていただいたとおり、９月に延期をさせていただきたいというふうに考えた次第でご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 何か歯切れの悪いあれですけれども、結局ほとんどできていなかったんじゃないかなと思うんで

すけれども、１２月に上程すると言ったんですから、３月かそのくらいの時点ではある程度できて

いないとパブリックコメントもできないだろうし、だから今度新しい部長が来る時点では大体でき

ていないと無理なんだなというふうに思うんですよね。その時点で多分できていなかったんじゃな

いかなというふうに思うんです。 

 ただ、これは私の私見ですけれども、その前に、１２月定例会ですけれども、このときは担当部

長が６月に上程するよと言ったんですけど、そのとき市長はそれを確認されておったのかされてい

なかったのかということを、ちょっと市長にお聞きしたいと思います。 
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○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 確認をしております。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 はっきりと確認をされていたということでございます。ですと、やっぱり監督責任というのもち

ょっとあると思うんですよね、これ、できなかったという。市長もそこにやっぱり部長が言ったこ

とを確認して、それでそれおかしいやないかと何か言えばあれですけれども、そのままほっておい

たということは、市長の監督責任もあるんじゃないかなと私は思うんですけれども、市長、それに

ついてはどのようにお考えですか。ご所見があれば。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この特措法の前後をいたしまして、空き家対策がいかに本市の今後の地域づくり上重要であるか

ということの必要性は申し上げてまいりましたし、そのための検討をずっとやってきたわけであり

ます。そして、具体的にそれを条例化していこうということの方針のもとに、担当部においてさま

ざまな積み上げをしてくれておったわけでありますが、先ほど部長が申し上げましたように、ある

時点、内部のこの法制の調整の過程におきまして、従来想定しておりました条例の体系、内容、こ

れではだめで、実効性も含めてだめではないかという判断をいたしました。したがいまして、それ

をもう一度見直し、法の上乗せを含めて再検討を指示し、その作業の中でこの議論、調整に時間が

かかったためにおくれてきたということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 当初は、６月の条例制定を想定してその作業を進めておったわけでありますけれども、そういう

その背景の中で、今回この空き家条例の制定につきまして９月議会に提出させていただくというこ

とになったということはご理解いただきたいと思います。 

 しかし、昨年の５月に特措法が施行されました。ご案内のとおりでありますが、その施行前に、

既に先行して、名張市さんを初めこの施行前に条例を制定されておった自治体はご案内のようにあ

ったわけでございますけれども、いずれにせよ、この特措法の施行後に新たに条例を制定するとい

うことでは本市が初めてとなりますので、その意味でもしっかりした条例として制定をしたいとい

う思いでその作業を積み上げてきておるということは、ぜひご理解いただきたいと思います。 

 しっかり進めていきたいと思っております。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 私は、もう１つ感じることがあるんですね。一応、部長がそういう形の本会議の上で答弁を答え

て、そこの職員は、それに向けてその時点でやっぱり計画を立てて、６月に間に合わせるようにし

ていくということが本来の使命であったと思うんですよね。それができないということは、忙しか
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ったとかいろいろあるかわかりませんけれども、最近のその見ていますと、自分たちのまちをつく

っていくとか、計画していくという中で、何かいろんな業務委託というのを丸投げしている部分が

よく見られます。そうなってくると、職員の自分たちでまちをつくっていこうとか、計画をしてい

こうという思いが出てこないし、計画をつくることによって職員のスキルとか、ノウハウとか、そ

ういうのが培われていかないと思う。だから、一方でそういう、何かこうやり切ろうというそこの

意識がないんやないかなと私はちょっと感じました。 

 だから、そういうことを、昔だったらたたき上げの職員がおって、これは俺に任しておけみたい

なそういう人がおったんじゃないかなと思うんやけど、最近はそういう俺がやったろうという、そ

ういう強い意志を持った職員がなかなかいなくなってしまったのかなというふうに感じるんですね。 

 だから、もうちょっと職員のスキルアップ、それから自分たちでまちをつくっていかなあかんと

いう思いをもっとしっかり持っていただきたいなということだけ言わせていただきます。 

 それでは次に、リニアについて質問をしたいと思います。 

 新聞報道ですけれども、リニアの東京・大阪間の開業が前倒しされるという報道がありましたん

で、これについて詳しい内容が知りたいと思いますので、答弁願います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 リニア整備への財政投融資への活用に関する報道につきましては、６月２日に閣議決定された経

済財政運営と改革の基本方針２０１６、いわゆる骨太の方針において、リニア中央新幹線全線の整

備促進と、そのための財政投融資等の活用等の検討について明記がされますとともに、安倍首相よ

りリニア中央新幹線の大阪延伸の早期実現に向けた支援が表明されたところでございます。 

 これを受けて、事業主体でありますＪＲ東海においては、経営健全と安定配当を堅持しつつ、品

川・名古屋開業後、速やかに名古屋・大阪間の工事に着手するように全力で取り組むとの前向きな

コメントが発表されたところでございます。 

 このことによりまして、全線開業が最大で８年間前倒しになる可能性が生じたことから、リニア

中央新幹線の建設促進や、リニア駅誘致活動を推進しております本市といたしましては、このよう

な国の支援表明については、大変喜ばしいことであると受けとめているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 財政投融資で政府の肝いりで８年間前倒しになったということで、２０４５年が２０３７年です

か、私もひょっとしたら乗れるかなというふうな思いになりましたけれども、そういう喜ばしいこ

とでありましたじゃなくて、その８年間前倒しになったことで、亀山市としてどうしていくのかと

いう何かそういう変わったことがあるのかないのか。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 まず、これらの支援内容やそれを受けての整備計画の変更等につきましては、事業主であるＪＲ
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東海につきましては、まだ具体的な事項について現段階において決定をいたしておりませんことか

ら、今後も国や事業主体であるＪＲ東海の動向を注視しながら、さらなるリニア中央新幹線市内停

車駅誘致活動を展開していかなければならないというふうに考えているところでございまして、今

の情報を受けて、今後の具体的な動きというのは決定していくというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 以前から京都府は食指を示していますし、聞くところによると三重県内の近隣の市も何とかとい

うような話も聞いています。ですので、やっぱりこのアピールをしていかないかんと思うんですね。

亀山市も市民を巻き込んで、そして市内外に向けてのアピールをしていかなあかんと思うんですよ。 

 前も、カレンダーとかマウスパッドとかいただいたんですけれども、やっぱりもっと見える形で、

例えば駅の構内にリニア誘致みたいな、亀山駅というポスターを張るとか、それから亀山に来る観

光客にもわかるような形で、タクシーにそういうステッカーを張るとか、そういうことを積極的に

取り組んでいかないと、京都なんかはすごく活動をしているみたいです。ですので、多分ルートは

奈良を通ってというふうになると思うんですけれども、やっぱりそういう中で地元がもっと積極的

に市内外にアピールしていかないと、何かよそに取られてしまうんやないかなという気もしますの

で、そこら辺をもっと積極的にやってほしいなというふうに思っていますんで、何かご所見があれ

ばお答えをいただきたい。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 この最大で８年間の前倒しということは、リニア推進にとっては非常に朗報であるというふうに

考えておりまして、今までこのリニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議、これを通じて

約四半世紀の誘致活動を行ってきたところでございます。 

 それで、これを受けましてということではございませんが、本年度におきましては、市内両尾町

地内に設置してあります新名神高速道路の通行者向けのＰＲ看板のデザインを一新しまして、本市

へのリニア駅誘致について大きく表示し、県内外の方へ広くＰＲしていく予定でございます。 

 それと、先ほど議員からのご指摘のありました目に見えるＰＲの方法ということで、市民へのリ

ニア中央新幹線の整備や、駅誘致に関する機運醸成のための目に見える形でのＰＲの具体的な方法

としましては、昨年度策定をいたしました自己粘着フィルムのステッカーやポスターをコンビニや

大型の量販店等に掲示することや、関係機関の協力を得まして、鉄道、バス、タクシー等の公共機

関の社内へのＰＲへの広告の掲示や、ステッカーの貼付などの方法も考えられます。 

 今お示しをいたしました方法以外にも、さまざまなＰＲの方法があると存じますので、他の自治

体のＰＲ方法等も参考にしながら、効果方法等も含めて進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 前田議員。 
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○１５番（前田 稔君登壇） 

 終わります。 

○議長（前田耕一君） 

 １５番 前田 稔議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ３時４７分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時５８分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長しますのでご了解ください。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、一般質問をさせていただきたいと思います。 

 町並み保存事業についてと新教育長制度の考え方について、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 １点目ですけれども、先般も町並み保存事業３０周年記念を済まし、ちょうど私も議員生活２９

年、町並みと同じように議会活動をさせていただいております。ちなみに、町並みがどのような形

で今日まで来ておるかというのも、私のかす頭でも大体理解していると思う。 

 １点目に、まずこの３０年に及ぶ事業実績、金額、修景件数、それに付随した伝建に関する公共

事業等々あると思うんですけど、カラー舗装とか電柱移転の費用等も、その他いろいろ裏道の事業

とか。 

 ５９年に文化庁から重要伝統的建造物群として２６番目に指定された地域です。一体、今までの

実績を一遍お教え願いたいし、皆さん方にも知っていただきたいと思いますので、あえて質問をさ

せていただいております。よろしくお願いします。 

○議長（前田耕一君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。 

 嶋村文化振興局長。 

○文化振興局長（嶋村明彦君登壇） 

 関宿重伝建の地区、関宿伝統的建造物群保存地区は、昭和５９年１２月に国の重要伝統的建造物

群保存地区に、これは全国で２０番目でございますけれども、選定をされまして、以降３２年にわ

たって保存事業を継続してきたところでございます。平成２６年には、かめやま文化年２０１４の

リーディング事業として関宿重伝建選定３０周年記念事業を行ったところでありますし、また昨年

の５月には２０年に一度の東の追分一の鳥居の建てかえ及びお木曳きの行事を行ったところでござ

います。 

 伝統的建造物群保存地区の保存事業の基礎となります事業が、個々の伝統的建造物の保存修理修

景事業でございます。昭和６０年度から国・県の支援を受けて事業を継続してきておりまして、こ

れまでに延べ６００件の事業を実施してきております。この間、交付をいたしました補助金の総額

は約８億円余りでございます。現在、修理・修景を完了いたしました建造物の割合は、東海道に面
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した建造物の約５５％となっております。補助金の額８億円ということでございますので、民間の

方々の実施されました事業費なども含めますと、保存地区の中で行われました修理修景事業全体と

しては２０億を超えるのかというふうに考えられます。 

 保存地区全体を対象としました景観の整備といたしましては、東海道の無電柱化、あるいは道路

路面の地道風カラー舗装、また一部については裏道の整備なども実施してきたところでございます。 

 保存地区を特徴づける核的施設の整備といたしましては、国指定重要文化財であります関地蔵院

本堂その他の修復でございますとか、関まちなみ資料館並びに関宿旅籠玉屋歴史資料館の開館、さ

らには百六里庭、西の追分、地蔵町、木崎３カ所におきます関宿散策拠点施設の整備、市の指定有

形文化財であります旧田中家住宅や旧落合家などの整備も進めてきたところでございます。 

 また、保存地区周辺におきましては、道の駅関宿、足湯交流施設などを整備したほか、保存地区

の周囲に景観形成推進地区を設定するなど、保存地区周辺を含めた一体的な景観形成へも取り組ん

できたところでございます。 

 一方で、裏道の整備、防災設備の充実など、課題も残るところではございますが、また保存して

きた町並みを活用した地域振興への取り組みも進めていかなければならないというところでござい

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 ありがとうございました。 

 基本的には、修景事業で２０億、他の公共事業等で恐らく十四、五億のお金がかかっておると思

うんです。３０年間に三十五、六億の事業で、３０年間で現在の町並みができておると思います。

先ほども、伝建指定物件としてはあの町並みに２００戸指定されておると思います。そのうちの５

５％ということです。 

 この事業の結果、市長等にお聞きしたいのは、伝統的建造物の地域で空き家となって荒廃してお

る物件が多々あると。５５％だか４５％の中に、いまだ手つかずの、居住者も不明、また居住者も

市内に居住されておって放置状態になっておるというような物件が多々あります。その中で、今後、

行政としてどのように対応されるのか。 

 ちなみに、私が代議士の秘書をやってますときに、東町商店街の修理修景事業がありました、街

路事業が。今、それから修景が終わった後、テナント営業等のいろんな困難の中で、俗に言うシャ

ッター街ができたと。それが、今いろんな形で、アートとかいろんな形で、市も力を入れて空き店

舗をいろんな形で活用しておるという中で、当然いろんなイベントもやっていただいて、各種団体

がいろんな活用をしてみえると。 

 その中で、関の伝建の中の今後のその空き家の中で、基本的に修復するのか。今も前田議員が言

われた空き家等特別措置法という中での、いろんな形で出てきております。その中で、どのような

形で今後進めていかれるのか、その点をお聞きいたしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 
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 櫻井議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 関宿の伝建地区におきまして、伝統的建造物群として特定されておりますもののうち、空き家と

なっておるものが現在２０戸余りございます。そういう中で、どのように今後対応していくのかと

いうご趣旨でございますけれども、ご案内のように、保存地区内の伝統的建造物は現状変更の規制

によって取り壊しのみを行うことは許可することができないこととなってございます。このことか

ら、所有・管理される皆様には保存修理修景事業の補助金等をご活用いただいて、修理・修景を実

施いただけるよう働きかけを行ってきたところでございますが、これまでも空き家を修理いただい

た上で借家などとしてご活用いただいた事例が多数ございます。その一方で、相続などによって所

有権が分散するなどして十分なご対応をいただけない事例が少なからずございますので、放置され

たまま荒廃が進んだようなケースもあることも事実でございます。 

 こういう状況の中で、今後もやっぱり所有・管理をされておられる方々と、本当に今日までもそ

うでありますが、丁寧にお話し合いをさせていただいて、その修理等の実施を働きかけてきたり、

あるいはサポートしてきたりという取り組みを愚直に展開してきたところでありますが、今後にお

きましてもそのように丁寧に、これは続けて頑張っていきたいというふうに考えておるところであ

ります。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そういうふうに持ち主に懇切丁寧に理解をしていただいて、伝建地区としての町並みを保存して

いくという、その意義は、もうそれはわかっておるんですわ。ただ、やはりそこで居住しておる市

民の方、その方についてはいろんな方法で説得もできると。だけど、居住等をしていない市外在住

の、または相続等でやっぱり困難なところ、それから居住者の死亡によりその親族の人に渡った物

件等々が点在しております。 

 私の町内、２７軒ぐらいあるんですけれども、私の町内でも２７軒中、維持管理をしてみえる持

ち主の方が２戸ですわ。それから相続人が他市に住んでおって、行方もわかっておるんですけれど

も、なかなか連絡がとれない人が１戸。それで、相続権利者がいろんな形でやっておるんですけれ

ども、なかなか連絡がとれない。それでもう１軒は、半分は裏を売って、表側は、これは伝建物件

ではないですけれども、存在しておると、そういうような状況なんです。確かに、その隣の町内で

２軒ばかりは私は直しましたけれども、その隣の２軒は放置されておると。 

 そこで、ちょっと前田議員の特措法のことについて、いろいろ答弁のやりとりがありましたけれ

ども、基本的にその特措法について、特措法とは一体何でしょうかな。私も調べましたけれども、

特措法というのはどういうような法律なんですかな。それはご存じだと思うんですけれども、基本

的に近々では大規模地震対策特別措置法、それからテロ対策特別措置法等々が出ています。それ以

前には、シベリア抑留とか、それに対する特措法が出ています。これは、皆さん方も聡明な方です

のでよくご存じだと思うんですけれども、特別措置法、これは一体どんな法律ですかな、ご存じだ

ったら。ご存じだと思いますけれども、改めてご回答いただきたい。 

○議長（前田耕一君） 

 松本建設部長。 
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○建設部長（松本昭一君登壇） 

 空家等対策の推進に関する特別措置法でございまして、この目的でございますが、この法律は適

切な管理が行われていない空き家等が防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保

全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、空間等に関する施策に関し、国による基本指

針の策定、市町村による空き家等対策計画の作成、その他の空き家等に関する施策の推進をするた

めに必要な事項を定めることにより、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって

公共福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とするということで目的が定められております。 

 先ほど議員おっしゃられた、関におきます重伝建の建物につきましては、文化財保護法の規定も

ございますことから、単純にこの法律に基づいて空き家の対策を行っていくということのみでは対

応ができないというふうに考えておりますので、文化財保護法との調整を図りながら適切に対処し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それは空き家対策に関するあれですけれども、基本的に特別措置法とは、緊急事態などに際して、

現行の法制度では対応できない場合に集中的に対処する目的で特別に制定される法律であるという

のが特別措置法です。というのは、これは国が平成２６年１１月２７日に公布して、平成２７年５

月２６日に施行しておるわけです。これは、空き家対策というのは、これは日本国中で空き家に対

する対策が必要やないかと、時の政府がそのような特別措置法をつくったと。それによって対処し

なさいと。それで、各自治体においては、それぞれその措置法の条例をつくって、それでやりなさ

いと。 

 それで、この特別措置法の目的の第１条には、この法律は適切な管理が行われていない空き家等

が防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の

生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用

を促進するため、空き家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む

等々）による空き家等対策計画の作成、その他の空き家等に関する施策の推進をするために必要な

事項を定めることにより、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉

の増進と地域の振興に寄与することを目的とすると、これがこの措置法の、空き家対策等のあれで

す。 

 確かに今部長おっしゃったように、関の町並みについては文化庁との絡みがあると。確かに、今

から２０年前になりますかな、文化庁に、高山の市長が町並み保存会の会長で、我が関町の山内町

長が副会長で、町並み保存事業においては固定資産税の免除をやってくださいというようなことを

申し出て、そのときの大蔵省から、土地については免除はできないけれども、家屋については非課

税にすると。そのかわり、地方としても財源に困るから、７５％は交付税で措置するから、２５％

は自治体として泣いていただきたいというような形で、家屋に対する固定資産税は免除されていま

す。ところが、土地については、そのときの財務官が言われた話ですけれども、土地については有

形財産ですからやっぱり免除はできないので、その点はこらえていただきたいという中で、それで
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関の町並み保存条例の中には、伝統的建造物に指定された物件を行政の許可なく取り壊した場合に

おいては罰金５万円を納付すべしという罰金過料がついています。それでもいろいろあるんですけ

れども、そんな条項があった中でいろんな形でやっておるんですけど、実際、今現在困っておるん

ですよ。近隣の修復がされていない。だから、何らかの手当てをやっぱり行政は、この空き家対策

の措置法に対する議案が９月に出てくるというようなことを言うてますけれども、この空き家等の

等の中にはこういうようなものがある。この空き家等の定義は、建築物またはこれに附属する工作

物であって、居住その他使用されていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他土地に

定着するものを含む）という規定が定義であります。 

 実際、町並みの表通り、それから裏側に当然庭を持っておるんですわ、それぞれ。中庭というか。

それは１０年ぐらい放置しますと、剪定もしませんもので、私の知っておるところの家屋は十四、

五メーターの木が生い茂っておるというような状況なんです。それを持ち主に伐採してくれと言う

ても、これは金がかかるでうんちく言うてですね、やらんです。だから、そこら辺をきちっと、や

っぱり保存事業をやっぱり継承していくんやったら、そういうのは、行政としてはこの条例をつく

って、この特措法の中に書いてある中のことをやっていかなあかんと。 

 それで、仮に措置法で、この中で空き家が放置されている場合、所有者は以下の２つの処罰を、

どちらかを受けるというのが含まれておるんです。その１つは、空き家の放置を行政が指摘した場

合に、勧告というんですかね、勧告名で出せるはずなんです、この条例ができたら。そうすると、

その勧告に従わなかった場合は、固定資産税を６倍にすることができるということなんです。自治

体が所有者の特定をして、強制的に解体を命じることができるんです。ただ、伝建物として残した

いのはやまやまなんですけれども、ところが先ほど申し上げたように、目的の中に地域住民、隣接

者の環境・生命・財産を守るためにこの特別措置法はできておるんです。それが、やっぱり文化庁

はというよりも。やっぱりそれが亀山市の姿勢やと思うんです。ちょっと市長に、こういうような

形で、その現状を市長はご存じかな。 

 確かに、正直これは関の町の、この関宿だけじゃないと思うんです。この亀山市全体において。

というのは、空き家対策について、空き家の状況について、大変この亀山市内全域で、先般の前田

君の質問の中にも、２３年に質問したときには２３０戸ぐらいやったけれども、その次はもう何千

にもなっておると、何百にもなっておると。実際、この町並み以外に空き家で、隣が空き家やで何

とかならんかというて困ってみえる市民はたくさんお見えになると思うんですよ。そういうような

ことは、市長さんのお耳に入っていますかな、いませんかな。入ってみえたら、この特別措置法、

政府が緊急にした法律をなぜこういうような形で放っておかれたのか。ちょっと私は解せんのです

けれども、市長さん、そういうような市内の空き家に隣接する市民の皆さん、居住してみえる市民

の皆さんの苦情はお聞きになられたのか、聞いていないのか、一遍それを確認したいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 現在、市内約１,１００軒の空き家がございますけれども、全てを把握しておるわけではござい

ませんが、さまざまなご意見やご要望は頂戴をしておるものでございます。 

○議長（前田耕一君） 
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 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 これは、確かに伝建地域については難しい点があると思うんですけれども、基本的に空家等対策

の推進に関する特別措置法第９条及び第１４条、これはしかるに、一番これがもとやと思います。

この空き家を解消するのには。この条文をどういうふうに、私はこれだけやったらええと思うんで

すよ。パブリックコメントも協議会も必要ないですよ、これ。形だけつくっておきゃあいいんです

よ。この国の法律は、緊急かつ現行法律では対処できないために、この法案を内閣府かどこかがつ

くったんですよ。もうこれは、先般質疑で農業委員会の改正はばんとそのまま国の言うとおり出し

てきた議案ですよ。だけど、この特別措置法は、これは内閣府がつくったのか、総務省がつくった

のか、どこがつくったのか、私はそこまで勉強していないであかんのですけれども、これをそのま

まそっくり法律として、市の条例としてそっくり、何を、もっと言えば国の法律よりもええことを

考えようとしているんですかな。私はこのままそっくりでええと思とるん。特に私が指摘したいの

は、第９条、立入調査等。これはちょっともう説明しますわ。市町村長は、当該市町村の区域内に

ある空き家等の所在者及び当該空き家等の所有者を把握するための調査その他空き家等に関してこ

の法律の施行をするために必要な調査を行うことができる。それで、立ち入って調査をすることが

できると、こんなようなことが書いてある。それで、１４条は、勧告することができると。それで

保全を図るために必要な措置をすることができると。放置したら壊すよという勧告ができると。 

 町並みでも、これ、できると思うんですけどな、ある程度。表部分は残しなさい。だけど、裏は

壊してもええとは言わんけれども、せめて表部分だけは修景して、表部分は補助金でやるで何とか

しなさい。それとも、全体はもう寄附してくださいと。よう守りせんのやったら、もう市に下さい

と。市が何とかしますと。借家にするか、店舗にするか、何とかもう市に下さいと。そういうよう

なお願いをしていけば、そんなんやったらもう頼みますわと言われるかわからん。そういうような

働きは、市長、していったら、この特措法と文化庁との絡み、うまくいくと思うんですけれども、

そんなぐらいして、この今の近隣の困っておる住民を何とか亀山市民で、亀山市に住んでよかった

という環境整備をしていくというお気持ちがあるかないか一遍聞かせてください、お願いしますわ。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 伝建地区において、手をつけられないまま荒廃が進んだ建造物に隣接してお住まいの方には大変

ご苦労をおかけいたしていることを認識はいたしておるところであります。これまでも、所有・管

理をされている方々には状況の説明をさせていただくとともに、改善のための取り組みを促すなど、

そういう取り組みを行ってきたところではございますが、残念ながら余り状況は好転していないと

いうことでございます。 

 また、これもご案内のように、私有財産であります各建造物について、市が主体的に何らかの措

置を施していくということは法的に許されない部分というのもあろうかと思います。大変難しい問

題ではありますけれども、引き続いて、先ほど、冒頭申し上げたような、地元自治会や近隣にお住

いの方々のご助力を得て具体的な成果が図れるよう働きかけを強めていきたいと思っておりますし、

本当に３０年以上の長きにわたって今日までご協力いただいてきた保存地区の皆様の信頼を失わず、
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今後につなげていく方策を考えていかなくてはならんと思っております。 

 市といたしましても、今までも伝統的建造物に対する税の優遇措置でありますとか修景事業の実

施を行ってきておりますが、なかなかどうしてもご理解いただけないまま荒廃したり、危険である

ような、支障を来しておるような建造物の中には、やはり何らかの政策的な対応を考える必要があ

ろうというふうに、これは考えておるところであります。 

 今、特措法との関係をご指摘いただいておりますが、ちょうど私、亀山市長が今全国の伝建協議

会の役員市ということで、萩市さんを会長に役員を微力ながら務めさせていただいておりまして、

ちょうど先月、石川県の加賀市で開催されました全国伝建協の総会におきましても、実はその空き

家の問題が話題となったところでございます。今、全国に１１２の伝建地区がございますけれども、

そういう中で文化財保護法との関係がございますので、文化庁との連携をしながら、全国組織にお

きまして、この空き家にかかわる問題について政策的な専門委員会を設置して、検討して、政策の

提言をしていこうということの確認をして動き始めたところであります。 

 なかなか難しい問題でありますけれども、本市としても協議会の役員として、これは亀山市だけ

の問題ではなくて全体として本当に大きな力として、やっぱり積極的に政策提言をして、法体系を

検討いただく必要があろうかというふうに思っておりますので、今後ともご支援をよろしくお願い

いたしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 いや、だから、東町の商店街のアーケード街の活用もいいんです。やっぱり、私は今、きょうは

伝建だけに絞った空き家をやっていますけれども、この亀山市内全部で、隣が空き家で困っている

という家屋はたくさんあるんです、市民は。それを前提に入れてくださいよ。そして、９月に上程

される中で、特措法の中で、必ず文化庁と協議して、その伝統的建造物の家屋であっても、道路面

の修復が可能なものにおいては補助金の対象にするというものを組み入れてください、これは。そ

れで、もしあれでしたら無償提供していただいて、そのときには市の財政で、基金もありますから、

５億６,０００万ばかり。それを活用して、１１万５,０００円で山車会館をつくるらしいですけど、

別に買えと言ってませんで、寄附してもろうて、それで９月に文化庁と一遍話をしてください。関

の町並み保存の中にもそんなものが適用できた中での補助金の使用は可能やということを、それは

全国の文化財の評議員をやってみえるのやったら文化庁ぐらいこと構わへんのやけどな、会長やと

いいんやけれども、そこら辺の、やっぱりそれは庁内で連携してやってもらわんことには、やっぱ

りあかんと思っています。 

 本当に今この議会始まる前に、実際私の町内で困っておるんですよ。何とかしてやって。これか

ら台風シーズンになると困るんやと。瓦が落ちて頭当たったら痛いですやんか。頭にけがをするぐ

らいやったええけど、どこか打ちどころが悪かったらえらいことでっせ。そのぐらいのやっぱり、

速やかにこういうようなことをやっぱりやっていただきたいと思います。 

 自治会の皆さん方も、一生懸命行政のほうへ要望しています。もう何年要望しているかわからん

です。だけど、そうすると、やっぱり一度検討をして所有者に相談してと。それではらちが明かん

のです。できたらこの１４条、特措法の、これは速やかに活用できるように、やっぱり勧告をして
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撤去していない場合は、これ、もう１つ何やら言葉ありますわな、勧告に従わなん場合には行政代

執行というね、行政代執行は何年待たないかんけれども、行政代執行は裁判所から申し出て、そし

てそこの許可を得て、それで裁判所が札張って代執行しまっせという、要は京都でごみ屋敷、よう

やってますやんか。あれも行政代執行ですよ。これは可能なもので、それなりのやっぱり対処をし

ていただいて、住民のやっぱり生活を、隣接している人の悩みを一つでもなくすというのが、私は

行政の仕事やと思っています。やっぱり自分の家族のことを精いっぱいやってみえる中で、ほかの

心配までかけやんようなことをするのが行政の仕事やと私は思います。そのために、私らは給料を

もろうていますんやから、皆さん方も、市長ともども。やっぱりそのために、一生懸命ですな、と

もに、やっぱりいろんなことを市内で探してきますさかいに、いろんな注文をしますさかいに、そ

れはやっぱりそういうふうに対処していただきたいと思いますので。 

 何か寄附されたときは、店舗とかそういうようなことを活用してもらうように働きかけていただ

くわけにいきませんかな。例えば今民間アパートを貸してもろうて、市がね。安い家賃で亀山市に

住んでもらうとやっていますやんか。そんな制度をこの空き家で、割に関の町並みに住んでみたい

という人、割にちょこちょこ出てきはったんです、このごろ。この間も１件、鈴鹿の方、若い子で

すけど、子供連れ２人がどこか関にないかなあと言うてきた。私も二、三軒当たったんやけれども、

いや、私、今京都にいてるから、年行ったら帰ってくるもんで売らへんて言うてさな、そんな話も

ありますのや。割に住みよいまちやというようなことを言うてますもんで、そういうような施策を

組んでもらうようにお願いしたいんですけれども、担当部局で何かそんな考えがあったら、何かあ

りませんか。もう答弁したくないかな。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 ただいま櫻井議員からご提案あったのは、まさに地方創生、今、総合戦略の取り組みの中で、今

回移住交流促進事業というのも繰り越しの中で進めておりますが、そういった総合戦略、地方創生

の観点でも空き家対策というのは非常に重要だと思っておりますので、ただいま議員からの空き家

解消に向けたさまざまなご提案についても、その実現の可能性について検討を行っていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 検討という言葉が出ましたので、また検討結果をまた次に聞かしてもらうので、そのときはまた

検討しますと言わんように、前向きに進んでいますよというようなことは言わんように頼んますわ

な。 

 そんなら、ここら辺で次のあれに入りたいと思います。残り１２分ですから。 

 新教育制度の考え方について、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 確かに３月定例会で新教育長の人事案件が否決されました。教育長さんが不在です。これは、私

は、もう教育行政には異常事態が起こっていますんやわ。 

 現在、本当に教育長職務代理者、井上先生、本当にご苦労さんですな。本当に月額５万４,１０
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０円でこうやって議会にも出ていただいて、普通やったら６１万５,０００円もらえるのを５万４,

１００円でこうやって出てもうて、それで４月の忙しいときにはあちこち行ってもうて、元先生で

すので、現場も子供たちもよう知ってござるさかいに、前の教育長も一緒ですけれども。 

 あと市長さん、これ、私はこの教育長の新教育委員会制度を取り入れられて前回３月に否決され

て、どんなことがあっても、その前に結局、今現在どのような状況ですかな、現状。どういうふう

に職務代理者の井上先生にお世話になっておるのか、それを教えてもらえませんかな。もし先生、

言いたいことがあったら言うておくんなはれ。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 現在の状況ということでございますが、本年４月１日に新教育長が任命されるまでの経過措置と

いたしまして、教育委員のうちから井上恭司委員を教育長職務代理者として指名をいたしたところ

でございます。その後、井上職務代理者には教育行政のリーダーとして教育委員会事務局の指揮を

現在とってきていただいておるとともに、市の内部の主要な会議でありますとか各種団体の会議や

こういう種々の行事がございますが、これにも出席をいただいておるという状況でございます。井

上教育長職務代理者には大変負担をおかけしているところではありますが、そのおかげによりまし

て教育行政は大きな混乱はございませんでして、これまで運営されているものと認識をいたしてお

るところであります。 

 しかし、現在の状態は、これは異例な状況でございますので、あくまで経過措置としてのもので

ございまして、つきましては現在も鋭意新教育長の人選を進めておるところでございますが、新た

な教育委員会制度のもとに教育行政の統括責任者としての、それにふさわしい方をなるべく早く選

任し、議会の同意をいただきたいというふうに考えておるものでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 こんなことを言うたら私も言いわけになるかわかりませんけれども、おまえ何で否決したんやと

言われてますんやわ。反対やといって、わけを言えといって怒られていますんやわ、私、たまに。

そのような場合は反対した理由はきっちり言いますからね、こうこうこういうわけで。だからあな

たの言うことは間違うているといって、私のほうが正しいんやといって。向こうは、おまえの言う

ことは間違うて、こうこうとかけ合いになるんですけれども、基本的にはやっぱりその当初、平成

２６年１２月でしたかな、教育長の再任のときに議会に提案されたと。そのときに、私、いろいろ

議論させてもろうたと思うんですけれども、亀山市は経過措置をもって旧教育委員会制度に基づい

て４年間、前任者である教育長に再任同意を出させていただいたと。そのとき、私は、なぜ２７年

４月１日から新制度が始まるのに、今その旧制度を４年間続けるんやと。新制度は３年間です。だ

けど、旧制度は４年間です、議会の議決で。それをただしたら、いや、亀山市は旧制度でいきます

と。ところが、１年たって、いや、新制度に変わります。このときにしかるべき時期という言葉が

あったと思うんですよ、答弁では。だから、しかるべき時期が１年後かと。それが、やっぱり政治

をつかさどる者の信念というものがないですよ。やっぱりこうと決めたら、それでこう、こうでは
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ない、こっちへ行こうと思ったときは、それなりのやっぱり信念がなけな物事は進んでいかんと思

うんです。それがやっぱり政治やと思いますよ。 

 皆さん方、後ろに見える方々私よりいろんな経験を積まれてあれですけれども、私は政治をつか

さどる、行政の方は政治をやっぱりつくっていく人やと思う。私らは、やっぱり市長は、副市長は、

市民の皆さん方の意見は聞いて、そして生活をやる中で、私たち議員は、いろんな市民の声を市長

に届けるというのが職務、それが政治やと思うの。政治というのは、一つの信念がなけないかんと

思っています。ころころころころ変わってもうては困るんですよ。変わったことによって、私は否

決に回りました。それで、井上先生に今職務代理者でお世話になっておるんですよ。 

 先般も、学校給食で３ミリの異物が入っておるというメールが入りました。そのときは井上先生

の名前で来ました、職務代理者で。学校教育というのは、やっぱり次世代を担う子供たちの重要な

ところなの。教育長ポストは、今回は新制度については市長が任命権者ですから、前回は教育委員

会での互選でしたからな。大きくその任命権者の立ち位置、任命する者、任命された者の、その相

互にやっぱり信頼関係があって行政をするんですよ。以前までは教育委員会での、しかるべき人を

教育委員にするんですけれども、教育委員の中から互選で教育長というのがされておる。その大き

な開きがあるんです。教育長というのは、以前までは予算権がない。何を言うても金がないから、

金がないからで、よう川崎小学校の空調のことを言われました。いつの間にかぽこっとできました

けどな、空調をつけますわといって。その言いわけは、教育委員会としては財政を握っておりませ

んものでという答弁があった。 

 こういうような中で、不在ということですけれども、私はせめて３月が終わったら５月の連休明

けぐらいにはせめて臨時会ぐらいは開かれると。それが開かれんだと。６月には何とか、やっぱり

井上先生にいつまでも教育長代行をやってもらうのもご迷惑ですから、５万４,１００円では。そ

んなんなら、しかるべきとき、いつですな。きょう、それは人選しておると言うけど、いつをめど

に新教育制度の中での教育長の人事案件を提出される予定なのか、それをお聞かせ願いたい。もう

しかるべきときというものではないと思う。もう新学期、４月６日ですか、７日ですか、新１年生

が入って、新中学１年生が入って、中学校でも。学校が始まって、今はもうそろそろ梅雨が明けた

ら、運動会ももう過ぎました、これ、白川のほうは。いろんな行事をやっていくんですよ、運動会

から文化祭から。必ず教育長さんは、そういうのが済んだらもう卒業式もありますよ、その後。い

ろんな行事をやる。それについてまたいろんなことを決めていかなならん。それに代理者ではやっ

ぱりあかんのですよ。どこら辺をやっぱり、いつその人事案件が行われるか、一遍お聞かせ願いた

い、市長。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ちょうど一昨日でありましたか、議員が農業委員会委員の任命は誰がするのかというご質問をい

ただきましたが、農業委員会の委員、そして教育委員会の委員、それは当然長が有する執行権でご

ざいまして、二元代表制のもとに議会の同意を得て市長が任命するということであります。 

 今回の教育委員につきましては、もう申し上げることもありませんが、従来の制度からさらに教

育委員会の中立性、継続性、安定性は当然のことながら、より強力な機動性を持った力強いリーダ
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ーシップを発揮いただくための制度改正でありました。その趣旨を、法改正の趣旨や亀山の現状を

踏まえまして、教育に関する豊かな識見を有して全市的な視野に立って教育行政を統括、引っ張る、

それにふさわしい人材を選任いたしたいということで、３月、提案させていただいたところでござ

います。 

 先ほども申し上げましたように、現在、鋭意新教育長の人選を進めておるところでございますが、

まさに新たな教育委員会制度のもとにこの教育行政、亀山の教育行政の総責任者として最もふさわ

しい方をなるべく早く選任をいたして議会に提案させていただきたいと考えておるものでございま

す。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 いや、だから、空白期間をいつまでつくっておるんや。しかるべきとき、最もふさわしいって、

あなたは最もふさわしい人を選んで議会で、機動性があって中立性のあるって、それは前の教育長

ですよ。今回は、新教育委員会制度というのは市長が任命するんだから、市長と両輪、中立でもな

いの。機動性はもちろんそうです。だから、前回否決された、言うたら怒られますもんで、あまた

の根拠があって採決に否決を投じた議員が９名となったわけですよ。だけど、最も、そうやけど、

市長さん、もう２月５日、任期ですわな、任期満了ですよ。そうすると、時期は９月議会、１２月

議会、この定例会があるのはあと２回です。やはり教育行政をもう少しきっちりやるためには、９

月までには何とかせなあかんと、９月までにやりますということは言えませんのかな、そうすると。

それだけは、もう９月までには何とか臨時会をして、議会にも理解していただける中立性を持った、

機動性を持った、教育行政に明るい方を任命したいで、その節にはよろしくお願いしようと、ここ

で言うたらよろしいんやな。それを言わんということは、私はわからん。 

 時間が来ましたと議長が言うてますもんで、それは当然、待っていますわ。ありがとうございま

した。 

○議長（前田耕一君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ４時５２分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ４時５９分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１２番 宮崎勝郎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 緑風会の宮崎でございます。 

 一般質問の最後になりますが、よろしくおつき合い願いたいと思います。 

 今回、質問の内容については、消防の現況と今後の消防力の充実についてと、それからリニア中

央新幹線の今後についてという２つのタイトルで質問させていただきます。 
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 それでは、まず１点目の消防の現況と今後の消防力の充実についてでございますが、私も消防職

員でありまして、昭和３７年に拝命し、約４０年間の消防人生を送ってきた一人でございます。そ

の中での経験も踏まえ、また現在の世の中に進んでいるようなことを踏まえて質問をさせていただ

きたいと思います。 

 特に消防行政については、日進月歩のように非常に早く変わっていくと今感じております。私が

退職してからでも、東京消防庁でのドラマ化があったり、いろいろ消防のことはテレビでも流れて

おります。また、この亀山市においても、現況をケーブルテレビで、多々、時々流れておりますし、

市民の皆さん方もそういう報を見ていただいて知識も持っていかれたというふうに思っております。 

 私の経験の中で、私が入った時点では、全く火事と台風、水防、そういう災害対応が基本でござ

いました。特異な事案ですと、国道１号線の鈴鹿トンネルのトンネル火災も経験しております。そ

れから数年たちまして、救急業務が地方自治体に義務づけされたということで、初めて救急業務に

携わることに。今ではドクターにも負けないぐらいの救命士も育ってきております。その中で、消

防行政は発展してきたんだなあというふうに思っております。 

 それで、まず５点ほどお聞かせ願いたいと思うんですが、まず昨年度の災害の出動件数について

お尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 平松消防署参事。 

○消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 議員お尋ねの内容につきましては、主に災害現場での消防活動に関することでございますので、

私のほうからご答弁を申し上げたいと思います。 

 平成２７年中における出動状況につきましては、火災が１２件、救急が２,０１７件、救助２９

件、また警戒や救急隊の活動支援、誤報などの出動、いわゆるその他出動と呼んでおりますが、こ

ちらが２０４件となっております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 火災については１２件、救急は２,０１７件、その他ということで２０４件ということを聞かせ

ていただきました。火災を見ますと、我々の時代には年間５０件前後が発生しておったのが記憶に

ございます。予防行政が発達した中での、やはり火災件数が減っているんだなあというふうには思

っております。また、救急はいろいろな事案がふえて、我々の時分は１,０００超えるぐらいの数

字でございましたんですが、２,０００超えております。これは、やはり世の中の移り変わりの中

での、やはり救急対応の事案がふえたなあというふうに思っております。 

 次にお聞かせ願いたいんですが、ことしの５月までの時点での状況を、昨年とちょっと比較した

いのでお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 平松参事。 

○消防署参事（平松敏幸君登壇） 
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 本年５月末までの数字ということでお答えをさせていただきます。 

 本年５月末までの火災発生件数は２０件でございます。昨年の同時期と比較をいたしますと１５

件の増加となっております。その内訳といたしましては、建物火災が７件の増、その他火災が８件

の増でございます。よって、このペースで推移をいたしますと、年間４０件以上となることが懸念

されます。 

 また、ことし２月の建物火災では、死者１名、負傷者１名が発生しておりますことや、昨年に比

べ住宅火災が増加しておりますことから、常備でございます消防署、また非常備であります消防団

がお互いに協力をし合って、適時適切な時間帯を中心に防火パトロールを実施しているところでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 建物火災がふえておる、特に特徴だと思うんですが、そこで今までの現況の中では火災による死

者がこの一、二年なかったかなあというふうに思っておりますが、ことし新聞で私知ったのが、加

太の火災で亡くなったということも見ております。そういう中で、これからも大変に消防としても、

やはり地域を巻き込んだＰＲ等、またパトロールも含めてお願いしたいなあというふうに思ってい

ます。 

 特に、ことしの火災の中では、私が聞くところによりますと不審火があると聞いておりますが、

そこらはいかがかなあというふうにもお尋ねするわけでございますが、また火災が連続して発生す

るという、サイレンが鳴っているのは多々耳にいたします。そのような状況も、ことしは建物火災

等、火災件数がふえておる中でもそうかなあというふうに思っておりますが、この火災が発生した

場合に、特に自治会による初期消火はどのような状況で現在やっておるのか、お聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（前田耕一君） 

 平松参事。 

○消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 議員ご指摘のとおり、建物火災の中には出火原因として不審火の可能性があるものがございます。

しかし、こちらにつきましては現在のところ調査中でございまして、確定はしておりませんので、

引き続き調査を行っているところでございます。 

 また、自治会等による建物火災の初期消火でございますが、最近の建物火災において自治会等に

よります消火栓を使用した初期消火が実施された好事例がございます。先日、その自治会に対しま

して表彰をさせていただきました。これは、昨年度１年間で初期消火の大切さを訴えた行政出前講

座を２００回以上実施したことが功を奏したのではないかと考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今の聞いた話でいきますと、初期消火の効果は出ておるんだというふうに思うんです。それぞれ

の自治会においても、消火栓の開閉器具等々、ホース等々の消防設備をつけていただいておる、今
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後もそれぞれの地域でふやしていただきたいなあというふうにも思っております。それは消防のほ

うでのＰＲ、出前講座を含めてのＰＲの効果が出てきておるものと私も思っております。 

 それでは、次に３番目でございますが、救急出動におけるペア出動についてお尋ねしたいと思い

ます。 

 いわゆる救急も２,０１７件、昨年はございましたんですが、最近このいわゆるペア出動、救急

車と消防車とのペア出動だと私は思っておりますが、救急車が出て、消防車も同じくサイレンを鳴

らしておる、こういう事案が出ておりますが、こういう事案について、我々の現職のときには救助

とか、また頻繁な高速道路等のやはり交通整理も含めてのペア出動はあるように思ったんですが、

最近頻繁に出ておるように私は思っております。このような件数も聞かせていただいて、どのよう

な状況なのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 平松参事。 

○消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 救急出動に対するペア出動でございますが、こちらはＰＡ出動と、このように消防用語で呼んで

おります。いわゆる救急車と消防車が同時に出動する支援出動というふうなことでございますので、

このようにご答弁させていただきます。 

 これにつきましては、３名の救急隊だけでは搬送や活動が困難な事案におきまして、救急活動を

迅速かつ的確に行うため、２名から３名の指揮支援隊を出動させ、対処しているところでございま

す。なお、支援出動は、心肺停止状態の傷病者やドクターヘリを要請した場合のほか、交通事故、

自損事故及び過大事故を対象としております。 

 また、平成２７年中の支援出動は１７７件、平成２８年は５月末で８８件でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 かなりの数字で出動していただいていると。これも救命を図るためにも非常に大事なことだろう

と思いますし、また救急隊の安全確保も大事だと思いますので、非常に我々から見ては発達したん

やなあ、発展したんやなあというふうに思っております。 

 それから、次にドクターヘリの要請や活動についてお尋ねしたいと思います。 

 私の経験から言ったら、ドクターヘリは当時は民間がやり始めたことでございました。搬送して

もらやあお金はかかります。その後、公でやっておるドクターヘリ、防災ヘリとはまた違ったもの

でございますが、ドクターヘリが亀山市にもたびたび飛来してきておると、その業務のために来て

おるというのは自分も一度確認いたしましたが、市民の皆さんからもお聞かせ願っております。 

 そのドクターヘリが亀山でどれぐらい利用しておるのか、要請しておるのか、活動しておるのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 平松参事。 

○消防署参事（平松敏幸君登壇） 

 ドクターヘリの要請につきましては、平成２７年中が３５件、平成２８年は５月末で１５件でご
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ざいます。 

 その活動内容といたしましては、脳卒中や心臓発作、交通事故による緊急治療が必要な場合に、

原則としてあらかじめ設定された公園、学校などの臨時離着陸場で救急隊とドクターヘリが合流を

し、医師が早期に救命医療を実施しております。 

 また、ドクターヘリを安全に離着陸させるために、救急隊以外にも指揮支援隊や消防隊が出動し

まして、安全確保等の活動を行っているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 やはり時代の流れで、救急業務の中でも発展しております。特に亀山で昨年で３５件、本年に入

って１５件ということでございます。これのいわゆるヘリポート、離着陸場のヘリポートの整備に

ついてはいかがかなあというふうに思っております。 

 私の聞くところによりました案件については、南小学校へ着陸したということでございます。こ

れは交通事案だったと私は聞いておりますが、いわゆる南小学校は校庭が芝生化されておりますの

で対応がやりやすいんだというふうに思っておりますし、また芝生広場あたり、北東分署の専用ヘ

リのポートが、そこらへの着陸は大丈夫かなあ、これからも使っていかなければならなんだろうな

あというふうにも思っております。 

 そのほかにも、亀山市、いろいろ広いでございますので、防災計画によっておりますヘリコプタ

ー、ヘリポートについては、現在の管理状況、また幾つかの個数をお聞かせ願いたいなあというふ

うに思っております。 

○議長（前田耕一君） 

 井分危機管理局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 亀山市地域防災計画の附属資料に航空機場外離発着場として記載されておりまして、三重県指定

のヘリポートとして亀山公園芝生広場や関総合スポーツ公園多目的グラウンド、それから昨年でご

ざいますけれども、亀山消防署北東分署の駐車場を加えまして、現在２０カ所ございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 県の指定も含めて２０カ所ということですね。 

 ２０カ所あるヘリポートの整備については、先ほど私がお伺いいたしました南小学校が芝生化さ

れておるとか、芝生広場とか、北東分署は当然専用ヘリポートですので整備されておりますが、他

の学校とかいろいろなところは、今後の整備についてはどう考えておるのか、ちょっとお聞かせ願

いたい。 

○議長（前田耕一君） 

 井分局長。 

○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほどご答弁させていただきましたように、市内２０カ所あるわけでございますが、議員おっし
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ゃいますように、それぞれの形態、また形状等も違ってまいります。やはり、今回三重県指定のヘ

リポートとして防災計画に掲載させていただいております以上、一定の機能が果たせるように今後

確認をしてまいりたいと思っております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 特にここでドクターヘリをお聞かせ願ったわけでございますが、これについてはやはり救急事案

が発生し、早く医師の管理下になるというのが一つの特徴だと思っております。いわゆる今言った

特異な症状、脳卒中とかいろいろな、近辺の医療機関ではできないものを、例えばドクターヘリが

飛んでおる基地であります三重大学とか日赤山田病院とかというようなところから飛んでくると思

いますので、早くやはり傷病者をドクター下に置くというのが非常に大事かなあ、救命処置の上で

も大事かなあというふうに思っております。今後も亀山市、聞くところによりますと亀山市は三重

県でも多く使っておるということも聞いておりますが、それは私は気にしなくてもいいと思います。

どんどん使って、やはり一名でも救命措置ができればいいなあというふうに思っています。 

 いろいろと消防の現状を聞いてまいりましたが、私の現職時代とは随分何もかも違っておりまし

て、複雑にもなってきております。こういうような現状の中、市政の現況報告の中にございました

が、来年度に策定する、現行もございましたんですが、消防力充実強化プランというのがございま

す。来年度に策定がえをするというふうに現況報告で出ておりましたが、これについてお尋ねした

いわけでございます。 

 当然、消防力については、消防力の基準に基づいていろいろ数字を出していくものだと私は思っ

ておりますけれども、そこらの考えがありましたらお聞かせ願いたいなあと。 

○議長（前田耕一君） 

 服部消防次長。 

○消防次長（服部和也君登壇） 

 お尋ねの亀山市消防力充実強化プランにつきましては、本部所管でありますことから、私のほう

でご答弁を申し上げます。 

 現行の亀山市消防力充実強化プランは、第１次亀山市総合計画の方針を踏まえ、消防力の整備指

針に即した消防力の整備の方向を中期的に示す分野別計画として平成２４年度に策定をいたしまし

た。今年度が計画の最終年度となることから、これまでの取り組みを検証した上で、市民が安全で

安心して暮らせる災害に強いまちづくりを目指し、新たなプランの策定を進めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今回はまた策定し直すということでございますが、私が今までるる聞かせていただいた中で、救

急のペア出動にしろドクターヘリにしろ、いろいろな案件の中で、現行の消防の職員の数で足るの

かどうかというふうに私はちょっと懸念するわけです。今後、亀山市民の安心・安全を守るために

も、そこらの検討も再度お願いしたいなあというふうに思っております。 
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 確かに８３名ですか、今現在おりますけれども、やはり初任科の教育を受けに行かんならん、現

任科の教育を受けに行かんならん、また救急救命士の養成に何人か出さんならん、いろいろな面か

ら考えまして、現在の人員で対応できるのかと。今後、私の希望としては増員は必要ではないのか

なあという私の思いでございますが、そこらの見解がありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 中根消防長。 

○消防長（中根英二君登壇） 

 職員につきましては、多ければ多いにこしたことはございませんが、先日のご答弁でもさせてい

ただいたように、その重複件数とか頻度とか、またはその帰署にかかる時間、これはまちまちでご

ざいますので、何名いれば十分かというふうなことは非常に難しい問題があろうかと思います。 

 したがいまして、今度の新しいプランの策定に当たりましては、今後の消防事情に的確に対応し

ていく考慮が必要であると考えておりますが、職員の増員、どのような増員計画、そういう増員、

減員もあろうかと思いますが、増員につきましては、今後想定される出動件数とか事案の内容など

を客観的に推察することが困難でありますことから、盛り込む予定はございません。 

 一方で、出動件数の抑制を図る取り組みを推進することも重要であると考えております。救急に

つきましては、搬送された傷病者の約半数が入院の必要のない軽症者で、この中には本来救急車を

利用する必要がなかったと思われる事案も散見されますことから、救急車の適正利用を今以上に呼

びかけるとともに、火災については防火に関する広報・啓発をさらに推進し、市民の皆様のご理解

とご協力により出動件数そのものを抑制することも重要なことではないかと考えております。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 消防長のご意見は聞かせていただきましたが、私の思いはもう少しふやすべきだなあというふう

にも思っている。消防力の基準を申しますと、とんでもない数字になりますので余り言いたくござ

いませんけれども、やはり少しでも近づけるという努力はお願いしたいなあというふうにも思って

おります。 

 当市の消防については、救急ワークステーション等も対応されておりまして、これは県下でもモ

デルになるかなあというふうに私は思っております。それぐらいに前向きな対応をやっていただい

ておりますので、限られた陣容の中で頑張っていただくのも結構でございますけれども、余裕がで

きましたら、市長、また陣容を考えていただきたいなあというふうに要望しておきます。 

 続きまして、次にリニア中央新幹線の今後についてということでお尋ねをします。 

 私もこの議員になりまして、自民党議連の県の中で、このリニア中央新幹線建設促進同盟会とい

うのを、亀山市、鈴鹿市、津市、伊賀市と、この４つのまちでこの同盟会を立ち上げまして、その

ときに当然国会議員の先生も入っていただいたんですが、川崎代議士が会長で立ち上げたことでご

ざいます。その後、いろいろ活動もしてまいりました。 

 その中で、６月１日に、私、テレビを見ておりましたんですが、５時のニュース、１７時、今時

分ですね、このニュースを見ておりましたら、安倍総理が記者会見で、リニア中央新幹線の大阪延

伸の前倒しを支援すると記者会見で発表されておりました。次に、６月２日に政府は、先ほど前田



－２１４－ 

議員も聞かれておったんですが、この部分については経済財政運営の基本指針、骨太の方針でも打

ち出され、同じ日に偶然か予定されてかわかりませんが、東京・大阪を結ぶ沿線自治体などでつく

るリニア中央新幹線建設促進期成同盟会が開催されたと聞いております。そのところに、多分市長

さんも議長も出席はされておると思いますが、その今現在の現況をお聞かせ願いたいなあと思って

おります。 

○議長（前田耕一君） 

 山本企画総務部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 今、議員からは直近の現況についてお話をいただきました。私からは、少しその前からも含めて、

今までの状況をご説明させていただきたいと思います。 

 リニア中央新幹線の整備につきましては、２０２７年、平成３９年に先行開業を目指す東京・名

古屋間においては、平成２６年１２月に工事が着工され、昨年、平成２７年１２月には、これは最

大の難所と言われておりました南アルプストンネルの工事が開始されたところでございます。こと

しに入りましてからは、１月に始発と終着の駅となります品川駅工事、また今月６日には名古屋城

近くにおいて地下を通るリニア中央新幹線と地上をつなぐ非常口の名城非常口の工事に着手したと

のことであり、東京・名古屋間の開業に向けまして着々と工事が進んでいると認識をしております。 

 折しも、このタイミングで、今議員が言われました骨太の方針の中にお示しをされたり、安倍首

相からの力強い声明等があったところでございまして、私どもといたしましても非常に朗報である

というふうに認識をしておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 いろいろ現況を聞かせていただきました。私も、当初このリニア中央新幹線、いろいろな活動も

させていただいて、いろいろな先生方の話も聞かせていただいたわけでございます。しかし、私は

２０４５年ですか、これが名古屋・東京・大阪間が開通するということでございますが、当初はお

ったんですが、私の年齢から見て２０４５年はとんでもない、もう想像もつかない時期だなあとい

うふうに思っておりました。しかし、８年前倒しにすることによって、私は年齢からいっても１０

０歳はいきません。もう２０４５年だと１００歳を超えていますので、もう希望も持てませんが、

２０３７年ですか、そうなると九十何歳ですので、まだ多少の希望は持てるかなあというふうに自

分も思って楽しみにしております。その思いを持ってこれから生きていかなければならんなあとい

うふうに思っております。 

 それはそれとして、次にリニア中央新幹線の亀山駅誘致活動と今後の亀山市のまちづくりの思い

についてお尋ねするわけでございますが、誘致活動につきましては前田議員のところでも話は出て

おったんですけれども、当初、ＪＣ、青年会議所が亀山・名古屋間の複線電化とか、いろいろな活

動の延伸ということでリニア中央新幹線の誘致も含めて中心になっていただいて、その後、亀山市

民会議ができて今現在に至っておる。そのような活動の中で、今後の誘致活動をさらに推し進めな

ければならんと思いますし、またこの誘致を目指した中での亀山市のまちづくりの思いについて、

これについては特に市長さんにお聞かせ願いたいなあというふうに思っています。 
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○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 宮崎議員のご質問にお答えをいたします。 

 先般、名古屋以西、大阪間のリニア中央新幹線の整備につきまして、国の財政支援の意思表明、

それを受けてＪＲ東海の意思表明、２０４５年の全線開業予定が最大８年間前倒しとなるという、

この流れが出てきたことを本当に大変力強く思っておりますし、まことに朗報であったというふう

に思うところであります。今後の具体的な決定でありますとか、あるいは実質的な影響をしっかり

と見届ける必要があろうかと思いますが、本市としては今日までも四半世紀以上に及ぶさまざまな

推進運動を展開いたしてまいりました。これらを礎に、今後におきましても着実な歩みにつなげた

いと決意を新たにするものでございます。 

 このリニア中央新幹線の整備は、交通の要衝であります本市の交通拠点性がさらに強化されるこ

ととなりますので、これによりまして県域を超えた広域的な交流・連携が一層進んで、本市はもと

より、本県の産業や観光などの発展にも大きく寄与するものと期待をいたしておるところでありま

す。また、もう言うまでもありませんが、地域経済の活性化、雇用の拡大、定住の促進など、さま

ざまなプラス効果が生まれることで魅力の向上や他都市との差別化にもつながってまいりますので、

まさに地方創生の一助となるというふうに確信をしておるものでございます。 

 こうした千載一遇の機会を本市の発展のための大きなチャンスとして捉えて、今日まで進めてま

いりましたリニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議を通じた官民一体となったオール亀

山市の取り組みをさらに強化するとともに、市といたしましてもこのインパクトをまちづくりに最

大限生かすことができますよう、次なる検討を行っていく時期が近づいておると考えておりまして、

実現への最善の取り組みにきっちりとつなげてまいりたいと現在考えておるところであります。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 市長の思い、力強い思いを聞かせていただきました。亀山駅に誘致が成功したならば、三重県の

玄関口にもなると私は思っておりますし、そこらのアクセスの整備も県ともども考えていかなけれ

ばならんというふうにも思っています。オール亀山じゃなくして、オール三重で行っていただきた

いなあというふうに思っております。 

 いろいろ力強い市長の思いを聞かせていただきました。その中で、次にリニア中央新幹線誘致に

伴う基金の積み立て強化の考えはあるのか。現在２０億だと私は思っておりまして、１年間に５,

０００万の積み立てだと思っておりますが、今後も目標がある程度見えてきた中での考えはどうな

のか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 山本部長。 

○企画総務部長（山本伸治君登壇） 

 リニア中央新幹線亀山駅整備基金につきましては、毎年度の財政状況を勘案し、目標である２０

億円に向けて本年度末で約１６億円まで積み立てを行う予定となっており、引き続き計画的な積み
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立てを行ってまいりたいと考えております。 

 基金の積み立て強化のご質問でございますが、名古屋・大阪間の整備ルートや駅位置の確定にあ

わせ、リニア市内駅を核とした新しいまちづくりの考え方を整理する必要がございますもので、基

金の必要額についてもこの時点で改めて検討する必要があるものと考えているところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ありがとうございました。 

 いろいろ質問させていただきまして、また前向きな答弁をいただきました。今後の我が市の発展

を左右するものと思っておりますし、亀山市の子供たちの未来の夢を実現できるように市としても

よろしくお願いしたいと思って、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質問は終わりました。 

 以上で、予定しておりました通告による質問は終了しました。 

 これより、一般質問に対する関連質問に入ります。 

 通告に従い、発言を許します。 

 １７番 小坂直親議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 大変お疲れのところ、ちょっと数分間をお願いしたいと思います。 

 我が会派、緑風会の尾崎議員の質問に対しての関連質問をさせていただきたいと思います。 

 関連としましては、南海トラフ地震に備えての想定する被害状況について、担当部のほうは死者

８０名、それから崩壊家屋が２,２００、避難者が１万２,０００というふうのもとに、尾崎議員が

るる、非常食だとか避難所やとか仮設住宅というものを質問につなげていったと思うんですけど、

この一番の被害の想定が、これはあくまでも県が出した想定であって、これをうのみにして出して

おるのか、その県の出しておる想定をどのように今亀山市が、亀山なりの南海トラフの地震を捉え

ておるのか。そうじゃなければ、これからの防災計画を立てるにしても、県の数字だけを丸々うの

みにして、それをもとにして防災計画を立てるのか。 

 きょうの答弁を聞いていますと、あくまでも１万２,０００と２,２００の家屋、それから８０人

の死者をもとにきょうの質問が進められたと思うんですけど、あくまでもそれは県の想定であって、

市としてはこの南海トラフ、また四日市の活断層の被害をどのように捉えておるのか。そして、そ

の仮設住宅についても、あくまでも２,２００に対して仮設住宅の用地やとか非常食とかいうのも

おのずと変わってくると思ってくるんですけど、あくまでも県の数値、想定される数値をうのみに

だけするのか、亀山市としてどのようにそれを分析しておるのかということをお聞かせ願いたいし、

その１万２,０００の避難民というのは一体何をもって１万２,０００なのかをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（前田耕一君） 

 １７番 小坂直親議員の質問に対する答弁を求めます。 

 井分危機管理局長。 
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○危機管理局長（井分信次君登壇） 

 先ほど小坂議員から１万２,０００人のまず根拠はということでございますので、ご答弁を申し

上げたいと思います。 

 これは、平成２６年に三重県が公表した地震被害想定調査結果の南海トラフ地震、理論上最大の

避難者数であり、午前中、尾崎議員のご質問の冒頭にもお話をさせていただいたところでございま

す。 

 その根拠といたしましては、三重県が想定する全壊・半壊した棟数と１棟当たりの平均人数、断

水人口等を用い、三重県独自の算出方法にて計算されていると聞いております。この三重県が行っ

た想定調査でございますけれども、国により公表された南海トラフ巨大地震の想定や過去の震災、

またさまざまな地形、地盤、建物等の最新データ等を参考に、地震被害想定の策定を進められたと

伺っております。 

 それから、この数値を私どもの地域防災計画への落とし込みということでご質問を頂戴しておる

わけでございますけれども、やはり自助・共助・公助と申しましょうか、そういったものの考え方

を基軸とする中で、目標値はかなり高うございますが、それにいかにして近づけていくかというこ

とを根幹に据え置き、また市民のコンセンサスも含めまして地域防災を考えてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（前田耕一君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 その県の想定した数字なんです。この１万２,０００というのは、これは帰宅困難者を含めて、

しかし健全な建物が崩壊するのは１,４００から２,２００と言われておって、１万２,０００の避

難者は出ないはずなんです、そんなには。１戸当たりに３人か４人かでいけば、そんなに出ないは

ずです。だから、帰宅困難者、市民以外の方が１万２,０００の中には含まれておると。尾崎議員

は、あくまでも市民のための仮設住宅なり非常食なり、そういうことを一生懸命聞いておるんやけ

ど、根拠となる数字が１万２,０００とか２,２００というのであれば、それを聞いておったことの

想定が、頭の想定がもう全然現実に合わないのに、その質問の中身は、あくまでも尾崎議員は市民

のための非常食であり、市民のための仮設住宅であり、市民のための避難所やというふうなのとは

結びつかなかったというふうに思うので、やはりそれはそれなりに、やっぱり尾崎議員が質問した

のは、やっぱり亀山市民がどのように被害をこうむって、家屋が倒壊して、どんな避難者が出て、

仮設住宅は一体幾らになるということをやっぱり分析する必要があるだろうし、この活断層におい

て被害の出る状況はおのずと、能褒野地域と、それからまた南部と、また関、加太と、おのずと違

うと思うんですよ。だから、そこらを十分把握した上での人口構成、地域構成をあわせて、避難誘

導、また仮設住宅というものを生かして、やっぱり防災計画に結びつけるべきだろうと思うので、

それについては十分、きょうの質問が頭の想定と、想定する被害状況と議員が質問した市民が望む

被害に対することと、認識が若干違うたんかなあという気がするので、確認をさせていただきまし

た。 

 それと、その次に地籍調査の件なんですけど、災害に伴って地籍調査が必要であると。もう言う

ことは、私も再三地籍調査についてはこの場で質問もさせていただいております。従前から、旧関
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町時代から毎年やっておったことが、合併後途切れ途切れになっておるということは、市長に、そ

のものは、一体その地籍調査を本当にやる気があるのかないのかなあと。去年から中断してしまっ

たと。それで、整理をしておるんだから補助事業でやっていないんだということできょう尾崎議員

は質問をされたんだけど、きょうの市長の答弁では、用地管理室において年度末を目途に区域とか

手法等を含めた計画を検討中でありますということでは、まず来年度取り組もうという姿勢はまる

っきり見えない。総合計画にどのように位置づけていくのか知りませんけど、やるべきであるし、

１００年もかかるような地籍調査を引き続きやることによって、これが実効性を発揮してくると。

年度末を目途にと言うが、年度末では予算は１２月には作成するわけです、来年度の。そうすると、

国へ補助申請をするのは、これは９５％の補助率なんです。１,０００万の事業とすれば、９５０

万補助金が来るんですよ。たかが５０万で１,０００万の事業効果が上がって、約３ヘクタールか

ら４ヘクタールの地籍調査の実績が出るわけですよ。２,０００万すれば４ヘクタールか５ヘクタ

ール出るわけですよ。これはやるべきだというのを、市長は去年中断してしまった。そうすると、

今のきょうの答弁からすると、何もやる気がない。２９年度以降の新規事業だ、これは新規事業じ

ゃないでしょう、これは。継続事業ですよ、これは。その辺の認識が市長は全然足らんと思うんで

すよ。やる気がないのか、あるのか。来年度やる気があるのか、ないのか。どのように今取り組ん

でおるのか。市長の今日の答弁では、まるっきりやる気がないというふうにしかとれん。それにつ

いて、再度市長の考え方をお願いしたい。 

○議長（前田耕一君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 午前中に尾崎議員にお答えをさせていただいた答弁ですが、前に進めていこうということで申し

上げてございます。少し誤解を招くような発言があったのであればご容赦いただきたいと思います

けれども、いずれにいたしましても、この地籍調査につきましては、今年度は新規事業はございま

せんが、議員ご指摘をいただいておるように、災害への備えとか、あるいは土地利用や公共事業の

促進といった観点からも、これは推進していかなくてはならないというふうに考えておるところで

あります。ちょうど現在検討を進めております第２次総合計画との整合性もありますので、そうい

う意味で年度内でそういう長期の計画をつくっていくということは検討をしっかりしていきたいと

思います。 

 それから、来年度の再開に向けて今取り組んでいきたい、いくということを申し上げておるんで

すが、それは年度末では遅いんやないかということで、当然のことであろうと思います。これは２

９年度からの再開に向けまして、可能な限り早い段階で、調整もありますので、検討をして、立案

して展開をしていきたいと考えておりますので、その点はご理解をいただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 やっぱり今答弁いただいた、午前中いただいた件は、このままでいくと年度末ではできない。そ

れから、国へ進達するのは、もう９月か１０月には国への補助申請をせんならんと思うんです。ど

れぐらいの規模で、どれぐらいのあれをやるかということで申請せんならんと思うんで、あれより
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具体的な計画を今検討していてもらったら困るんです。既に確定して国へ出してもらわないとそん

な補助はついてこないというふうに思いますし、もう１点、事業効果が得られる地区の選定と、こ

ういうふうに市長は言われているんですけど、事業効果を上げられる地区の選定とはいかなるもの

なのか。これは、やはり地籍調査は順次進めていかなければ、飛び飛びしたって効率は上がらない

んです。だから、その辺についても、地区の選定をするんやなしに継続してやることによって、地

続きにやっていくことに効果が上がってくるのであって、こんなことを地区の選定をしておったん

では効果は上がらないというふうに思うんで。 

 そして、今までの質問の中には、どうしてもマンパワーが足らないという、各担当の用地管理室

はいずれにしてもマンパワーが足りないと、臨時と職員が１人では。だから、やっぱりマンパワー

はやっぱり９５％の補助金があれば、それにまだ一般財源を上乗せすれば事業効果は上がるわけな

んですよ。だから、マンパワーにしても、特に土木経験者の再雇用しておるのが、今３人も４人も

過去におるわけですやろ。あの方なんかは経験を持っておるわけです、地籍調査については知識も

持ってみえるし測量意識も持っておる。だから、それがあれば、マンパワーは現職の職員でなくて

も、やはりＯＢ、それから再雇用、そういった方のマンパワーを十二分に発揮すれば事業効果は十

分上がると思う。そういう意味において、このまま市長の答弁を聞くと来年もないのかなあと思い

ますけど、来年にはぜひとも国へ予算を獲得していただいて、来年度予算に反映していただき、長

期計画に、持続可能な限り継続事業として毎年続いていただくということをご要望して質問を終わ

ります。ありがとうございました。もう結構です。 

○議長（前田耕一君） 

 １７番 小坂直親議員の質問は終わりました。 

 これにて関連質問は終わります。 

 以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結します。 

 次に、お諮りします。 

 １６日から２３日までの８日間は、各常任委員会における付託議案の審査のため、休会したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす１６日から２３日までの８日間は、休会することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 休会明けの２４日は、午後２時から会議を開き、付託議案の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さんでございました。 

（午後 ５時５３分 散会） 
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平成２８年６月２４日 

 

 

 

 

 

 

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第５ 号 ） 
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●議事日程（第５号） 

 平成２８年６月２４日（金）午後２時 開議 

第  １ 議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条

例の制定について 

第  ２ 議案第４３号 亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改

正について 

第  ３ 議案第４４号 平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

第  ４ 議案第４５号 平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第  ５ 議案第４６号 市道路線の認定について 

第  ６ 議案第４７号 市道路線の変更について 

第  ７ 議案第４８号 専決処分した事件の承認について 

第  ８ 議案第４９号 工事請負契約の締結について 

第  ９ 議案第５０号 工事請負契約の締結について 

第 １０ 議案第５１号 工事請負契約の締結について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     豊 田 恵 理 君       ８番     福 沢 美由紀 君 

   ９番     森   美和子 君      １０番     鈴 木 達 夫 君 

  １１番     岡 本 公 秀 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  広 森   繁 君 

企 画 総 務 部 長  山 本 伸 治 君    財 務 部 長  上 田 寿 男 君 

市 民 文 化 部 長  坂 口 一 郎 君    健 康 福 祉 部 長  佐久間 利 夫 君 

環 境 産 業 部 長  西 口 昌 利 君    建 設 部 長  松 本 昭 一 君 
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危 機 管 理 局 長  井 分 信 次 君    文 化 振 興 局 長  嶋 村 明 彦 君 

                       子 ど も 総 合 
関 支 所 長  久 野 友 彦 君              伊 藤 早 苗 君 
                       セ ン タ ー 長 

上 下 水 道 局 長  草 川 博 昭 君    市民文化部参事  深 水 隆 司 君 

健康福祉部参事  水 谷 和 久 君    会 計 管 理 者  西 口 美由紀 君 

消 防 長  中 根 英 二 君    消 防 次 長  服 部 和 也 君 

消 防 署 参 事  平 松 敏 幸 君    地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君 

医 療 セ ン タ ー 
          落 合   浩 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 
事 務 局 長 

教育長職務代理者  井 上 恭 司 君    教 育 次 長  大 澤 哲 也 君 

監 査 委 員  渡 部   満 君    監査委員事務局長  宮 﨑 吉 男 君 

選挙管理委員会 
          松 村   大 君 
事 務 局 長 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  松 井 元 郎      議事調査室長   渡 邉 靖 文 

書 記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午後 ２時００分 開議） 

○議長（前田耕一君） 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。 

 それでは、去る１３日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日

程第１、議案第４２号から日程第７、議案第４８号までの７件を一括議題とします。 

 各常任委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４３号 亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改      

        正について                            原案可決 
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 平成２８年６月２１日 

 

                         総務委員会委員長 鈴 木 達 夫    

 

亀山市議会議長 前 田 耕 一 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

教育民生委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４８号 専決処分した事件の承認について                  承  認 

 

 平成２８年６月２０日 

 

                       教育民生委員会委員長 服 部 孝 規    

 

亀山市議会議長 前 田 耕 一 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産業建設委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条      

        例の制定について                         原案可決 

 議案第４６号 市道路線の認定について                      原案可決 

 議案第４７号 市道路線の変更について                      原案可決 

 

 平成２８年６月１７日 

 

                       産業建設委員会委員長 豊 田 恵 理    
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亀山市議会議長 前 田 耕 一 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

予算決算委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４４号 平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について       原案可決 

 議案第４５号 平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ      

        いて                               原案可決 

 

 平成２８年６月２４日 

 

                       予算決算委員会委員長 前 田   稔    

 

亀山市議会議長 前 田 耕 一 様 

 

 

 

○議長（前田耕一君） 

 初めに、鈴木達夫総務委員会委員長。 

○１０番（鈴木達夫君登壇） 

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告します。 

 去る１３日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、２１日に委員会を

開催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第４３号亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について

は、農業委員会等に関する法律が改正されたことにより、関連する条例について所要の改正を行う

ものであります。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しま

した。 

 以上、総務委員会の審査報告とします。 

○議長（前田耕一君） 

 次に、服部孝規教育民生委員会委員長。 
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○１６番（服部孝規君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１３日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、２０日に委員会を

開催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第４８号専決処分した事件の承認については、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令

の公布に伴い、平成２８年４月１日から施行が必要であった規定について、亀山市国民健康保険税

条例の一部改正を、平成２８年３月３１日付で専決処分したので、議会の承認を求めるものであり

ます。 

 審査の過程では、現在の国民健康保険世帯数と軽減対象世帯数、また今回の一部改正による軽減

対象の拡大の範囲について質疑があり、これについては、平成２７年度の国民健康保険世帯数は６,

６９２世帯で、そのうち７割軽減対象世帯数が１,５２１世帯、５割軽減対象世帯数が８６２世帯、

２割軽減対象世帯数が８２２世帯で、軽減対象の拡大の範囲は、５割軽減と２割軽減が対象であり、

７割軽減の基準については現行どおりであるとの答弁でありました。 

 次に、平成２８年４月以降に新たに軽減の対象となる世帯数について質疑があり、これについて

は、平成２７年分の所得に基づき算定を行うため、現在算定作業中であるとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で承認することに決定しました。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（前田耕一君） 

 次に、豊田恵理産業建設委員会委員長。 

○７番（豊田恵理君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１３日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１７日に委員会を

開催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第４２号亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定に

ついては、農業委員会等に関する法律が改正されたことにより、農業委員会の委員の選出方法が、

選挙及び市町村長の選任制から議会の同意を要件とする市町村長の任命制へと変更されるとともに、

農業委員とは別に、当該農業委員会に農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員が設置

されることとなり、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数は条例で定めることとさ

れたため、本条例を制定するものであります。 

 審査の過程では、農業委員と農地利用最適化推進委員との業務のすみ分けについて質疑があり、

これについては、原則として、農業委員が行っていた業務のうち、現場活動的な業務については推

進委員に移行するという法律改正の趣旨ではあるが、推進委員は自分の担当地区の案件について農

業委員会にも出席可能であり、また農業委員が現場活動を行うことも法律では妨げていないとの答

弁でありました。 

 次に、農業委員会における推進委員の採決権について質疑があり、これについては、最終的な採

決は農業委員のみであるとの答弁でありました。 
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 次に、２４人の農業委員を１４人減らして１０人とする根拠について質疑があり、これについて

は、委員数については、より機動的に行うために少人数が望ましいという法の趣旨や、農林水産省

による現農業委員の半数程度という見解を踏まえ、現在の選挙による農業委員２０名の半数である

１０名としたとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。 

 次に、議案第４６号市道路線の認定については、和賀白川線の道路改良に伴い、当該路線と接続

する住山１１号線の路線認定について、議会の議決を求めるものであります。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、本路線を整備することで、並行して２路線できる

が、維持管理費が高くなるのではないかとの質疑があり、これについては、管理区間は２倍になる

が、交通量は新しく整備する道路に移るため、道路の損傷など通常管理しなければならない要素は

大きく低下することから、維持管理費がふえることは考えられるが、２倍になることはないとの答

弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。 

 次に、議案第４７号市道路線の変更については、和賀白川線の道路改良のための終点の変更につ

いて、議会の議決を求めるものであります。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、市道和賀白川線の延伸を早く進めてほしいという

市民要望はあるのかとの質疑があり、これについては、亀山の南北軸が脆弱であるという認識のも

と、今日までこの構想を展開してきており、その中には亀山市民、行政を含め、早期にこれを整備

していくというコンセンサスのもとに進めてきているとの答弁でありました。 

 次に、この新規路線が住山公園と自治会所有の公園にかかるが、新たな公園を整備するのかとの

質疑があり、これについては、自治会の公園は自治会と協議していくとともに、住山公園は広い公

園であるので、道路整備により機能が損なわれることはないと考えているとの答弁でありました。 

 また、討論では、和賀白川線の延伸については、需要がはっきりしない中で、現在の財政状況か

ら今やらなくてはならない事業ではないとの理由から反対討論がありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり賛成多数で可決することに決定しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（前田耕一君） 

 次に、前田 稔予算決算委員会委員長。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１３日の本会議で当委員会に付託のありました議案第４４号平成２８年度亀山市一般会計補

正予算（第１号）について及び議案第４５号平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）については、同日、当委員会を開き、分科会を設置して各分科会で審査することを決

定し、２０日に教育民生分科会、２１日に総務分科会を開催し審査を行いました。 

 本日、市長、副市長初め関係部長等の出席を得て、当委員会を開催し、各分科会の会長から審査

の経過について報告を受けました。 

 各分科会会長報告に対する質疑、及び討論はなく、採決の結果、議案第４４号平成２８年度亀山

市一般会計補正予算（第１号）について及び議案第４５号平成２８年度亀山市国民健康保険事業特
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別会計補正予算（第１号）については、いずれも原案のとおり、全会一致で可決することに決定し

ました。 

 以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 

○議長（前田耕一君） 

 以上で、各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ないようですので、各委員長の報告に対する質疑は終結いたします。 

 次に、議案第４２号から議案第４８号までの７件について討論を行います。 

 通告に従い、発言を許します。 

 １６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 日本共産党議員団を代表して、議案第４６号市道路線の認定及び議案第４７号市道路線の変更に

ついての２議案について、反対の立場で討論いたします。 

 まず、議案第４７号です。 

 この議案は、既に完成をしている和賀白川線の終点を、現在の国道１号線側道から市道亀田小川

線につながるところまで変更するものであります。この北への延伸工事については、これまでも予

算審議などで、今の厳しい財政状況や今後の交通量の予測がはっきりしないなどの問題点がある中

で、５億円から６億円もかけて優先して進めるべき事業ではないと指摘をしてきました。これが、

反対する理由であります。 

 次に、議案第４６号です。 

 この議案は、和賀白川線の北への延伸に合わせて終点の手前で東へ分岐し、住山公民館付近へ接

続する市道を新たにつくるというものであります。住山公民館付近のＳ字カーブは、地元からも危

険性が指摘されており、この付近の道路の改良には賛成しますが、今回の議案は和賀白川線の北へ

の延伸される道路と一体のものであり、この議案には賛成できません。 

 議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（前田耕一君） 

 １６番 服部孝規議員の討論は終わりました。 

 以上で、通告による討論を終結し、ただいま討論のありました議案について、起立により採決を

行います。 

 採決に先立って、この際お諮りいたします。 

 起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすこととしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 
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 起立採決により着席している場合は、反対とみなすことにいたします。 

 それでは、討論のありました議案第４６号市道路線の認定について、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（前田耕一君） 

 着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第４６号市道路線の認定については、原案のとおり可決することに決定しまし

た。 

 次に、同じく討論のありました議案第４７号市道路線の変更について、起立により採決を行いま

す。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（前田耕一君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第４７号市道路線の変更については、原案のとおり可決することに決定しまし

た。 

 次に、討論のありました議案以外の、議案第４２号から議案第４５号まで及び議案第４８号の５

件について、一括して起立により採決を行います。 

 本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決及び承認すべきものとしており

ます。 

 本各案を各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（前田耕一君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、 

 議案第４２号亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定に

ついて 

 議案第４３号亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について 

 議案第４４号平成２８年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

 議案第４５号平成２８年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第４８号専決処分した事件の承認について 

は、いずれも原案のとおり可決及び承認することに決定しました。 

 次に、日程第８、議案第４９号から日程第１０、議案第５１号までの３件を一括議題とします。 
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 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第４９号工事請負契約の締結についてでございますが、亀山市立川崎小学校校舎改築

工事に係る建築工事につきまして、平成２８年６月２０日付で仮契約いたしましたので、地方自治

法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の方法は、条件つき一般競争入札（事後審査型）で、契約の金額は１６億８,６９６万円、

契約の相手方は堀田・白川特定建設工事共同企業体、共同企業体代表者、亀山市東御幸町２３１番

地、堀田建設株式会社、代表取締役 堀田 誠でございます。 

 次に、議案第５０号工事請負契約の締結についてでございますが、亀山市立川崎小学校校舎改築

工事に係る電気設備工事につきましては、平成２８年６月２０日付で仮契約いたしましたので、地

方自治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の方法は、条件つき一般競争入札（事後審査型）で、契約の金額は１億４,０４０万円、契

約の相手方は鈴鹿市高岡町６５４番地の１、株式会社鈴鹿電設、代表取締役 瀬古恭裕でございま

す。 

 次に、議案第５１号工事請負契約の締結についてでございますが、亀山市立川崎小学校校舎改築

工事に係る機械設備工事につきまして、平成２８年６月２０日付で仮契約いたしましたので、地方

自治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の方法は、条件つき一般競争入札（事後審査型）で、契約の金額は２億６,５６８万円、契

約の相手方は津市島崎町２４８番地、ダイワ空調設備株式会社、代表取締役 田辺元幸でございま

す。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

 何とぞ、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（前田耕一君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、本各案について質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許します。 

 １６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 それでは、通告に従い、質疑を行います。 

 ３つの議案があるんですけれども、共通する項目も多いので、議案第４９号の建築工事について

お聞きしたいと思います。 

 まず、この建築工事ですけれども、学校の建築工事というと、平成２１年６月議会で随分議論を
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しましたいわゆる総合評価方式、いろんな項目の点数をつけて、金額だけではなくして、その点数

の総合点でもって落札業者を決めるという、そういう新たなやり方を学校で導入をしたわけであり

ます。あのとき、随分この問題については、議会でも議論がありました。 

 そこで、まず最初にお聞きしたいのは、なぜ今回同じような学校の建築工事であるのに、この総

合評価方式というやり方を適用しなかったのかという点についてお聞きしたい。 

○議長（前田耕一君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 上田財務部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず、総合評価方式は、経済性だけではなく価格以外の要素を総合的に考慮して、総合的に最も

すぐれた相手と契約をする入札方式で、ある程度の規模を有し難易度の高い工事の入札に適した方

式であると言われておるところでございます。 

 今回の川崎小学校校舎建築工事は、仮設校舎を建てることなく工事をすることや、工期が限られ

ていること、一般的な建築工事であること、また総合評価方式を採用した場合、入札手続が煩雑と

なり入札手続に係る時間を要することなど、総合的に判断した結果、今回は総合評価方式の採用は

行わないとしたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 平成２３年２月２２日の総務部契約管理室というところからいただいた資料で、総合評価落札方

式の適用という、こういう大きなものが手元にあります。この中に、例えば品質、工事による価格

だけではなくして、価格プラス品質という点で総合評価というのはいいんだということが言われて

いる。その品質の中には、工事目的物の品質はもとより工事の効率性、安全性、環境への配慮等の

工事実施段階における特性、つまり工事そのものの質も含むということで、少しずつ思い出してお

るんですけれども、当時学校の改築ということになると、子供に対する安全の配慮とかいうことが

随分大きなウエートを占めて評価がされたということなんですね。 

 だから、そういう意味でいくと、この品質の中に、特に安全性、環境への配慮というようなとこ

ろ、これは大事なところであるから総合評価方式の適用をするんだというふうに言われているわけ

ですね。そういう意味でいくと、学校という施設をつくる場合には、これがあなた方の考え方から

いくと、これからいくと、やっぱり総合評価方式が妥当なんではないかなというふうに思うんです

が、その点再度もう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 入札方式は、絶えず変化をしておるものだというふうに理解をしております。 

 その中で、今回この川崎小学校の工事は、総合評価をしなくてもいけるんだろうというふうな判

断をさせていただいたと、そのようなことを仕様に書くことで環境問題とか、設計の中でそれを配

慮したことができておることでいけるんであろうと。それは、その平成２１年当時、価格の問題と
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か総合評価方式の問題でいろいろ議論があったことも私も承知をしておりまして、昨今のこの学校

建築工事について、他の自治体も総合評価方式の採用は余り導入をしていないということも考え、

うちとしてどういう方式がいいのかを考え、今回は一般競争入札（事後審査型）の入札方式でいこ

うと決定をいたしたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 部長の答弁によると、総合評価という入札方式のいわゆる値打ちは下がったというふうに理解し

ておきたいと思います。 

 ２つ目にお聞きしたいのは、条件つき一般競争入札（事後審査型）という非常に長い名前なんで

すけれども、これは一体どのような内容の入札なのかということを、多分テレビを見ておられる市

民の方はわかりにくいだろうと思うんで、この点について、どういう入札方法なのかということを

説明いただきたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 今回の、亀山市立川崎小学校校舎建築工事は、議員おっしゃられたように条件つき一般競争入札

（事後審査型）で、事後ＪＶ方式で入札を行ったところでございます。 

 条件つき一般競争入札につきましては、入札の参加資格として、基本的な建設業の許可業種や地

域要件、亀山市に指名登録があるかないかなどを付し、入札に参加させる方法でございます。 

 条件つき一般競争入札（事後審査型）につきましては、開札の結果、第１順位の落札候補者に対

して、配置予定の技術者の資格確認や市税の納付状況、事業実績、経営事項評価総合点、ＪＶの場

合の共同企業体構成員との協定書、経営規模等評価結果通知書などの資格を事後において確認をす

る方法でございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ある程度の条件をつけて、いわゆる全国どこの業者でも結構ですよというんじゃなくして、条件

をつけて審査は事後に行うという、こういうことだろうと思うんですが、今の答弁の中で、１つわ

からなかったのは、事後ＪＶ方式ということですね。これはどういうことなのか、通常ＪＶを組ん

で入札をするというのが一般的にはあるんですけれども、事後ＪＶ方式と、これはどういうことを

意味しているのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず特定建設工事共同企業体というのをＪＶというようなことで呼んでおりますけれども、技術

難度の高い工事あるいは大規模な工事の施工に際し、技術力を結集して工事の安定施工を確保する

ために、複数の異なる業者が共同で工事を施工する組織のことを、この特定建設工事共同企業体、
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ＪＶと呼んでおります。 

 今回は、議員おっしゃられるように、事前にＪＶ、２つの業者を組んで入札する方法が事前ＪＶ

といいますけれども、今回は事前にＪＶを組まず事後に組むということにしたのは、市内建築業者

の育成を考えまして、相手方に事後ＪＶで市内ＡまたはＢの業者を入れることといたしました。構

成員Ｂとなる候補者が、市内にはＡ級が２者またＢ級が３者であると。県内の亀山市の格付のＡ級

とＢ級が５者しかいないことを考え、事後ＪＶを採用したところでございます。これは、うちの業

者の数等を考慮した結果、事後ＪＶの方式を採用したところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 余りよくわからなかったんですけれども、要するに市内業者の育成という立場から事後ＪＶを採

用したと、こういうことでいいんですか。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず、事前ＪＶですと市内の５者と事前に組む形となりますので、業者の数が決まるおそれが、

数が少なくなるだろうということも予想しまして、まずは核となる業者をまず決めようと。それは、

県内の建築工事で１,０００点以上の県内の本店の業者の中で競争をしていただこうと。その競争

で落札候補者になった業者が、市内のほかの５者の業者どこかとＪＶを組んで届け出をしていただ

くということで、市内業者の育成も考えた上で、競争性と市内業者の育成を考え、事後ＪＶの方法

を採用したところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 やっぱり一般競争入札というのは、競争性の問題が非常に高いんで、金額も要するに競争すれば

当然安くなるという問題がありますんで、そういう意味で一般競争入札というのは大事だと思うん

ですけれども、ここまで条件をつけてしまうと、何かもう一般競争入札でないような印象を私は受

けます。 

 続けて聞きたいのは、企業要件の中の地域要件として、県内に本店を有するものに絞ってありま

すが、これはなぜ県内に絞ったのか、広く問えばそれだけ競争性も高まるし、金額も安い金額で品

質のいいものがとれるかもわからないということを考えると、県内に本店を有するものに絞ったの

はなぜかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 工事業者の選定条件につきましては、工事の内容、規模、難易度をなどを勘案した上で、競争性

と経済性を確保することはもちろんですが、市内業者の育成や下請業者を含めた産業の振興につい

ても配慮する必要があると考えており、市内の施工業者で施工できる工事は市内業者に、県内の施
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工業者で施工できる工事は県内業者を選定することを原則といたしております。 

 今回の川崎小学校の建築工事につきましては、亀山市にとっては大規模な工事でございます。構

造や施工方法は一般的なものであり、三重県の経営審査の総合点が１,０００点以上で、延べ床面

積２,０００平米以上の学校建築と、延べ床面積５,０００平米以上の公共施設または公益施設の施

工実績がある企業であれば、十分に市が求める品質や納期を満足する施工が可能であると判断をい

たしました。この条件で、候補対象者を検討したところ、三重県内の本店業者だけで競争性の担保

ができる数がございましたので、大手の支店業者まで対象を広げることは行わず、県内業者を対象

といたしたところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 じゃあ、県内の本店を有するものということに絞られたということですけれども、実際の入札の

あれを見ますと、３者で入札をされている。この県内に本店を有するものという条件に当てはまる

のは何者あるのか、これをお聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 県内本店の施工業者で、建築一式の三重県総合点１,０００点以上で、亀山市が求める施工実績

を有する企業数は、９者あることを確認しておるところでございます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ９者あるけれども入札は３者しか応札をしなかったと、こういうことですね。 

 もう１点聞きたいのは、事後審査型というこの方式なんですけれども、いろんなこういう資料で

見てみますと、事前の審査型という一般競争入札もありますけれども、この事前審査型と事後審査

型で何がどう違うのか、なぜ今回事後審査型というのを採用したのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（前田耕一君） 

 上田部長。 

○財務部長（上田寿男君登壇） 

 まず、議員おっしゃるように事前審査型と事後審査型とどう違うのか簡単に申しますと、事後審

査型はいろんな入札の参加業者の落札決定の候補者の第１順位のものだけを審査すればいいと。事

前審査は参加業者の全ての案件を事前に審査をしなければならないということがあります。 

 どんなことを審査するんかと申しますと、配置予定者の技術者の資格の確認、市税や県税の納付

状況、事業実績または経営事項評価総合点、経営規模評価結果通知書などいろんなことを評価する

ことを、事後ですとそこの落札候補者だけをチェックすればいいということになるということでご

ざいます。 

○議長（前田耕一君） 

 服部議員。 



－２３４－ 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 簡単に言うと、行政が仕事が楽に済むということですね。要するに、事前に全部目を通さなきゃ

ならないのを、落札した業者だけの分を見れば済むというような意味で事後審査型をつかいたいと

いうのか、適用したいというようなふうに私は理解をいたしました。 

 あとこれ、この後委員会でも質疑がありますので、私はこの程度にとどめておきたいと思います。

ありがとうございました。 

○議長（前田耕一君） 

 服部孝規議員の質疑は終了しました。 

 以上で、予定しておりました通告による質疑は終結いたします。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第４９号から議案第５１号までの３件については、

お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、教育民生委員会にその審査を付託します。 

 委員会開催のため、暫時休憩します。 

（午後 ２時３８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ４時４４分 再開） 

○議長（前田耕一君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、先ほど教育民生委員会にその審査を付託しました日程第８、議案第４９号から日程第

１０、議案第５１号までの３件を一括議題とします。 

 教育民生委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

教育民生委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４９号 工事請負契約の締結について                    原案可決 

 議案第５０号 工事請負契約の締結について                    原案可決 

 議案第５１号 工事請負契約の締結について                    原案可決 

 

 

 

 平成２８年６月２４日 

 

                       教育民生委員会委員長 服 部 孝 規    



－２３５－ 

 

亀山市議会議長 前 田 耕 一 様 

 

 

 

○議長（前田耕一君） 

 服部委員長。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、当委員会を開催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第４９号から議案第５１号までの工事請負契約の締結については、亀山市立川崎小学校校舎

改築工事に係る建築工事、電気設備工事及び機械設備工事について、平成２８年６月２０日付で仮

契約したため、議会の議決を求めるものであります。 

 審査の過程では、今回の入札は、条件つき一般競争入札（事後審査型）であるが、なぜ事後審査

型としたのかとの質疑があり、これについては、近年、大規模事業の入札契約方式として採用する

自治体がふえている。市内の建築業者数が少ない状況の中で、今回、市内業者は必ず構成員になれ

るメリットもあることから、事後審査型の方式をとったとの答弁でありました。 

 次に、過去に市内業者同士でＪＶを組んだことはあったのかとの質疑があり、これについては、

消防庁舎の例があるとの答弁でありました。 

 次に、分離発注した根拠について質疑があり、これについては、国においても少数業者の保護の

観点から、極力分離発注を奨励しており、三重県においては１,０００万円以上の工事について分

離発注を行っているとの答弁でありました。 

 また、入札においては、さまざまな規模や背景があるが、市内業者の保護の観点も含めた亀山市

に見合った入札方式を行うよう整理し、取り組むよう意見がありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定いたしま

した。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（前田耕一君） 

 教育民生委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ないようですので、委員長報告に対する質疑は終結します。 

 次に、議案第４９号から議案第５１号までの３件について討論を行いますが、通告はありません

ので、討論を終結し、議案第４９号から議案第５１号までの３件について、一括して起立により採

決を行います。 



－２３６－ 

 本各案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本各案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（前田耕一君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、 

 議案第４９号工事請負契約の締結について 

 議案第５０号工事請負契約の締結について 

 議案第５１号工事請負契約の締結について 

は、いずれも原案のとおり可決することに決定しました。 

 次にお諮りします。 

 以上で今期定例会の議事は全て議了しました。 

 議事を閉じ、閉会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（前田耕一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、平成２８年６月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。ご苦労さまでござい

ました。 

（午後 ４時４９分 閉会） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

平成２８年６月２４日 

 

             議  長      前 田 耕 一 

 

 

              ２ 番      西 川 憲 行 

 

 

             １１ 番      岡 本 公 秀 
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